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はじめに

　令和 8年度税制改正においては、物価高への対
応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除等を
引き上げる仕組みを創設するほか、就業調整に対
応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得
税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りし
て引き上げることとされ、「強い経済」の実現に
向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向け
た税制措置を創設するほか、租税特別措置等の適
正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究
開発税制の強化等を行うこととされ、税負担の公
平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得
に対する負担の適正化措置の見直し等を行うこと
とされ、自動車関係諸税について、自動車税等の
環境性能割の廃止や軽油引取税の当分の間税率の
廃止等を行うこととされ、また、国際観光旅客税
の税率の引上げや防衛特別所得税の創設等を行う

こととされ、関係法令の改正が行われました。
　このうち法人税関係（国際課税関係を除きま
す。）の租税特別措置法等の改正では、重点産業
技術試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
制度及び特定生産性向上設備等を取得した場合の
特別償却又は法人税額の特別控除制度の創設等が
行われる一方で、倉庫用建物等の割増償却制度の
廃止、給与等の支給額が増加した場合の法人税額
の特別控除制度（賃上げ促進税制）の改正等、既
存の租税特別措置の整理合理化が行われました。
　本稿は、これらの改正の内容についての解説を
するものです。
　租税特別措置法等の改正を含む「所得税法等の
一部を改正する法律」は、去る 3月31日に参議院
本会議で可決・成立し、同日に令和 8年法律第12
号として公布され、併せて関係政省令等も公布さ
れています。
　関係法令は、次のとおりです。

一　国家戦略特別区域における指定法人
の課税の特例������������ 667

二　特定投資運用業者の役員に対する業
績連動給与の損金算入の特例����� 668
三　中小企業者の欠損金等以外の欠損金
の繰戻しによる還付の不適用措置��� 669
四　特定事業活動として特別新事業開拓
事業者の株式を取得した場合の課税の
特例���������������� 670
五　特定の医療法人の法人税率の特例�� 685
六　中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の損金算入の特例������ 686
七　投資法人に係る課税の特例����� 688
八　認定株式分配に係る課税の特例��� 690
九　公益法人等の損益計算書等の提出�� 696
十　その他の特別措置��������� 697
第六　震災税特法関係��������� 697
一　特定復興産業集積区域において機械
等を取得した場合の特別償却又は法人
税額の特別控除制度��������� 697

二　企業立地促進区域等において機械等
を取得した場合の特別償却又は法人税
額の特別控除制度���������� 699

三　特定復興産業集積区域において被災
雇用者等を雇用した場合の法人税額の
特別控除制度������������ 705
四　企業立地促進区域等において避難対
象雇用者等を雇用した場合の法人税額
の特別控除制度����������� 706
五　特定復興産業集積区域における開発
研究用資産の特別償却等制度����� 710
六　新産業創出等推進事業促進区域にお
ける開発研究用資産の特別償却等制度�712
七　被災代替船舶の特別償却制度���� 713
八　特定土地区画整理事業等のために土
地等を譲渡した場合の所得の特別控除
制度（2,000万円特別控除制度）の特
例����������������� 715
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（法律）
・　所得税法等の一部を改正する法律（令
8 . 3 .31法律第12号）

（政令）
・　租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
（令 8 . 3 .31政令第98号）
・　租税特別措置の適用状況の透明化等に関する
法律施行令等の一部を改正する政令（令
8 . 3 .31政令第101号）

・　東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律
の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正す
る政令（令 8 . 3 .31政令第102号）

（省令）
・　租税特別措置法施行規則等の一部を改正する
省令（令 8 . 3 .31財務省令第21号）
・　租税特別措置の適用状況の透明化等に関する
法律施行規則の一部を改正する省令（令
8 . 3 .31財務省令第23号）

・　東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律
の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正
する省令（令 8 . 3 .31財務省令第24号）
・　法人税法施行規則の一部を改正する省令（令
8 . 4 .14財務省令第39号）

・　租税特別措置の適用状況の透明化等に関する
法律施行規則の一部を改正する省令（令
8 . 4 .14財務省令第41号）

（告示）
＜試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制
度関係＞
・　租税特別措置法施行規則第 5条の 7第21項第
1号イ及び第20条の 2第21項第 1号イに規定す
る指定大学等に係る経済産業大臣が定める要件
（令 8 . 3 .31経済産業省告示第51号）
＜給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特
別控除制度関係＞
・　事業上の関係者との関係の構築の方針に記載
する事項を定める告示の一部を改正する告示
（令 8 . 3 .31厚生労働省、経済産業省、国土交通
省告示第 1号）
・　事業上の関係者との関係の構築の方針の公表

及び届出に係る手続を定める告示の一部を改正
する告示（令 8 . 3 .31経済産業省告示第46号）
＜生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別
償却又は法人税額の特別控除制度関係＞
・　生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利
用による環境への負荷の低減に著しく資するも
のとして経済産業大臣が定める基準の一部を改
正する告示（令 8 . 3 .31経済産業省告示第48号）
・　生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利
用による環境への負荷の低減に特に著しく資す
るものとして経済産業大臣が定める基準の一部
を改正する告示（令 8 . 3 .31経済産業省告示第
49号）
＜倉庫用建物等の割増償却制度関係＞
・　平成28年国土交通省告示第1107号等を廃止す
る告示（令 8 . 3 .31国土交通省告示第504号）
＜土地の譲渡等がある場合の特別税率関係＞
・　租税特別措置法施行規則第13条の 3第 1項第
13号ハ、第14号ニ及び第15号ニ並びに第 9項第
1号ニ及び第 2号ホ並びに第21条の19第 2 項第
13号ハ、第14号ニ及び第15号ニ並びに第10項第
1号ニ及び第 2号ホの規定に基づき、国土交通
大臣が財務大臣と協議して定める書類を定める
件（令 8 . 3 .31国土交通省告示第476号）
・　昭和54年建設省告示第768号の一部を改正す
る件（令 8 . 3 .31国土交通省告示第483号）
・　平成26年国土交通省告示第1183号の一部を改
正する告示（令 8 . 3 .31国土交通省告示第503号）
＜特定の資産の買換えの場合等の課税の特例関
係＞
・　租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣
の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制
度に係る証明に関する手続を定める件の一部を
改正する件（令 8 . 3 .31総務省告示第153号）
＜特定の医療法人の法人税率の特例関係＞
・　租税特別措置法施行令第39条の25第 1 項第 1
号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議し
て定める基準の一部を改正する件（令 8 . 3 .31
厚生労働省告示第176号）
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＜認定株式分配に係る課税の特例関係＞
・　租税特別措置法施行令第39条の34の 2 第 1 項
第 6号に規定する事業の成長発展が見込まれる
ものとして経済産業大臣が定める要件の一部を
改正する告示（令 8 . 3 .31経済産業省告示第47
号）

＜特定復興産業集積区域において被災雇用者等を
雇用した場合の法人税額の特別控除制度関係＞
・　東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律
の臨時特例に関する法律施行令第12条の 3第 1
項第 1号及び第17条の 3第 1項第 1号の規定に
基づき内閣総理大臣が定める区域の件等を廃止
する告示（令 8 . 3 .31復興庁告示第 7号）

第一　税額控除等関係
一　中小企業者等の法人税率の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、中小企業者等の平成24年 4 月 1 日
から令和 9年 3月31日までの期間内に開始する各
事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金
額に対する法人税の軽減税率を15％（所得の金額
が年10億円を超える事業年度については、17％）
（本則税率：19％）とするというものです（措法
42の 3 の 2 ）。
　中小企業者等とは、次の法人をいいます。
⑴　普通法人のうち各事業年度終了の時において
資本金の額若しくは出資金の額が 1億円以下で
あるもの又は資本若しくは出資を有しないもの
⑵　人格のない社団等
⑶　一般社団法人等又は法人税法以外の法律によ
って公益法人等とみなされているもので一定の
もの
　一般社団法人等とは、法人税法別表第 2に掲
げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協
同組合並びに公益社団法人及び公益財団法人を
いいます。また、法人税法以外の法律によって
公益法人等とみなされているもので一定のもの
とは、次の法人をいいます（措令27の 3 の 2 ）。
①　地方自治法に規定する認可地縁団体
②　建物の区分所有等に関する法律に規定する
管理組合法人及び団地管理組合法人
③　政党交付金の交付を受ける政党等に対する
法人格の付与に関する法律に規定する法人で

ある政党等
④　密集市街地における防災街区の整備の促進
に関する法律に規定する防災街区整備事業組
合
⑤　特定非営利活動促進法に規定する特定非営
利活動法人
⑥　マンションの建替え等の円滑化に関する法
律に規定するマンション建替組合、マンショ
ン敷地売却組合及び敷地分割組合

⑷　上記⑶以外の公益法人等又は協同組合等
⑸　特定医療法人
　ただし、対象法人からは、普通法人のうち各事
業年度終了の時において法人税法第66条第 5項各
号若しくは第143条第 5 項各号に掲げる法人又は
適用除外事業者に該当するもの及び通算法人を除
くこととされています。
（注 1）　法人税法第66条第 5 項各号又は第143条第 5

項各号に掲げる法人とは、次の法人（外国法

人である普通法人については、次の⑴から⑶

まで及び⑹の法人）をいいます（法法66⑤一

～六、143⑤一～四、法令139の 6 、192）。

⑴�　保険業法に規定する相互会社又は外国相

互会社（以下「相互会社」又は「外国相互

会社」といいます。）

⑵�　大法人（次の法人をいいます。以下同じ

です。）との間にその大法人による完全支配

関係がある普通法人

　①�　資本金の額又は出資金の額が 5 億円以
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上である法人

　②�　相互会社（外国相互会社を含みます。）

　③�　法人税法第 4 条の 3 に規定する受託法

人（以下「受託法人」といいます。）

⑶�　普通法人との間に完全支配関係がある全

ての大法人が有する株式及び出資の全部を

その全ての大法人のうちいずれか一の法人

が有するものとみなした場合においてその

いずれか一の法人とその普通法人との間に

そのいずれか一の法人による完全支配関係

があることとなるときのその普通法人（上

記⑵の法人を除きます。）

⑷�　投資法人

⑸�　特定目的会社

⑹�　受託法人
（注 2）　適用除外事業者とは、租税特別措置法第42

条の 4 第19項第 8 号に規定する適用除外事業

者をいい、具体的には、その事業年度開始の

日前 3年以内に終了した各事業年度（以下「基

準年度」といいます。）の所得の金額の合計額

を各基準年度の月数の合計数で除し、これに

12を乗じて計算した金額（設立後 3 年を経過

していないこと、既に基準年度の所得に対す

る法人税の額につき法人税法第80条の規定の

適用があったこと、基準年度において合併、

分割又は現物出資が行われたこと等の事由が

ある場合には、その計算した金額につきその

事由の内容に応じ調整を加えた金額となりま

す。）が15億円を超える法人とされています。
（注 3）　租税特別措置法第68条の規定の適用を受け

る特定の地区又は地域に係る協同組合等（通

算親法人であるものを除きます。）についても、

本制度の対象となります（措法42の 3 の 2 ②）。

したがって、これらの協同組合等は、年800万

円以下の部分の金額については15％（所得の

金額が年10億円を超える事業年度については、

17％）、年800万円超10億円以下の部分の金額

については19％、年10億円超の部分の金額に

ついては22％の法人税率が適用されます。

2 　改正の内容

　上記 1⑶の法人税法以外の法律によって公益法
人等とみなされているもので一定のものに、マン
ションの再生等の円滑化に関する法律に規定する
マンション除却組合が追加されました（措令27の
3 の 2 ）。
　また、上記 1⑶⑥のマンション建替組合及びマ
ンション敷地売却組合について、名称がそれぞれ
マンションの再生等の円滑化に関する法律に規定
する「マンション再生組合」及び「マンション等
売却組合」に変更されました（措令27の 3 の 2 ）。
（注）　これらの改正は、令和 7年度税制改正事項です。

令和 7 年 5 月30日に公布された老朽化マンショ

ン等の管理及び再生の円滑化等を図るための建

物の区分所有等に関する法律等の一部を改正す

る法律（令和 7 年法律第47号）によりマンショ

ンの建替え等の円滑化に関する法律が改正され、

マンション除却事業の手続等の創設、マンショ

ン建替組合及びマンション敷地売却組合の改組

がされたことに伴うものです。なお、この改組

等により、同法の題名も「マンションの再生等

の円滑化に関する法律」に変更されました。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 8年 4月 1日から施行さ
れています（改正措令附則 1）。
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二�　試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度（改正後：
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度及び特別試験
研究を行った場合の法人税額の特別控除制度）（研究開発税制）

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴から⑷までによって構成さ
れています。

⑴　一般試験研究費の額に係る税額控除制度
　この制度は、青色申告書を提出する法人の各
事業年度において、その事業年度の試験研究費
の額がある場合に、その事業年度の所得に対す
る調整前法人税額からその事業年度の試験研究
費の額に税額控除割合を乗じて計算した金額
（以下「税額控除限度額」といいます。）を控除
することができるというものです（措法42の 4
①）。ただし、合併による解散以外の解散の日
を含む事業年度及び清算中の各事業年度は、こ
の制度の適用を受けることはできません。
　なお、控除を受ける金額（税額控除額）は、
当期の調整前法人税額の25％相当額を上限とす
ることとされています（措法42の 4 ①後段）。
①　税額控除割合
　税額控除割合は、次の場合の区分に応じそ
れぞれ次の割合（上限：10％）とされていま
す（措法42の 4 ①）。
イ　下記ロの場合以外の場合（措法42の 4 ①
一）……次の算式により算出した割合
≪算式≫
11.5％－（12％－増減試験研究費割合）×0.25
（下限： 1％）

ロ　その事業年度が設立事業年度である場合
又は比較試験研究費の額が 0 である場合
（措法42の 4 ①二）……8.5％

（注）　令和 8 年 4 月 1 日以後に開始する事業年

度における税額控除割合は、次の場合の区

分に応じそれぞれ次の割合（上限：10％）

とされています。

イ�　増減試験研究費割合が 0 以上である場

合（ハの場合を除きます。）（措法42の 4

①一）……次の算式により算出した割合

　≪算式≫
　�11.5％－（12％－その増減試験研究費割
合）×0.25

ロ�　増減試験研究費割合が 0 に満たない場

合（ハの場合を除きます。）（措法42の 4

①二）……次の事業年度の区分に応じそ

れぞれ次の算式により算出した割合

　イ�　令和11年 4 月 1 日前に開始する事業

年度……次の算式により算出した割合

　　≪算式≫
　　�8.5％－（ 0－その増減試験研究費割合）
×（8.5／30）

　　�　なお、上記の算式により算出した割

合が 0 未満であるときは 0 とすること

とされています。

　ロ�　令和11年 4 月 1 日から令和13年 3 月

31日までの間に開始する事業年度……

次の算式により算出した割合

　　≪算式≫
　　�8.5％－（ 0－その増減試験研究費割合）
×（8.5／27.5）

　　�　なお、上記の算式により算出した割

合が 0 未満であるときは 0 とすること

とされています。

　ハ�　令和13年 4 月 1 日以後に開始する事

業年度……次の算式により算出した割

合

　　≪算式≫
　　�8.5％－（ 0－その増減試験研究費割合）
×（8.5／25）

　　�　なお、上記の算式により算出した割

合が 0 未満であるときは 0 とすること
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とされています。

ハ�　その事業年度が設立事業年度である場

合又は比較試験研究費の額が 0 である場

合（措法42の 4 ①三）……8.5％

②　税額控除限度額の特例
　令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月31日ま
での間に開始する各事業年度においては、上
記①にかかわらず、税額控除限度額を次の場
合の区分に応じそれぞれ次のとおりとする措
置が講じられています（措法42の 4 ②）。
イ　下記ロの事業年度以外の事業年度
　当期の試験研究費の額に次の場合の区分
に応じそれぞれ次の割合（上限：14％）を
乗じて計算した金額が、税額控除限度額と
されます（措法42の 4 ②一）。
イ　増減試験研究費割合が12％を超える場
合（ハの場合を除きます。）……次の算
式により算出した割合
≪算式≫
11.5％＋（その増減試験研究費割合－12％）
×0.375

ロ　増減試験研究費割合が12％以下である
場合（ハの場合を除きます。）……次の
算式により算出した割合
≪算式≫
11.5％－（12％－その増減試験研究費割合）
×0.25（下限： 1％）

ハ　その事業年度が設立事業年度である場
合又は比較試験研究費の額が 0である場
合……8.5％

ロ　試験研究費割合が10％を超える事業年度
　当期の試験研究費の額に次の割合を合計
した割合（上限：14％）を乗じて計算した
金額が、税額控除限度額とされます（措法
42の 4 ②二）。
イ　上記イイからハまでの場合の区分に応
じそれぞれ上記イイからハまでの割合
ロ　上記イの割合に次の算式による控除割
増率（上限：10％）を乗じて計算した割
合

≪算式≫
（その試験研究費割合－10％）×0.5

③　税額控除額の上限の特例
　税額控除額の上限について、次のとおり特
例措置が講じられています（措法42の 4 ③）。
イ　研究開発を行うベンチャー企業の税額控
除額の上限の特例
　この制度の適用を受けようとする法人の
次の要件を満たす事業年度については、税
額控除額の上限（当期の調整前法人税額の
25％相当額）に、当期の調整前法人税額の
15％相当額を加算することとされています
（措法42の 4 ③一、措令 1の 2③）。
イ　この制度の適用を受ける事業年度（以
下「適用年度」といいます。）がその法
人の設立日からその設立日以後10年を経
過する日までの期間内の日を含む事業年
度に該当すること。
ロ　その法人が適用年度終了の時において
大法人の100％グループ法人（法法66⑤
二・三）、受託法人及び株式移転完全親
法人のいずれにも該当しないこと。
ハ　適用年度終了の時において翌期繰越欠
損金額があること。

ロ　増減試験研究費割合に応じた税額控除額
の上限の変動特例及び試験研究費割合が10
％を超える場合における税額控除額の上限
の特例
　令和 5年 4月 1日から令和 8年 3月31日
までの間に開始する各事業年度のうち、次
の事業年度については、税額控除額の上限
は、当期の調整前法人税額に、25％にそれ
ぞれ次の割合を加算した割合を乗じて計算
した金額とされています（措法42の 4 ③
二）。なお、イ及びハの事業年度のいずれ
にも該当する事業年度にあっては、加算す
る割合は、イの割合とハの割合とのうちい
ずれか高い割合とすることとされています。
イ　増減試験研究費割合が 4％を超える事
業年度（設立事業年度及び比較試験研究
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費の額が 0である事業年度を除きます。）
……次の算式により算出した割合
≪算式≫
（その増減試験研究費割合－ 4 ％）×0.625
（上限： 5％）

ロ　増減試験研究費割合がマイナス 4％を
下回る事業年度（設立事業年度、比較試
験研究費の額が 0である事業年度及び試
験研究費割合が10％を超える事業年度を
除きます。）……次の算式により算出し
た割合
≪算式≫
（その増減試験研究費割合＋ 4 ％）×0.625
（下限：マイナス 5％）

ハ　試験研究費割合が10％を超える事業年
度……次の算式により算出した割合
≪算式≫
（その試験研究費割合－10％）× 2（上限：
10％）

（注 1）　試験研究費の額とは、次の金額の合計額

をいうこととされています（措法42の 4 ⑲一、

措令27の 4 ⑤～⑧）。なお、その金額に係る

費用に充てるため他の者から支払を受ける

金額がある場合にはその金額を控除した金

額とし、その法人が内国法人である場合の

その法人の法人税法第69条第 4 項第 1 号に

規定する国外事業所等を通じて行う事業に

係る費用の額を除くこととされています（措

法42の 4 ⑲一）。

　（注）�　他の者には、その法人が外国法人で

ある場合の法人税法第138条第 1 項第 1

号に規定する本店等を含むこととされ

ています（措法42の 4 ⑲一）。

　①�　次の費用の額（売上原価その他の原価

の額を除きます。）で各事業年度の所得の

金額の計算上損金の額に算入されるもの

　　イ�　製品の製造又は技術の改良、考案若

しくは発明に係る試験研究（新たな知

見を得るため又は利用可能な知見の新

たな応用を考案するために行うものに

限ります。）のために要する費用

　　　�　具体的には、次の試験研究の区分に

応じそれぞれ次の費用とされています

（措令27の 4 ⑤）。

　　　イ�　その試験研究を行うために要する

原材料費、人件費及び経費（措令27

の 4 ⑤一）

　　　　（注）�　人件費は、専門的知識をもっ

てその試験研究の業務に専ら従

事する者に係るものに限ること

とされています。

　　　ロ�　他の者に委託をして試験研究を行

うその法人のその試験研究のために

その委託を受けた者に対して支払う

費用（措令27の 4 ⑤二）

　　　　（注）�　他の者には、その法人が外国

法人である場合の法人税法第138

条第 1 項第 1 号に規定する本店

等を含むものとされています（措

令27の 4 ⑧）。

　　　ハ�　技術研究組合法第 9 条第 1 項の規

定により賦課される費用（措令27の

4 ⑤三）

　　　�　ただし、研究開発費として損金経理

をした金額のうち、下記②の固定資産

の取得に要した金額とされるべき費用

の額又は②の繰延資産となる費用の額

がある場合におけるその固定資産又は

繰延資産の償却費、除却による損失及

び譲渡による損失を除くこととされて

います。

　　ロ�　対価を得て提供する新たな役務の開

発に係る一定の試験研究のために要す

る費用

　　　�　具体的には、次の試験研究の区分に

応じそれぞれ次の費用とされています

（措令27の 4 ⑦）。

　　　イ�　その試験研究を行うために要する

原材料費、人件費及び経費（措令27

の 4 ⑦一）
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　　　　（注 1）�　人件費は、情報解析専門家

でその専門的な知識をもって

その試験研究の業務に専ら従

事する者に係るものに限るこ

ととされています（措令27の

4 ⑦一、措規20②）。

　　　　（注 2）�　情報解析専門家とは、下記

（注 2）①の情報の解析に必要

な確率論及び統計学に関する

知識並びに情報処理に関して

必要な知識を有すると認めら

れる者をいいます（措規20①）。

　　　　（注 3）�　経費のうち、外注費にあっ

ては、上記の原材料費及び人

件費に相当する部分並びにそ

の試験研究を行うために要す

る経費に相当する部分（外注

費に相当する部分を除きま

す。）に限ることとされていま

す。

　　　ロ�　他の者に委託をして試験研究を行

うその法人のその試験研究のために

その委託を受けた者に対して支払う

費用（措令27の 4 ⑦二）

　　　　（注）�　費用は、上記イの原材料費、

人件費及び経費に相当する部分

に限ることとされています。また、

他の者については、上記イロ

（注）と同様です。

　②�　上記①イ又はロの費用の額で各事業年

度において研究開発費として損金経理を

した金額のうち、棚卸資産若しくは固定

資産の取得に要した金額とされるべき費

用の額又は繰延資産となる費用の額

　　�　なお、固定資産の取得に要した金額と

されるべき費用の額からは、事業の用に

供する時において上記①イの試験研究又

は上記①ロの試験研究の用に供する固定

資産の取得に要した金額とされるべき費

用の額が除かれ、繰延資産となる費用の

額からは、上記①イの試験研究又は上記

①ロの試験研究のために支出した費用に

係る繰延資産となる費用の額が除かれて

います。
（注 2）　対価を得て提供する新たな役務の開発に

係る一定の試験研究とは、対価を得て提供

する新たな役務の開発を目的として次の全

てが行われる場合におけるそれぞれ次のも

のをいいます（措令27の 4 ⑥、措規20①）。

　①�　次の情報について、一定の法則を発見

するために、情報解析専門家により情報

の解析を行う専用のソフトウエアを用い

て行われる分析

　　イ�　大量の情報を収集する機能を有し、

その機能の全部又は主要な部分が自動

化されている機器又は技術を用いる方

法によって収集された情報

　　ロ�　上記イのほか、その法人の有する情

報で、その法則の発見が十分見込まれ

る量のもの

　②�　上記①の分析により発見された法則を

利用したその役務の設計

　③�　上記②の設計に係る上記②の法則が予

測と結果とが一致することの蓋然性が高

いものであることその他妥当であると認

められるものであること及びその法則を

利用したその役務がその目的に照らして

適当であると認められるものであること

の確認

　�　なお、役務の開発を目的として、上記①

イの方法によって情報を収集し、又は上記

①イの情報を取得する場合には、その収集

又は取得も、対価を得て提供する新たな役

務の開発に係る一定の試験研究に該当する

こととされています（措令27の 4 ⑥）。
（注 3）　増減試験研究費割合とは、増減試験研究

費の額の比較試験研究費の額に対する割合

をいいます（措法42の 4 ⑲三）。
（注 4）　増減試験研究費の額とは、その事業年度

の試験研究費の額から比較試験研究費の額
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を減算した金額をいいます（措法42の 4 ⑲

三）。
（注 5）　比較試験研究費の額とは、その事業年度

開始の日の 3 年前の日からその事業年度開

始の日の前日までの期間内に開始した各事

業年度の試験研究費の額の合計額をその期

間内に開始した各事業年度の数で除して計

算した金額をいいます（措法42の 4 ⑲五）。
（注 6）　試験研究費割合とは、その事業年度の試

験研究費の額の平均売上金額に対する割合

をいい（措法42の 4 ⑲六）、平均売上金額と

は、その事業年度及びその事業年度開始の

日の 3 年前の日からその事業年度開始の日

の前日までの期間内に開始した各事業年度

の売上金額の平均額をいいます（措法42の

4 ⑲十三、措令27の 4 ㉗）。

　�　なお、売上金額とは、棚卸資産の販売そ

の他事業として継続して行われる資産の譲

渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益

の額として所得の金額の計算上益金の額に

算入される金額をいい、この収益の額からは、

営業外の収益の額とされるべきものを除く

こととされています（措法42の 4 ⑲十三、

措令27の 4 ㉖）。
（注 7）　設立日とは、法人税法第57条第11項第 3

号に規定する内国法人の設立の日として政

令で定める日をいいます（措法42の 4 ③一

イ）。
（注 8）　翌期繰越欠損金額とは、国税通則法第 2

条第 6 号ハに規定する純損失等の金額のう

ち同号ハ⑵に掲げるものとされています（措

法42の 4 ③一ハ）。

⑵　中小企業技術基盤強化税制
　この制度は、中小企業者（適用除外事業者又
は通算適用除外事業者に該当するものを除きま
す。）又は農業協同組合等で、青色申告書を提
出するもの（以下「中小企業者等」といいま
す。）の各事業年度において、その事業年度の
試験研究費の額がある場合に、上記⑴の制度の

適用に代えて、その事業年度の所得に対する調
整前法人税額からその事業年度の試験研究費の
額の12％相当額（以下「中小企業者等税額控除
限度額」といいます。）を控除することができ
るというものです（措法42の 4 ④）。ただし、
合併による解散以外の解散の日を含む事業年度
及び清算中の各事業年度は、この制度の適用を
受けることはできません。
　なお、控除を受ける金額（税額控除額）は、
当期の調整前法人税額の25％相当額を上限とす
ることとされています（措法42の 4 ④後段）。
①　中小企業者等税額控除限度額の特例
　中小企業者等の令和 3年 4月 1日から令和
8年 3月31日までの間に開始する各事業年度
においては、中小企業者等税額控除限度額を、
当期の試験研究費の額に、12％に次の事業年
度の区分に応じそれぞれ次の算式により算出
した割合を加算した割合（上限：17％）を乗
じて計算した金額とする措置が講じられてい
ます（措法42の 4 ⑤）。
イ　増減試験研究費割合が12％を超える事業
年度（設立事業年度、比較試験研究費の額
が 0である事業年度及び試験研究費割合が
10％を超える事業年度を除きます。）
≪算式≫
（その増減試験研究費割合－12％）×0.375

ロ　試験研究費割合が10％を超える事業年度
（設立事業年度及び比較試験研究費の額が
0である事業年度のいずれにも該当しない
事業年度で増減試験研究費割合が12％を超
える事業年度を除きます。）
≪算式≫
12％×控除割増率

　控除割増率とは、次の算式により算出し
た割合（上限：10％）をいいます。
≪算式≫
（その試験研究費割合－10％）×0.5

ハ　増減試験研究費割合が12％を超え、かつ、
試験研究費割合が10％を超える事業年度
（設立事業年度及び比較試験研究費の額が
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0 である事業年度を除きます。）
≪算式≫
（その増減試験研究費割合－12％）×0.375×
（ 1＋控除割増率）＋12％×控除割増率

②　税額控除額の上限の特例
　中小企業者等の令和 3年 4月 1日から令和
8年 3月31日までの間に開始する各事業年度
の税額控除額の上限について、次のとおり特
例措置が講じられています（措法42の 4 ⑥）。
イ　増減試験研究費割合が12％を超える場合
の税額控除額の上限の特例
　増減試験研究費割合が12％を超える事業
年度（設立事業年度及び比較試験研究費の
額が 0 である事業年度を除きます。）につ
いては、税額控除額の上限（当期の調整前
法人税額の25％相当額）に当期の調整前法
人税額の10％相当額を加算することとされ
ています（措法42の 4 ⑥一）。
ロ　試験研究費割合が10％を超える場合の税
額控除額の上限の特例
　試験研究費割合が10％を超える事業年度
（上記イの事業年度を除きます。）について
は、税額控除額の上限（当期の調整前法人
税額の25％相当額）に次の算式により算出
した金額を加算することとされています
（措法42の 4 ⑥二）。
≪算式≫
当期の調整前法人税額×（（その試験研究費割
合－10％）× 2）

　なお、上記の算式のうち「（（その試験研
究費割合－10％）× 2）」により算出した
割合の上限は、10％とすることとされてい
ます。

（注 1）　中小企業者とは、資本金の額若しくは出

資金の額が 1 億円以下の法人のうち次の法

人以外の法人（受託法人を除きます。）又は

資本若しくは出資を有しない法人のうち常

時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

（受託法人及びその法人が通算親法人である

場合における③の法人を除きます。）をいい

ます（措法42の 4 ⑲七、措令 1 の 2 ③、27

の 4 ⑰）。

　①�　その発行済株式又は出資（その有する

自己の株式又は出資を除きます。以下同

じです。）の総数又は総額の 2 分の 1 以上

が同一の大規模法人の所有に属している

法人

　　�　なお、大規模法人とは、資本金の額若

しくは出資金の額が 1 億円を超える法人、

資本若しくは出資を有しない法人のうち

常時使用する従業員の数が1,000人を超え

る法人又は次の法人をいい、中小企業投

資育成株式会社を除きます。

　　イ�　大法人（次の法人をいいます。以下

同じです。）との間にその大法人による

完全支配関係がある普通法人

　　　イ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億

円以上である法人

　　　ロ�　保険業法に規定する相互会社及び

外国相互会社のうち、常時使用する

従業員の数が1,000人を超える法人

　　　ハ�　受託法人

　　ロ�　普通法人との間に完全支配関係があ

る全ての大法人が有する株式及び出資

の全部をその全ての大法人のうちいず

れか一の法人が有するものとみなした

場合においてそのいずれか一の法人と

その普通法人との間にそのいずれか一

の法人による完全支配関係があること

となるときのその普通法人（上記イの

法人を除きます。）

　②�　上記①の法人のほか、その発行済株式

又は出資の総数又は総額の 3 分の 2 以上

が大規模法人の所有に属している法人

　③�　他の通算法人のうちいずれかの法人が

次の法人に該当せず、又は受託法人に該

当する場合における通算法人

　　イ�　資本金の額又は出資金の額が 1 億円

以下の法人のうち上記①及び②の法人

以外の法人
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　　ロ�　資本又は出資を有しない法人のうち

常時使用する従業員の数が1,000人以下

の法人
（注 2）　適用除外事業者とは、その事業年度開始

の日前 3 年以内に終了した各事業年度（以

下「基準年度」といいます。）の所得の金額

の合計額を各基準年度の月数の合計数で除

し、これに12を乗じて計算した金額（設立

後 3 年を経過していないこと、既に基準年

度の所得に対する法人税の額につき欠損金

の繰戻しによる還付制度の適用があったこ

と、基準年度において合併、分割又は現物

出資が行われたこと等の事由がある場合に

は、その計算した金額につきその事由の内

容に応じ調整を加えた金額となります。）が

15億円を超える法人をいいます（措法42の

4 ⑲八）。
（注 3）　中小企業技術基盤強化税制においては、

通算加入適用除外事業者は適用除外事業者

から除くこととされています（措法42の 4

④）。通算加入適用除外事業者とは、法人税

法第64条の 9 第11項又は第12項の規定の適

用を受けるこれらの規定に規定する他の内

国法人（以下「他の内国法人」といいま

す。）が当該他の内国法人について同条第 1

項の規定による承認の効力が生ずる日（以

下「加入日」といいます。）を含む事業年度

（当該他の内国法人に係る通算親法人の事業

年度終了の日に終了するものに限ります。）

において適用除外事業者に該当する場合の

その加入日を含む事業年度における当該他

の内国法人をいい、次の法人を除くことと

されています（措令27の 4 ㉓）。

　①�　調整対象法人を被合併法人とする合併

に係る合併法人

　②�　他の内国法人に係る通算親法人の事業

年度開始の日において行われた合併で同

日の前日においてその通算親法人との間

に通算完全支配関係があった法人を被合

併法人とする合併により設立したもの

　③�　その通算親法人の事業年度開始の時に

おいてその通算親法人との間に通算完全

支配関係があるもの

　④�　次の要件の全てを満たすもの

　　イ�　他の内国法人の加入日において当該

他の内国法人との間に通算完全支配関

係がある他の通算法人のいずれかとの

間に当該他の内国法人のその加入日の

前日以前のいずれかの日において通算

完全支配関係があったこと。

　　ロ�　他の内国法人の加入日を含む当該他

の内国法人に係る通算親法人の事業年

度開始の日の前日においてその通算親

法人との間に法人税法第 2 条第12号の

7 の 5 に規定する支配関係があったこ

と。
（注 4）　通算適用除外事業者とは、通算法人であ

る法人の各事業年度終了の日においてその

通算法人である法人との間に通算完全支配

関係がある他の通算法人のうちいずれかの

法人が適用除外事業者に該当する場合にお

けるその通算法人である法人をいいます（措

法42の 4 ⑲八の二）。
（注 5）　農業協同組合等とは、農業協同組合、農

業協同組合連合会、中小企業等協同組合、

出資組合である商工組合及び商工組合連合

会、内航海運組合、内航海運組合連合会、

出資組合である生活衛生同業組合、漁業協

同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業

協同組合、水産加工業協同組合連合会、森

林組合並びに森林組合連合会をいいます（措

法42の 4 ⑲九）。
（注 6）　通算法人である農業協同組合等のうち中

小企業技術基盤強化税制の適用を受けるこ

とができるものは、中小通算農業協同組合

等に限ることとされています（措法42の 4

④）。中小通算農業協同組合等とは、通算親

法人である農業協同組合等の各事業年度終

了の日においてその農業協同組合等との間

に通算完全支配関係がある他の通算法人の
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全てが資本金の額又は出資金の額が 1 億円

以下の法人（適用除外事業者に該当するも

の及び受託法人を除きます。）に該当する場

合におけるその農業協同組合等をいうこと

とされています（措令 1の 2③、27の 4 ①）。
（注 7）　中小企業技術基盤強化税制の適用を受け

ようとする通算子法人の各事業年度（その

通算子法人に係る通算親法人の事業年度終

了の日に終了するものに限ります。）終了の

日においてその通算親法人が中小通算農業

協同組合等に該当する場合におけるその通

算子法人の中小企業技術基盤強化税制の適

用については、その通算子法人は、その通

算親法人が中小企業者に該当しない場合又

はその通算親法人が適用除外事業者に該当

する場合であっても、そのことをもって中

小企業技術基盤強化税制の対象外とはなら

ないこととされています（措法42の 4 ④、

措令27の 4 ②）。

⑶　特別試験研究費の額に係る税額控除制度
　この制度は、青色申告書を提出する法人の各
事業年度において、その事業年度の特別試験研
究費の額がある場合に、その事業年度の所得に
対する調整前法人税額から次の金額の合計額
（以下「特別研究税額控除限度額」といいま
す。）を控除することができるというものです
（措法42の 4 ⑦）。ただし、合併による解散以外
の解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業
年度は、この制度の適用を受けることはできま
せん。
①　その事業年度の特別試験研究費の額のうち
特別試験研究機関等と共同して行う試験研究
又は特別試験研究機関等に委託する試験研究
に係る試験研究費の額の30％相当額
②　その事業年度の特別試験研究費の額（上記
①の試験研究費の額を除きます。）のうち他
の者と共同して行う試験研究又は他の者に委
託する試験研究であって、革新的なもの又は
国立研究開発法人その他これに準ずる者にお

ける研究開発の成果を実用化するために行う
ものに係る試験研究費の額の25％相当額
③　その事業年度の特別試験研究費の額のうち
上記①及び②の試験研究費の額以外の試験研
究費の額の20％相当額
　なお、控除を受ける金額は、当期の調整前法
人税額の10％相当額を上限とすることとされて
います（措法42の 4 ⑦後段）。
　また、当期において、一般試験研究費の額に
係る税額控除制度（上記⑴）又は中小企業技術
基盤強化税制（上記⑵）の適用を受ける場合に
は、これらの制度により当期の所得に対する調
整前法人税額から控除する金額の計算の基礎と
なった特別試験研究費の額は、本制度の対象か
ら除くこととされています（措法42の 4 ⑦）。
（注）　特別試験研究費の額とは、試験研究費の額

のうち国の試験研究機関、大学その他の者と

共同して行う試験研究、国の試験研究機関、

大学その他の者に委託する試験研究、中小企

業者からその有する知的財産権の設定又は許

諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対

象者が少数である医薬品に関する試験研究、

高度専門知識等を有する者に対して人件費を

支出して行う試験研究等に係る試験研究費の

額をいい（措法42の 4 ⑲十）、具体的には、次

の試験研究の区分に応じそれぞれ次の金額と

されています（措令27の 4 ㉔㉕、措規20⑥～

㉘）。

①�　特別研究機関等と共同して行う試験研究

で、その特別研究機関等との契約又は協定

に基づいて行われるもの……試験研究費の

額のうちその試験研究に要した費用に係る

ものとしてその試験研究に係る試験研究機

関等の長若しくはその試験研究機関等の属

する国家行政組織法の行政機関に置かれる

地方支分部局の長、国立研究開発法人の長、

福島国際研究機構理事長又は国立健康危機

管理研究機構理事長が認定した金額で、そ

の金額が生じた事業年度の確定申告書等に

その認定に係る書類の写しを添付すること
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により証明がされた金額（措令27の 4 ㉔一

㉕一、措規20㉕一）

　（注 1）�　特別研究機関等とは、次のいずれ

かに該当する者をいいます（措令27

の 4 ㉔一）。

　　　　イ�　科学技術・イノベーション創出

の活性化に関する法律の試験研究

機関等

　　　　ロ�　国立研究開発法人

　　　　ハ�　福島国際研究教育機構

　　　　ニ�　国立健康危機管理研究機構

　（注 ２）�　確定申告書等とは、法人税法第 ２

条第30号に規定する中間申告書で同

法第72条第 １ 項各号に掲げる事項を

記載したもの及び同法第144条の ４ 第

１ 項各号又は第 ２ 項各号に掲げる事

項を記載したもの並びに同法第 ２ 条

第31号に規定する確定申告書をいい

ます（措法 ２②二十八）。

　　　　�　すなわち、仮決算をした場合の中

間申告書及び確定申告書をいい、確

定申告書には、その確定申告書に係

る期限後申告書を含むこととされて

います。

②�　大学等と共同して行う試験研究で、その

大学等との契約又は協定に基づいて行われ

るもの……試験研究費の額のうちその試験

研究に要した費用であってその法人が契約

又は協定に基づいて負担したものに係るも

のであることにつき、監査を受け、かつ、

その大学等の確認を受けた金額で、その金

額が生じた事業年度の確定申告書等にその

監査及び確認に係る書類の写しを添付する

ことにより証明がされた金額（措令27の 4

㉔二㉕二、措規20㉖一）

　（注）�　大学等とは、学校教育法の大学若し

くは高等専門学校又は国立大学法人法

の大学共同利用機関をいい、この大学

又は高等専門学校からは、構造改革特

別区域法の学校設置会社が設置するも

のを除くこととされています（措令27

の 4 ㉔二）。

③�　特定新事業開拓事業者と共同して行う試

験研究で、その特定新事業開拓事業者との

契約又は協定に基づいて行われるもの……

試験研究費の額のうちその試験研究に要し

た費用であってその法人が契約又は協定に

基づいて負担したものに係るものであるこ

とにつき、監査を受け、かつ、その特定新

事業開拓事業者の確認を受けた金額で、そ

の金額が生じた事業年度の確定申告書等に

その監査及び確認に係る書類の写しを添付

することにより証明がされた金額（措令27

の 4 ㉔三㉕二、措規20㉖二）

　（注）�　特定新事業開拓事業者とは、産業競

争力強化法第 2 条第 6 項に規定する新

事業開拓事業者のうち研究開発型新事

業開拓事業者をいい、特別研究機関等、

大学等及び関係法人等を除くこととさ

れています（措令27の 4 ㉔三、措規20

⑦）。

④�　成果活用促進事業者と共同して行う成果

実用化研究開発に該当する試験研究で、そ

の成果活用促進事業者との契約又は協定に

基づいて行われるもの……試験研究費の額

のうちその試験研究に要した費用であって

その法人が契約又は協定に基づいて負担し

たものに係るものであることにつき、監査

を受け、かつ、その成果活用促進事業者の

確認を受けた金額で、その金額が生じた事

業年度の確定申告書等にその監査及び確認

に係る書類の写しを添付することにより証

明がされた金額（措令27の 4 ㉔四㉕二、措

規20㉖三）

　（注）�　成果活用促進事業者とは、特別研究

開発法人から科学技術・イノベーショ

ン創出の活性化に関する法律第34条の

6 第 1 項の規定により出資を受ける同

項第 3 号に掲げる者に該当する法人そ

の他これに準ずる一定の者をいい、特
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別研究機関等、大学等、特定新事業開

拓事業者及び関係法人等を除くことと

されています（措令27の 4 ㉔四、措規

20⑨⑩）。

⑤�　他の者と共同して行う試験研究で、その

他の者
0 0 0

との契約又は協定に基づいて行われ

るもの……試験研究費の額のうちその試験

研究に要した費用であってその法人が契約

又は協定に基づいて負担したものに係るも

のであることにつき、監査を受け、かつ、

その他の者
0 0 0

の確認を受けた金額で、その金

額が生じた事業年度の確定申告書等にその

監査及び確認に係る書類の写しを添付する

ことにより証明がされた金額（措令27の 4

㉔五㉕二、措規20㉖四）

　（注）�　他の者からは、特別研究機関等、大

学等、特定新事業開拓事業者、成果活

用促進事業者及び関係法人等を除くこ

ととされています（措令27の 4 ㉔五）。

⑥�　技術研究組合の組合員が協同して行う技

術研究組合法第 3 条第 1 項第 1 号に規定す

る試験研究で、その技術研究組合の定款若

しくは規約又は同法第13条第 1 項に規定す

る事業計画に基づいて行われるもの……そ

の試験研究に係る同法第 9 条第 1 項の規定

により賦課される費用の額（措令27の 4 ⑤

三㉔六㉕三、措規20⑬）

⑦�　特別研究機関等に委託する試験研究で、

その特別研究機関等との契約又は協定に基

づいて行われるもの……試験研究費の額の

うちその試験研究に要した費用の額に係る

ものとしてその試験研究に係る試験研究機

関等の長若しくはその試験研究機関等の属

する国家行政組織法の行政機関に置かれる

地方支分部局の長、国立研究開発法人の長、

福島国際研究教育機構理事長又は国立健康

危機管理研究機構理事長が認定した金額で、

その金額が生じた事業年度の確定申告書等

にその認定に係る書類の写しを添付するこ

とにより証明がされた金額（措令27の 4 ㉔

七㉕一、措規20㉕二）

⑧�　大学等に委託する試験研究で、その大学

等との契約又は協定に基づいて行われるも

の……試験研究費の額のうちその試験研究

に要した費用であってその法人がその契約

又は協定に基づいて負担したものに係るも

のであることにつき、監査を受け、かつ、

その大学等の確認を受けた金額で、その金

額が生じた事業年度の確定申告書等にその

監査及び確認に係る書類の写しを添付する

ことにより証明がされた金額（措令27の 4

㉔八㉕二、措規20⑭㉖五）

⑨�　特定中小企業者等のうち試験研究を行う

ための拠点を有すること等の要件を満たす

ものに委託する試験研究で、その特定中小

企業者等とのその委託に係る委任契約等に

基づいて行われるもの……試験研究費の額

のうちその試験研究に要した費用であって

その法人がその委託に係る委任契約等に基

づいて負担したものに係るものであること

につき、監査を受け、かつ、その特定中小

企業者等の確認を受けた金額で、その金額

が生じた事業年度の確定申告書等にその監

査及び確認に係る書類の写しを添付するこ

とにより証明がされた金額（措令27の 4 ㉔

九㉕二、措規20⑮～⑱㉖六）

　（注）�　特定中小企業者等とは、租税特別措

置法第10条第 8 項第 6 号に規定する中

小事業者で同法第 2 条第 1 項第11号に

規定する青色申告書を提出するもの及

び同法第42条の 4 第19項第 7 号に規定

する中小企業者で青色申告書を提出す

るもの、法人税法別表第 2 に掲げる法

人並びに国の機関、地方公共団体及び

その機関、学校教育法に規定する大学

及び高等専門学校並びに国立大学法人

法に規定する大学共同利用機関並びに

独立行政法人及び地方独立行政法人を

いい、特別研究機関等、大学等、関係

法人等及びその法人が外国法人である
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場合の法人税法第138条第 1 項第 1 号に

規定する本店等を除くこととされてい

ます（措令27の 4 ㉔九、措規20⑮⑯）。

⑩�　特定新事業開拓事業者に委託する試験研

究のうち次の要件のいずれかを満たすもの

で、その特定新事業開拓事業者とのその委

託に係る委任契約等に基づいて行われるも

の……試験研究費の額のうちその試験研究

に要した費用であってその法人がその委託

に係る委任契約等に基づいて負担したもの

に係るものであることにつき、監査を受け、

かつ、その特定新事業開拓事業者の確認を

受けた金額で、その金額が生じた事業年度

の確定申告書等にその監査及び確認に係る

書類の写しを添付することにより証明がさ

れた金額（措令27の 4 ㉔十㉕二、措規20⑲

～21㉖七）

　イ�　その委託する試験研究の成果を活用し

てその法人が行おうとする試験研究が工

業化研究に該当しないものであること（そ

の委託に係る委任契約等において、その

特定新事業開拓事業者に委託する試験研

究がその法人の工業化研究以外の試験研

究に該当するものである旨が定められて

いる場合に限ります。）。

　ロ�　その委託する試験研究が主としてその

特定新事業開拓事業者の有する知的財産

権その他これに準ずるもの及びこれらを

活用した機械その他の減価償却資産（以

下「知的財産権等」といいます。）を活用

して行うものであること（その委託に係

る委任契約等において、その活用する知

的財産権等がその特定新事業開拓事業者

の有するものである旨及びその知的財産

権等を活用して行う試験研究の内容が定

められている場合に限ります。）。

⑪�　成果活用促進事業者に委託する試験研究

のうち次の要件のいずれかを満たすもの（そ

の成果活用促進事業者の行う成果実用化研

究開発に該当するものに限ります。）で、そ

の成果活用促進事業者とのその委託に係る

委任契約等に基づいて行われるもの……試

験研究費の額のうちその試験研究に要した

費用であってその法人がその委託に係る委

任契約等に基づいて負担したものに係るも

のであることにつき、監査を受け、かつ、

その成果活用促進事業者の確認を受けた金

額で、その金額が生じた事業年度の確定申

告書等にその監査及び確認に係る書類の写

しを添付することにより証明がされた金額

（措令27の 4 ㉔十一㉕二、措規20㉒㉖八）

　イ�　その委託する試験研究の成果を活用し

てその法人が行おうとする試験研究が工

業化研究に該当しないものであること（そ

の委託に係る委任契約等において、その

成果活用促進事業者に委託する試験研究

がその法人の工業化研究以外の試験研究

に該当するものである旨が定められてい

る場合に限ります。）。

　ロ�　その委託する試験研究が主としてその

成果活用促進事業者の有する知的財産権

等を活用して行うものであること（その

委託に係る委任契約等において、その活

用する知的財産権等がその成果活用促進

事業者の有するものである旨及びその知

的財産権等を活用して行う試験研究の内

容が定められている場合に限ります。）。

⑫�　他の者に委託する試験研究のうち次の要

件のいずれかを満たすもので、その他の者
0 0 0

とのその委託に係る委任契約等に基づいて

行われるもの……試験研究費の額のうちそ

の試験研究に要した費用であってその法人

がその委託に係る委任契約等に基づいて負

担したものに係るものであることにつき、

監査を受け、かつ、その他の者
0 0 0

の確認を受

けた金額で、その金額が生じた事業年度の

確定申告書等にその監査及び確認に係る書

類の写しを添付することにより証明がされ

た金額（措令27の 4 ㉔十二㉕二、措規20㉖

九）
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　イ�　その委託する試験研究の成果を活用し

てその法人が行おうとする試験研究が工

業化研究に該当しないものであること（そ

の委託に係る委任契約等において、その

他の者
0 0 0

に委託する試験研究がその法人の

工業化研究以外の試験研究に該当するも

のである旨が定められている場合に限り

ます。）。

　ロ�　その委託する試験研究が主としてその

他の者
0 0 0

の有する知的財産権等を活用して

行うものであること（その委託に係る委

任契約等において、その活用する知的財

産権等がその他の者
0 0 0

の有するものである

旨及びその知的財産権等を活用して行う

試験研究の内容が定められている場合に

限ります。）。

　（注）�　他の者からは、特別研究機関等、大

学等、成果活用促進事業者、特定新事

業開拓事業者及び関係法人等を除くこ

ととされています（措令27の 4 ㉔十二）。

⑬�　特定中小企業者等（中小事業者等に限り

ます。）から知的財産権の設定又は許諾を受

けて行う試験研究で、その特定中小企業者

等との契約又は協定に基づいて行われるも

の……試験研究費の額のうちその試験研究

に係る知的財産権の使用料であってその法

人がその特定中小企業者等に対して支払っ

たものに係るものであることにつき、監査

を受け、かつ、その特定中小企業者等の確

認を受けた金額で、その金額を支出した事

業年度の確定申告書等にその監査及び確認

に係る書類の写しを添付することにより証

明がされた金額（措令27の 4 ㉔十三㉕四、

措規20㉗）

　（注）�　中小事業者等とは、租税特別措置法

第10条第 8 項第 6 号に規定する中小事

業者で同法第 2 条第 1 項第11号に規定

する青色申告書を提出するもの及び同

法第42条の 4 第19項第 7 号に規定する

中小企業者で青色申告書を提出するも

のをいいます（措令27の 4 ㉔九）。

⑭�　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律第 2 条第16項

に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用

医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製

品又は同法第77条の 4 に規定する特定用途

医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用

途再生医療等製品に関する試験研究で、国

立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究

所法の規定による助成金の交付を受けてそ

の対象となった期間に行われるもの……試

験研究費の額のうち、その試験研究に要し

た費用の額として国立研究開発法人医薬基

盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金

額で、その金額が生じた事業年度の確定申

告書等にその認定に係る書類の写しを添付

することにより証明がされた金額（措令27

の 4 ㉔十四㉕一、措規20㉕三）

⑮�　次の要件の全てを満たす試験研究……そ

の法人の各事業年度の試験研究費の額（工

業化研究に該当する試験研究に係る試験研

究費の額を除きます。）のうち新規高度研究

業務従事者に対する人件費の額であって次

の要件の全てを満たす試験研究に係るもの

であることにつき、その金額を支出した事

業年度の確定申告書等にその試験研究の目

的及び内容等を記載した書類を添付し、かつ、

その研究に従事する者が新規高度研究業務

従事者であることを明らかにする書類その

他のその試験研究が次のイからハまでの要

件に該当することを明らかにする書類を保

存することにより証明がされた金額（措令

27の 4 ㉔十五㉕五、措規20㉘）

　（注）�　新規高度研究業務従事者とは、その

法人の役員又は使用人である次に掲げ

る者をいいます（措令27の ４ ㉔十五イ）。

　　　イ�　博士の学位を授与された者（外国

においてこれに相当する学位を授与

された者を含みます。）で、その授与

された日から 5 年を経過していない
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もの

　　　ロ�　他の者（関係法人等を除きます。）

の役員又は使用人として10年以上専

ら研究業務に従事していた者で、そ

の法人（関係法人等を含みます。）の

役員又は使用人となった日から 5 年

を経過していないもの

　イ�　新規高度研究業務従事者に対して人件

費を支出して行う試験研究であること。

　ロ�　その法人のその事業年度の新規高度人

件費割合を当該事業年度の前事業年度の

新規高度人件費割合で除して計算した割

合が1.03以上である場合にその事業年度に

おいて行う試験研究（工業化研究に該当

するものを除きます。）であること。

　ハ�　次の要件のいずれかに該当する試験研

究であること。

　　イ�　その内容に関する提案が広く一般に

又は広くその法人の使用人に募集され

たこと。

　　ロ�　その内容がその試験研究に従事する

新規高度研究業務従事者から提案され

たものであること。

　　ハ�　その試験研究に従事する者が広く一

般に又は広くその法人の使用人に若し

くは広くその法人の役員及び使用人に

募集され、その試験研究に従事する新

規高度研究業務従事者がその募集に応

じた者であること。

⑷　グループ通算制度における一般試験研究費の
額に係る税額控除制度等
①　通算法人の税額控除限度額の計算
　上記⑴又は⑵の制度の適用を受けようとす
る通算法人（以下「適用通算法人」といいま
す。）の適用対象事業年度の税額控除限度額
又は中小企業者等税額控除限度額は、税額控
除可能額にその適用通算法人の控除分配割合
を乗じて計算した金額（以下「税額控除可能
分配額」といいます。）とされています（措

法42の 4 ⑧三）。
イ　適用対象事業年度
　適用対象事業年度とは、適用通算法人の
上記⑴の制度の適用を受けようとする事業
年度（適用通算法人に係る通算親法人の事
業年度（合併による解散以外の解散の日を
含む事業年度を除きます。）終了の日に終
了する事業年度に限ります。）又は適用通
算法人の上記⑵の制度の適用を受けようと
する事業年度（適用通算法人に係る通算親
法人の事業年度（合併による解散以外の解
散の日を含む事業年度を除きます。）終了
の日に終了する事業年度に限ります。）を
いいます（措法42の 4 ⑧二）。
ロ　税額控除可能額
　税額控除可能額は、適用通算法人の適用
対象事業年度及び他の通算法人のその適用
対象事業年度終了の日に終了する事業年度
（以下「他の事業年度」といいます。）の試
験研究費の額の合計額に税額控除割合を乗
じて計算した金額（以下「試験研究費基準
額」といいます。）と、その適用対象事業
年度及び他の通算法人の他の事業年度の所
得に対する調整前法人税額の合計額の25％
相当額（以下「法人税額基準額」といいま
す。）とのうち、いずれか少ない金額とさ
れています（措法42の 4 ⑧三）。
　税額控除割合とは、上記⑴の制度の適用
を受ける場合には次の場合の区分に応じそ
れぞれ次の割合（上限：10％）とされ、上
記⑵の制度の適用を受ける場合には12％と
されています（措法42の 4 ⑧三イ）。
イ　下記ロの場合以外の場合……次の算式
により算出した割合
≪算式≫
11.5％－（12％－合算増減試験研究費割合）
×0.25（下限： 1％）

（注）　合算増減試験研究費割合とは、通算

法人の適用対象事業年度及び他の通算

法人の他の事業年度の試験研究費の額
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の合計額から比較試験研究費合計額を

減算した金額のその比較試験研究費合

計額に対する割合をいい、比較試験研

究費合計額とは、通算法人及び他の通

算法人の比較試験研究費の額を合計し

た金額をいいます（措法42の 4 ⑲十一）。

ロ　比較試験研究費合計額が 0である場合
……8.5％

（注）　適用通算法人に係る通算親法人の令和

8 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度終

了の日に終了するその適用通算法人の事

業年度における上記⑴の制度に係る税額

控除割合は、次の場合の区分に応じそれ

ぞれ次の割合（上限：10％）とされてい

ます。

イ�　合算増減試験研究費割合が 0 以上で

ある場合（ハの場合を除きます。）……

次の算式により算出した割合

　≪算式≫
　�11.5％－（12％－その合算増減試験研
究費割合）×0.25

ロ�　合算増減試験研究費割合が 0 に満た

ない場合（ハの場合を除きます。）……

次の事業年度の区分に応じそれぞれ次

の算式により算出した割合

　Ａ�　令和11年 4 月 1 日前に開始する事

業年度（その通算法人が通算子法人

である場合には、その通算法人に係

る通算親法人の同日前に開始する事

業年度終了の日に終了する事業年

度）……次の算式により算出した割

合

　　≪算式≫
　　�8.5％－（ 0 －その合算増減試験研究
費割合）×（8.5／30）

　　�　なお、上記の算式により算出した

割合が 0 未満であるときは 0 とする

こととされています。

　Ｂ�　令和11年 4 月 1 日から令和13年 3

月31日までの間に開始する事業年度

（その通算法人が通算子法人である場

合には、その通算法人に係る通算親

法人の令和11年 4 月 1 日から令和13

年 3 月31日までの間に開始する事業

年度終了の日に終了する事業年度）

……次の算式により算出した割合

　　≪算式≫
　　�8.5％－（ 0 －その合算増減試験研究
費割合）×（8.5／27.5）

　　�　なお、上記の算式により算出した

割合が 0 未満であるときは 0 とする

こととされています。

　Ｃ�　令和13年 4 月 1 日以後に開始する

事業年度（その通算法人が通算子法

人である場合には、その通算法人に

係る通算親法人の同日前に開始する

事業年度終了の日に終了する事業年

度）……次の算式により算出した割

合

　　≪算式≫
　　�8.5％－（ 0 －その合算増減試験研究
費割合）×（8.5／25）

　　�　なお、上記の算式により算出した

割合が 0 未満であるときは 0 とする

こととされています。

ハ�　比較試験研究費合計額が 0 である場

合……8.5％

ハ　控除分配割合
　控除分配割合とは、適用通算法人の適用
対象事業年度の所得に対する調整前法人税
額がその適用対象事業年度及び他の通算法
人の他の事業年度の所得に対する調整前法
人税額の合計額のうちに占める割合とされ
ています（措法42の 4 ⑧三）。

（注）　上記⑶の制度の適用を受ける通算法人の

特別研究税額控除限度額についても、同様

の計算を行うこととされています。この場

合の上記ロの税額控除可能額は、その通算

法人のその適用を受ける事業年度（以下「特

別適用対象事業年度」といいます。）及び他
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の通算法人（その特別適用対象事業年度終

了の日においてその通算法人との間に通算

完全支配関係がある他の通算法人に限りま

す。以下同じです。）の他の特別事業年度

（その特別適用対象事業年度終了の日に終了

する事業年度をいいます。以下同じです。）

に係る上記⑶①の金額、上記⑶②の金額及

び上記⑶③の金額の合計額と、その特別適

用対象事業年度及び当該他の通算法人の他

の特別事業年度の所得に対する調整前法人

税額の合計額の10％相当額とのうち、いず

れか少ない金額とされています（措法42の

4 ⑱において準用する措法42の 4 ⑧三）。ま

た、上記ハの控除分配割合は、その特別適

用対象事業年度の所得に対する調整前法人

税額がその特別適用対象事業年度及び当該

他の通算法人の他の特別事業年度の所得に

対する調整前法人税額の合計額のうちに占

める割合とされています（措法42の 4 ⑱に

おいて準用する措法42の 4 ⑧三）。

②　上記①の遮断措置等
イ　他の通算法人の当初申告における数値に
誤りがあった場合
　上記①の計算について、次の金額が他の
通算法人の他の事業年度の確定申告書等に
添付された書類に記載された次の金額と異
なる場合には、その記載された金額をそれ
ぞれ次の金額とみなすこととされています
（措法42の 4 ⑧四）。
イ　他の通算法人の各事業年度の試験研究
費の額
ロ　他の通算法人の他の事業年度の所得に
対する調整前法人税額

ロ　自己の当初申告における数値に誤りがあ
った場合
イ　税額控除可能額が当初申告税額控除可
能額以上である場合
　自己の当初申告における数値に誤りが
あった場合の自己の適用対象事業年度の
税額控除可能分配額は、税額控除可能額

が当初申告税額控除可能額以上であると
き（税額控除可能分配額が当初申告税額
控除可能分配額と異なる場合に限りま
す。）は、当初申告税額控除可能分配額
をその適用対象事業年度の税額控除可能
分配額とみなすこととされています（措
法42の 4 ⑧五）。
（注 1）　当初申告税額控除可能額とは、適

用対象事業年度の確定申告書等に添

付された書類にその適用対象事業年

度の税額控除可能額として記載され

た金額をいいます（措法42の 4 ⑧五）。
（注 2）　当初申告税額控除可能分配額とは、

適用対象事業年度の確定申告書等に

添付された書類にその適用対象事業

年度の税額控除可能分配額として記

載された金額をいいます（措法42の

4 ⑧五）。

ロ　税額控除可能額が当初申告税額控除可
能額未満である場合
　税額控除可能額が当初申告税額控除可
能額に満たない場合には、次の場合の区
分に応じそれぞれ次のとおりとされてい
ます。
Ａ　当初申告税額控除可能分配額が 0を
超える場合……当初申告税額控除可能
分配額から税額控除超過額を控除した
金額を適用対象事業年度の税額控除可
能分配額とみなすこととされています
（措法42の 4 ⑧六イ）。
（注）　税額控除超過額とは、当初申告税

額控除可能額から税額控除可能額を

減算した金額をいいます（措法42の

4 ⑧六イ）。

Ｂ　税額控除超過額が当初申告税額控除
可能分配額を超える場合……適用対象
事業年度の法人税額は、他の税額計算
規定等により計算した法人税額に、税
額控除超過額から当初申告税額控除可
能分配額を控除した金額に相当する金
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額を加算することとされています（措
法42の 4 ⑧六ロ）。
（注）　他の税額計算規定等とは、法人税

法第66条第 1 項、第 3 項及び第 6 項

並びに第69条第19項（同条第23項又

は第24項において準用する場合を含

みます。）の規定、租税特別措置法

第42条の 4 第 8 項第 7 号（同条第18

項において準用する場合を含みま

す。）、第42条の14第 1 項、第67条の

2 第 1 項及び第68条第 1 項の規定そ

の他法人税に関する法令の規定をい

います（措法42の 4 ⑧六ロ）。

ハ　適用対象事業年度において非特定欠損金
額が生じた場合等
　通算法人の適用対象事業年度において生
じた非特定欠損金額がその適用対象事業年
度の確定申告書等に添付された書類にその
適用対象事業年度において生じた非特定欠
損金額として記載された金額を超える場合
（期限後欠損金額の場合を含みます。）にお
いて、調整後税額控除可能額が当初申告税
額控除可能額に満たないときは、その通算
法人の適用対象事業年度の法人税額は、他
の税額計算規定等により計算した法人税額
に、当初申告税額控除可能額から調整後税
額控除可能額を控除した金額に相当する金
額を加算することとされています（措法42
の 4 ⑧七）。
（注 1）　非特定欠損金額とは、通算法人の適

用対象事業年度において生じた欠損金

額のうち法人税法第64条の 7 第 2 項に

規定する特定欠損金額以外の金額をい

います（措法42の 4 ⑧七）。具体的には、

同法第64条の 6 の規定によりないもの

とされた適用対象事業年度において生

ずる通算前欠損金額以外の通算前欠損

金額となります。
（注 2）　期限後欠損金額の場合とは、適用対

象事業年度の期限後申告書に添付され

た書類に通算前欠損金額として記載さ

れた金額がある場合をいいます（措法

42の 4 ⑧七）。
（注 3）　通算前欠損金額とは、法人税法第64

条の 5 第 1 項に規定する通算前欠損金

額をいいます（措法42の 4 ⑧七）。なお、

上記（注 2）の通算前欠損金額からは、

同法第64条の 6 の規定によりないもの

とされたものを除きます。
（注 4）　調整後税額控除可能額とは、次の金

額のうちいずれか少ない金額をいいま

す（措法42の 4 ⑧七）。

　イ�　適用対象事業年度における試験研

究費基準額

　ロ�　適用対象事業年度における法人税

額基準額から、適用対象事業年度に

おいて生じた非特定欠損金額が確定

申告書等に添付された書類に通算前

欠損金額として記載された金額を超

える場合におけるその超える部分の

金額（期限後欠損金額の場合には、

通算前欠損金額として記載された金

額を含みます。）をその適用対象事業

年度の所得の金額とみなしてその所

得の金額につき法人税法第66条の規

定並びに租税特別措置法第67条の 2

及び第68条の規定を適用するものと

した場合に計算される法人税額の25

％相当額を控除した金額

　�　なお、その適用対象事業年度におい

て上記ロＢの措置の適用がある場合に

は、上記のいずれか少ない金額に税額

控除超過額を加算することとされてい

ます（措法42の 4 ⑧七）。
（注 5）　他の税額計算規定等とは、法人税法

第66条第 1 項、第 3 項及び第 6 項並び

に第69条第19項（同条第23項又は第24

項において準用する場合を含みます。）

の規定、租税特別措置法第42条の 4 第

8 項第 6 号ロ（同条第18項において準
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用する場合を含みます。）、第42条の14

第 1 項、第67条の 2 第 1 項及び第68条

第 1 項の規定その他法人税に関する法

令の規定をいいます（措法42の 4 ⑧七）。
（注）　上記⑶の制度の適用を受ける通算法人に

ついても同様とされています。この場合の

上記ハ（注 4）については、法人税額基準

額は通算グループ全体の調整前法人税額の

10％相当額と、法人税額に乗ずる割合は10

％と、それぞれされています（措法42の 4

⑱において準用する措法42の 4 ⑧四～七）。

③　税額控除割合の特例
　適用通算法人の令和 3年 4月 1日から令和
8年 3月31日までの間に開始する各事業年度
については、税額控除可能額のうち試験研究
費基準額は、各通算法人の試験研究費の額の
合計額に次の場合の区分に応じそれぞれ次の
割合（上限：イ又はロの場合には14％、ハか
らホまでの場合には17％）を乗じて計算した
金額とされています（措法42の 4 ⑧八）。
（注）　上記の適用通算法人が通算子法人である

場合には、上記の各事業年度は、その適用

通算法人に係る通算親法人の令和 3 年 4 月

1 日から令和 8 年 3 月31日までの間に開始

する各事業年度終了の日に終了する事業年

度とされています。

イ　下記ロの事業年度以外の事業年度におい
て上記⑴の制度の適用を受ける場合（措法
42の 4 ⑧八イ⑴）……次の場合の区分に応
じそれぞれ次の割合
イ　合算増減試験研究費割合が12％を超え
る場合（ハの場合を除きます。）……次
の算式により算出した割合
≪算式≫
11.5％＋（その合算増減試験研究費割合－
12％）×0.375

ロ　合算増減試験研究費割合が12％以下で
ある場合（ハの場合を除きます。）……
次の算式により算出した割合

≪算式≫
11.5％－（12％－その合算増減試験研究費
割合）×0.25（下限： 1％）

ハ　比較試験研究費合計額が 0である場合
……8.5％

ロ　合算試験研究費割合が10％を超える事業
年度において上記⑴の制度の適用を受ける
場合（措法42の 4 ⑧八イ⑵）……上記イの
割合と上記イの割合に控除割増率を乗じて
計算した割合とを合計した割合
　控除割増率とは、次の算式により算出し
た割合（上限：10％）をいいます。
≪算式≫
（その合算試験研究費割合－10％）×0.5

ハ　合算増減試験研究費割合が12％を超える
事業年度（比較試験研究費合計額が 0であ
る事業年度及び合算試験研究費割合が10％
を超える事業年度を除きます。）において
上記⑵の制度の適用を受ける場合（措法42
の 4 ⑧八ロ⑴）……12％に次の算式により
算出した割合を加算した割合
≪算式≫
（その合算増減試験研究費割合－12％）×
0.375

ニ　合算試験研究費割合が10％を超える事業
年度（比較試験研究費合計額が 0を超える
事業年度で合算増減試験研究費割合が12％
を超える事業年度を除きます。）において
上記⑵の制度の適用を受ける場合（措法42
の 4 ⑧八ロ⑵）……12％に次の算式により
算出した割合を加算した割合
≪算式≫
12％×控除割増率

ホ　合算増減試験研究費割合が12％を超え、
かつ、合算試験研究費割合が10％を超える
事業年度（比較試験研究費合計額が 0であ
る事業年度を除きます。）において上記⑵
の制度の適用を受ける場合（措法42の 4 ⑧
八ロ⑶）……12％に次の算式により算出し
た割合を加算した割合
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≪算式≫
（その合算増減試験研究費割合－12％）×
0.375×（ 1＋控除割増率）＋12％×控除割増率

（注）　合算試験研究費割合とは、適用通算法人

の適用対象事業年度及び他の通算法人の他

の事業年度の試験研究費の額の合計額のそ

の適用通算法人及び他の通算法人の平均売

上金額の合計額に対する割合をいいます（措

法42の 4 ⑲十二）。

④　税額控除額の上限等の特例
　適用通算法人の次の事業年度については、
税額控除可能額のうち法人税額基準額及び上
記②ハ（注 4）ロの法人税額の25％相当額は、
適用通算法人の適用対象事業年度及び他の通
算法人の他の事業年度の調整前法人税額の合
計額にそれぞれ次の割合を乗じて計算した金
額を加算することとされています（措法42の
4 ⑧九）。
イ　上記⑴の制度の適用を受ける事業年度で
上記⑴③イイからハまでの要件を満たす事
業年度（適用通算法人が通算子法人である
場合には、その適用通算法人に係る通算親
法人の上記⑴③イイからハまでの要件を満
たす事業年度終了の日に終了する事業年
度）……15％
ロ　上記⑴の制度の適用を受ける事業年度で
令和 5年 4月 1日から令和 8年 3月31日ま
でに開始する各事業年度のうち次の事業年
度……次の割合。なお、イ及びハの事業年
度のいずれにも該当する事業年度にあって
は、加算する割合は、イの割合とハの割合
とのうちいずれか高い割合とすることとさ
れています。
（注）　上記の適用通算法人が通算子法人であ

る場合には、上記の各事業年度は、その

適用通算法人に係る通算親法人の令和 5

年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月31日までの

間に開始する各事業年度終了の日に終了

する事業年度とされています。

イ　合算増減試験研究費割合が 4％を超え

る事業年度（比較試験研究費合計額が 0
である事業年度を除きます。）……次の
算式により算出した割合
≪算式≫
（その合算増減試験研究費割合－ 4 ％）×
0.625（上限： 5％）

ロ　合算増減試験研究費割合がマイナス 4
％を下回る事業年度（比較試験研究費合
計額が 0である事業年度及び合算試験研
究費割合が10％を超える事業年度を除き
ます。）……次の算式により算出した割
合
≪算式≫
（その合算増減試験研究費割合＋ 4 ％）×
0.625（下限：マイナス 5％）

ハ　合算試験研究費割合が10％を超える事
業年度……特例割合
　特例割合とは、次の算式により算出し
た割合（上限：10％）をいいます。
≪算式≫
（その合算試験研究費割合－10％）× 2

ハ　上記⑵の制度の適用を受ける事業年度で
令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月31日ま
での間に開始する各事業年度のうち合算増
減試験研究費割合が12％を超える事業年度
（比較試験研究費合計額が 0 である事業年
度を除きます。）……10％
（注）　上記の適用通算法人が通算子法人であ

る場合には、上記の各事業年度は、その

適用通算法人に係る通算親法人の令和 3

年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月31日までの

間に開始する各事業年度終了の日に終了

する事業年度とされています。下記ニに

おいても同様です。

ニ　上記⑵の制度の適用を受ける事業年度で
令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月31日ま
での間に開始する各事業年度のうち合算試
験研究費割合が10％を超える事業年度（上
記ハの事業年度を除きます。）……特例割
合
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⑤　進行年度における税額控除額の上限の上乗
せ
　通算法人（通算法人であった法人を含みま
す。以下「通算法人等」といいます。）が対
象事業年度において、過去適用等事業年度に
おける欠損金増加合計額がある場合には、そ
の通算法人等のその対象事業年度における次
の区分に応じ次によることとされています
（措法42の 4 ⑪、措令27の 4 ④）。
イ　上記①の通算法人……その対象事業年度
の税額控除可能額の計算については、法人
税額基準額に、欠損金増加合計額をその通
算法人等のその対象事業年度の所得の金額
とみなしてその所得の金額につき計算した
法人税額の25％相当額（上記④イからニま
での事業年度については、その法人税額に
それぞれ上記④イからニまでの割合を乗じ
て計算した割合を加算した金額）を加算す
ることとされています。
ロ　上記イの法人以外の法人……その対象事
業年度の税額控除額の上限の計算について
は、その対象事業年度の所得に対する調整
前法人税額に、欠損金増加合計額のうちそ
の通算法人等に係る各欠損金増加額をその
通算法人等のその対象事業年度の所得の金
額とみなしてその所得の金額につき計算さ
れる法人税額相当額を加算することとされ
ています。

（注 1）　対象事業年度とは、通算法人等が上記

⑴又は⑵の制度の適用を受ける事業年度

をいいます（措法42の 4 ⑪）。上記①の計

算を行わない事業年度も含まれています。
（注 2）　過去適用等事業年度とは、通算法人等

の対象事業年度終了の日前に終了したそ

の通算法人等又は他の通算法人の各事業

年度で当該各事業年度又は当該各事業年

度終了の日においてその通算法人等若し

くは他の通算法人との間に通算完全支配

関係がある通算法人の同日に終了する事

業年度が上記⑴又は⑵の制度の適用を受

けた事業年度（通算子法人にあっては、

その事業年度終了の日においてその通算

法人等又は他の通算法人との間に通算完

全支配関係がある通算親法人の事業年度

終了の日に終了するものに限ります。）で

ある場合の当該各事業年度をいいます（措

法42の 4 ⑪）。
（注 3）　欠損金増加合計額とは、各欠損金増加

額の合計額をいいます（措法42の 4 ⑪）。
（注 4）　各欠損金増加額とは、過去適用等事業

年度において生じた非特定欠損金額がそ

の過去適用等事業年度の確定申告書等に

添付された書類にその過去適用等事業年

度において生じた非特定欠損金額として

記載された金額（以下「当初非特定欠損

金額」といいます。）を超える場合（国税

通則法第25条の規定による決定を受けた

場合を除くものとし、その過去適用等事

業年度の期限後確定申告書に添付された

書類に通算前欠損金額として記載された

金額がある場合を含みます。）における非

特定欠損金額が当初非特定欠損金額を超

えることとなったその通算法人等及び他

の通算法人のそれぞれその超える部分の

金額（その通算前欠損金額として記載さ

れた金額がある場合には、その記載され

た金額を含みます。）をいいます（措法42

の 4 ⑪）。
（注 5）　上記⑶の制度の適用を受ける通算法人

についても同様とされています（措法42

の 4 ⑱において準用する措法42の 4 ⑪）。

⑥　上記⑤の遮断措置
　上記⑤の場合において、通算法人等の対象
事業年度における過去適用等事業年度に係る
各欠損金増加額が既確定各欠損金増加額と異
なるときは、既確定各欠損金増加額をその過
去適用等事業年度に係る各欠損金増加額とみ
なすこととされています（措法42の 4 ⑫）。
（注 1）　既確定各欠損金増加額とは、その対象

事業年度終了の日以前に提出されたその
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過去適用等事業年度の確定申告書等若し

くは修正申告書に添付された書類又は同

日以前にされた国税通則法第24条若しく

は第26条の規定による更正に係る同法第

28条第 2 項に規定する更正通知書に添付

された書類のうち、最も新しいものにそ

の過去適用等事業年度に係る各欠損金増

加額として記載された金額をいいます（措

法42の 4 ⑫）。
（注 2）　上記⑶の制度の適用を受ける通算法人

についても同様とされています（措法42

の 4 ⑱において準用する措法42の 4 ⑫）。

2 　改正の趣旨及び改正の内容

　EBPMの観点から、データに基づく分析を踏
まえ、企業が試験研究費を増加させるインセンテ
ィブを更に強化するための改正が行われました。
　一般試験研究費の額に係る税額控除制度につい
ては、税額控除割合及び税額控除額の上限を変動
する措置について、近年の物価上昇等の状況も踏
まえ、税額控除割合の上限は維持しつつ、試験研
究費の増加を促す観点からの見直しが行われまし
た。
　また、対象となる試験研究費の額の範囲に関し、
科学技術創造立国実現の礎となる、国内の研究人
材や研究開発拠点の維持・強化の観点から、海外
への委託研究について、諸外国と同様、一定の制
限が設けられました。

⑴　控除の対象となる試験研究費の額の範囲の見
直し
　税額控除の対象となる試験研究費の額が、控
除対象試験研究費の額とされました。すなわち、
一般試験研究費の額に係る税額控除制度におけ
る各事業年度の税額控除限度額は、控除対象試
験研究費の額に税額控除割合を乗じて計算した
金額とされ、中小企業技術基盤強化税制におけ
る中小企業者等税額控除限度額は、控除対象試
験研究費の額に12％（中小企業者等税額控除限
度額の特例の適用がある場合には、12％にその

適用に係る割合を加算した割合）を乗じて計算
した金額とされました（措法42の 4 ①②④⑤）。
　控除対象試験研究費の額とは、試験研究費の
額のうち次の金額の合計額をいいます（措法42
の 4 ⑲二の二）。
①　国外委託試験研究に係る試験研究費の額の
50％相当額
（注 1）　国外委託試験研究とは、他の者（外国

法人である場合には、その外国法人の法

人税法第138条第 1 項第 1 号に規定する本

店等を含みます。）に委託する試験研究の

うち国外において行われるものをいいま

す（措法42の 4 ⑲十四）。ただし、医薬品

等（医薬品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法律第 2 条

第 1 項に規定する医薬品、同条第 4 項に

規定する医療機器及び同条第 9 項に規定

する再生医療等製品をいいます。）に係る

試験研究でその医薬品等の有効性及び安

全性の確認のために行う次の臨床試験に

関するものを除くこととされています（措

法42の 4 ⑲十四、措令27の 4 ㉝、措規20

⑧）。

　イ�　我が国と同等の水準にあると認めら

れる医薬品等の臨床試験の実施に関す

る制度を有している国又は地域（以下

「特定国等」といいます。）においてそ

の制度に基づき実施される臨床試験で

その特定国等の規制当局に届出をして

実施されるもの。なお、その規制当局

に対する届出書等の書類においてその

届出をしたことが明らかにされている

場合における臨床試験に限ることとさ

れています。

　ロ�　特定国等を含む複数の国又は地域に

おいて同一の計画に基づいて実施され

る同一の医薬品等に関する臨床試験（そ

の特定国等において実施される臨床試

験がイの臨床試験に該当するものであ

る場合におけるその医薬品等に関する
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臨床試験に限ります。）でその特定国等

以外の国又は地域において実施される

もの。なお、その国又は地域の規制当

局に届出をして実施されるもので、そ

の規制当局に対する届出書等の書類に

おいてその届出をしたことが明らかに

されている場合における臨床試験に限

ることとされています。

　ハ�　イ及びロのほか、科学的な質及び成

績の信頼性が確保されている臨床試験

であることにつき厚生労働大臣の確認

を受けた臨床試験
（注 2）　上記の「50％相当額」は、令和 8 年 4

月 1 日から令和 9 年 3 月31日までの間に

開始する事業年度にあっては、70％相当

額と、同年 4 月 1 日から令和10年 3 月31

日までの間に開始する事業年度にあって

は、60％相当額とされています（措法42

の 4 ⑲二の二）。

②　国外委託試験研究以外の試験研究に係る試
験研究費の額
　この改正に伴い、一般試験研究費の額に係る
税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の
適用を受ける場合において、確定申告書等に添
付する書類の記載事項にこれらの制度による控
除の対象となる控除対象試験研究費の額が追加
されました（措法42の ４ ㉑）。また、これらの
制度により控除される金額の計算の基礎となる
控除対象試験研究費の額は、確定申告書等に添
付された書類に記載された控除対象試験研究費
の額を限度とすることとされました（措法42の
４ ㉑）。
（注）　確定申告書等とは、法人税法第 ２ 条第30号

に規定する中間申告書で同法第72条第 １ 項各

号に掲げる事項を記載したもの及び同法第144

条の ４ 第 １ 項各号又は第 ２ 項各号に掲げる事

項を記載したもの並びに同法第 ２ 条第31号に

規定する確定申告書をいいます（措法 ２ ②

二十八）。

　すなわち、仮決算をした場合の中間申告書

及び確定申告書をいい、確定申告書には、そ

の確定申告書に係る期限後申告書を含むこと

とされています。

　なお、増減試験研究費割合の計算における試
験研究費の額の範囲及び試験研究費割合の計算
における試験研究費の額は、改正されていない
ことから、改正前と同様に国外委託試験研究に
係る試験研究費の額の全額を含めて増減試験研
究費割合及び試験研究費割合を計算することと
なります。

⑵　一般試験研究費の額に係る税額控除制度（上
記 1⑴）の改正
①　税額控除割合の見直し
　税額控除割合（上記 1 ⑴①）について、増
減試験研究費割合が 3％を超える場合（改正
前： 0以上である場合）に税額控除割合が逓
増することとし、増減試験研究費割合が 3％
以下である場合（改正前： 0 に満たない場
合）に税額控除割合が逓減することとされま
した。なお、増減試験研究費割合が 3％以下
の場合の逓減率が13分の8.5に引き上げられ
ました。
　また、税額控除限度額の特例（上記 1 ⑴
②）について、令和 9年 4月 1日以後に開始
する事業年度の税額控除割合の逓増率の転換
点が増減試験研究費割合15％（改正前：12
％）に引き上げられた上、その適用期限が令
和11年 3 月31日まで 3年延長されました。
　具体的には次の改正が行われました。
イ　税額控除割合
　税額控除割合が、次の場合の区分に応じ
それぞれ次の割合とされました。なお、そ
の割合に小数点以下 3位未満の端数がある
ときはこれを切り捨てた割合とし、その算
出された割合が10％を超えるときは10％と
することとされています（措法42の 4 ①）。
イ　増減試験研究費割合が 3％を超える場
合（ハの場合を除きます。）……次の算
式により算出した割合
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≪算式≫
8.5％＋（その増減試験研究費割合－ 3 ％）
×0.25

ロ　増減試験研究費割合が 3％以下である
場合（ハの場合を除きます。）……次の
算式により算出した割合
≪算式≫
8.5％－（ 3 ％－その増減試験研究費割合）
×（8.5／13）

　なお、上記の算式により算出した割合
が ０未満であるときは ０とすることとさ
れています。
ハ　その事業年度が設立事業年度である場
合又は比較試験研究費の額が 0である場
合……8.5％

（注）　その事業年度が設立事業年度である場

合又は比較試験研究費の額が 0 である場

合（上記ハの場合）の税額控除割合は、

改正前と同様です（措法42の 4 ①三）。

ロ　税額控除限度額の特例
　税額控除限度額の特例による税額控除割
合が、次の場合の区分に応じそれぞれ次の
とおりとされた上、特例の適用期限が令和
11年 3 月31日まで 3年延長されました（措
法42の 4 ②）。なお、その割合に小数点以
下 3位未満の端数があるときはこれを切り
捨てた割合とし、その算出した割合が14％
を超えるときは14％とすることとされてい
ます（措法42の 4 ②一～三）。
イ　令和 9年 4月 1日前に開始する事業年
度（ハの事業年度を除きます。）……次
の場合の区分に応じそれぞれ次の割合
Ａ　増減試験研究費割合が12％を超える
場合（Ｄの場合を除きます。）……次
の算式により算出した割合
≪算式≫
11.5％＋（その増減試験研究費割合－12
％）×0.375

Ｂ　増減試験研究費割合が 0以上であり
12％以下である場合（Ｄの場合を除き

ます。）……次の算式により算出した
割合
≪算式≫
11.5％－（12％－その増減試験研究費割
合）×0.25

Ｃ　増減試験研究費割合が 0に満たない
場合（Ｄの場合を除きます。）……次
の算式により算出した割合
≪算式≫
8.5％－（ 0 －その増減試験研究費割合）
×（8.5／30）

　なお、上記の算式により算出した割
合が ０未満であるときは ０とすること
とされています。
Ｄ　その事業年度が設立事業年度である
場合又は比較試験研究費の額が 0であ
る場合……8.5％

ロ　令和 9年 4月 1日以後に開始する事業
年度（ハの事業年度を除きます。）……
次の場合の区分に応じそれぞれ次の割合
Ａ　増減試験研究費割合が15％を超える
場合（Ｄの場合を除きます。）……次
の算式により算出した割合
≪算式≫
11.5％＋（その増減試験研究費割合－15
％）×0.375

Ｂ　増減試験研究費割合が 3％を超え15
％以下である場合（Ｄの場合を除きま
す。）……次の算式により算出した割
合
≪算式≫
8.5％＋（その増減試験研究費割合－ 3％）
×0.25

Ｃ　増減試験研究費割合が 3％以下であ
る場合（Ｄの場合を除きます。）……
次の算式により算出した割合
≪算式≫
8.5％－（ 3％－その増減試験研究費割合）
×（8.5／13）

　なお、上記の算式により算出した割
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合が ０未満であるときは ０とすること
とされています。
Ｄ　その事業年度が設立事業年度である
場合又は比較試験研究費の額が 0であ
る場合……8.5％

ハ　試験研究費割合が10％を超える事業年
度……次の割合を合計した割合
Ａ　上記ロＡからＤまでの場合の区分に
応じそれぞれ上記ロＡからＤまでの算
式により算出した割合（令和 9年 4月
1日前に開始する事業年度である場合
には、上記イＡからＤまでの場合の区
分に応じそれぞれ上記イＡからＤまで
の算式により算出した割合）
Ｂ　上記Ａの割合に次の算式による控除
割増率（上限：10％）を乗じて計算し
た割合
≪算式≫
（その試験研究費割合－10％）×0.5

②　税額控除額の上限の特例
　増減試験研究費割合に応じた税額控除額の
上限の変動特例及び試験研究費割合が10％を
超える場合における税額控除額の上限の特例
（上記 1 ⑴③ロ）について、令和 9 年 4 月 1
日以後に開始する事業年度における増減試験
研究費割合に応じた税額控除額の上限の変動
特例の割合を次の割合に見直した上、これら
の特例の適用期限が令和11年 3 月31日まで 3
年延長されました（措法42の 4 ③）。
イ　増減試験研究費割合が 7％を超える事業
年度（設立事業年度及び比較試験研究費の
額が 0 である事業年度を除きます。）……
次の算式により算出した割合
≪算式≫
（その増減試験研究費割合－ 7％）×0.625（上
限： 5％）

ロ　増減試験研究費割合がマイナス 1％を下
回る事業年度（設立事業年度、比較試験研
究費の額が 0である事業年度及び試験研究
費割合が10％を超える事業年度を除きま

す。）……次の算式により算出した割合
≪算式≫
（その増減試験研究費割合＋ 1％）×0.625（下
限：マイナス 5％）

（注）　令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月31日

までに開始する事業年度における増減試験

研究費割合に応じた税額控除額の上限の変

動特例（上記 １ ⑴③ロイロ）及び試験研究

費割合が10％を超える場合における税額控

除額の上限の特例（上記 １ ⑴③ロハ）につ

いては、改正前と同様です（措法42の 4 ③

二イ・ハ）。

⑶　中小企業技術基盤強化税制（上記 1⑵）の改
正
①　中小企業者等税額控除限度額の特例（上記
1 ⑵①）及び税額控除額の上限の特例（上記
1 ⑵②）の適用期限が、令和11年 3 月31日ま
で 3年延長されました（措法42の 4 ⑤⑥）。
②　繰越税額控除限度超過額に係る税額控除
（繰越税額控除制度）の創設
　上記 1 ⑵のとおり、中小企業技術基盤強化
税制における試験研究費の額に係る税額控除
制度（以下「中小企業者等税額控除限度額に
係る税額控除制度」といいます。）の税額控
除額の上限は調整前法人税額の25％（税額控
除額の上限の特例の適用により最大で45％）
相当額（以下「中小企業者等控除上限額」と
いいます。）とされています。中小企業者等
税額控除限度額が中小企業者等控除上限額を
超える場合には、控除を受ける金額は中小企
業者等控除上限額を上限とすることとされて
いることから、中小企業者等税額控除限度額
のうち控除をしてもなお控除しきれない金額
が生ずることになります。この控除をしても
なお控除しきれない金額は、繰越税額控除限
度超過額として、 3年間繰り越して控除する
ことができることとされました（措法42の 4
⑦）。具体的な制度の内容は次のとおりです。
イ　適用対象法人
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　適用対象となる法人は、青色申告書を提
出する法人とされています（措法42の 4 ⑦）。
ロ　適用対象事業年度
　適用対象となる事業年度は、法人の各事
業年度のうち、その法人のその事業年度の
試験研究費の額が比較試験研究費の額を超
える場合におけるその事業年度とされてい
ます（措法42の 4 ⑦）。
（注）　各事業年度からは、解散（合併による

解散を除きます。）の日を含む事業年度及

び清算中の各事業年度のほか、一般試験

研究費の額に係る税額控除制度の適用を

受ける事業年度を除くこととされていま

す（措法42の 4 ⑦）。すなわち、繰越税額

控除制度の適用を受ける事業年度におい

ては、中小企業者等に該当している必要

はありませんが、一般試験研究費の額に

係る税額控除制度との併用はできません。

なお、中小企業者等税額控除限度額に係

る税額控除制度との併用は可能です。

　なお、繰越税額控除制度の適用を受けよ
うとする事業年度において、その法人の比
較試験研究費の額が 0である場合には、上
記のその事業年度の試験研究費の額が比較
試験研究費の額を超える場合には該当しな
いこととされています（措令27の 4 ㊱）。
したがって、比較試験研究費の額が 0であ
る場合には、本制度の適用を受けることが
できません。
ハ　繰越税額控除限度超過額の計算
　繰越税額控除制度の対象となる繰越税額
控除限度超過額とは、法人のその事業年度
（以下「適用事業年度」といいます。）開始
の日前 3年以内に開始した各事業年度（そ
の適用事業年度まで連続して青色申告書を
提出している場合の各事業年度に限りま
す。）における中小企業者等税額控除限度
額に係る税額控除制度による控除をしても
なお控除しきれない金額の合計額をいいま
す（措法42の 4 ⑲十）。

　この控除をしてもなお控除しきれない金
額のうち既にこの繰越税額控除制度により
各事業年度において調整前法人税額から控
除された金額がある場合には、その金額を
控除した残額とすることとされています
（措法42の 4 ⑲十）。
　すなわち、中小企業者等税額控除限度額
に係る税額控除制度による控除をしても控
除しきれない金額がある場合には、その控
除しきれない金額につき 3年間繰り越して
税額控除を行うことができることとされま
した。中小企業者等税額控除限度額に係る
税額控除制度における中小企業者等税額控
除限度額がある事業年度であれば、その事
業年度において中小企業者等税額控除限度
額の一部を控除できた場合には控除できな
かった金額が「控除しきれない金額」とな
り、その事業年度において調整前法人税額
がないことにより中小企業者等税額控除限
度額が全く控除できなかった場合にはその
中小企業者等税額控除限度額の全額が「控
除しきれない金額」となります。
ニ　税額控除限度額の計算
　税額控除限度額は、繰越税額控除限度超
過額相当額とされています（措法42の 4 ⑦）。
　なお、この繰越税額控除限度超過額が適
用対象法人の適用対象事業年度の調整前法
人税額の25％相当額を超える場合には、控
除を受ける金額はその調整前法人税額の25
％相当額を上限とすることとされています
（措法42の 4 ⑦後段）。
（注）　その適用対象事業年度において中小企

業者等税額控除限度額に係る税額控除制

度の適用を受ける場合には、上記の「25

％相当額」は、その法人の中小企業者等

控除上限額から、中小企業者等税額控除

限度額に係る税額控除制度によりその適

用対象事業年度の調整前法人税額から控

除される金額を控除した残額とされてい

ます（措法42の ４ ⑦後段）。
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ホ　法人税法の規定との調整
　繰越税額控除制度の適用がある場合にお
ける法人税法の規定との調整に係る規定に
ついては、中小企業者等税額控除限度額に
係る税額控除制度における調整規定と同様
とされています（措法42の 4 ㉓㉔）。
ヘ　申告要件
　繰越税額控除制度は、中小企業者等税額
控除限度額に係る税額控除制度の適用を受
けた事業年度以後の各事業年度の確定申告
書（その確定申告書に係る期限後申告書を
含みます。）に繰越控除限度超過額の明細
書の添付がある場合で、かつ、繰越税額控
除制度の適用を受けようとする事業年度の
確定申告書等（控除を受ける金額を増加さ
せる修正申告書又は更正請求書を提出する
場合には、その修正申告書又は更正請求書
を含みます。）に控除の対象となる繰越税
額控除限度超過額、控除を受ける金額及び
その金額の計算に関する明細を記載した書
類の添付がある場合に限り、適用すること
とされています（措法42の 4 ㉒）。

⑷　特別試験研究費の額に係る税額控除制度（上
記 1⑶）の見直し
①　控除の対象となる特別試験研究費の額の範
囲の見直し
イ　上記⑴の試験研究費の額の範囲の改正に
伴い、税額控除の対象となる特別試験研究
費の額が、控除対象特別試験研究費の額と
されました。すなわち、特別研究税額控除
限度額は、次の金額の合計額とされました
（措法42の ４ の ２ ①、措令27の ５ ①）。
イ　その事業年度の控除対象特別試験研究
費の額のうち特別試験研究機関等と共同
して行う試験研究又は特別試験研究機関
等に委託する試験研究（上記 １ ⑶（注）
①②⑦⑧の試験研究）に係る控除対象特
別試験研究費の額（特別試験研究機関等
研究費の額）の30％相当額

ロ　その事業年度の控除対象特別試験研究
費の額（特別試験研究機関等研究費の額
を除きます。）のうち他の者と共同して
行う試験研究又は他の者に委託する試験
研究であって、革新的なもの又は国立研
究開発法人その他これに準ずる者におけ
る研究開発の成果を実用化するために行
うもの（上記 １ ⑶（注）③④⑩⑪の試験
研究）に係る控除対象特別試験研究費の
額の25％相当額
ハ　その事業年度の控除対象特別試験研究
費の額のうち上記イ及びロの控除対象試
験研究費の額以外の金額の20％相当額

ロ　上記イの控除対象特別試験研究費の額と
は、特別試験研究費の額のうち次の金額の
合計額をいいます（措法42の ４ の ２ ③二）。
イ　国外委託試験研究に係る特別試験研究
費の額の50％相当額
（注 １）　上記の「50％相当額」は、令和 ８

年 ４ 月 １ 日から令和 ９ 年 ３ 月31日ま

での間に開始する事業年度にあって

は、70％相当額と、同年 ４ 月 １ 日か

ら令和10年 ３ 月31日までの間に開始

する事業年度にあっては、60％相当

額とされています（措法42の ４ の ２

③二）。
（注 ２）　国外委託試験研究については、上

記⑴①（注 １）をご参照ください。
ロ　国外委託試験研究以外の試験研究に係
る特別試験研究費の額
　この改正に伴い、この制度の適用を受け
る場合において、確定申告書等に添付する
書類の記載事項にこの制度による控除の対
象となる控除対象特別試験研究費の額が追
加されました（措法42の ４ の ２ ④）。また、
この制度により控除される金額の計算の基
礎となる控除対象特別試験研究費の額は、
確定申告書等に添付された書類に記載され
た控除対象特別試験研究費の額を限度とす
ることとされました（措法42の ４ の ２ ④）。
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②　高度専門知識等を有する者に対して人件費
を支出して行う試験研究（上記 1 ⑶（注）
⑮）について、次の見直しが行われました。
イ　新規高度研究業務従事者の範囲に、その
法人の役員又は使用人である博士の学位を
授与された者のうち、その授与された日か
ら 5年以内にその法人（関係法人等を含み
ます。）の役員又は使用人となったもので、
その役員又は使用人となった日から 5年を
経過していないものが追加されました（措
令27の 5 ②十五イ⑵）。
（注 1）　博士の学位を授与された者には、外

国においてこれに相当する学位を授与

されたものを含みます（措令27の 5 ②

十五イ⑴）。
（注 2）　関係法人等とは、その「法人」（適用

法人）にとって、次の法人をいいます。

イ�　適用法人がその発行済株式又は出

資（その有する自己の株式又は出資

を除きます。以下同じです。）の総数

又は総額の25％以上を有している他

の法人

　なお、上記の他の法人が通算親法

人である場合には、他の通算法人を

含みます。

ロ�　適用法人の発行済株式又は出資の

総数又は総額の25％以上を有してい

る他の者

　なお、上記の他の者が通算法人で

ある場合には、他の通算法人を含み

ます。

ハ�　適用法人との間に支配関係（法人

税法第 2 条第12号の 7 の 5 に規定す

る支配関係をいいます。）がある他の

者

ロ　試験研究の要件について次の見直しが行
われました。
イ　試験研究の内容に関する提案が広く一
般に又は広くその法人の使用人に募集さ
れたこととの要件が、試験研究の内容に

関する提案が広く一般に又は広くその法
人の試験研究に専ら従事するその法人の
使用人に募集されたこととの要件とされ
ました（措令27の 5 ②十五ハ⑴）。
ロ　試験研究の内容がその試験研究に従事
する新規高度研究業務従事者から提案さ
れたものであることとの要件が、試験研
究の内容がその試験研究に専ら従事する
その法人の使用人から提案されたもので
あることとの要件とされました（措令27
の 5 ②十五ハ⑵）。

③　指定大学等との共同研究（上記 1 ⑶（注）
②）及び指定大学等への委託研究（上記 1 ⑶
（注）⑧）に係る試験研究費の額について、
その指定大学等の長が認定した金額とするこ
ととされました（措規20の 2 ㉑一）。
（注 1）　指定大学等とは、大学等のうち経済産

業大臣が定める要件を満たすものとして

経済産業大臣が指定する大学等をいいま

す（措規20の 2 ㉑一イ）。
（注 2）　経済産業大臣が定める要件は、次のと

おりです（令 8 . 3 経産告51）。

イ�　大学等が産学連携本部を設置してお

り、かつ、その産学連携本部が次の要

件の全てを満たすこと。

　イ�　共同研究等を行おうとする個人又

は法人のための相談窓口（その行お

うとする共同研究等について当該個

人又は法人と協議しその内容を定め

る業務を行う部署をいい、当該業務

に関し 3 年以上の経験を有する者が

配置されているものに限ります。）が

設置されており、かつ、その相談窓

口が設置されていることについて広

く公表されていること。

　ロ�　共同研究等に係る契約又は協定の

締結事務に従事する者が 3 名以上配

置されていること。

　ハ�　共同研究等に係る経理事務に専ら

従事する者が配置されていること。
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　（注）�　産学連携本部とは、共同研究等

について個人又は法人と協議しそ

の内容を定め、その共同研究等に

係る契約又は協定の締結事務及び

その共同研究等に係る経理事務を

実施する組織をいいます。また、

共同研究等とは、大学等と個人若

しくは法人が共同して行う試験研

究又は個人若しくは法人の委託を

受けて大学等が実施する試験研究

をいいます。

ロ�　大学等が共同研究等に関する次の事

項（その内容が、その大学等と共同研

究等を行う個人又は法人との契約又は

協定の締結その他共同研究等の実施に

関し適切なものであると認められる場

合におけるその事項に限ります。）を定

めており、かつ、その事項を公表して

いること。

イ�　共同研究等に係る申込み及び契約

又は協定の締結に関する手続に関す

る事項（当該手続に係る申込書及び

契約書又は協定書の様式に関する事

項を含みます。）その他個人又は法人

が当該大学等と共同研究等を実施す

るために必要な事務手続に関する事

項

ロ�　共同研究等に要する費用の分担に

関する事項及びその費用の額のうち

当該大学等とその共同研究等を実施

する個人又は法人が負担した額につ

いてその大学等が行う確認に関する

事項

ハ�　共同研究等の成果の帰属及び当該

成果の大学等による公表に関する事

項

ニ�　イからハまでの事項のほか、その

大学等と共同研究等を実施する個人

又は法人がその共同研究等を実施す

るために必要な事項

ハ�　大学等が共同研究等の実施のために

必要な業務の方法に関する規程を定め

ており、その規程に次の事項の全てが

定められていること。

イ�　共同研究等に係る契約又は協定の

締結事務を産学連携本部が実施する

こと。

ロ�　共同研究等に係る経理事務を適切

に実施するための会計に係る情報シ

ステム（その共同研究等に要した費

用の額、その費用の費目及びその費

目ごとの額について、他の経理と区

分して整理し保存する機能を有して

いるものに限ります。）により、全て

の共同研究等に係る経理事務を産学

連携本部が実施すること。

ハ�　共同研究等に係る費用の額の確認

を産学連携本部が実施し、その確認

の内容に基づき、その共同研究等に

係る費用の額の認定を当該大学等の

長が実施すること。

④　特別試験研究費の額に係る税額控除制度は、
特別試験研究を行った場合の法人税額の特別
控除制度として、新たに租税特別措置法第42
条の 4の 2に規定されました。上記の改正内
容以外は、改正前の制度と同様です。

⑸　グループ通算制度
　上記⑴から⑷までの改正に伴い、グループ通
算制度の場合について、次の改正が行われまし
た。
①　控除の対象となる試験研究費の額の範囲の
見直し
イ　上記⑴の改正に伴い、通算法人の税額控
除可能額（上記 1 ⑷①ロ）を計算する場合
における試験研究費基準額は、通算グルー
プ全体の控除対象試験研究費の額の合計額
に税額控除割合を乗じて計算した金額とさ
れました（措法42の 4 ⑧三イ）。なお、合
算増減試験研究費割合及び合算試験研究費
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割合の計算の基礎となる試験研究費の額は
改正されていないことから、改正前と同様
に国外委託試験研究に係る試験研究費の額
を合算増減試験研究費割合及び合算試験研
究費割合の計算の基礎となる試験研究費の
額に含めて計算することになります。
（注）　上記の通算法人の適用対象事業年度に

おける国外委託試験研究に係る試験研究

費の額の50％相当額は、その通算法人に

係る通算親法人の令和 8 年 4 月 1 日から

令和 9 年 3 月31日までの間に開始する事

業年度終了の日に終了する事業年度にあ

っては、国外委託試験研究に係る試験研

究費の額の70％相当額と、その通算法人

に係る通算親法人の同年 4 月 1 日から令

和10年 3 月31日までの間に開始する事業

年度終了の日に終了する事業年度にあっ

ては、60％相当額とされています（措法

42の 4 ⑲二の二）。

　また、この改正に伴い、次の改正が行わ
れました。
イ　税額控除可能額の計算について、他の
通算法人の他の事業年度の控除対象試験
研究費の額がその他の事業年度

0 0 0 0 0 0

の確定申
告書等に添付された書類に記載された控
除対象試験研究費の額と異なる場合には、
その記載された金額をその他の事業年度

0 0 0 0 0 0

の控除対象試験研究費の額とみなすこと
とされました（措法42の 4 ⑧四）。
ロ　一般試験研究費の額に係る税額控除制
度及び中小企業技術基盤強化税制の適用
を受ける場合において、確定申告書等に
添付する書類の記載事項にこれらの制度
による控除の対象となる控除対象試験研
究費の額が追加されました（措法42の 4
⑨㉑）。また、これらの制度により控除
される金額の計算の基礎となる控除対象
試験研究費の額は、確定申告書等に添付
された書類に記載された控除対象試験研
究費の額を限度とすることとされました

（措法42の 4 ⑨）。
ハ　通算法人（通算法人であった法人を含
みます。）が、その通算法人の適用対象
事業年度後において、その適用対象事業
年度の確定申告書等に添付された書類及
びその確定申告書等に記載された金額が
異なることとなった場合における他の通
算法人に対する通知義務について、通知
義務の対象となる金額に控除対象試験研
究費の額が追加されました（措法42の 4
⑪）。

ロ　上記⑷①の改正に伴い特別試験研究費の
額に係る税額控除制度の適用を受ける通算
法人の特別研究税額控除限度額についても、
税額控除可能額を計算する場合における特
別試験研究費の額を基礎として計算する金
額は、その通算法人及び他の通算法人の上
記⑷①イイからハまでの金額の合計額とさ
れました（措法42の 4 の 2 ②において準用
する措法42の 4 ⑧三）。
　また、この改正に伴い、控除対象特別試
験研究費の額について、上記イイからハま
でと同様の改正が行われました（措法42の
4 の 2 ②において準用する措法42の 4 ⑧四
⑨⑪）。

②　税額控除分配可能額等の見直し
　上記⑵及び⑶①の改正に伴い、税額控除割
合について上記⑵①イと同様の改正が行われ
（措法42の 4 ⑧三イ）、グループ通算制度にお
ける税額控除割合の特例（上記 1 ⑷③）につ
いて上記⑵①ロ及び⑶①と同様の改正が行わ
れ（措法42の 4 ⑧八）、グループ通算制度に
おける税額控除額の上限等の特例（上記 1 ⑷
④）について上記⑵②及び上記⑶①と同様の
改正が行われました（措法42の 4 ⑧九）。
③　通算法人の繰越税額控除制度（通算繰越税
額控除制度）の創設
　上記⑶②の中小企業技術基盤強化税制にお
ける繰越税額控除制度の創設に伴い、通算法
人の繰越税額控除制度（通算繰越税額控除制
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度）が創設されました。繰越税額控除制度に
おいては、法人の各事業年度においてその法
人の試験研究費の額が比較試験研究費の額を
超える場合に適用できることとされている
（措法42の 4 ⑦）ところ、通算法人の繰越適
用対象事業年度においては、その繰越適用対
象事業年度の試験研究費の額及び他の繰越通
算法人の他の繰越適用対象事業年度の試験研
究費の額の合計額がその通算法人及び他の繰
越通算法人の比較試験研究費の額を合計した
金額を超える場合に適用できることとされて
います（措法42の 4 ⑧十二）。
（注）　他の繰越通算法人とは、その繰越適用対

象事業年度終了の日においてその通算法人

との間に通算完全支配関係がある他の通算

法人をいい、他の繰越適用対象事業年度と

は、通算法人の繰越適用対象事業年度終了

の日に終了する他の繰越通算法人の事業年

度をいいます（措法42の 4 ⑧十二）。

　なお、通算繰越税額控除制度の適用を受け
ようとする通算法人の繰越適用対象事業年度
において、その通算法人及び他の繰越通算法
人の比較試験研究費の額を合計した金額が 0
である場合には、上記の「通算法人の繰越適
用対象事業年度の試験研究費の額及び他の繰
越通算法人の他の繰越適用対象事業年度の試
験研究費の額の合計額がその通算法人及び他
の繰越通算法人の比較試験研究費の額を合計
した金額を超える場合」には該当しないこと
とされています（措令27の 4 ㊲）。したがっ
て、その通算法人及び他の繰越通算法人の比
較試験研究費の額を合計した金額が 0である
場合には、通算グループ全体で本制度の適用
を受けることができません。
イ　繰越適用対象事業年度
　繰越適用対象事業年度とは、通算法人の
各事業年度（その通算法人に係る通算親法
人の各事業年度（合併による解散以外の解
散の日を含む事業年度を除きます。）終了
の日に終了する事業年度に限ります。）を

いいます（措法42の 4 ⑧十二）。すなわち、
通算法人であっても、通算親法人の事業年
度の中途に通算グループから離脱する場合
など、その事業年度が通算親法人の事業年
度終了の日に終了しない事業年度である場
合には、その通算法人は下記ロの計算によ
る繰越税額控除限度超過額に係る税額控除
（通算繰越税額控除制度）の適用を受ける
ことはできませんが、通算法人以外の法人
と同様、上記⑶②ハの計算による繰越税額
控除限度超過額（すなわち、通算グループ
加入前に適用を受けた中小企業者等税額控
除限度額に係る税額控除制度による超過
額）について、税額控除をすることができ
ます。
（注 1）　通算子法人（その通算子法人に係る

通算親法人の通算繰越税額控除制度の

適用を受ける事業年度終了の日におい

てその通算親法人との間に通算完全支

配関係があるものに限ります。）の通算

繰越税額控除制度の適用を受けようと

する事業年度においては、その通算子

法人の事業年度からは合併による解散

以外の解散の日を含む事業年度及び清

算中の各事業年度を除かないこととさ

れています（措法42の 4 ⑧一）。すなわ

ち、その通算子法人の事業年度が解散

の日を含む事業年度又は清算中の各事

業年度であっても、その通算子法人は

通算繰越税額控除制度の適用を受ける

ことができます。
（注 2）　通算法人の繰越適用対象事業年度以

外の事業年度（離脱法人の離脱直前事

業年度）については、繰越税額控除制

度の適用の可否は、その事業年度にお

いてその法人の試験研究費の額が比較

試験研究費の額を超えるかどうかによ

り判定することになります。

　なお、通算法人の各事業年度及び通算親
法人の各事業年度からは、一般試験研究費
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の額に係る税額控除制度の適用を受ける事
業年度を除くこととされています（措法42
の 4 ⑦、⑧十二）。したがって、通算グル
ープにおいて一般試験研究費の額に係る税
額控除制度の適用を受ける事業年度は、繰
越適用対象事業年度に該当せず、繰越税額
控除制度の適用を受けることはできません。
ロ　通算法人の繰越税額控除限度超過額
　通算法人の繰越適用対象事業年度におけ
る繰越税額控除限度超過額は、次の金額の
合計額とされています（措法42の 4 ⑧十三）。
イ　その通算法人の超過額発生事業年度の
Ａの金額からＢの金額を控除した金額
（以下「通算繰越控除限度超過額」とい
います。）にその超過額発生事業年度の
控除分配割合を乗じて計算した金額
（注）　イの金額に既にこの繰越税額控除制

度によりその繰越適用対象事業年度前

の各事業年度において調整前法人税額

から控除された金額がある場合には、

その金額を控除した残額とすることと

されています（措法42の 4 ⑧十三）。

Ａ　その通算法人及び他の通算法人の控
除対象試験研究費の額の合計額にその
超過額発生事業年度の税額控除割合を
乗じて計算した金額
Ｂ　その通算法人の超過額発生事業年度
及び他の通算法人の他の事業年度の所
得に対する調整前法人税額の合計額に
控除上限割合を乗じて計算した金額

（注 1）　超過額発生事業年度とは、その繰

越適用対象事業年度開始の日前 3 年

以内に開始した各事業年度で、中小

企業者等税額控除限度額に係る税額

控除制度の適用に係る適用対象事業

年度に該当する事業年度をいいます

（措法42の 4 ⑧十三イ）。

　�　この適用対象事業年度は、その繰

越適用対象事業年度終了の日におけ

る通算親法人の事業年度終了の日に

終了する事業年度です。すなわち、

その通算親法人との間に通算完全支

配関係がある事業年度が適用対象事

業年度に該当する事業年度になりま

す。したがって、他の通算グループ

に加入しており、その後に別の通算

グループに加入することとなった場

合において、他の通算グループに加

入していた事業年度はその加入する

こととなった別の通算グループにお

ける超過額発生事業年度には含まれ

ないことから、他の通算グループに

おいて生じたイの金額は、その後に

加入することとなった別の通算グル

ープにおいては繰越控除ができませ

ん。
（注 2）　控除分配割合とは、その通算法人

の超過額発生事業年度の所得に対す

る調整前法人税額がその超過額発生

事業年度及び他の通算法人の他の事

業年度の所得に対する調整前法人税

額の合計額のうちに占める割合（上

記 1 ⑷①ハの割合）をいいます（措

法42の 4 ⑧三・十三イ）。
（注 3）　他の通算法人とは、その通算法人

の超過額発生事業年度終了の日にお

いてその通算法人との間に通算完全

支配関係がある他の通算法人をいい、

他の事業年度とは、その超過額発生

事業年度終了の日に終了する他の通

算法人の事業年度をいいます。
（注 4）　上記Ａ及びＢの金額は、租税特別

措置法第42条の 4 第 8 項第13号イに

おいて、それぞれ「第 4 項の規定の

適用に係る第 3 号イに掲げる金額」

及び「第 4 項の規定の適用に係る第

3 号ロに掲げる金額」と規定されて

おり、中小企業者等税額控除限度額

に係る税額控除制度の適用に係る税

額控除可能額の計算における試験研
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究費基準額及び法人税額基準額を用

いることとされています。すなわち、

試験研究費基準額が法人税額基準額

を超える部分の金額が、通算グルー

プを一体として計算した通算グルー

プ全体で生じた税額控除限度超過額、

すなわち、通算繰越控除限度超過額

となります。

　�　なお、税額控除可能額の計算につ

いて租税特別措置法第42条の 4 第 8

項第 4 号（他の通算法人の数値に誤

りがあった場合の遮断措置）の規定

の適用がある場合には、繰越税額控

除限度超過額の計算についても同号

の規定を適用して計算した上記Ａ及

びＢの金額となります。通算繰越控

除限度超過額に乗ずることとされて

いる控除分配割合についても同様で

す。すなわち、通算法人の繰越税額

控除限度超過額は、他の通算法人の

試験研究費の額、控除対象試験研究

費の額及び調整前法人税額を固定し

て計算することとされています。こ

れは、グループ通算制度における中

小企業者等税額控除限度額に係る税

額控除制度における遮断措置の趣旨

を踏まえ、通算法人の超過額発生事

業年度の他の通算法人の当初申告の

数値の変動があった場合に、自己が

修更正をする必要を生じさせないた

めです。

　�　なお、超過額発生事業年度の自己

の当初申告の数値に誤りがあった場

合において税額控除可能額の計算に

ついて租税特別措置法第42条の 4 第

8 項第 5 号又は第 6 号の適用がある

場合の上記イの金額については、下

記ハイ及びロをご参照ください。

ロ　その通算法人のその適用事業年度開始
の日前 3 年以内に開始した各事業年度

（その適用事業年度まで連続して青色申
告書の提出をしている場合の各事業年度
に限ります。）における中小企業者等税
額控除限度額のうち、中小企業者等税額
控除限度額に係る税額控除制度による控
除をしてもなお控除しきれない金額（既
に繰越税額控除制度により各事業年度に
おいて調整前法人税額から控除された金
額がある場合には、その金額を控除した
残額）の合計額
　すなわち、その通算法人が通算グループ
加入前に適用を受けた中小企業者等税額控
除限度額に係る税額控除制度による超過額
です。
ハ　上記ロの遮断措置等
イ　上記ロの通算法人の超過額発生事業年
度の自己の当初申告の数値に誤りがあっ
た場合における自己の超過額発生事業年
度の上記ロイの金額（以下「通算繰越控
除限度超過帰属額」といいます。）はそ
の超過額発生事業年度の通算繰越控除限
度超過額が当初申告通算繰越控除限度超
過額以上であるとき（その超過額発生事
業年度の通算繰越控除限度超過帰属額が
当初申告通算繰越控除限度超過帰属額と
異なる場合に限ります。）は、当初申告
通算繰越控除限度超過帰属額をその超過
額発生事業年度の通算繰越控除限度超過
帰属額とみなすこととされています（措
法42の 4 ⑧十四）。
（注 1）　当初申告通算繰越控除限度超過額

とは、その超過額発生事業年度の確

定申告書等に添付された書類にその

超過額発生事業年度の通算繰越控除

限度超過額として記載された金額を

いいます（措法42の 4 ⑧十四）。
（注 2）　当初申告通算繰越控除限度超過帰

属額とは、その超過額発生事業年度

の確定申告書等に添付された書類に

その超過額発生事業年度の通算繰越
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控除限度超過帰属額として記載され

た金額をいいます（措法42の 4 ⑧

十四）。

　すなわち、他の通算法人の試験研究費
の額、控除対象試験研究費の額及び調整
前法人税額を固定して計算した通算繰越
控除限度超過額が当初申告通算繰越控除
限度超過額以上であっても、通算繰越控
除限度超過帰属額は当初申告通算繰越控
除限度超過帰属額が上限とされています。
つまり、通算繰越控除限度超過額を構成
する通算繰越控除限度超過帰属額の上限
を当初申告額とすることで、通算繰越控
除限度超過額の上限を当初申告額とする
ものです。
ロ　上記ロの通算法人の超過額発生事業年
度の自己の当初申告の数値に誤りがあっ
た場合における自己の超過額発生事業年
度の通算繰越控除限度超過帰属額は、そ
の超過額発生事業年度の通算繰越控除限
度超過額が当初申告通算繰越控除限度超
過額に満たないとき（その満たない部分
の金額が当初申告通算繰越控除限度超過
帰属額以下である場合に限ります。）は、
当初申告通算繰越控除限度超過帰属額か
らその満たない部分の金額を控除した金
額をその超過額発生事業年度の通算繰越
控除限度超過帰属額とみなすこととされ
ています（措法42の 4 ⑧十五）。
（注 1）　当初申告通算繰越控除限度超過額

とは、その超過額発生事業年度の確

定申告書等に添付された書類にその

超過額発生事業年度の通算繰越控除

限度超過額として記載された金額を

いいます（措法42の 4 ⑧十五）。
（注 2）　当初申告通算繰越控除限度超過帰

属額とは、その超過額発生事業年度

の確定申告書等に添付された書類に

その超過額発生事業年度の通算繰越

控除限度超過帰属額として記載され

た金額をいいます（措法42の 4 ⑧

十五）。

　すなわち、他の通算法人の試験研究費
の額、控除対象試験研究費の額及び調整
前法人税額を固定して計算した通算繰越
控除限度超過額が当初申告通算繰越控除
限度超過額に満たない場合、つまり、通
算繰越控除限度超過額が過大であった場
合には、その過大であった部分の金額を
当初申告における通算繰越控除限度超過
帰属額から控除した金額を修正申告又は
更正の時における通算繰越控除限度超過
帰属額とするものです。
　また、このロの適用がある場合は、上
記のとおり、超過額発生事業年度の通算
繰越控除限度超過額が当初申告通算繰越
控除限度超過額に満たない場合において、
その満たない部分の金額が当初申告通算
繰越控除限度超過帰属額以下である場合
に限られます。したがって、その満たな
い部分の金額が当初申告通算繰越控除限
度超過帰属額を超える場合には、下記ハ
によることとなります。
ハ　上記ロの通算法人の超過額発生事業年
度の調整後の当初申告通算繰越控除限度
超過額が、上記 1 ⑷②ロイ及びロ並びに
上記イ及びロの遮断措置を適用しないも
のとして計算した場合におけるその超過
額発生事業年度の通算繰越控除限度超過
額を超えるときは、上記ロの適用に係る
通算繰越控除限度超過帰属額の計算につ
いては、上記 1 ⑷②ロイ及びロ並びに上
記イ及びロの遮断措置は、適用しないこ
とされています（措法42の 4 ⑧十六）。
（注 1）　調整後の当初申告通算繰越控除限

度超過額とは、その超過額発生事業

年度の確定申告書等に添付された書

類にその超過額発生事業年度の通算

繰越控除限度超過額として記載され

た金額（上記ロにより超過額発生事
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業年度等の通算繰越控除限度超過帰

属額とみなされる金額がある場合に

は、その記載された金額から上記ロ

の満たない部分の金額の合計額を控

除した金額）をいいます（措法42の

4 ⑧十六）。
（注 2）　超過額発生事業年度等とは、その

超過額発生事業年度又はその超過額

発生事業年度終了の日においてその

通算法人との間に通算完全支配関係

がある他の通算法人の同日に終了す

る事業年度をいいます（措法42の 4

⑧十六）。

　すなわち、遮断措置等を適用しないで
計算した通算繰越控除限度超過額が調整
後の当初申告通算繰越控除限度超過額に
満たない場合、つまり、通算繰越控除限
度超過額が上記ロの調整をしてもなお過
大である場合には、遮断措置等を適用せ
ずに、通算繰越控除限度超過額を再計算
するものです。これは、税額控除額の計
算の基礎となる控除対象試験研究費の額
は確定申告書等に添付された書類に記載
された金額を限度とすることとされてい
ること、通算グループ全体の税額控除限
度額（税額控除可能額）は当初申告額を
上限とすることとされていることを踏ま
え、通算グループ全体の税額控除限度超
過額（＝通算繰越控除限度超過額）は当
初申告額を上限とするためです。
　なお、遮断措置等を適用しないで計算
した通算繰越控除限度超過額と調整後の
当初申告通算繰越控除限度超過額を比較
することとされていることから、自己の
数値に誤りがあったことにより通算繰越
控除限度超過額に異動が生じた場合だけ
ではなく、他の通算法人の数値に誤りが
あったことにより通算繰越控除限度超過
額に異動が生じた場合にも、遮断措置等
を適用しないで計算した通算繰越控除限

度超過額と調整後の当初申告通算繰越控
除限度超過額を比較し、この措置が適用
される場合に該当するかどうかを判定す
ることになります。
　この措置により遮断措置を適用せずに
再計算をする場合においては、超過額発
生事業年度等について修正申告書の提出
又は更正がされた後における上記ロの適
用に係る通算繰越控除限度超過帰属額の
計算に係る上記イ及びロの措置の適用に
ついては、その修正申告書又はその更正
に係る更正通知書に添付された書類に記
載された金額を確定申告書等に添付され
た書類に記載された金額とみなすことと
されています（措法42の 4 ⑧十六後段）。

ニ　通算繰越控除上限額
　上記ロの通算法人の繰越適用対象事業年
度の控除額の上限は、通算繰越控除上限額
とされています。通算繰越控除上限額は、
イの金額からロの金額を控除した残額とさ
れています（措法42の 4 ⑧十七）。
イ　その通算法人のその繰越適用対象事業
年度の所得に対する調整前法人税額の25
％相当額
（注）　その繰越適用対象事業年度において

中小企業者等税額控除限度額に係る税

額控除制度の適用を受ける場合におい

て、税額控除額の上限等の特例（上記

1 ⑷④）の適用を受けるときは、調整

前法人税額にその事業年度の区分に応

じた割合（上記 1 ⑷④ハ及びニ）を乗

じて計算した金額を、上記の25％相当

額に加算することとされています（措

法42の 4 ⑧十七イ）。

ロ　その通算法人のその繰越適用対象事業
年度において中小企業者等税額控除限度
額に係る税額控除制度によりその繰越適
用対象事業年度の所得に対する調整前法
人税額から控除される金額

ホ　申告要件
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　適用通算法人の繰越適用対象事業年度又
は他の繰越通算法人の他の繰越適用対象事
業年度の通算繰越控除限度超過帰属額があ
る場合におけるその適用通算法人の繰越適
用対象事業年度に係る通算繰越税額控除制
度の適用については、上記⑶②ヘにかかわ
らず、次の場合に限り、適用することとさ
れています（措法42の 4 ⑩）。
イ　その適用通算法人及び他の繰越通算法
人の全てにつき、それぞれその通算繰越
控除限度超過帰属額が生じた事業年度以
後の各事業年度の確定申告書（その確定
申告書に係る期限後申告書を含みます。）
に通算繰越控除限度超過帰属額の明細書
の添付がある場合
ロ　その適用通算法人の繰越適用対象事業
年度の確定申告書等に次の書類の添付が
ある場合
Ａ　控除の対象となる繰越税額控除限度
超過額、控除を受ける金額及びその金
額の計算に関する明細を記載した書類
Ｂ　通算繰越控除限度超過額及び通算繰
越控除限度超過帰属額並びにこれらの
金額の計算に関する明細を記載した書
類

　すなわち、他の繰越通算法人のいずれか
が当初申告においてイの書類の添付がない
場合には、自己の当初申告においてロの書
類の添付があった場合でも、上記通算繰越
税額控除制度の適用はできないこととされ
ています。
ヘ　進行年度における通算繰越控除上限額等
の上乗せ
　適用通算法人（適用通算法人であった法
人を含みます。以下「通算法人等」といい
ます。）が対象事業年度において、過去適
用等事業年度における欠損金増加合計額が
ある場合、すなわち、上記 1 ⑷⑤（措法42
の 4 ⑫）の適用を受ける場合には、その通
算法人等のその対象事業年度における次の

区分に応じ、次によることとされました
（措法42の 4 ⑫、措令27の 4 ③⑤）。
（注）　対象事業年度とは、通算法人等が一般

試験研究費の額に係る税額控除制度又は

中小企業者等税額控除限度額に係る税額

控除制度の適用を受ける事業年度をいい

ます（措法42の 4 ⑫）。なお、一般試験研

究費の額に係る税額控除制度の適用を受

ける事業年度においては繰越税額控除制

度及び通算繰越税額控除制度を適用でき

ないことから、進行年度におけるこの上

乗せ措置の対象となるのは、中小企業者

等税額控除限度額に係る税額控除制度の

適用を受ける事業年度のみとなります。

イ　上記 1 ⑷①の通算法人……その対象事
業年度の通算繰越控除上限額の計算につ
いては、上記ニイの金額に、欠損金増加
合計額のうちその通算法人等に帰せられ
る各欠損金増加額をその通算法人等のそ
の対象事業年度の所得の金額とみなして
その所得の金額につき法人税法第66条の
規定並びに租税特別措置法第67条の 2及
び第68条の規定を適用するものとした場
合に計算される法人税額の25％相当額
（上記 1 ⑷④ハ又はニの事業年度につい
ては、その法人税額にそれぞれ上記 1 ⑷
ハ又はニの割合を乗じて計算した金額を
加算した金額）を加算することとされて
います（措法42の 4 ⑫一、措令27の 4 ⑤）。
　なお、通算法人に帰せられる各欠損金
増加額は、過去適用等事業年度に係る各
欠損金増加額（既に通算法人等の対象事
業年度終了の日前に終了したその通算法
人又は他の通算法人の各事業年度におい
てその過去適用等事業年度に係る各欠損
金増加額につき進行年度における税額控
除額の上限の上乗せ（上記 1 ⑷⑤）又は
この上乗せ措置により加算された金額の
計算の基礎となった金額を除きます。）
に欠損帰属割合を乗じて計算した金額の
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合計額とされています（措令27の 4 ③）。
（注）　欠損帰属割合とは、その通算法人等

又は他の通算法人のうち、その過去適

用等事業年度に係る各欠損金増加額が

あるもの（以下「欠損増加法人」とい

います。）につき法人税法第64条の 5第

5 項の規定を適用しないものとし、か

つ、その通算法人等又は他の通算法人

のうち、欠損増加法人以外の法人につ

き同項の規定を適用するものとした場

合のその通算法人等のその過去適用等

事業年度の同条第 2 項に規定する割合

をいいます（措令27の 4 ③）。

ロ　上記イの法人以外の法人……その対象
事業年度の中小企業者等控除上限額の計
算については、その対象事業年度の所得
に対する調整前法人税額に、欠損金増加
合計額のうちその通算法人等に係る各欠
損金増加額をその通算法人等のその対象
事業年度の所得の金額とみなしてその所
得の金額につき法人税法第66条の規定並
びに租税特別措置法第67条の 2及び第68
条の規定を適用するものとした場合に計
算される法人税額相当額を加算すること
とされています（措法42の 4 ⑫二）。

ト　法人税の負担を不当に減少させる結果と
なると認められる場合の全体再計算の適用
がある場合
　通算法人の適用対象事業年度において、
法人税法第64条の 5第 8項（法人税の負担
を不当に減少させる結果となると認められ
る場合の全体再計算）の適用がある場合に
は、上記 1 ⑷②の遮断措置等及び上記ハの
遮断措置等は、その適用対象事業年度を超
過額発生事業年度とする繰越適用対象事業
年度については、適用しないこととされま
した（措法42の 4 ⑰）。この場合において、
その適用対象事業年度を上記ヘの過去適用
等事業年度とする通算法人等の対象事業年
度については、上記ヘの適用はないものと

することとされました（措法42の 4 ⑰）。
すなわち、法人税法第64条の 5第 8項の規
定の適用があった適用対象事業年度におい
ては上記 1 ⑷②の遮断措置等及び上記ハの
遮断措置等を適用しないでその適用対象事
業年度である超過額発生事業年度の通算繰
越控除限度超過帰属額を計算するとともに、
その適用対象事業年度の遮断措置を前提と
した上記ヘの措置（進行年度調整措置）の
適用についても、ないものとするものです。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴及び⑵の改正は、法人の令和 8年 4
月 1日以後に開始する事業年度分の法人税につ
いて適用し、法人の同日前に開始した事業年度
分の法人税については、従前どおりとされてい
ます（改正法附則51①）。
　グループ通算制度の場合（上記 2 ⑸①及び②
の改正を含みます。）については、上記にかか
わらず、通算グループを一体として一般試験研
究費に係る税額控除制度又は中小企業者等税額
控除限度額に係る税額控除制度の適用を受けよ
うとする通算法人（以下「適用通算法人」とい
います。）に係る通算親法人の令和 8 年 4 月 1
日以後に開始する事業年度終了の日に終了する
その適用通算法人の適用対象事業年度分の法人
税について適用し、適用通算法人に係る通算親
法人の同日前に開始した事業年度終了の日に終
了するその適用通算法人の適用対象事業年度分
の法人税については、従前どおりとされていま
す（改正法附則51①）。
⑵　上記 2 ⑶②の改正は、法人の令和 8年 4月 1
日以後に開始する事業年度において生ずる中小
企業者等税額控除限度額に係る税額控除制度に
よる控除をしてもなお控除しきれない金額につ
いて適用することとされています（改正法附則
51②）。
　グループ通算制度の場合（上記 2 ⑸③の改正
を含みます。）については、上記にかかわらず、
適用通算法人（中小企業者等税額控除限度額に
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係る税額控除制度の適用を受けようとする通算
法人に限ります。）に係る通算親法人の令和 8
年 4月 1日以後に開始する事業年度終了の日に
終了するその適用通算法人の適用対象事業年度
において生ずる通算繰越控除限度超過帰属額に
ついて適用することとされています（改正法附
則51②）。
⑶　上記 2 ⑷の改正は、法人の令和 8年 4月 1日
以後に開始する事業年度分の法人税について適
用し、法人の同日前に開始した事業年度の特別
試験研究費の額については、従前どおりとされ
ています（改正法附則51③⑤）。
　グループ通算制度の場合については、上記に
かかわらず、通算グループを一体として特別試
験研究費の額に係る税額控除制度の適用を受け
ようとする通算法人（以下「適用通算法人」と
いいます。）に係る通算親法人の令和 8 年 4 月
1日以後に開始する事業年度終了の日に終了す
るその適用通算法人の適用対象事業年度分の法
人税について適用し、適用通算法人に係る通算
親法人の同日前に開始した事業年度終了の日に
終了するその適用通算法人の適用対象事業年度
の特別試験研究費の額については、従前どおり
とされています（改正法附則51③⑤）。
　なお、法人の旧事業年度に特定試験研究に係
る試験研究費の額がある場合において、次の場
合の区分に応じそれぞれ次の金額で、その旧事
業年度の確定申告書等に指定大学等の長の認定
に係る書類の写しを添付することにより証明が
された金額があるときは、その金額は、上記 1
⑶（注）②又は上記 1 ⑶（注）⑧の証明がされ

た金額とみなすこととされています（改正措規
附則 6）。
①　その特定試験研究が指定大学等（上記 2 ⑷
③の指定大学等をいいます。以下同じです。）
と共同して行う試験研究に該当する場合……
その法人の申請に基づき、その法人の旧事業
年度の試験研究費の額のうちその特定試験研
究に要した費用であってその法人がその指定
大学等との契約又は協定に基づいて負担した
ものに係るものとしてその指定大学等の長が
認定した金額
②　その特定試験研究が指定大学等に委託する
試験研究に該当する場合……その法人の申請
に基づき、その法人の旧事業年度の試験研究
費の額のうちその特定試験研究に要した費用
であってその法人がその指定大学等との契約
又は協定に基づいて負担したものに係るもの
としてその指定大学等の長が認定した金額

（注 1）　旧事業年度とは、次の事業年度をいいます。

①�　令和 8 年 4 月 1 日前に開始し、かつ、

同日以後に終了する事業年度（適用通算

法人の適用対象事業年度を除きます。）

②�　適用通算法人に係る通算親法人の令和

8 年 4 月 1 日前に開始し、かつ、同日以

後に終了する事業年度終了の日に終了す

るその適用通算法人の適用対象事業年度
（注 2）　特定試験研究とは、指定大学等との共同

研究（上記 1 ⑶（注）②の試験研究に該当

するものに限ります。）及び指定大学等への

委託研究（上記 1 ⑶（注）⑧の試験研究に

該当するものに限ります。）をいいます。

三�　重点産業技術試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
制度（創設）

1 　制度創設の経緯及び趣旨

　研究開発投資は、経済成長を加速させ、社会課
題解決の推進力となるイノベーションの源泉です。
企業の研究開発投資の規模拡大や質の向上は、

「強い経済」を実現する上で、極めて重要な意味
を持ちます。
　近年、デジタル革命の下で、巨大な資本を有す
るプレイヤーの登場により、科学からビジネスに
至るまでのスピードが加速化しています。このよ
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うな、「科学とビジネスの近接化」の時代におい
ては、科学とビジネスの好循環を官民挙げて作り
出せるかどうかが、国力や産業競争力を決する鍵
となります。
　こうした考え方の下、国家戦略として重要な技
術領域への企業の研究開発を促す観点から、研究
開発税制において、新たに「戦略技術領域型」を
創設し、産業技術力強化法の重点産業技術（AI・
先端ロボット、量子、半導体・通信、バイオ・ヘ
ルスケア、フュージョンエネルギー、宇宙）に係
る試験研究費について、既存の措置と別の新たな
税額控除制度を措置することとされました。あわ
せて、その技術に係る認定を受けた研究開発機関
と企業の共同・委託研究についても同様に高い税
額控除割合を設けることとされました。これらに
ついて 3年間の繰越税額控除を設けるなど、制度
を抜本的に強化することとされました。

2 　制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で指定
期間内に産業技術力強化法の重点研究開発計画に
つき同法の認定を受けたものの適用期間内の日を
含む各事業年度において、重点産業技術試験研究
費の額がある場合には、控除対象重点産業技術試
験研究費の額の40％（控除対象重点産業技術試験
研究費の額の計算の基礎となった重点産業技術試
験研究費の額が特別重点産業技術試験研究費の額
に該当する場合には、50％）相当額の税額控除が
できるというものです（措法42の 5 ①）。なお、
控除を受ける金額（税額控除額）は、当期の調整
前法人税額の10％相当額を上限とすることとされ
ています（措法42の 5 ①後段）。また、税額控除
限度超過額については、 3年間の繰越しができる
こととされています（措法42の 5 ②）。

3 　制度の内容

⑴　適用対象法人
　適用対象となる法人は、青色申告書を提出す
る法人で指定期間（産業技術力強化法の一部を
改正する法律（令和 8年法律第41号）の施行の

日から令和11年 3 月31日までの期間をいいます。
以下同じです。）内に産業技術力強化法第22条
第 1項に規定する重点研究開発計画につき同項
の認定（以下「認定」といいます。）を受けた
ものとされています（措法42の 5 ①）。
　また、産業技術力強化法第22条第 1項では、
「重点産業技術に関する研究及び開発を行おう
とする事業者は、単独で又は他の事業者若しく
は研究開発機関（大学又は大学共同利用機関に
あっては、これらの設置者。次条第 1項及び第
26条において同じ。）と共同して、その実施し
ようとする重点産業技術に関する研究及び開発
に関する計画（以下「重点研究開発計画」とい
う。）を作成し、主務省令で定めるところによ
り、主務大臣に提出して、その認定を受けるこ
とができる。」と規定されており、この規定に
基づき主務大臣の認定を受けた法人が、この制
度の適用対象法人に該当します。
（注 1）　産業技術力強化法の一部を改正する法律

の施行の日は、同法の公布の日から起算し

て 1 年を超えない範囲内において政令で定

める日とされており（産技法改正法附則 1）、

その政令は、今後定められます。
（注 2）　産業技術力強化法第20条では、「産業技術

について、当該産業技術に関する研究及び

開発の成果が多様な事業活動において利用

される見込み並びに当該産業技術の革新性

を勘案し、我が国の産業技術力の強化のた

め当該産業技術に関する研究及び開発を重

点的に推進することが必要と認められると

きは、政令で、当該産業技術を重点産業技

術として指定するものとする。」と規定され

ており、この規定に基づく政令により指定

される産業技術が「重点産業技術」となり

ます。その政令は今後定められる予定です。
（注 3）　関係法令については、下記の（参考）を

ご参照ください。

⑵　対象事業年度
　適用対象となる事業年度は、適用対象法人の
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重点研究開発計画の認定に係る適用事業年度に
おいて、重点産業技術試験研究費の額（その適
用事業年度において、一般試験研究費の額に係
る税額控除制度、中小企業技術基盤強化税制に
おける中小企業者等税額控除限度額に係る税額
控除制度又は特別試験研究費の額に係る税額控
除制度の適用を受ける場合には、これらの制度
の適用により調整前法人税額から控除する金額
の計算の基礎となった重点産業技術試験研究費
の額を除きます。）がある場合のその適用事業
年度とされています（措法42の 5 ①）。
　適用事業年度とは、重点研究開発計画につい
て認定を受けた法人のその認定を受けた日から
同日以後 5 年を経過する日までの期間（以下
「適用期間」といいます。）の日を含む各事業年
度とされています（措法42の 5 ⑤一）。なお、
5年を経過する日までにその認定を取り消され
た場合など一定の場合に該当する場合には、適
用期間は一定の期間とされています（措法42の
5 ⑤一）。一定の場合及び一定の期間は、今後
政令によって定められます。
（注）　適用事業年度からは、解散の日を含む事業

年度及び清算中の各事業年度を除くこととさ

れています（措法42の 5 ①）。ただし、解散か

ら「合併による解散」を除くこととされてい

るため、被合併法人の最後事業年度は、適用

対象となる事業年度から除外されていません。

⑶　重点産業技術試験研究費の額
　重点産業技術試験研究費の額とは、試験研究
費の額のうち認定を受けた法人がその認定に係
る認定重点研究開発計画に従って実施した産業
技術力強化法第27条第 1項に規定する研究及び
開発に係るものをいいます（措法42の 5 ⑤二）。
（注）　認定重点研究開発計画とは、産業技術力強

化法第22条第 1 項の認定に係る重点研究開発

計画をいい、同法第23条第 1 項の規定による

変更の認定があったときは、その変更後のも

のです。

　産業技術力強化法第27条第 1 項では、「第22

条第 1項の認定を受けた事業者が認定重点研究
開発計画に従って実施した研究及び開発（その
成果について特に早期の企業化が期待されるも
のとして主務大臣が定める基準に適合すること
について主務省令で定めるところにより主務大
臣の確認を受けたものに限ります。）に係る試
験研究費の額については、租税特別措置法（昭
和32年法律第26号）で定めるところにより、課
税の特例の適用があるものとする。」と規定さ
れています。本制度の対象となる試験研究費の
額は、「産業技術力強化法第27条第 1 項に規定
する研究及び開発」に係るものとされているこ
とから、重点研究開発計画に従って実施される
研究及び開発で主務大臣が定める基準に適合す
ることにつき主務大臣の確認を受けたものに係
る試験研究費の額となります。主務大臣が定め
る基準及び主務省令は、今後定められます。

⑷　税額控除限度額に係る税額控除
　適用対象法人が税額控除の適用を受ける場合
における税額控除限度額は、控除対象重点産業
技術試験研究費の額（その適用事業年度におい
て、一般試験研究費の額に係る税額控除制度、
中小企業者等税額控除限度額に係る税額控除制
度又は特別試験研究費の額に係る税額控除制度
の適用を受ける場合には、これらの制度の適用
により調整前法人税額から控除する金額の計算
の基礎となった控除対象重点産業技術試験研究
費の額を除きます。）の40％（控除対象重点試
験研究費の額の計算の基礎となった重点産業技
術試験研究費の額が特別重点産業技術試験研究
費の額に該当するものにあっては、50％）相当
額とされています（措法42の 5 ①）。
①　控除対象重点産業技術試験研究費の額とは、
重点産業技術試験研究費の額のうち次の金額
の合計額をいいます（措法42の 5 ⑤三）。
イ　国外委託試験研究に係る重点産業技術試
験研究費の額の50％相当額
（注 1）　国外委託試験研究とは、租税特別措

置法第42条の 4 第19項第14号に規定す
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る国外委託試験研究をいいます。国外

委託試験研究の詳細については、前述

「二　試験研究を行った場合の法人税額

の特別控除制度（改正後：試験研究を

行った場合の法人税額の特別控除制度

及び特別試験研究を行った場合の法人

税額の特別控除制度）（研究開発税制）」

の 2 ⑴①をご参照ください。
（注 2）　上記の「50％相当額」は、令和 8 年

4 月 1 日から令和 9 年 3 月31日までの

間に開始する事業年度にあっては、70

％相当額と、同年 4 月 1 日から令和10

年 3 月31日までの間に開始する事業年

度にあっては、60％相当額とされてい

ます（措法42の 5 ⑤三）。

ロ　国外委託試験研究以外の試験研究に係る
重点産業技術試験研究費の額

②　特別重点産業技術試験研究費の額とは、重
点産業技術試験研究費の額のうち認定を受け
た法人がその認定に係る認定重点研究開発計
画に従って実施した産業技術力強化法第29条
第 4項に規定する重点産業技術共同研究開発
機関と共同して行う研究及び開発又は重点産
業技術共同研究開発機関に委託する研究及び
開発に係る試験研究費の額をいいます（措法
42の 5 ⑤四）。
　この税額控除限度額が適用対象法人の適用事
業年度の調整前法人税額の10％相当額を超える
場合には、控除を受ける金額は、その適用事業
年度の調整前法人税額の10％相当額を上限とす
ることとされています（措法42の 5 ①後段）。
　また、この調整前法人税額は、次の規定を適
用しないで計算した場合の法人税の額をいい、
附帯税の額を除くこととされています（措法42
の 4 ⑲二、震災税特法17の 2 ⑭、17の 2 の 2 ⑨、
17の 3 ⑦、17の 3 の 2 ⑤、措令27の 4 ⑨、令和
8年旧効力震災税特法17の 2 ⑭）。
（注）　附帯税の額とは、国税通則法第 2 条第 4 号

に規定する附帯税の額をいいます（措法42の

4 ⑲二）。

・　租税特別措置法第42条の 4（試験研究を行
った場合の法人税額の特別控除）
・　租税特別措置法第42条の 4の 2（特別試験
研究を行った場合の法人税額の特別控除）
・　租税特別措置法第42条の 5（重点産業技術
試験研究を行った場合の法人税額の特別控
除）
・　租税特別措置法第42条の 6第 2項及び第 3
項（中小企業者等が機械等を取得した場合の
法人税額の特別控除等）
・　租税特別措置法第42条の 9（沖縄の特定地
域において工業用機械等を取得した場合の法
人税額の特別控除等）
・　租税特別措置法第42条の10第 2 項（国家戦
略特別区域において機械等を取得した場合の
法人税額の特別控除）
・　租税特別措置法第42条の11第 2 項（国際戦
略総合特別区域において機械等を取得した場
合の法人税額の特別控除）
・　租税特別措置法第42条の11の 2 第 2 項（地
域経済牽

けん

引事業の促進区域内において特定事
業用機械等を取得した場合の法人税額の特別
控除）
・　租税特別措置法第42条の12第 2 項（地方活
力向上地域等において特定建物等を取得した
場合の法人税額の特別控除）
・　租税特別措置法第42条の12の 2 （認定地方
公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をし
た場合の法人税額の特別控除）
・　租税特別措置法第42条の12の 4 第 2 項及び
第 3項（中小企業者等が特定経営力向上設備
等を取得した場合の法人税額の特別控除等）
・　租税特別措置法第42条の12の 5 （給与等の
支給額が増加した場合の法人税額の特別控除
等）
・　租税特別措置法第42条の12の 6 第 2 項から
第 4項まで、第 6項及び第 7項（生産工程効
率化等設備を取得した場合等の法人税額の特
別控除等）
・　租税特別措置法第42条の12の 7 第 2 項及び
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第 3項（特定生産性向上設備等を取得した場
合の法人税額の特別控除等）
・　租税特別措置法第42条の14第 1 項（通算法
人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法
人税額）
・　租税特別措置法第66条の 7第 4項（控除対
象所得税額等相当額の法人税額の特別控除）
・　租税特別措置法第66条の 9の 3第 3項（控
除対象所得税額等相当額の法人税額の特別控
除）
・　租税特別措置法第62条第 1項（使途秘匿金
の支出がある場合の課税の特例）
・　租税特別措置法第62条の 3第 1項及び第10
項（土地の譲渡等がある場合の特別税率）
・　租税特別措置法第63条第 1項（短期所有に
係る土地の譲渡等がある場合の特別税率）
・　法人税法第67条（特定同族会社の特別税
率）
・　法人税法第68条（所得税額の控除）
・　法人税法第69条（外国税額の控除）
・　法人税法第69条の 2（分配時調整外国税相
当額の控除）
・　法人税法第70条（仮装経理に基づく過大申
告の場合の更正に伴う法人税額の控除）
・　法人税法第70条の 2（税額控除の順序）
・　法人税法第144条（外国法人に係る所得税
額の控除）
・　法人税法第144条の 2（外国法人に係る外
国税額の控除）
・　法人税法第144条の 2 の 2（外国法人に係
る分配時調整外国税相当額の控除）
・　法人税法第144条の 2 の 3（税額控除の順
序）
・　震災税特法第17条の 2 第 2 項及び第 3 項
（企業立地促進区域等において機械等を取得
した場合の法人税額の特別控除等）
・　震災税特法第17条の 2の 2第 2項及び第 3
項（避難解除区域等において機械等を取得し
た場合の法人税額の特別控除等）
・　震災税特法第17条の 3（企業立地促進区域

等において避難対象雇用者等を雇用した場合
の法人税額の特別控除）
・　震災税特法第17条の 3の 2（避難解除区域
等において避難対象雇用者等を雇用した場合
の法人税額の特別控除）
・　令和 8年旧効力震災税特法第17条の 2第 2
項及び第 3項（特定復興産業集積区域におい
て機械等を取得した場合の法人税額の特別控
除等）
（注）　令和 8 年旧効力震災税特法とは、所得税

法等の一部を改正する法律（令和 8 年法律

第12号）附則第72条第 1 項の規定によりな

おその効力を有するものとされる震災税特

法をいいます（改正法附則72①）。

⑸　繰越税額控除限度超過額に係る税額控除（繰
越税額控除制度）
　上記⑷のとおり、税額控除限度額が適用事業
年度の調整前法人税額の10％相当額を超える場
合には、控除を受ける金額はその適用事業年度
の調整前法人税額の10％相当額を上限とするこ
ととされていることから、税額控除限度額のう
ち控除をしてもなお控除しきれない金額が生ず
ることとなりますが、この控除をしてもなお控
除しきれない金額は、繰越税額控除限度超過額
として、 3年間繰り越して控除することができ
ることとされています（措法42の 5 ②）。
　この繰越税額控除制度の適用対象となる法人
は、青色申告書を提出する法人で指定期間内に
重点研究開発計画について認定を受けた法人と
されています（措法42の 5 ②）。
　さらに、適用対象となる事業年度は、繰越税
額控除限度超過額を有する場合の適用事業年度
ですが、その適用事業年度の試験研究費の額が
その適用事業年度開始の日の前日を含む事業年
度の試験研究費の額を超える場合のその適用事
業年度とされています（措法42の 5 ②）。
（注 1）　適用事業年度からは、解散の日を含む事

業年度及び清算中の各事業年度を除くこと

とされています（措法42の 5 ②）。ただし、
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解散から「合併による解散」を除くことと

されているため、被合併法人の最後事業年

度は、適用対象となる事業年度から除外さ

れていません。
（注 2）　適用事業年度の月数と適用事業年度開始

の日の前日を含む事業年度（以下「前事業

年度」といいます。）の月数とが異なる場合

には、上記の「適用事業年度開始の日の前

日を含む事業年度の試験研究費の額」は、

前事業年度の試験研究費の額にその適用事

業年度の月数を乗じてこれをその前事業年

度の月数で除して計算した金額とされてい

ます（措法42の 5 ②）。なお、上記の月数は

暦に従って計算し、 1 月に満たない端数を

生じたときは、これを 1 月とすることとさ

れています（措法42の 5 ④）。

　繰越税額控除限度超過額とは、その法人のそ
の適用事業年度開始の日前 3年以内に開始した
各事業年度（その適用事業年度まで連続して青
色申告書の提出をしている場合の各事業年度に
限ります。）における税額控除限度額のうち、
税額控除限度額に係る税額控除による控除をし
てもなお控除しきれない金額の合計額をいいま
す（措法42の 5 ⑤五）。この控除をしてもなお
控除しきれない金額は、既に繰越税額控除制度
によりその各事業年度において調整前法人税額
から控除された金額がある場合には、その金額
を控除した残額とすることとされています（措
法42の 5 ⑤五）。なお、この繰越税額控除限度
超過額が適用対象となる法人の適用事業年度の
調整前法人税額の10％相当額（その適用事業年
度において税額控除限度額に係る税額控除制度
により調整前法人税額から控除される金額があ
る場合には、その金額を控除した残額）を超え
る場合には、控除を受ける金額は、その調整前
法人税額の10％相当額を上限とすることとされ
ています（措法42の 5 ②後段）。

⑹　法人税法の規定との調整
　この制度の適用がある場合における法人税法

の規定との調整に係る規定については、一般試
験研究費の額に係る税額控除等における調整規
定を準用することとされています（措法42の 5
⑧）。
　なお、準用・読替え後の調整規定は、次のと
おりとなります（措法42の 5 ⑧、42の 4 ㉓㉔）。
①　法人税法第67条（特定同族会社の特別税
率）
　特定同族会社の特別税率の規定の適用にお
いて留保金額から控除される法人税法第67条
第 3項に規定する法人税の額は、その法人税
の額から特別税額控除規定（この制度におけ
る税額控除の規定をいいます。以下同じで
す。）により控除する金額を控除した金額と
することとされています（措法42の 4 ㉔一）。
②　法人税法第70条の 2（税額控除の順序）又
は第144条の 2の 3（税額控除の順序）
　法人税法第 2編第 1章第 2節第 2款又は第
3編第 2章第 2節（第143条を除きます。）の
規定（以下「法人税法税額控除規定」といい
ます。）による法人税の額からの控除及び特
別税額控除規定による法人税の額からの控除
については、まず特別税額控除規定による控
除をした後において、同法第70条の 2又は第
144条の 2 の 3 に定める順序により法人税法
税額控除規定による控除をするものとするこ
ととされています（措法42の 4 ㉓）。
③　法人税法第72条（仮決算をした場合の中間
申告書の記載事項等）
　法人税法第72条第 1項第 2号に掲げる金額
（内国法人の仮決算をした場合の中間申告書
に記載される法人税額）は、同項に規定する
期間（通算子法人にあっては、同条第 5項第
1号に規定する期間）を一事業年度とみなし
て同条第 1項第 1号に掲げる所得の金額につ
き同法第 2編第 1章第 2節（第67条、第68条
第 3 項及び第70条を除きます。）の規定及び
特別税額控除規定を適用するものとした場合
に計算される法人税の額とすることとされて
います（措法42の 4 ㉔二）。
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④　法人税法第74条（確定申告）
　法人税法第74条第 1項第 2号に掲げる金額
（内国法人の確定申告書に記載される法人税
額）は、同項第 1号に掲げる所得の金額につ
き同法第 2編第 1章第 2節の規定及び特別税
額控除規定を適用して計算した法人税の額と
することとされています（措法42の 4 ㉔三）。
⑤　法人税法第144条の 4（仮決算をした場合
の中間申告書の記載事項等）
　法人税法第144条の 4 第 1 項第 3 号若しく
は第 4号又は第 2項第 2号に掲げる金額（外
国法人の仮決算をした場合の中間申告書に記
載される法人税額）は、同条第 1項又は第 2
項に規定する期間を一事業年度とみなして同
条第 1項第 1号若しくは第 2号又は第 2項第
1号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額
につき同法第 3 編第 2 章第 2 節（第144条
（同法第68条第 3 項の規定を準用する部分に
限ります。）を除きます。）の規定及び特別税
額控除規定を適用するものとした場合に計算
される法人税の額とすることとされています
（措法42の 4 ㉔四）。
⑥　法人税法第144条の 6（確定申告）
　法人税法第144条の 6 第 1 項第 3 号若しく
は第 4号又は第 2項第 2号に掲げる金額（外
国法人の確定申告書に記載される法人税額）
は、同条第 1項第 1号若しくは第 2号又は第
2項第 1号に掲げる国内源泉所得に係る所得
の金額につき同法第 3編第 2章第 2節の規定
及び特別税額控除規定を適用して計算した法
人税の額とすることとされています（措法42
の 4 ㉔五）。

⑺　申告要件
　この制度の適用を受ける場合の申告要件は、
次のとおりとされています。
①　税額控除限度額に係る税額控除制度の適用
を受ける場合
　税額控除限度額に係る税額控除制度は、確
定申告書等（控除を受ける金額を増加させる

修正申告書又は更正請求書を提出する場合に
は、その修正申告書又は更正請求書を含みま
す。）に控除の対象となる控除対象重点産業
技術試験研究費の額、重点産業技術試験研究
費の額及び特別重点産業技術試験研究費の額、
控除を受ける金額並びにその金額の計算に関
する明細を記載した書類の添付がある場合に
限り、適用することとされています（措法42
の 5 ⑥）。
（注）　確定申告書等とは、法人税法第 2 条第30

号に規定する中間申告書で同法第72条第 1

項各号に掲げる事項を記載したもの及び同

法第144条の 4 第 1 項各号又は第 2項各号に

掲げる事項を記載したもの並びに同法第 2

条第31号に規定する確定申告書をいいます

（措法 2②二十八）。

　すなわち、仮決算をした場合の中間申告

書及び確定申告書をいい、確定申告書には、

その確定申告書に係る期限後申告書を含む

こととされています。

②　繰越税額控除制度の適用を受ける場合
　繰越税額控除制度は、税額控除限度額に係
る税額控除制度の適用を受けた適用事業年度
以後の各事業年度の確定申告書（その確定申
告書に係る期限後申告書を含みます。）に繰
越税額控除限度超過額の明細書の添付がある
場合で、かつ、その繰越税額控除制度の適用
を受けようとする適用事業年度の確定申告書
等（控除を受ける金額を増加させる修正申告
書又は更正請求書を提出する場合には、その
修正申告書又は更正請求書を含みます。）に
控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、
控除を受ける金額及びその金額の計算に関す
る明細を記載した書類の添付がある場合に限
り、適用することとされています（措法42の
5 ⑦）。

⑻　グループ通算制度
　通算法人について本制度を適用する場合には、
一般試験研究費の額に係る税額控除制度等と同
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様に、その通算グループを一体として計算する
調整を行うこととされています。具体的には、
一般試験研究費に係る税額控除等の規定（措法
42の 4 ⑧（八～十を除きます。）⑨～⑱）を準
用すること等とされています（措法42の 5 ③）。
　調整規定の具体的内容は、次のとおりです。
（注）　下記②から⑫までについては、準用・読替

え後の規定の内容について記載しており、記

載している条・項・号の番号は、租税特別措

置法第42条の 5 第 3 項第 2 号において準用す

る条・項・号の番号です。

①　通算法人の認定及び適用事業年度
　通算法人の「認定」には、その通算法人の
上記⑷又は⑸の制度の適用を受けようとする
事業年度（その通算法人に係る通算親法人の
事業年度終了の日に終了する事業年度に限り
ます。）終了の日においてその通算法人と通
算完全支配関係がある他の通算法人が指定期
間内に受けた認定を含むこととされています
（措法42の 5 ③一）。また、通算法人の適用事
業年度には、その通算法人の各事業年度のう
ち、その認定を受けた他の通算法人の各事業
年度のうちその他の通算法人

0 0 0 0 0 0

の適用期間内の
日を含む事業年度を含むこととされています
（措法42の 5 ③一）。すなわち、通算グループ
においては、いずれかの通算法人が認定を受
けていれば通算グループ全体で本制度の適用
を受けることができます。また、その適用期
間は、その認定を受けた通算法人の認定を受
けた日から同日以後 5年を経過する日までの
期間内の日を含む事業年度となります。
②　通算子法人の事業年度
　通算子法人（その通算子法人に係る通算親
法人のこの制度の適用を受ける適用事業年度
終了の日においてその通算親法人との間に通
算完全支配関係があるものに限ります。）の
この制度の適用を受けようとする事業年度に
おいては、その通算子法人の事業年度からは
合併による解散以外の解散の日を含む事業年
度及び清算中の各事業年度を除かないことと

されています（措法42の 4 ⑧一）。すなわち、
その通算子法人の事業年度が解散の日を含む
事業年度であっても、その通算子法人は下記
④及び⑥の計算により税額控除限度額に係る
税額控除制度及び通算繰越税額控除制度の適
用を受けることができます。
　なお、通算親法人の上記⑷又は⑸の制度の
適用を受けようとする事業年度がその通算親
法人の合併による解散以外の解散の日を含む
事業年度である場合には、その通算親法人及
びその解散の日においてその通算親法人との
間に通算完全支配関係がある通算子法人は下
記④又は⑥の計算による上記⑷又は⑸の制度
の適用を受けることはできませんが、その通
算子法人の同日に終了する事業年度が合併に
よる解散以外の解散の日を含む事業年度又は
清算中の事業年度に該当しなければ、その通
算子法人のその事業年度については、その通
算子法人のみの計算により、すなわち、下記
④又は⑥による計算をしない法人として上記
⑷又は⑸の制度の適用を受けることができま
す。
（注）　通算子法人の合併又は破産手続開始の決

定による解散の場合には、その通算子法人

の通算承認（法人税法第64条の 9 第 1 項の

規定による承認をいいます。）は、その解散

の日の翌日（合併による解散の場合には、

合併の日）に効力を失うこととされている

こと（法法64の10⑥五）から、合併又は破

産手続開始の決定による解散をした通算子

法人については、その解散の日（合併によ

る解散の場合には、合併の日の前日）がそ

の通算子法人に係る通算親法人の上記⑷又

は⑸の制度の適用を受ける事業年度終了の

日である場合に限り、下記④又は⑥の計算

により上記⑷又は⑸の制度の適用を受ける

ことができます。

③　通算法人の重点産業技術試験研究費の額
　税額控除限度額に係る税額控除制度（上記
⑷の制度）の適用を受けようとする通算法人
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（以下「適用通算法人」といいます。）の他の
通算法人の適用対象事業年度終了の日に終了
する事業年度の重点産業技術試験研究費の額
がある場合には、適用通算法人の適用対象事
業年度の税額控除限度額に係る税額控除制度
の重点産業技術試験研究費の額は、あるもの
とされています（措法42の 4 ⑧二）。すなわ
ち、税額控除限度額に係る税額控除制度の対
象となる重点産業技術試験研究費の額がない
通算法人についても、下記④の計算による税
額控除限度額に係る税額控除制度の適用が可
能となります。
（注 1）　他の通算法人とは、適用対象事業年度

終了の日において適用通算法人との間に

通算完全支配関係がある他の通算法人を

いいます（措法42の 4 ⑧二）。
（注 2）　適用対象事業年度とは、適用通算法人

の税額控除限度額に係る税額控除制度の

適用を受けようとする適用事業年度（適

用通算法人に係る通算親法人の税額控除

制度の適用を受けようとする適用事業年

度（合併による解散以外の解散の日を含

む事業年度を除きます。）終了の日に終了

する事業年度に限ります。）をいいます

（措法42の 4 ⑧二）。

④　通算法人の税額控除限度額に係る税額控除
　適用通算法人の適用対象事業年度の税額控
除限度額は、税額控除可能額にその適用通算
法人の控除分配割合を乗じて計算した金額
（以下「税額控除可能分配額」といいます。）
とされています（措法42の 4 ⑧三）。
イ　税額控除可能額
　税額控除可能額は、適用通算法人の適用
対象事業年度及び他の通算法人のその適用
対象事業年度終了の日に終了する事業年度
（以下「他の事業年度」といいます。）の控
除対象重点産業技術試験研究費の額（その
適用事業年度において、一般試験研究費の
額に係る税額控除制度、中小企業技術基盤
強化税制における中小企業者等税額控除限

度額に係る税額控除制度又は特別試験研究
費の額に係る税額控除制度の適用を受ける
場合には、これらの制度の適用により調整
前法人税額から控除する金額の計算の基礎
となった控除対象重点産業技術試験研究費
の額を除きます。）の合計額（その控除対
象重点産業技術試験研究費の額の計算の基
礎となった重点産業技術試験研究費の額が
特別重点産業技術試験研究費の額に該当す
るものを除きます。）の40％相当額並びに
その合計額のうちその控除対象重点産業技
術試験研究費の額の計算の基礎となった重
点産業技術試験研究費の額が特別重点産業
技術試験研究費の額に該当するものの50％
相当額を合計した金額（以下「重点産業技
術試験研究費基準額」といいます。）と、
その適用対象事業年度及び他の通算法人の
他の事業年度の所得に対する調整前法人税
額の合計額の10％相当額（以下「法人税額
基準額」といいます。）とのうち、いずれ
か少ない金額とされています（措法42の 4
⑧三）。
ロ　控除分配割合
　控除分配割合とは、適用通算法人の適用
対象事業年度の所得に対する調整前法人税
額がその適用対象事業年度及び他の通算法
人の他の事業年度の所得に対する調整前法
人税額の合計額のうちに占める割合とされ
ています（措法42の 4 ⑧三）。
　なお、この場合には、通常の控除上限は
適用しないこととされています（措法42の
4 ⑧十一）。控除上限は税額控除可能額の
計算における法人税額基準額として織り込
まれており、それによることになります。

⑤　上記④の遮断措置等
イ　他の通算法人の当初申告における数値に
誤りがあった場合
　上記④の計算について、次の金額が他の
通算法人の他の事業年度の確定申告書等に
添付された書類に記載された次の金額と異

─ 552 ─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



なる場合には、その記載された金額をそれ
ぞれ次の金額とみなすこととされています
（措法42の 4 ⑧四）。
イ　他の通算法人の各事業年度の重点産業
技術試験研究費の額
ロ　他の通算法人の他の事業年度の控除対
象重点産業技術試験研究費の額又は所得
に対する調整前法人税額
　これにより、他の通算法人の数値が変動
しても、適用通算法人は、原則として修正
申告又は更正の必要がないこととなります。
ロ　自己の当初申告における数値に誤りがあ
った場合
イ　税額控除可能額が当初申告税額控除可
能額以上である場合
　自己の当初申告における数値に誤りが
あった場合の自己の適用対象事業年度の
税額控除可能分配額は、税額控除可能額
が当初申告税額控除可能額以上であると
き（税額控除可能分配額が当初申告税額
控除可能分配額と異なる場合に限りま
す。）は、当初申告税額控除可能分配額
をその適用対象事業年度の税額控除可能
分配額とみなすこととされています（措
法42の 4 ⑧五）。
（注 1）　当初申告税額控除可能額とは、適

用対象事業年度の確定申告書等に添

付された書類にその適用対象事業年

度の税額控除可能額として記載され

た金額をいいます（措法42の 4 ⑧五）。
（注 2）　当初申告税額控除可能分配額とは、

適用対象事業年度の確定申告書等に

添付された書類にその適用対象事業

年度の税額控除可能分配額として記

載された金額をいいます（措法42の

4 ⑧五）。

　すなわち、他の通算法人の重点産業技
術試験研究費の額、控除対象重点産業技
術試験研究費の額及び調整前法人税額を
固定して計算した税額控除可能額が当初

申告税額控除可能額以上であっても、税
額控除可能分配額は当初申告税額控除可
能分配額が上限とされます。つまり、税
額控除可能分配額の計算の基礎となる税
額控除可能額（通算グループを一体とし
て計算した通算グループ全体で本制度に
より法人税額から控除できる税額控除限
度額）の上限を当初申告額とすることで、
税額控除可能分配額の上限を当初申告額
とするものです。
ロ　税額控除可能額が当初申告税額控除可
能額未満である場合
　税額控除可能額が当初申告税額控除可
能額に満たない場合には、次の場合の区
分に応じそれぞれ次のとおりとされてい
ます。
Ａ　当初申告税額控除可能分配額が 0を
超える場合……当初申告税額控除可能
分配額から税額控除超過額を控除した
金額を適用対象事業年度の税額控除可
能分配額とみなすこととされています
（措法42の 4 ⑧六イ）。すなわち、他の
通算法人の重点産業技術試験研究費の
額、控除対象重点産業技術試験研究費
の額及び調整前法人税額を固定して計
算した税額控除可能額が当初申告税額
控除可能額に満たない場合、つまり、
通算グループ全体の税額控除可能額が
過大であった場合には、その過大であ
った部分の金額（＝税額控除超過額）
を当初申告における税額控除額（当初
申告税額控除可能分配額）から控除し
た金額を修正申告又は更正の時におけ
る税額控除額（税額控除可能分配額）
とすることとされています。
（注）　税額控除超過額とは、当初申告税

額控除可能額から税額控除可能額を

減算した金額をいいます（措法42の

4 ⑧六イ）。

Ｂ　税額控除超過額が当初申告税額控除
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可能分配額を超える場合……適用対象
事業年度の法人税額は、他の税額計算
規定等により計算した法人税額に、税
額控除超過額から当初申告税額控除可
能分配額を控除した金額に相当する金
額を加算することとされています（措
法42の 4 ⑧六ロ）。すなわち、他の通
算法人の重点産業技術試験研究費の額、
控除対象重点産業技術試験研究費の額
及び調整前法人税額を固定して計算し
た税額控除可能額が当初申告税額控除
可能額に満たない場合、つまり、通算
グループ全体の税額控除可能額が過大
であった場合において、その過大であ
った部分の金額（＝税額控除超過額）
が当初申告における税額控除額（当初
申告税額控除可能分配額）から控除し
きれないときは、その控除しきれない
金額を法人税額に加算することとなり
ます。
（注）　他の税額計算規定等とは、法人税

法第66条第 1 項、第 3 項及び第 6 項

並びに第69条第19項（同条第23項又

は第24項において準用する場合を含

みます。）の規定、租税特別措置法

第42条の 4 第 8 項第 7 号（同法第42

条の 4 の 2 第 2 項又は第42条の 5 第

3 項第 2 号において準用する場合を

含みます。）、第42条の14第 1 項、第

67条の 2 第 1 項及び第68条第 1 項の

規定その他法人税に関する法令の規

定をいいます（措法42の 4 ⑧六ロ）。

ハ　適用対象事業年度において非特定欠損金
額が生じた場合等
　通算法人の適用対象事業年度において生
じた非特定欠損金額がその適用対象事業年
度の確定申告書等に添付された書類にその
適用対象事業年度において生じた非特定欠
損金額として記載された金額を超える場合
（期限後欠損金額の場合を含みます。）にお

いて、調整後税額控除可能額が当初申告税
額控除可能額に満たないときは、その通算
法人の適用対象事業年度の法人税額は、他
の税額計算規定等により計算した法人税額
に、当初申告税額控除可能額から調整後税
額控除可能額を控除した金額相当額を加算
することとされています（措法42の 4 ⑧七）。
（注 1）　非特定欠損金額とは、通算法人の適

用対象事業年度において生じた欠損金

額のうち法人税法第64条の 7 第 2 項に

規定する特定欠損金額以外の金額をい

います（措法42の 4 ⑧七）。具体的には、

同法第64条の 6 の規定によりないもの

とされた適用対象事業年度において生

ずる通算前欠損金額以外の通算前欠損

金額となります。
（注 2）　期限後欠損金額の場合とは、適用対

象事業年度の期限後申告書に添付され

た書類に通算前欠損金額として記載さ

れた金額がある場合をいいます（措法

42の 4 ⑧七）。
（注 3）　通算前欠損金額とは、法人税法第64

条の 5 第 1 項に規定する通算前欠損金

額をいいます（措法42の 4 ⑧七）。なお、

上記（注 2）の通算前欠損金額からは、

同法第64条の 6 の規定によりないもの

とされたものを除きます。
（注 4）　調整後税額控除可能額とは、次の金

額のうちいずれか少ない金額をいいま

す（措法42の 4 ⑧七）。

イ�　適用対象事業年度における重点産

業技術試験研究費基準額

ロ�　適用対象事業年度における法人税

額基準額から、適用対象事業年度に

おいて生じた非特定欠損金額が確定

申告書等に添付された書類に通算前

欠損金額として記載された金額を超

える場合におけるその超える部分の

金額（期限後欠損金額の場合には、

通算前欠損金額として記載された金
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額を含みます。）をその適用対象事業

年度の所得の金額とみなしてその所

得の金額につき法人税法第66条の規

定並びに租税特別措置法第67条の 2

及び第68条の規定を適用するものと

した場合に計算される法人税額の10

％相当額を控除した金額

　すなわち、損益通算につき遮断措置

の適用がある場合において、通算法人

の修正申告又は更正による通算前欠損

金額の増加額をあたかも所得金額とみ

なして計算したその通算法人の法人税

額の25％相当額等を本制度の税額控除

可能額の計算に加味することで、その

修正申告又は更正がある場合の疑似的

な損益通算後の調整前法人税額を基礎

とした税額控除可能額を算出するもの

です。期限後申告の場合も、原則とし

て損益通算につき遮断措置の適用があ

るので、同様とされています。

　なお、その適用対象事業年度におい

て上記ロロの措置の適用がある場合に

は、上記のいずれか少ない金額に税額

控除超過額を加算することとされてい

ます（措法42の 4 ⑧七）。これは、当初

申告税額控除可能分配額がある通算法

人について既に上記ロロの措置の適用

がある場合には、税額控除超過額をこ

のハの措置における擬似的な損益通算

後の調整前法人税額を基礎とした税額

控除可能額に加算することにより、既

に上記ロロの措置により当初申告税額

控除可能分配額から控除された金額及

び法人税額に加算された金額について

二重に法人税額に加算することとなら

ないための調整を行うものです。
（注 5）　他の税額計算規定等とは、法人税法

第66条第 1 項、第 3 項及び第 6 項並び

に第69条第19項（同条第23項又は第24

項において準用する場合を含みます。）

の規定、租税特別措置法第42条の 4 第

8 項第 6 号ロ（同法第42条の 4 の 2 第

2 項又は第42条の 5 第 3 項第 2 号にお

いて準用する場合を含みます。）、第42

条の14第 1 項、第67条の 2 第 1 項及び

第68条第 1 項の規定その他法人税に関

する法令の規定をいいます（措法42の

4 ⑧七）。

　すなわち、自己の期限内申告における非特
定欠損金額は損益通算により通算グループ全
体の調整前法人税額を減少させる一方で、修
正申告若しくは更正による自己の計算誤りに
よる非特定欠損金額の増加額又は期限後申告
における通算前欠損金額はその生じた事業年
度においては損益通算につき遮断措置の適用
があることにより通算グループ全体の調整前
法人税額を減少させないことから、その非特
定欠損金額の増加額又は通算前欠損金額が損
益通算されたものとした場合に減少すること
となる金額を加味して計算した通算グループ
全体の調整前法人税額による税額控除可能額
（＝調整後税額控除可能額）が当初申告税額
控除可能額に満たない場合（当初申告におい
て計算誤り又は期限内申告をしていたならば
税額控除できなかった部分の金額がある場
合）には、その満たない部分の金額を自己の
法人税額に加算することとされています。
⑥　繰越税額控除限度超過額に係る税額控除
（繰越税額控除制度）
　グループ通算制度における繰越税額控除制
度については、通算法人の繰越適用対象事業
年度の試験研究費の額及び他の繰越通算法人
の他の繰越適用対象事業年度の試験研究費の
額の合計額がその通算法人の繰越適用対象事
業年度開始の日の前日を含む事業年度の試験
研究費の額（その前日を含む事業年度の月数
とその繰越適用対象事業年度の月数とが異な
る場合には、その前日を含む事業年度の試験
研究費の額にその繰越適用対象事業年度の月
数を乗じてこれをその前日を含む事業年度の
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月数で除して計算した金額）及び他の繰越通
算法人の他の繰越適用対象事業年度開始の日
の前日を含む事業年度の試験研究費の額（そ
の前日を含む事業年度の月数とその他の繰越
適用対象事業年度の月数とが異なる場合には、
その前日を含む事業年度の試験研究費の額に
その他の繰越適用対象事業年度の月数を乗じ
てこれをその前日を含む事業年度の月数で除
して計算した金額）の合計額を超える場合に
適用できることとされています（措法42の 4
⑧十二）。
（注 1）　他の繰越通算法人とは、その繰越適用

対象事業年度終了の日においてその通算

法人との間に通算完全支配関係がある他

の通算法人をいいます（措法42の 4 ⑧

十二）。
（注 2）　上記の月数は暦に従って計算し、 1 月

に満たない端数を生じたときは、これを

1 月とすることとされています（措法42

の 5 ④）。

イ　繰越適用対象事業年度
　繰越適用対象事業年度とは、繰越税額控
除制度の適用を受けようとする通算法人の
適用事業年度（その通算法人に係る通算親
法人の適用事業年度（合併による解散以外
の解散の日を含む事業年度を除きます。）
終了の日に終了する事業年度に限ります。）
をいいます（措法42の 4 ⑧一・十二）。
　また、他の繰越適用対象事業年度とは、
通算法人の繰越対象事業年度終了の日に終
了する他の繰越通算法人の事業年度をいい
ます（措法42の 4 ⑧十二）。
ロ　通算法人の繰越税額控除限度超過額
　通算法人の繰越適用対象事業年度におけ
る繰越税額控除限度超過額は、次の金額の
合計額とされています（措法42の 4 ⑧十三）。
イ　その通算法人の超過額発生事業年度の
Ａの金額からＢの金額を控除した金額
（以下「通算繰越控除限度超過額」とい
います。）にその超過額発生事業年度の

控除分配割合を乗じて計算した金額
（注）　イの金額に既にこの繰越税額控除制

度によりその繰越適用対象事業年度前

の各事業年度において調整前法人税額

から控除された金額がある場合には、

その金額を控除した残額とすることと

されています（措法42の 4 ⑧十三）。

Ａ　上記④イの重点産業技術試験研究費
基準額
Ｂ　上記④イの法人税額基準額
（注 1）　超過額発生事業年度とは、その繰

越適用対象事業年度開始の日前 3 年

以内に開始した税額控除限度額に係

る税額控除制度の適用に係る適用対

象事業年度に該当する各事業年度を

いいます（措法42の 4 ⑧十三イ）。

　この適用対象事業年度は、その繰

越適用対象事業年度終了の日におけ

る通算親法人の事業年度終了の日に

終了する事業年度です。すなわち、

その通算親法人との間に通算完全支

配関係がある事業年度が適用対象事

業年度に該当する事業年度になりま

す。したがって、他の通算グループ

に加入しており、その後に別の通算

グループに加入することとなった場

合において、他の通算グループに加

入していた事業年度はその加入する

こととなった別の通算グループにお

ける超過額発生事業年度には含まれ

ないことから、他の通算グループに

おいて生じたイの金額は、その後に

加入することとなった別の通算グル

ープにおいては繰越控除ができませ

ん。
（注 2）　控除分配割合とは、その通算法人

の超過額発生事業年度の所得に対す

る調整前法人税額がその超過額発生

事業年度及び他の通算法人の他の事

業年度の所得に対する調整前法人税
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額の合計額のうちに占める割合（上

記④ロの割合）をいいます（措法42

の 4 ⑧三・十三イ）。
（注 3）　他の通算法人とは、その通算法人

の超過額発生事業年度終了の日にお

いてその通算法人との間に通算完全

支配関係がある他の通算法人をいい、

他の事業年度とは、その超過額発生

事業年度終了の日に終了する他の通

算法人の事業年度をいいます。
（注 4）　上記Ａ及びＢの金額は、租税特別

措置法第42条の 5 第 3 項第 2 号にお

いて準用する同法第42条の 4 第 8 項

第13号イ（読替後）において、それ

ぞれ「第42条の 5 第 1 項の規定の適

用に係る第 3 号イに掲げる金額」及

び「第42条の 5 第 1 項の規定の適用

に係る第 3 号ロに掲げる金額」と規

定されており、税額控除可能額の計

算における重点産業技術試験研究費

基準額及び法人税額基準額を用いる

こととされています。すなわち、重

点産業技術試験研究費基準額が法人

税額基準額を超える部分の金額が、

通算グループを一体として計算した

通算グループ全体で生じた税額控除

限度超過額、すなわち、通算繰越控

除限度超過額となります。

　なお、税額控除可能額の計算につ

いて租税特別措置法第42条の 5 第 3

項第 2 号において準用する同法第42

条の 4 第 8 項第 4 号の規定（他の通

算法人の数値に誤りがあった場合の

遮断措置）の適用がある場合には、

繰越税額控除限度超過額の計算につ

いても同号の規定を適用して計算し

た上記Ａ及びＢの金額となります。

通算繰越控除限度超過額に乗ずるこ

ととされている控除分配割合につい

ても同様です。すなわち、通算法人

の繰越税額控除限度超過額は、他の

通算法人の重点産業技術試験研究費

の額、控除対象重点産業技術試験研

究費の額及び調整前法人税額を固定

して計算することとされています。

これは、グループ通算制度における

税額控除限度額に係る税額控除制度

における遮断措置の趣旨を踏まえ、

通算法人の超過額発生事業年度の他

の通算法人の当初申告の数値の変動

があった場合に、自己が修更正をす

る必要を生じさせないためです。

　�　なお、超過額発生事業年度の自己

の当初申告の数値に誤りがあった場

合において税額控除可能額の計算に

ついて租税特別措置法第42条の 4 第

8 項第 5 号又は第 6 号の適用がある

場合の上記イの金額については、下

記ハイ及びロをご参照ください。

ロ　その通算法人のその適用事業年度開始
の日前 3 年以内に開始した各事業年度
（その適用事業年度まで連続して青色申
告書の提出をしている場合の各事業年度
に限ります。）における税額控除限度額
のうち、税額控除限度額に係る税額控除
制度による控除をしてもなお控除しきれ
ない金額（既に繰越税額控除制度により
各事業年度において調整前法人税額から
控除された金額がある場合には、その金
額を控除した残額）の合計額

ハ　上記ロの遮断措置等
イ　上記ロの通算法人の超過額発生事業年
度の自己の当初申告の数値に誤りがあっ
た場合における自己の超過額発生事業年
度の上記ロイの金額（以下「通算繰越控
除限度超過帰属額」といいます。）は、
その超過額発生事業年度の通算繰越控除
限度超過額が当初申告通算繰越控除限度
超過額以上であるとき（その超過額発生
事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額
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が当初申告通算繰越控除限度超過帰属額
と異なる場合に限ります。）は、当初申
告通算繰越控除限度超過帰属額をその超
過額発生事業年度の通算繰越控除限度超
過帰属額とみなすこととされています
（措法42の 4 ⑧十四）。
（注 1）　当初申告通算繰越控除限度超過額

とは、その超過額発生事業年度の確

定申告書等に添付された書類にその

超過額発生事業年度の通算繰越控除

限度超過額として記載された金額を

いいます（措法42の 4 ⑧十四）。
（注 2）　当初申告通算繰越控除限度超過帰

属額とは、その超過額発生事業年度

の確定申告書等に添付された書類に

その超過額発生事業年度の通算繰越

控除限度超過帰属額として記載され

た金額をいいます（措法42の 4 ⑧

十四）。

　すなわち、他の通算法人の重点産業技
術試験研究費の額、控除対象重点産業技
術試験研究費の額及び調整前法人税額を
固定して計算した通算繰越控除限度超過
額が当初申告通算繰越控除限度超過額以
上であっても、通算繰越控除限度超過帰
属額は当初申告通算繰越控除限度超過帰
属額が上限とされています。つまり、通
算繰越控除限度超過額を構成する通算繰
越控除限度超過額の上限を当初申告額と
することで、通算繰越控除限度超過額の
上限を当初申告額とするものです。
ロ　上記ロの通算法人の超過額発生事業年
度の自己の当初申告の数値に誤りがあっ
た場合における自己の超過額発生事業年
度の通算繰越控除限度超過帰属額は、そ
の超過額発生事業年度の通算繰越控除限
度超過額が当初申告通算繰越控除限度超
過額に満たないとき（その満たない部分
の金額が当初申告通算繰越控除限度超過
帰属額以下である場合に限ります。）は、

当初申告通算繰越控除限度超過帰属額か
らその満たない部分の金額を控除した金
額をその超過額発生事業年度の通算繰越
控除限度超過帰属額とみなすこととされ
ています（措法42の 4 ⑧十五）。
（注 1）　当初申告通算繰越控除限度超過額

とは、その超過額発生事業年度の確

定申告書等に添付された書類にその

超過額発生事業年度の通算繰越控除

限度超過額として記載された金額を

いいます（措法42の 4 ⑧十五）。
（注 2）　当初申告通算繰越控除限度超過帰

属額とは、その超過額発生事業年度

の確定申告書等に添付された書類に

その超過額発生事業年度の通算繰越

控除限度超過帰属額として記載され

た金額をいいます（措法42の 4 ⑧

十五）。

　すなわち、他の通算法人の重点産業技
術試験研究費の額、控除対象重点産業技
術試験研究費の額及び調整前法人税額を
固定して計算した通算繰越控除限度超過
額が当初申告通算繰越控除限度超過額に
満たない場合、つまり、通算繰越控除限
度超過額が過大であった場合には、その
過大であった部分の金額を当初申告にお
ける通算繰越控除限度超過帰属額から控
除した金額を修正申告又は更正の時にお
ける通算繰越控除限度超過帰属額とする
ものです。
　また、このロの適用がある場合は、上
記のとおり、超過額発生事業年度の通算
繰越控除限度超過額が当初申告通算繰越
控除限度超過額に満たない場合において、
その満たない部分の金額が当初申告通算
繰越控除限度超過帰属額以下である場合
に限られます。したがって、その満たな
い部分の金額が当初申告通算繰越控除限
度超過帰属額を超える場合には、下記ハ
によることとなります。
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ハ　上記ロの通算法人の超過額発生事業年
度の当初申告通算繰越控除限度超過額が、
上記⑤イ並びにロイ及びロ並びに上記イ
及びロの遮断措置を適用しないものとし
て計算した場合におけるその超過額発生
事業年度の通算繰越控除限度超過額を超
えるときは、上記ロの適用に係る通算繰
越控除限度超過帰属額の計算については、
上記⑤イ並びにロイ及びロ並びに上記イ
及びロの遮断措置は、適用しないことさ
れています（措法42の 4 ⑧十六）。
（注 1）　当初申告通算繰越控除限度超過額

とは、その超過額発生事業年度の確

定申告書等に添付された書類にその

超過額発生事業年度の通算繰越控除

限度超過額として記載された金額を

いいます。なお、上記ロにより超過

額発生事業年度等の通算繰越控除限

度超過帰属額とみなされる金額があ

る場合には、当初申告通算繰越控除

限度超過額から上記ロの満たない部

分の金額の合計額を控除した金額と

されています（措法42の 4 ⑧十六）。
（注 2）　超過額発生事業年度等とは、その

超過額発生事業年度又はその超過額

発生事業年度終了の日においてその

通算法人との間に通算完全支配関係

がある他の通算法人の同日に終了す

る事業年度をいいます。

　すなわち、遮断措置等を適用しないで
計算した通算繰越控除限度超過額が当初
申告通算繰越控除限度超過額に満たない
場合、つまり、通算繰越控除限度超過額
が上記ロの調整をしてもなお過大である
場合には、遮断措置等を適用せずに、通
算繰越控除限度超過額を再計算するもの
です。これは、税額控除額の計算の基礎
となる控除対象重点産業技術試験研究費
の額は確定申告書等に添付された書類に
記載された金額を限度とすることとされ

ていること、通算グループ全体の税額控
除限度額（税額控除可能額）は当初申告
額を上限とすることとされていることを
踏まえ、全体で生じた税額控除限度超過
額（＝通算繰越控除限度超過額）は当初
申告額を上限とするためです。
　なお、遮断措置等を適用しないで計算
した通算繰越控除限度超過額と当初申告
通算繰越控除限度超過額を比較すること
とされていることから、自己の数値に誤
りがあったことにより通算繰越控除限度
超過額に異動が生じた場合だけではなく、
他の通算法人の数値に誤りがあったこと
により通算繰越控除限度超過額に異動が
生じた場合にも、遮断措置等を適用しな
いで計算した通算繰越控除限度超過額と
当初申告通算繰越控除限度超過額を比較
し、この規定が適用される場合に該当す
るかどうかを判定することになります。
　この措置により遮断措置を適用せずに
再計算をする場合においては、超過額発
生事業年度等について修正申告書の提出
又は更正がされた後における上記ロの適
用に係る通算繰越控除限度超過帰属額の
計算に係る上記イ及びロの適用について
は、その修正申告書又はその更正に係る
更正通知書に添付された書類に記載され
た金額を確定申告書等に添付された書類
に記載された金額とみなすこととされて
います（措法42の 4 ⑧十六後段）。

ニ　通算繰越控除上限額
　上記ロの通算法人の繰越適用対象事業年
度の控除額の上限は、通算繰越控除上限額
とされています。通算繰越控除上限額は、
イの金額からロの金額を控除した残額とさ
れています（措法42の 4 ⑧十七）。
イ　その通算法人のその繰越適用対象事業
年度の所得に対する調整前法人税額の10
％相当額
ロ　その通算法人の繰越適用対象事業年度
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において税額控除限度額に係る税額控除
制度によりその繰越適用対象事業年度の
所得に対する調整前法人税額から控除さ
れる金額

⑦　申告要件
　通算法人がこの制度の適用を受ける場合の
申告要件は、次のとおりとされています。
イ　税額控除限度額に係る税額控除制度の適
用を受ける場合
　他の通算法人の他の事業年度の重点産業
技術試験研究費の額又は他の通算法人の他
の事業年度の所得に対する調整前法人税額
がある場合における適用通算法人の適用対
象事業年度に係る税額控除は、上記⑺①に
かかわらず、次の場合に限り、適用するこ
ととされています（措法42の 4 ⑨）。
イ　これらの他の通算法人の全てにつき、
それぞれ他の事業年度の確定申告書等に
税額控除可能額及び税額控除可能分配額
並びにこれらの金額の計算に関する明細
を記載した書類の添付がある場合
ロ　適用通算法人の適用対象事業年度の確
定申告書等に次の書類の添付がある場合
Ａ　控除の対象となる控除対象重点産業
技術試験研究費の額、重点産業技術試
験研究費の額及び特別重点産業技術試
験研究費の額、控除を受ける金額並び
にその金額の計算に関する明細を記載
した書類
Ｂ　税額控除可能額及び税額控除可能分
配額並びにこれらの金額の計算に関す
る明細を記載した書類

　すなわち、上記④の税額控除限度額の計
算に用いる試験研究費の額及び調整前法人
税額を有する他の通算法人のいずれかが当
初申告においてイの書類の添付がない場合
には、自己の当初申告においてロの書類の
添付があった場合でも、上記⑷の制度の適
用はできないこととされています。
ロ　繰越税額控除制度の適用を受ける場合

　適用通算法人の繰越適用対象事業年度又
は他の繰越通算法人の他の繰越適用対象事
業年度の通算繰越控除限度超過帰属額があ
る場合におけるその適用通算法人に係る繰
越適用対象事業年度における繰越税額控除
制度は、上記⑺②にかかわらず、次の場合
に限り、適用することとされています（措
法42の 4 ⑩）。
イ　その適用通算法人及び他の繰越通算法
人の全てにつき、それぞれその通算繰越
控除限度超過帰属額が生じた事業年度以
後の各事業年度の確定申告書（その確定
申告書に係る期限後申告書を含みます。）
に通算繰越控除限度超過帰属額の明細書
の添付がある場合
ロ　その適用通算法人の繰越適用対象事業
年度の確定申告書等に次の書類の添付が
ある場合
Ａ　控除の対象となる繰越税額控除限度
超過額、控除を受ける金額及びその金
額の計算に関する明細を記載した書類
Ｂ　通算繰越控除限度超過額及び通算繰
越控除限度超過帰属額並びにこれらの
金額の計算に関する明細を記載した書
類

　すなわち、他の繰越通算法人のいずれか
が当初申告においてイの書類の添付がない
場合には、自己の当初申告においてロの書
類の添付があった場合でも、上記⑸の制度
の適用はできないこととされています。

⑧　通知義務
　適用通算法人（適用通算法人であった法人
を含みます。）は、その通算法人の適用対象
事業年度後において、その適用対象事業年度
の確定申告書等に添付された書類及びその確
定申告書等に次の金額として記載された金額
と次の金額とが異なることとなった場合には、
他の通算法人に対し、その異なることとなっ
たこれらの金額を通知しなければならないこ
ととされています（措法42の 4 ⑪）。
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イ　その適用対象事業年度又はその適用対象
事業年度前の各事業年度の重点産業技術試
験研究費の額
ロ　その適用対象事業年度の控除対象重点産
業技術試験研究費の額又は所得に対する調
整前法人税額
ハ　その適用対象事業年度において生じた欠
損金額

⑨　進行年度における税額控除額の上限額等の
上乗せ
　通算法人（通算法人であった法人を含みま
す。以下「通算法人等」といいます。）が対
象事業年度において、過去適用等事業年度に
おける欠損金増加合計額がある場合には、そ
の通算法人等のその対象事業年度における次
の区分に応じ次によることとされています
（措法42の 4 ⑫）。
イ　上記④の通算法人……その対象事業年度
の税額控除可能額又は通算繰越控除上限額
の計算については、法人税額基準額又は上
記⑥ニイの金額に、欠損金増加合計額（通
算繰越控除上限額の計算にあっては、その
欠損金増加合計額のうちその通算法人等に
帰せられる各欠損金増加額として政令で定
めるところにより計算した金額）をその通
算法人等のその対象事業年度の所得の金額
とみなしてその所得の金額につき法人税法
第66条の規定並びに租税特別措置法第67条
の 2及び第68条の規定を適用するものとし
た場合に計算される法人税額として政令で
定める金額の10％相当額を加算することと
されています（措法42の ４ ⑫一）。
（注）　上記の「政令で定めるところにより計

算した金額」は、今後、租税特別措置法

施行令第27条の 4 第 3 項と同様の方法に

より計算した金額であることが定められ

る予定です。また、上記の「法人税額と

して政令で定める金額」は、今後、租税

特別措置法施行令第27条の 4 第 4 項及び

第 5 項と同様の方法により計算した金額

であることが定められる予定です。

ロ　上記イの法人以外の法人……その対象事
業年度の税額控除額の上限の計算について
は、その対象事業年度の所得に対する調整
前法人税額に、欠損金増加合計額のうちそ
の通算法人等に係る各欠損金増加額をその
通算法人等のその対象事業年度の所得の金
額とみなしてその所得の金額につき法人税
法第66条の規定並びに租税特別措置法第67
条の 2及び第68条の規定を適用するものと
した場合に計算される法人税額相当額を加
算することとされています（措法42の ４ ⑫
二）。

（注 1）　対象事業年度とは、通算法人等が税額

控除限度額に係る税額控除制度の適用を

受ける事業年度をいいます（措法42の 4

⑫）。上記④の計算を行わない事業年度も

含まれています。
（注 2）　過去適用等事業年度とは、通算法人等

の対象事業年度終了の日前に終了したそ

の通算法人等又は他の通算法人の各事業

年度でその各事業年度又はその各事業年

度終了の日においてその通算法人等若し

くは他の通算法人との間に通算完全支配

関係がある通算法人の同日に終了する事

業年度が税額控除限度額に係る税額控除

制度の適用を受けた事業年度（通算子法

人にあっては、その事業年度終了の日に

おいてその通算法人等又は他の通算法人

との間に通算完全支配関係がある通算親

法人の適用事業年度終了の日に終了する

ものに限ります。）である場合のその各事

業年度をいいます（措法42の 4 ⑫）。
（注 3）　欠損金増加合計額とは、各欠損金増加

額の合計額をいいます（措法42の 4 ⑫）

が、重複して対象にならないように、既

にその通算法人等のその対象事業年度開

始の日前に開始した各事業年度において

同一の過去適用等事業年度に係る各欠損

金増加額につきこの措置の適用がある場
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合には、その各欠損金増加額のうち上記

イ及びロにより加算された金額の計算の

基礎となった金額を除くこととされてい

ます。
（注 4）　各欠損金増加額とは、過去適用等事業

年度において生じた非特定欠損金額がそ

の過去適用等事業年度の確定申告書等に

添付された書類にその過去適用等事業年

度において生じた非特定欠損金額として

記載された金額（以下「当初非特定欠損

金額」といいます。）を超える場合（国税

通則法第25条の規定による決定を受けた

場合を除くものとし、その過去適用等事

業年度の期限後確定申告書に添付された

書類に通算前欠損金額として記載された

金額がある場合を含みます。）における非

特定欠損金額が当初非特定欠損金額を超

えることとなったその通算法人等及び他

の通算法人のそれぞれその超える部分の

金額（その通算前欠損金額として記載さ

れた金額がある場合には、その記載され

た金額を含みます。）をいいます（措法42

の 4 ⑫）。

⑩　上記⑨の遮断措置
　上記⑨の場合において、通算法人等の対象
事業年度における過去適用等事業年度に係る
各欠損金増加額が既確定各欠損金増加額と異
なるときは、既確定各欠損金増加額をその過
去適用等事業年度に係る各欠損金増加額とみ
なすこととされています（措法42の 4 ⑬）。
（注）　既確定各欠損金増加額とは、その対象事

業年度終了の日以前に提出されたその過去

適用等事業年度の確定申告書等若しくは修

正申告書に添付された書類又は同日以前に

された国税通則法第24条若しくは第26条の

規定による更正に係る同法第28条第 2 項に

規定する更正通知書に添付された書類のう

ち、最も新しいものにその過去適用等事業

年度に係る各欠損金増加額として記載され

た金額をいいます（措法42の 4 ⑬）。

　すなわち、対象事業年度ごとに、過去適用
等事業年度に係る各欠損金増加額をその対象
事業年度終了の日における各欠損金増加額と
して記載された金額で固定することにより、
原則として、過去適用等事業年度に係る各欠
損金増加額が変動した対象事業年度より前の
各事業年度（≒過去の対象事業年度）につい
ては、修正申告又は更正の必要がないことと
なります。
⑪　調整対象金額が当初申告税額控除可能額を
超える場合の税額控除
イ　青色申告書を提出する内国法人の各事業
年度（以下「各対象事業年度」といいま
す。）終了の時において、過去適用事業年
度等における税額控除限度額に係る税額控
除制度の適用について上記⑤ロロ又はハの
措置の適用があった場合において、調整対
象金額が当初申告税額控除可能額を超える
ときは、その内国法人のその各対象事業年
度の所得に対する調整前法人税額から、そ
の調整対象金額から当初申告税額控除可能
額を控除した金額（その金額が既取戻税額
控除超過額を超える場合には、その既取戻
税額控除超過額）にその内国法人のその過
去適用事業年度に係る控除分配割合を乗じ
て計算した金額に相当する金額を控除する
こととされています（措法42の 4 ⑭）。
（注 1）　過去適用事業年度とは、その内国法

人の税額控除限度額に係る税額控除制

度の適用を受けた事業年度（その内国

法人に係る通算親法人の税額控除限度

額に係る税額控除制度の適用を受ける

事業年度終了の日に終了するものに限

ります。）をいい、過去適用事業年度等

とは、その内国法人又は他の適用内国

法人の過去適用事業年度又は過去適用

事業年度終了の日に終了する事業年度

をいいます（措法42の 4 ⑭）。
（注 2）　他の適用内国法人とは、その内国法

人の過去適用事業年度終了の日におい
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てその内国法人との間に通算完全支配

関係がある他の内国法人をいいます

（措法42の 4 ⑭）。
（注 3）　調整対象金額とは、調整税額控除可

能額と既取戻税額控除超過額との合計

額をいいますが、重複して対象になら

ないように、既にその内国法人の各対

象事業年度開始の日前に開始した各事

業年度においてその内国法人又は他の

適用内国法人の過去適用事業年度等に

係る既取戻税額控除超過額につきこの

措置の適用がある場合には、その各事

業年度においてこの措置により控除す

ることとされた金額の計算の基礎とな

ったその過去適用事業年度等に係る

「調整対象金額から当初申告税額控除可

能額を控除した金額（既取戻税額控除

超過額を上限）」の合計額を除くことと

されています（措法42の 4 ⑭）。
（注 4）　調整税額控除可能額とは、その過去

適用事業年度における試験研究費基準

額と、その過去適用事業年度における

法人税額基準額からその内国法人又は

他の適用内国法人のその過去適用事業

年度等に係る上記⑤ハの措置により法

人税額に加算することとされた金額相

当額を控除した金額とのうちいずれか

少ない金額をいいます（措法42の 4 ⑭）。
（注 5）　既取戻税額控除超過額とは、その内

国法人又は他の適用内国法人のその過

去適用事業年度等に係る税額控除超過

額及び上記⑤ハの措置により法人税額

に加算することとされた金額相当額の

合計額をいいます（措法42の 4 ⑭）。
（注 6）　当初申告税額控除可能額とは、その

内国法人の過去適用事業年度の確定申

告書等に添付された書類にその過去適

用事業年度における税額控除可能額と

して記載された金額をいいます（措法

42の 4 ⑭）。

　すなわち、上記⑤ロ及びハの措置は、上
記④の計算により上記⑷の制度の適用を受
けた事業年度（＝過去適用事業年度等）に
おける上記⑤の遮断措置を前提に各通算法
人がそれぞれ他の通算法人の数値を固定し
て税額控除超過額及び上記⑤ハにより法人
税額に加算することとされる金額を計算す
ることとされていますが、この税額控除超
過額及び上記⑤ハにより法人税額に加算す
ることとされる金額の合計額（＝既取戻税
額控除超過額）が通算グループ全体として
減少されるべき税額控除額の適正額を超過
している場合には、その超過している部分
の金額を各通算法人の進行年度（＝各対象
事業年度）の法人税額から控除することと
されたものです。なお、その超過している
部分の金額は既取戻税額控除超過額を上限
とすることとされているため、その過去適
用事業年度等における当初申告税額控除可
能額を超えて税額控除することはできませ
ん。また、法人税額から控除される金額は、
その超過している部分の金額に控除分配割
合を乗じた金額とされていますが、この控
除分配割合は過去適用事業年度における控
除分配割合とされています。
（注 7）　この措置は、過去適用事業年度等に

おける上記⑷の制度の適用について上

記⑤ロロ又はハの適用があった場合が

要件とされているため、その過去適用

事業年度等に係る更正決定の除斥期間

（通法70）の属する事業年度（＝各対象

事業年度）について適用があります。
（注 8）　この措置の租税特別措置法第42条の

13第 1 項（法人税の額から控除される

特別控除額の特例）の規定の適用につ

いては、同項の調整前法人税額超過額

の計算の基礎から除くとともに、調整

前法人税額からこの措置の適用を受け

ようとする金額を控除した金額の90％

相当額が税額控除可能額の上限とされ
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ています（措法42の13①）。

ロ　上記イの措置を適用する場合において、
内国法人の各対象事業年度に係る調整対象
基礎額又は控除分配割合が当初申告調整対
象基礎額又は当初申告控除分配割合と異な
るときは、当初申告調整対象基礎額又は当
初申告控除分配割合を上記イの各対象事業
年度に係る調整対象基礎額又は控除分配割
合とみなすこととされています（措法42の
4 ⑮）。
（注 1）　調整対象基礎額とは、調整税額控除

可能額と既取戻税額控除超過額との合

計額をいいます（措法42の 4 ⑮）。
（注 2）　当初申告調整対象基礎額又は当初申

告控除分配割合とは、それぞれその各

対象事業年度の確定申告書等に添付さ

れた書類にその各対象事業年度に係る

調整対象基礎額として記載された金額

又はその確定申告書等に添付された書

類にその各対象事業年度に係る控除分

配割合として記載された割合をいいま

す（措法42の 4 ⑮）。

　すなわち、各対象事業年度ごとに、各対
象事業年度に係る調整対象基礎額及び控除
分配割合を当初申告の数値に固定すること
により、その各対象事業年度後にその各対
象事業年度に係る調整対象基礎額又は控除
分配割合が変動しても、原則として、その
各対象事業年度については、修正申告又は
更正の必要がないこととなります。
ハ　上記イの措置は、各対象事業年度の確定
申告書等にその控除を受ける金額の計算の
基礎となる調整税額控除可能額及び既取戻
税額控除超過額並びに控除を受ける金額並
びにこれらの金額の計算に関する明細を記
載した書類の添付がある場合に限り、適用
することとされています（措法42の 4 ⑯）。

⑫　法人税の負担を不当に減少させる結果とな
ると認められる場合の全体再計算の適用があ
る場合

イ　通算法人の適用対象事業年度において、
法人税法第64条の 5第 8項の規定（法人税
の負担を不当に減少させる結果となると認
められる場合の全体再計算）の適用がある
場合には、上記⑤及び⑥ハの遮断措置等は、
その適用対象事業年度及びその適用対象事
業年度を超過額発生事業年度とする繰越適
用対象事業年度については、適用しないこ
ととされています（措法42の ４ ⑰）。この
場合において、その適用対象事業年度を上
記⑨の過去適用等事業年度とする通算法人
等の対象事業年度又はその適用対象事業年
度を上記⑪の過去適用事業年度とする内国
法人の各対象事業年度については、上記⑨
及び⑪イの措置の適用は、ないものとする
こととされています（措法42の 4 ⑰）。す
なわち、法人税法第64条の 5第 8項の規定
の適用があった適用対象事業年度について
は上記⑤及び⑥ハの遮断措置を適用しない
こととするとともに、その適用対象事業年
度の遮断措置を前提とした上記⑨及び⑪イ
の措置（進行年度調整措置）の適用につい
ても、ないものとするものです。
ロ　上記⑨の通算法人の対象事業年度又は上
記⑪イの内国法人の各対象事業年度におい
て、法人税法第64条の 5第 8項の規定の適
用がある場合には、上記⑩又は⑪ロの遮断
措置は、その対象事業年度又はその各対象
事業年度については、適用しないこととさ
れています（措法42の 4 ⑱）。すなわち、
過去の事業年度（適用対象事業年度）にお
ける上記⑩及び⑪ロの遮断措置を前提とし
た上記⑨及び上記⑪イの措置の適用があっ
た対象事業年度又は各対象事業年度におい
て法人税法第64条の 5第 8項の規定の適用
があった場合には、その対象事業年度に係
る上記⑩の遮断措置及びその各対象事業年
度に係る上記⑪ロの遮断措置については、
適用しないこととするものです。
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⑼　加算税額がある場合における法人税法の規定
等との調整
　上記⑻⑤ロロ又はハの措置（以下「特別税額
加算措置」といいます。）の適用により法人税
額に加算された金額がある場合における法人税
法の規定との調整については、一般試験研究費
の額に係る税額控除等における加算税額がある
場合における調整規定を準用することとされて
います。
　なお、準用・読替え後の調整規定は、次のと
おりとなります（措法42の 5 ⑨、42の 4 ㉕㉖）。
①　法人税法第67条（特定同族会社の特別税
率）
　特定同族会社の特別税率の規定の適用につ
いては特別税額加算措置の適用により法人税
額に加算された金額を加算した後の法人税額
に留保税額を加算することとし、留保税額の
計算の基礎となる留保金額を計算する場合に
控除される法人税額には、特別税額加算措置
の適用により法人税額に加算された金額を加
算することとされています（措法42の 4 ㉕）。
②　法人税法第69条（外国税額控除）
　外国税額控除の規定の適用については、法
人税法第69条第19項（同条第23項において準
用する場合を含みます。）の規定による進行
年度加算措置の適用により法人税額に加算す
る金額は、特別税額加算措置の適用により法
人税額に加算された金額を加算した後の法人
税額に加算することとされています（措法42
の 4 ㉕）。
③　上記①及び②のほか、特別税額加算措置の
適用がある場合には、法人税法第74条第 1項
第 2号に掲げる金額（内国法人の確定申告書
に記載される法人税額）は、同項第 1号に掲
げる所得の金額につき同法第 2編第 1章第 2
節の規定及び特別税額加算規定を適用して計
算した法人税の額とすることとされています
（措法42の 4 ㉖）。

（参考）　産業技術力強化法（平成12年法律第44号）

（産業技術力強化法の一部を改正する法律

（令和 8年法律第41号）の規定による改正後）

（重点産業技術の指定）

第20条　産業技術について、当該産業技術

に関する研究及び開発の成果が多様な事

業活動において利用される見込み並びに

当該産業技術の革新性を勘案し、我が国

の産業技術力の強化のため当該産業技術

に関する研究及び開発を重点的に推進す

ることが必要と認められるときは、政令で、

当該産業技術を重点産業技術として指定

するものとする。

（重点研究開発計画の認定）

第22条　重点産業技術に関する研究及び開

発を行おうとする事業者は、単独で又は

他の事業者若しくは研究開発機関（大学

又は大学共同利用機関にあっては、これ

らの設置者。次条第 1 項及び第26条にお

いて同じ。）と共同して、その実施しよう

とする重点産業技術に関する研究及び開

発に関する計画（以下「重点研究開発計

画」という。）を作成し、主務省令で定め

るところにより、主務大臣に提出して、

その認定を受けることができる。

2 　重点研究開発計画には、次に掲げる事

項を記載しなければならない。

一　研究及び開発を実施しようとする重

点産業技術

二　当該研究及び開発の目標

三　当該研究及び開発の内容及び実施時

期

四　当該研究及び開発の実施体制

五　当該研究及び開発を行うために必要

な資金の額及びその調達方法

六　前各号に掲げるもののほか、当該研

究及び開発に関し必要な事項

3 　重点研究開発計画には、前項各号に掲

げる事項のほか、重点産業技術に関する

研究及び開発の実施に当たっての補助金

等交付財産の活用（補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律（昭和30年
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法律第179号。以下この項及び第26条にお

いて「補助金等適正化法」という。）第22

条に規定する財産を当該財産に充てられ

た補助金等（補助金等適正化法第 2 条第

1 項に規定する補助金等をいう。）の交付

の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交

換し、貸し付け、又は担保に供すること

をいう。以下この項及び第26条において

同じ。）に関する事項（当該補助金等交付

財産の活用をする者を含む。）を記載する

ことができる。

4 　主務大臣は、第 1 項の認定の申請があ

った場合において、当該申請に係る重点

研究開発計画が次の各号のいずれにも適

合するものであると認めるときは、当該

認定をするものとする。

一　当該重点研究開発計画の内容が指針

に照らし適切なものであること。

二　当該重点研究開発計画に係る重点産

業技術に関する研究及び開発が円滑か

つ確実に実施され、一定の有用な成果

が得られると見込まれるものであるこ

と。

5 　主務大臣は、第 1 項の認定に当たり必

要があると認めるときは、あらかじめ、

当該認定の申請に係る事業者の事業を所

管する大臣に協議しなければならない。

6 　主務大臣は、第 1 項の認定の申請に係

る重点研究開発計画に第 3 項に規定する

事項が記載されている場合において、当

該認定をするときは、あらかじめ、当該

事項に係る関係行政機関の長に協議し、

その同意を得なければならない。

7　主務大臣は、第 1項の認定をしたときは、

主務省令で定めるところにより、当該認

定に係る重点研究開発計画の概要を公表

するものとする。

（重点研究開発計画の変更等）

第23条　前条第 1 項の認定を受けた事業者

又は研究開発機関（以下「認定事業者等」

という。）は、当該認定に係る重点研究開

発計画を変更するときは、あらかじめ、

主務省令で定めるところにより、主務大

臣の認定を受けなければならない。ただし、

主務省令で定める軽微な変更については、

この限りでない。

2 　主務大臣は、前条第 1 項の認定に係る

重点研究開発計画（前項の規定による変

更の認定があったときは、その変更後の

もの。以下「認定重点研究開発計画」と

いう。）に従って重点産業技術に関する研

究及び開発が行われていないと認めると

き、又は認定事業者等が第33条第 1 項の

規定による報告をせず、若しくは虚偽の

報告をしたときは、当該認定を取り消す

ことができる。

3～ 5　省　略

（課税の特例）

第27条　第22条第 1 項の認定を受けた事業

者が認定重点研究開発計画に従って実施

した研究及び開発（その成果について特

に早期の企業化が期待されるものとして

主務大臣が定める基準に適合することに

ついて主務省令で定めるところにより主

務大臣の確認を受けたものに限る。）に係

る試験研究費の額については、租税特別

措置法（昭和32年法律第26号）で定める

ところにより、課税の特例の適用がある

ものとする。

2　省　略

（重点産業技術共同研究開発機関の認定）

第29条　研究開発機関（大学又は大学共同

利用機関にあっては、これらの設置者）は、

申請により、研究開発機関が事業者と共

同して重点産業技術に関する研究及び開

発を行うための人材、設備その他の体制

を確保していることの主務大臣の認定を

受けることができる。

2・ 3　省　略

4　主務大臣は、第 1項の認定をしたときは、
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遅滞なく、当該認定を受けた研究開発機

関（以下「重点産業技術共同研究開発機

関」という。）の名称その他主務省令で定

める事項を公表しなければならない。

5～ 7　省　略

4 　適用関係

　上記 3の制度は、産業技術力強化法の一部を改
正する法律（令和 8年法律第41号）の施行の日か
ら施行することとされています（改正法附則 1十
三）。

四�　中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は�
法人税額の特別控除制度（中小企業投資促進税制）

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、中小企業者等が、平成10年 6 月 1
日から令和 9年 3月31日までの期間（以下「指定
期間」といいます。）内に、特定機械装置等でそ
の製作の後事業の用に供されたことのないものの
取得又は特定機械装置等の製作をして、これをそ
の中小企業者等の指定事業の用に供した場合には、
その指定事業の用に供した日を含む事業年度にお
いて、その特定機械装置等の基準取得価額の30％
相当額（以下「特別償却限度額」といいます。）
の特別償却ができるというものです（措法42の 6
①）。
　また、特定中小企業者等については、その特別
償却限度額の特別償却とその特定機械装置等の基
準取得価額の 7％相当額の税額控除との選択適用
ができることとされています（措法42の 6 ①②）。
　税額控除の適用を受ける場合における控除を受
ける金額は、中小企業者等が特定経営力向上設備
等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別
控除制度における税額控除と合計して当期の調整
前法人税額の20％相当額を上限とすることとし、
税額控除限度超過額については、 1年間の繰越し
ができることとされています（措法42の 6 ②～④、
42の12の 4 ②後段）。
　ただし、合併による解散以外の解散の日を含む
事業年度及び清算中の各事業年度は、この制度の
適用を受けることはできません（措法42の 6 ①～
③）。
（注）　特定機械装置等とは、次の減価償却資産をい

います（措法42の 6 ①、措令27の 6 ②～⑤⑧、

措規20の 3 ①～⑦）。ただし、匿名組合契約その

他これに類する契約の目的である事業の用に供

するものを除くこととされています（措法42の

6 ①、措令27の 6 ⑥）。なお、（　）内は、基準

取得価額を示しています。

⑴�　機械及び装置で、 1 台又は 1 基の取得価額

が160万円以上のもの（取得価額）

　なお、次の要件に該当するものを除くこと

とされています。

①�　その管理のおおむね全部を他の者に委託

するものであること。

②�　要する人件費が少額な一定のサービス業

（中小企業者等の主要な事業であるものを除

きます。）の用に供するものであること。

⑵�　工具のうち、製品の品質管理の向上等に資

する測定工具及び検査工具で、次の①又は②

に該当するもの（取得価額）

①�　 1 台又は 1 基の取得価額が120万円以上の

もの

②�　中小企業者等が、各事業年度の指定期間

内において、取得又は製作をして、その指

定事業の用に供した工具（ 1 台又は 1 基の

取得価額が30万円以上のものに限ります。）

の取得価額の合計額が120万円以上のもの

⑶�　ソフトウエアで、次の①又は②に該当する

もの（取得価額）

①�　一のソフトウエアの取得価額が70万円以

上のもの

②�　中小企業者等が、各事業年度の指定期間
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内において、取得又は製作をして、その指

定事業の用に供したソフトウエア（法人税

法施行令第133条又は第133条の 2 の規定の

適用を受けるものを除きます。）の取得価額

の合計額が70万円以上のもの

　ただし、複写して販売するための原本、

開発研究の用に供されるもの、ISO/

IEC15408非認証のサーバー用オペレーティ

ングシステム、ISO/IEC15408非認証のサー

バー用仮想化ソフトウエア、ISO/IEC15408

非認証のデータベース管理ソフトウエア、

ISO/IEC15408非認証の連携ソフトウエア及

び ISO/IEC15408非認証の不正アクセス防

御ソフトウエアは除くこととされています。

⑷�　貨物の運送の用に供される車両総重量が3.5t

以上の普通自動車（取得価額）

⑸�　内航海運業の用に供される船舶（取得価額

の75％相当額）

　ただし、総トン数500トン以上の船舶にあっ

ては、その船舶に用いられた指定装置等の内

容その他の事項を国土交通大臣に届け出たも

のであることにつき明らかにされた船舶に限

ることとされています。

2 　改正の内容

　特定機械装置等のうち工具の取得価額要件にお

ける 1事業年度中に取得又は製作をして国内にあ
るその中小企業者等の営む指定事業の用に供した
工具の取得価額の合計額で判定する場合（上記 1
（注）⑵②）について、「取得又は製作をして国内
にあるその中小企業者等の営む指定事業の用に供
した 1台又は 1基の取得価額が40万円以上（改正
前：30万円以上）の工具」の取得価額の合計額が
120万円以上であるかどうかで判定することとさ
れました（措令27の 6 ⑤二）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、中小企業者等の令和 8年 4月
1日以後に終了する事業年度について適用し、中
小企業者等の同日前に終了した事業年度について
は、従前どおりとされています（改正措令附則14
①）。
　この場合において、中小企業者等の令和 8年 4
月 1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事
業年度については、同日前に取得又は製作をした
工具にあっては 1台又は 1基の取得価額が30万円
以上のものを、同日以後に取得又は製作をした工
具にあっては 1台又は 1基の取得価額が40万円以
上のものを、それぞれ合計し、その 1事業年度中
の取得価額の合計額が120万円以上であるかどう
かを判定することとされています（改正措令附則
14②）。

五�　国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却
又は法人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で特定
事業の実施主体として認定区域計画に定められた
もの（以下「実施法人」といいます。）が、国家
戦略特別区域法附則第 1条第 1号に定める日（平
成26年 4 月 1 日）から令和 8年 3月31日までの間
に、その認定区域計画に係る国家戦略特別区域
（以下「国家戦略特別区域」といいます。）内にお
いて、その国家戦略特別区域に係るその実施法人

の事業実施計画（認定区域計画に定められた特定
事業の実施に関する計画をいいます。以下同じで
す。）に記載された機械及び装置、器具及び備品
（専ら開発研究の用に供されるものに限ります。）、
建物及びその附属設備並びに構築物で、一定の規
模のもの（以下「特定機械装置等」といいます。）
でその製作若しくは建設の後事業の用に供された
ことのないものの取得又はその事業実施計画に記
載された特定機械装置等の製作若しくは建設をし
て、これをその実施法人の特定事業の用に供した
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場合には、その特定事業の用に供した日を含む事
業年度において、特別償却限度額（次の⑴の金額
をいいます。）の特別償却とその特定機械装置等
の取得価額に次の⑵の割合を乗じて計算した金額
の合計額の税額控除との選択適用ができるという
ものです（措法42の10①②）。
⑴　次の特定機械装置等の区分に応じそれぞれ次
の金額
①　平成31年 4 月 1 日から令和 8年 3月31日ま
での間に取得又は製作若しくは建設をした特
定機械装置等（平成31年 3 月31日以前に受け
た特定事業の適切かつ確実な実施に関する確
認に係る事業実施計画に同日において記載さ
れている特定機械装置等を除きます。）……
その取得価額の45％（建物及びその附属設備
並びに構築物については、23％）相当額
②　上記①の特定機械装置等以外の特定機械装
置等……その取得価額の50％（建物及びその
附属設備並びに構築物については、25％）相
当額

⑵　次の特定機械装置等の区分に応じそれぞれ次
の割合
①　上記⑴①の特定機械装置等……14％（建物
及びその附属設備並びに構築物については、
7％）

②　上記⑴②の特定機械装置等……15％（建物
及びその附属設備並びに構築物については、
8％）

（注 1）　特定事業とは、次の事業をいいます（国家

特区法27の 2 、 2 ②一・二、国家特区規10、

1 一・二、10の 2 ）。

⑴�　次の事業で、公証人法の特例等の規制の

特例措置の適用を受けるもの

①�　産業の国際競争力の強化又は国際的な

経済活動の拠点の形成に資するものとし

て我が国の経済社会の活力の向上及び持

続的発展に寄与することが見込まれる事

業であって次のもの（下記②のものを除

きます。）

イ�　高度な医療の提供に資する医療技術、

医療機器若しくは医薬品の研究開発又

はその成果を活用した製品の開発若し

くは生産若しくは役務の開発若しくは

提供に関する事業であって次のもの

イ�　放射線療法その他高度な医療の提

供に資する医薬品又は医療機器の研

究開発又は製造に関する事業（これ

らの事業に必要な施設又は設備の整

備又は運営に関する事業を含みます。）

ロ�　高度な細胞の再生及び移植による

再生医療（以下「高度再生医療」と

いいます。）の研究開発又は高度再生

医療を行うために必要な物質の培養、

製造若しくは研究開発に関する事業

（これらの事業に必要な施設又は設備

の整備又は運営に関する事業を含み

ます。）

ハ�　手術補助その他の治療、日常生活

訓練その他医療及び介護に関する利

用に供するロボットの研究開発又は

製造に関する事業（これらの事業に

必要な施設又は設備の整備又は運営

に関する事業を含みます。）

ニ�　高度な医療の提供に係る医療関係

者の技術の向上に必要な治験その他

臨床研究に関する事業（これらの事

業に必要な施設又は設備の整備又は

運営に関する事業を含みます。）

ホ�　情報通信技術を利用して行われる

診療に係るシステムその他の医療に

関する情報システム（電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができ

ない方式で作られた記録をいいま

す。）により作成又は保存される診療

の記録に関するものを含みます。）の

研究開発に関する事業（これらの事

業に必要な施設又は設備の整備又は

運営に関する事業を含みます。）

ヘ�　高度な医療を提供する医療施設又
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は医療設備の整備又は運営に関する

事業

ロ�　我が国の経済社会の活力の向上及び

持続的発展に寄与することが見込まれ

る産業に係る国際的な事業機会の創出

その他その産業に係る国際的な規模の

事業活動の促進に資する事業であって

次のもの

イ�　国際会議等に参加する者の利用に

供する大規模な集会施設、宿泊施設

若しくは文化施設又は設備の整備、

運営又はサービスの提供に関する事

業（国際会議等に参加する者に係る

ものに限ります。）

ロ�　主に英語により授業を行い、かつ、

外国籍を有する生徒が過半である学

校又は各種学校の用に供される施設

（その用に供されなくなった場合には

建築基準法令の規定（建築基準法並

びにこれに基づく命令及び条例の規

定をいいます。）に適合しないことと

なるものに限ります。）の整備に関す

る事業

ハ�　外国語による医療の提供に関する

事業

ニ�　我が国において新たに事業を行う

外国会社その他の者に対するその事

業を行う施設又はその事業に係る設

備の提供及び経営管理の支援に関す

る事業

ホ�　我が国において事業を行い、又は

行おうとする外国会社、国際機関そ

の他の者並びにその従業員等及びそ

の家族が、我が国における事業活動、

日常生活又は社会生活を円滑に営む

ことができるようにするための外国

語による必要な情報の提供及び助言

その他の必要な援助を行う事業

ヘ�　外国人旅客の中長期の滞在に適し

た施設を使用させるとともに外国人

旅客の滞在に必要な役務を提供する

事業

②�　産業の国際競争力の強化又は国際的な

経済活動の拠点の形成に著しく資する中

核的な事業（国家戦略特別区域内の事業

者、大学、研究機関、公共団体その他の

者の知見、技術的能力等又はその国家戦

略特別区域内に存する施設若しくは設備

を活用することにより実施が可能となる

先端的な事業であり、その事業に係る革

新的な技術の開発が国民生活の改善、新

産業の創出又は市場の開拓に寄与し、そ

の国家戦略特別区域以外の区域にも経済

的社会的効果を及ぼすものをいいます。）

であって次のもの

イ�　がん、循環器疾患、精神疾患、神経

疾患、感染症、治療方法が確立してい

ない疾病その他の疾病であって国とし

てその対策に取り組む必要性が高いも

のに係る医薬品又は先端的な技術を用

いて開発される国際競争力の高い医薬

品の研究開発又は製造に関する事業

ロ�　治療方法が確立していない疾病その

他の疾病であって国としてその対策に

取り組む必要性が高いものに係る先端

的な再生医療の研究に関する事業

ハ�　人体への影響の少ない方法により診

断又は治療を行う医療機器又は身体機

能を再生し、回復し、又は代替する医

療機器の先端的な研究開発に関する事

業

ニ�　革新的な情報サービスを活用した農

業の生産性の向上に係る研究開発に関

する事業

⑵�　産業の国際競争力の強化又は国際的な経

済活動の拠点の形成に資するものとして我

が国の経済社会の活力の向上及び持続的発

展に寄与することが見込まれる事業（上記

⑴①及び②の事業）であって指定金融機関

からその事業を行うのに必要な資金の貸付
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けを受けて行われるもの（利子補給契約に

係る貸付けを受けて行われるものに限りま

す。）
（注 2）　国家戦略特別区域は、⑴北海道の区域、⑵

宮城県及び熊本県の区域、⑶宮城県仙台市の

区域、⑷秋田県仙北市の区域、⑸福島県及び

長崎県の区域、⑹茨城県つくば市の区域、⑺

東京圏（千葉県、東京都及び神奈川県の区域）、

⑻新潟県新潟市の区域、⑼石川県加賀市、長

野県茅野市及び岡山県加賀郡吉備中央町の区

域、⑽愛知県の区域、⑾関西圏（京都府、大

阪府及び兵庫県の区域）、⑿大阪府大阪市の区

域、⒀兵庫県養父市の区域、⒁広島県及び愛

媛県今治市の区域、⒂福岡県北九州市及び福

岡市の区域並びに⒃沖縄県の区域とされてい

ます（国家特区法 2 ①、国家特区を定める政

令）。
（注 3）　一定の規模のものとは、次の減価償却資産

の区分に応じそれぞれ次の規模のものをいい

ます（措法42の10①、措令27の10②）。

⑴�　機械及び装置…… 1 台又は 1 基の取得価

額が2,000万円以上のもの

⑵�　器具及び備品…… 1 台又は 1 基の取得価

額が1,000万円以上のもの

⑶�　建物及びその附属設備並びに構築物……

一の建物及びその附属設備並びに構築物の

取得価額の合計額が 1億円以上のもの

　税額控除の適用を受ける場合における控除を受
ける金額は、当期の調整前法人税額の20％相当額
を上限とすることとされています（措法42の10②
後段）。
　ただし、合併による解散以外の解散の日を含む
事業年度及び清算中の各事業年度は、この制度の
適用を受けることはできません（措法42の10①②）。

2 　改正の内容

⑴　特別償却限度額の見直し
　令和 8年 4月 1日以後に取得又は製作若しく
は建設をした特定機械装置等の特別償却限度額
が、次の特定機械装置等の区分に応じそれぞれ

次のとおりとされました（措法42の10①）。
①　令和 8年 4月 1日から令和10年 3 月31日ま
での間に取得又は製作若しくは建設をした特
定機械装置等のうち、令和 8年 3月31日以前
に受けた特定事業の適切かつ確実な実施に関
する確認に係る事業実施計画に同日において
記載されている特定機械装置等（以下「旧確
認特定機械装置等」といいます。）以外の特
定機械装置等……その取得価額の40％（建物
及びその附属設備並びに構築物については、
20％）相当額（改正前：45％（建物及びその
附属設備並びに構築物については、23％）相
当額）
②　令和 8年 4月 1日から令和10年 3 月31日ま
での間に取得又は製作若しくは建設をした旧
確認特定機械装置等……その取得価額の45％
（建物及びその附属設備並びに構築物につい
ては、23％）相当額（改正前と同じです。）

（注 1）　旧確認特定機械装置等となるためには、

　イ�　令和 8 年 3 月31日以前に受けた確認に

係る事業実施計画に、

　ロ�　令和 8 年 3 月31日において記載されて

いる特定機械装置等であること

　�が要件となることから、新たな特定機械装

置等を追加して記載した上記イの事業実施

計画の変更の届出を令和 8 年 4 月 1 日以後

に行った場合のその特定機械装置等は、上

記ロを満たさないため、上記①の特定機械

装置等となります。

　なお、上記の「特定事業の適切かつ確実な実
施に関する確認」は、国家戦略特別区域法施行
規則第 3条第 4項（同条第 5項において準用す
る場合を含みます。）の規定による国家戦略特
別区域担当大臣（国家戦略特別区域法第 7条第
1項第 1号に規定する国家戦略特別区域担当大
臣をいいます。）の確認とされています（措規
20の 5 ④）。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考 1）

及び（参考 2）をご参照ください。
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⑵　税額控除割合の見直し
　令和 8年 4月 1日以後に取得又は製作若しく
は建設をした特定機械装置等の税額控除割合が、
次の特定機械装置等の区分に応じそれぞれ次の
とおりとされました（措法42の10②）。
①　令和 8年 4月 1日から令和10年 3 月31日ま
での間に取得又は製作若しくは建設をした特
定機械装置等のうち、旧確認特定機械装置等
以外の特定機械装置等……12％（建物及びそ
の附属設備並びに構築物については、 6％）
（改正前：14％（建物及びその附属設備並び
に構築物については、 7％））
②　令和 8年 4月 1日から令和10年 3 月31日ま
での間に取得又は製作若しくは建設をした旧
確認特定機械装置等……14％（建物及びその
附属設備並びに構築物については、 7 ％）
（改正前と同じです。）

⑶　対象事業の除外
　対象事業である特定事業から、情報通信技術
を利用して行われる診療に係るシステムその他
の医療に関する情報システム（電磁的記録によ
り作成又は保存される診療の記録に関するもの
を含みます。）の研究開発に関する事業（これ
らの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営
に関する事業を含みます。）（上記 1（注 1）⑴
①イホ）が除外されました（国家特区規10）。

⑷　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和10年 3 月31日まで 2
年延長されました（措法42の10①）。
（参考 1）　国家戦略特別区域法（平成25年法律第

107号）

（国家戦略特別区域会議）

第 7 条　国家戦略特別区域ごとに、次条第

1 項に規定する区域計画（第 3 項第 2 号

において単に「区域計画」という。）の作

成、第11条第 1 項に規定する認定区域計

画（同号において単に「認定区域計画」

という。）の実施に係る連絡調整並びに国

家戦略特別区域における産業の国際競争

力の強化及び国際的な経済活動の拠点の

形成に関し必要な協議（第 4 項及び第 5

項において「区域計画の作成等」とい

う。）を行うため、次に掲げる者は、国家

戦略特別区域会議を組織する。

一　国家戦略特別区域担当大臣（内閣府

設置法（平成11年法律第89号）第 9 条

第 1 項に規定する特命担当大臣であっ

て、同項の規定により命を受けて同法

第 4 条第 1 項第11号に掲げる事項に関

する事務及び同条第 3 項第 3 号の 7 に

掲げる事務を掌理するものをいう。以

下同じ。）

二　省　略

2～ 8　省　略
（参考 2）　国家戦略特別区域法施行規則（平成26

年内閣府令第20号）

（事業実施計画の提出）

第 3条　省　略

2・ 3　省　略

4 　国家戦略特別区域担当大臣は、前 3 項

の規定による提出を受けたときは、事業

実施計画が国家戦略特別区域基本方針（法

第 5 条第 1 項に規定する国家戦略特別区

域基本方針をいう。）及び区域方針（法第

6 条第 1 項に規定する区域方針をいう。）

に即して、当該事業を行うことについて

の適切かつ確実な計画であるかどうかを

確認し、その結果を事業を実施しようと

する者に通知するものとする。

5 　前各項の規定は、事業実施計画の変更

について準用する。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴及び⑵の改正は、法人が令和 8年 4
月 1日以後に取得又は製作若しくは建設をする
特定機械装置等（経過特定機械装置等を除きま
す。）について適用し、法人が同日前に取得又
は製作若しくは建設をした特定機械装置等（経
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過特定機械装置等を含みます。）については、
従前どおりとされています（改正法附則52）。
　経過特定機械装置等とは、平成31年 3 月31日
以前に受けた特定事業の適切かつ確実な実施に
関する確認に係る事業実施計画に同日において
記載されている特定機械装置等をいいます（改
正法附則52）。すなわち、経過特定機械装置等

について令和 8年 4月 1日以後に取得又は製作
若しくは建設をした場合は、従前どおりとなり
ます。
⑵　上記 2 ⑶の改正は、令和 8年 4月 1日から施
行されています（総合特別区域法施行規則及び
国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する
内閣府令附則）。

六�　国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の�
特別償却又は法人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で総合
特別区域法に規定する指定法人に該当するもの
（以下「指定法人」といいます。）が、同法の施行
の日（平成23年 8 月 1 日）から令和 8年 3月31日
までの間に、同法に規定する国際戦略総合特別区
域（以下「国際戦略総合特別区域」といいます。）
内において、その国際戦略総合特別区域に係るそ
の指定法人の認定国際戦略総合特別区域計画に適
合する計画（以下「指定法人事業実施計画」とい
います。）に記載された機械及び装置、器具及び
備品（専ら開発研究の用に供されるものに限りま
す。）、建物及びその附属設備並びに構築物（以下
「特定機械装置等」といいます。）で、その製作若
しくは建設の後事業の用に供されたことのないも
のの取得又はその指定法人事業実施計画に記載さ
れた特定機械装置等の製作若しくは建設をして、
これをその指定法人の特定国際戦略事業の用に供
した場合には、その特定国際戦略事業の用に供し
た日を含む事業年度において、特別償却限度額
（次の⑴の金額をいいます。）の特別償却とその特
定機械装置等の取得価額に次の⑵の割合を乗じて
計算した金額の合計額の税額控除との選択適用が
できるというものです（措法42の11①②）。
⑴　次の特定機械装置等の区分に応じそれぞれ次
の金額
①　令和 6年 4月 1日から令和 8年 3月31日ま
での間に取得又は製作若しくは建設をした特

定機械装置等（令和 6年 3月31日以前に受け
た指定に係る指定法人事業実施計画に同日に
おいて記載されている特定機械装置等を除き
ます。）……その取得価額の30％（建物及び
その附属設備並びに構築物については、15
％）相当額
②　上記①の特定機械装置等以外の特定機械装
置等……その取得価額の34％（建物及びその
附属設備並びに構築物については、17％）相
当額

⑵　次の特定機械装置等の区分に応じそれぞれ次
の割合
①　上記⑴①の特定機械装置等…… 8％（建物
及びその附属設備並びに構築物については、
4％）

②　上記⑴②の特定機械装置等……10％（建物
及びその附属設備並びに構築物については、
5％）

（注 1）　特定機械装置等は一定の規模のものに限る

こととされており、一定の規模のものとは、

次の減価償却資産の区分に応じそれぞれ次の

規模のものをいいます（措法42の11①、措令

27の11②）。

⑴�　機械及び装置…… 1 台又は 1 基の取得価

額が2,000万円以上のもの

⑵�　器具及び備品…… 1 台又は 1 基の取得価

額が1,000万円以上のもの

⑶�　建物及びその附属設備並びに構築物……

一の建物及びその附属設備並びに構築物の
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取得価額の合計額が 1億円以上のもの
（注 2）　特定国際戦略事業とは、次の事業（産業競

争力強化法第 2 条第14項に規定する産業競争

力基盤強化商品の生産に関する事業に該当す

るものを除きます。）であって法人により行わ

れるものをいいます（総合特区法 2 ②二イロ、

総合特区令 1 一～三、総合特区規15二、 1 ①

～③）。

⑴�　我が国の経済社会の活力の向上及び持続

的発展に寄与することが見込まれる産業の

国際競争力の強化に特に資する事業（下記

⑵の事業を除きます。）

　具体的には、次の事業とされています。

①�　環境への負荷の低減その他環境の保全

に資する高度な技術に関する研究開発又

はその成果を活用した製品の開発若しく

は生産若しくは役務の開発若しくは提供

に関する事業であって次のもの（これら

の事業に必要な施設又は設備の整備又は

運営に関するものを含みます。）

イ�　電気を動力源とする自動車、専ら可

燃性天然ガスを内燃機関の燃料として

用いる自動車その他の使用に伴い排出

される温室効果ガスによる環境への負

荷が特に少ない自動車（以下「環境配

慮型自動車」といいます。）の製造又は

研究開発に関する事業

ロ�　環境配慮型自動車に充電又はその燃

料を充填するための施設又は設備の研

究開発又は製造に関する事業

ハ�　太陽光、風力、水力、地熱、バイオ

マス（動植物に由来する有機物である

資源（原油、石油ガス、可燃性天然ガ

ス及び石炭を除きます。）をいいます。）

その他化石燃料以外のエネルギー源の

うち、永続的に利用することができる

と認められるものの利用に係る研究開

発又は供給に関する事業

ニ�　情報通信技術を活用して電気の供給

を自動的に調整するシステム又は機器

の研究開発に関する事業

ホ�　先進的な技術を用いたリチウムイオ

ン蓄電池、太陽電池、燃料電池等の電

池の研究開発又は製造に関する事業

ヘ�　発光ダイオード若しくは有機物を光

源とする電球若しくは照明器具、エネ

ルギーの消費量との対比における性能

が優れているヒートポンプその他エネ

ルギーの使用の合理化に資する機械又

は設備であって、先進的な技術を用い

たものの研究開発又は製造に関する事

業

ト�　希少金属の回収又はこれらに代替す

る物質の製造若しくは研究開発に関す

る事業

②�　高度な医療の提供に資する医療技術、

医療機器若しくは医薬品の研究開発又は

その成果を活用した製品の開発若しくは

生産若しくは役務の開発若しくは提供に

関する事業であって次のもの

イ�　放射線療法その他高度な医療の提供

に資する医薬品又は医療機器の研究開

発又は製造に関する事業（これらの事

業に必要な施設又は設備の整備又は運

営に関する事業を含みます。）

ロ�　神経細胞の再生及び移植による再生

医療（以下「高度再生医療」といいま

す。）の研究開発又は高度再生医療を行

うために必要な物質の培養、製造若し

くは研究開発に関する事業（これらの

事業に必要な施設又は設備の整備又は

運営に関する事業を含みます。）

ハ�　高度な医療の提供に係る医療関係者

の技術の向上に必要な治験その他臨床

研究に関する事業（これらの事業に必

要な施設又は設備の整備又は運営に関

する事業を含みます。）

③�　上記①及び②の事業のほか、我が国の

経済社会の活力の向上及び持続的発展に

寄与することが見込まれる産業に係る高
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度な産業技術の研究開発又はその成果を

活用した製品の開発若しくは生産若しく

は役務の開発若しくは提供に関する事業

であって次のもの（これらの事業に必要

な施設又は設備の整備又は運営に関する

事業を含みます。）

イ�　微細な炭素繊維に係る技術の研究開

発その他ナノテクノロジーの研究開発

に関する事業

ロ�　複合材料からなる航空機の機体の研

究開発又は製造に関する事業

ハ�　半導体素子、半導体集積回路の改良

に係る技術その他先進的な技術を用い

た半導体の研究開発又は製造に関する

事業

⑵�　上記⑴の事業であって地方公共団体がそ

の事業を行う法人の経済的負担を軽減する

ための措置を講ずるもの（規制の特例措置

の適用を受けて行われるもの又はこれに準

ずるものに限ります。）

　税額控除の適用を受ける場合における控除を受
ける金額は、当期の調整前法人税額の20％相当額
を上限とすることとされています（措法42の11②
後段）。
　ただし、合併による解散以外の解散の日を含む
事業年度及び清算中の各事業年度は、この制度の

適用を受けることはできません（措法42の11①②）。

2 　改正の内容

⑴　対象事業の除外
　対象事業である特定国際戦略事業から次の事
業が除外されました（総合特区規15二）。
①　情報通信技術を活用して電気の供給を自動
的に調整するシステム又は機器の研究開発に
関する事業（これらの事業に必要な施設又は
設備の整備又は運営に関する事業を含みま
す。）（上記 1（注 2）⑴①ニ）
②　希少金属の回収又はこれらに代替する物質
の製造若しくは研究開発に関する事業（これ
らの事業に必要な施設又は設備の整備又は運
営に関する事業を含みます。）（上記 1（注
2）⑴①ト）

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和10年 3 月31日まで 2
年延長されました（措法42の11①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、令和 8年 4月 1日から施行
されています（総合特別区域法施行規則及び国家
戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府
令附則）。

七�　地域経済牽
けん

引事業の促進区域内において特定事業用機械等を
取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で地域
経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤
強化に関する法律の承認地域経済牽引事業者であ
るものが、企業立地の促進等による地域における
産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を
改正する法律（平成29年法律第47号）の施行の日
（平成29年 7 月31日）から令和10年 3 月31日まで
の間に、その法人の行う承認地域経済牽引事業に

係る促進区域内においてその承認地域経済牽引事
業に係る承認地域経済牽引事業計画に従って特定
地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場
合において、その新設若しくは増設に係る特定事
業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用
に供されたことのないものの取得又はその新設若
しくは増設に係る特定事業用機械等の製作若しく
は建設をして、これをその承認地域経済牽引事業
の用に供したときは、その承認地域経済牽引事業
の用に供した日を含む事業年度において、その特
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定事業用機械等の取得価額（80億円が上限とされ
ています。）の35％又は50％（建物及びその附属
設備並びに構築物については、20％）相当額の特
別償却とその取得価額の 4％、 5％又は 6％（建
物及びその附属設備並びに構築物については、 2
％）相当額の税額控除との選択適用ができるとい
うものです（措法42の11の 2 ①②）。なお、50％
の特別償却割合又は 5％の税額控除割合が適用さ
れるのは、平成31年 4 月 1 日以後に地域経済牽引
事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関
する法律第13条第 4項又は第 7項の規定による承
認を受けた法人（以下「特定法人」といいます。）
がその承認地域経済牽引事業（地域の成長発展の
基盤強化に著しく資するものに限ります。以下同
じです。）の用に供した機械及び装置並びに器具
及び備品とされており（措法42の11の 2 ①一②
一）、 6 ％の税額控除割合が適用されるのは、特
定法人がその承認地域経済牽引事業（地域の事業
者に対して著しい経済的効果を及ぼすものに限り
ます。）の用に供した機械及び装置並びに器具及
び備品とされています（措法42の11の 2 ②一）。
　税額控除の適用を受ける場合における控除を受
ける金額は、当期の調整前法人税額の20％相当額
を上限とすることとされています（措法42の11の
2 ②後段）。
　ただし、合併による解散以外の解散の日を含む
事業年度及び清算中の各事業年度は、この制度の
適用を受けることはできません（措法42の11の 2

①②）。

2 　改正の内容

　対象となる事業年度から、後述「十三　特定生
産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法
人税額の特別控除制度」における産業競争力強化
法の特定生産性向上設備等に係る確認を受けた法
人のその特定生産性向上設備等の投資に関する計
画の期間として財務省令で定める期間内の日を含
む各事業年度が除外されました（措法42の11の 2
①）。
（注）　財務省令で定める期間は、今後定められる予

定です。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、経済社会情勢の変化を踏まえ
た企業の事業活動の持続的な発展を図るための産
業競争力強化法等の一部を改正する法律（令和 8
年法律第29号）の施行の日から施行することとさ
れています（改正法附則 1十四）。
（注）　経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活

動の持続的な発展を図るための産業競争力強化

法等の一部を改正する法律（令和 8 年法律第29

号）の施行の日は、同法の公布の日（令和 8 年

6 月 5 日）から起算して 3 月を超えない範囲内

において政令で定める日とされており（同法附

則 1）、その政令は、今後定められます。

八�　地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の�
特別償却又は法人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で地域
再生法の一部を改正する法律（平成27年法律第49
号）の施行の日（平成27年 8 月10日）から令和 8
年 3月31日までの間に地方活力向上地域等特定業
務施設整備計画について認定を受けたものが、そ
の認定を受けた日から同日の翌日以後 3年を経過

する日までの間に、その認定をした認定都道府県
知事が作成した認定地域再生計画に記載されてい
る地方活力向上地域又は準地方活力向上地域（認
定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が拡
充型計画である場合には、一定の地方活力向上地
域）内において、その認定地方活力向上地域等特
定業務施設整備計画に記載された特定建物等でそ
の建設の後事業の用に供されたことのないものの
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取得又はその計画に記載された特定建物等の建設
をして、これをその法人の営む事業の用に供した
場合には、その事業の用に供した日を含む事業年
度において、その特定建物等の基準取得価額の15
％（その認定地方活力向上地域等特定業務施設整
備計画が移転型計画である場合には、25％）相当
額の特別償却と 4％（その認定地方活力向上地域
等特定業務施設整備計画が移転型計画である場合
には、 7％）相当額の税額控除との選択適用がで
きるというものです（措法42の11の 3 ①②）。
　なお、税額控除の適用を受ける場合における控
除を受ける金額は、当期の調整前法人税額の20％
相当額を上限とすることとされています（措法42
の11の 3 ②後段）。
　ただし、合併による解散以外の解散の日を含む
事業年度及び清算中の各事業年度は、この制度の
適用を受けることはできません（措法42の11の 3
①②）。
（注 1）　地方活力向上地域等特定業務施設整備計画

とは、地域再生法第17条の 2 第 1 項に規定す

る地方活力向上地域等特定業務施設整備計画

をいいます（措法42の11の 3 ①）。
（注 2）　地方活力向上地域とは、集中地域以外の地

域であり、かつ、その地域の活力の向上を図

ることが特に必要な地域をいいます（地再法

5 ④五イ）。集中地域とは、産業及び人口の過

度の集中を防止する必要がある地域及びその

周辺の地域をいいます（地再法 5 ④五イ、地

再令 5①）。

　また、準地方活力向上地域とは、集中地域

のうち、人口の過度の集中を是正する必要が

ある地域及びその周辺の地域以外の地域であ

り、かつ、その地域の活力の向上を図ること

が特に必要な地域をいいます（地再法 5④五ロ、

地再令 5②）。
（注 3）　拡充型計画とは、地域再生法第17条の 2 第

1 項第 2 号に掲げる事業に関する地方活力向

上地域等特定業務施設整備計画をいいます（措

法42の11の 3 ①）。地域再生法第17条の 2 第 1

項第 2 号に掲げる事業とは、地方活力向上地

域（産業基盤が整備されていること等の要件

に該当するものに限ります。）において特定業

務施設を整備する事業をいいます。
（注 4）　特定建物等は、認定地方活力向上地域等特

定業務施設整備計画に記載された特定業務施

設（特定業務児童福祉施設のうちその特定業

務施設の新設に併せて整備されるものを含み

ます。）に該当する建物及びその附属設備並び

に構築物で、一定の規模のものとされていま

す（措法42の11の 3 ①）。認定地方活力向上地

域等特定業務施設整備計画とは、地域再生法

第17条の 2 第 3 項の認定を受けた地方活力向

上地域等特定業務施設整備計画をいい、同条

第 4 項の規定による変更の認定があったとき

は、その変更後のものをいいます（措法42の

11の 3 ①②）。一定の規模のものは、一の建物

及びその附属設備並びに構築物の取得価額の

合計額が3,500万円以上のものとされています

（措令27の11の 3 ）。ただし、中小企業者（適

用除外事業者又は通算適用除外事業者に該当

するものを除きます。）にあっては、一の建物

及びその附属設備並びに構築物の取得価額の

合計額が1,000万円以上のものとされています

（措令27の11の 3 ）。
（注 5）　特定業務施設とは、地域再生法第 5 条第 4

項第 5 号に規定する特定業務施設をいい、特

定業務児童福祉施設とは、同号に規定する特

定業務児童福祉施設をいいます（措法42の11

の 3 ①）。
（注 6）　中小企業者とは、資本金の額若しくは出資

金の額が 1 億円以下の法人のうち次の法人以

外の法人（受託法人を除きます。）又は資本若

しくは出資を有しない法人のうち常時使用す

る従業員の数が1,000人以下の法人（受託法人

及びその法人が通算親法人である場合におけ

る⑶の法人を除きます。）をいいます（措法42

の 4 ⑲七、措令 1の 2③、27の 4 ⑰）。

⑴�　その発行済株式又は出資（その有する自

己の株式又は出資を除きます。以下同じで

す。）の総数又は総額の 2 分の 1 以上が同一
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の大規模法人の所有に属している法人

　なお、大規模法人とは、資本金の額若し

くは出資金の額が 1 億円を超える法人、資

本若しくは出資を有しない法人のうち常時

使用する従業員の数が1,000人を超える法人

又は次の法人をいい、中小企業投資育成株

式会社を除きます。

①�　大法人（次の法人をいいます。以下同

じです。）との間にその大法人による完全

支配関係がある普通法人

イ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億円

以上である法人

ロ�　保険業法に規定する相互会社及び外

国相互会社のうち、常時使用する従業

員の数が1,000人を超える法人

ハ　受託法人

②�　普通法人との間に完全支配関係がある

全ての大法人が有する株式及び出資の全

部をその全ての大法人のうちいずれか一

の法人が有するものとみなした場合にお

いてそのいずれか一の法人とその普通法

人との間にそのいずれか一の法人による

完全支配関係があることとなるときのそ

の普通法人（上記①の法人を除きます。）

⑵�　上記⑴の法人のほか、その発行済株式又

は出資の総数又は総額の 3 分の 2 以上が大

規模法人の所有に属している法人

⑶�　他の通算法人のうちいずれかの法人が次

の法人に該当せず、又は受託法人に該当す

る場合における通算法人

①�　資本金の額又は出資金の額が 1 億円以

下の法人のうち上記⑴及び⑵の法人以外

の法人

②�　資本又は出資を有しない法人のうち常

時使用する従業員の数が1,000人以下の法

人
（注 7）　適用除外事業者とは、その事業年度開始の

日前 3年以内に終了した各事業年度（以下「基

準年度」といいます。）の所得の金額の合計額

を各基準年度の月数の合計数で除し、これに

12を乗じて計算した金額（設立後 3 年を経過

していないこと、既に基準年度の所得に対す

る法人税の額につき欠損金の繰戻しによる還

付制度の適用があったこと、基準年度におい

て合併、分割又は現物出資が行われたこと等

の事由がある場合には、その計算した金額に

つきその事由の内容に応じ調整を加えた金額

となります。）が15億円を超える法人をいいま

す（措法42の 4 ⑲八）。
（注 8）　通算適用除外事業者とは、通算法人である

法人の各事業年度終了の日においてその通算

法人である法人との間に通算完全支配関係が

ある他の通算法人のうちいずれかの法人が適

用除外事業者に該当する場合におけるその通

算法人である法人をいいます（措法42の 4 ⑲

八の二）。
（注 9）　基準取得価額とは、その特定建物等の取得

価額をいい、特定建物等に係る一の特定業務

施設を構成する建物及びその附属設備並びに

構築物の取得価額の合計額が80億円を超える

場合には、80億円にその特定建物等の取得価

額がその合計額のうちに占める割合を乗じて

計算した金額とされています（措法42の11の

3 ①）。
（注10）　移転型計画とは、地域再生法第17条の 2 第

1 項第 1 号に掲げる事業に関する地方活力向

上地域等特定業務施設整備計画をいいます（措

法42の11の 3 ①）。地域再生法第17条の 2 第 1

項第 1 号に掲げる事業とは、集中地域のうち

特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域

から特定業務施設を地方活力向上地域又は準

地方活力向上地域に移転して整備する事業を

いいます。

2 　改正の内容

⑴　特別償却割合及び税額控除割合の引上げ
　特定建物等のうちその特定建物等に係る特定
業務施設が就業の機会の創出に著しく資するも
のとして次の③の要件を満たすものについて、
特別償却割合及び税額控除割合が次のとおり引
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き上げられました（措法42の12①一②一）。
（注）　この特別償却割合及び税額控除割合の引上

げ措置の対象となる特定建物等からは改修の

ための工事により取得又は建設をした特定建

物等を除くこととされています（措法42の12

①一）。したがって、下記⑵①の改正により新

たに対象とされた資産については、この引上

げ措置の対象外となります。

①　特別償却割合……その特定建物等に係る認
定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画
が拡充型計画に該当する場合には20％（改正
前：15％）
（注）　その特定建物等に係る認定地方活力向上

地域等特定業務施設整備計画が移転型計画

に該当する場合における特別償却割合の引

上げ措置はなく、改正前と同様の特別償却

割合（25％）が適用されます。

②　税額控除割合……次の場合の区分に応じそ
れぞれ次の割合
イ　その特定建物等に係る認定地方活力向上
地域等特定業務施設整備計画が拡充型計画
に該当する場合…… 5％（改正前： 4％）
ロ　その特定建物等に係る認定地方活力向上
地域等特定業務施設整備計画が移転型計画
に該当する場合…… 8％（改正前： 7％）

③　就業の機会の創出に著しく資する特定業務
施設の要件は、次の法人の区分に応じそれぞ
れ次の要件とされています（措令27の12②）。
イ　下記ロの法人以外の法人……次の要件
イ　一の特定業務施設（特定業務児童福祉
施設のうちその特定業務施設の新設に併
せて整備されるものを含みます。）を構
成する建物及びその附属設備並びに構築
物の取得価額の合計額が10億円以上のも
のであること。
ロ　次の特定雇用者の数を合計した数が60
人以上のものであること。
（注 1）　特定雇用者とは、法人の使用人で

雇用保険法第60条の 2 第 1 項第 1 号

に規定する一般被保険者に該当する

もののうち次の要件（無期雇用かつ

フルタイム）を満たすものをいいま

す（措令27の12③）。

Ａ�　その法人との間で労働契約法第

17条第 1 項に規定する有期労働契

約以外の労働契約を締結している

こと。

Ｂ�　短時間労働者及び有期雇用労働

者の雇用管理の改善等に関する法

律第 2 条第 1 項に規定する短時間

労働者でないこと。
（注 2）　上記（注 1）の使用人からは、そ

の法人の役員と特殊の関係にある次

の者及びその法人の使用人としての

職務を有する役員を除くこととされ

ています（措法42の12④一、措令27

の12⑤）。

Ａ　役員の親族

Ｂ�　役員と婚姻の届出をしていない

が事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者

Ｃ�　Ａ又はＢの者以外の者で役員か

ら生計の支援を受けているもの

Ｄ�　Ｂ又はＣの者と生計を一にする

これらの者の親族

Ａ　特定建物等を事業の用に供した事業
年度（以下「供用年度」といいます。）
に新たに雇用された特定雇用者でその
供用年度終了の日においてその特定建
物等に係る特定業務施設（以下「対象
施設」といいます。）に勤務するもの
の数
Ｂ　供用年度において集中地域内にある
事業所から対象施設に転勤した特定雇
用者でその供用年度終了の日において
その対象施設に勤務するものの数
（注）　上記Ｂの特定雇用者からは、その

供用年度において集中地域以外の地

域内にある事業所（その対象施設を

除きます。）に勤務していた者及び
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上記Ａの特定雇用者を除きます。

　なお、上記Ａ及びＢの特定雇用者の数
は、その数について記載された対象施設
の所在地を管轄する都道府県労働局又は
公共職業安定所の長がその法人に対して
交付する雇用促進計画の達成状況を確認
した旨を記載した書類の写しを確定申告
書等に添付することにより証明された数
です（措令27の12②二イロ、措規20の 7
①）。
（注 3）　雇用促進計画の達成状況を確認し

た旨を記載した書類とは、労働施策

の総合的な推進並びに労働者の雇用

の安定及び職業生活の充実等に関す

る法律施行規則附則第 8 条第 3 項に

規定する雇用促進計画の達成状況を

確認した旨を記載した書類（その法

人の同条第 1 項に規定する雇用促進

計画の達成状況のうちその対象施設

に係るものが確認できるものに限り

ます。）をいいます。
（注 4）　確定申告書等とは、法人税法第 2

条第30号に規定する中間申告書で同

法第72条第 1 項各号に掲げる事項を

記載したもの及び同法第144条の 4第

1 項各号又は第 2 項各号に掲げる事

項を記載したもの並びに同法第 2 条

第31号に規定する確定申告書をいい

ます（措法 2②二十八）。

　すなわち、仮決算をした場合の中

間申告書及び確定申告書をいい、確

定申告書には、その確定申告書に係

る期限後申告書を含むこととされて

います。
（注 5）　関係法令については、下記の（参

考 1）から（参考 4）までをご参照

ください。

ハ　認定地方活力向上地域等特定業務施設
整備計画の実施期間にその認定地方活力
向上地域等特定業務施設整備計画に係る

対象施設において増加させると見込まれ
る常時雇用する従業員の数として60人以
上の数が記載されたその認定地方活力向
上地域等特定業務施設整備計画に係るも
のであること。
　なお、本制度の適用を受ける事業年度
の確定申告書等にその特定建物等に係る
特定業務施設がこの要件を満たすことを
証する書類（その特定業務施設が記載さ
れている認定地方活力向上地域等特定業
務施設整備計画の写し）を添付しなけれ
ばならないこととされています（措令27
の12⑦、措規20の 7 ⑤）。

ロ　中小企業者（適用除外事業者又は通算適
用除外事業者に該当するものを除きます。）
……次の要件
イ　上記イロＡ及びＢの特定雇用者の数を
合計した数が20人以上のものであること。
ロ　認定地方活力向上地域等特定業務施設
整備計画の実施期間にその認定地方活力
向上地域等特定業務施設整備計画に係る
対象施設において増加させると見込まれ
る常時雇用する従業員の数として20人以
上の数が記載されたその認定地方活力向
上地域等特定業務施設整備計画に係るも
のであること。
　なお、本制度の適用を受ける事業年度
の確定申告書等にその特定建物等に係る
特定業務施設がこの要件を満たすことを
証する書類（その特定業務施設が記載さ
れている認定地方活力向上地域等特定業
務施設整備計画の写し）を添付しなけれ
ばならないこととされています（措令27
の12⑦、措規20の 7 ⑤）。

⑵　対象資産の見直し
　対象となる資産が、次のとおり見直されまし
た。
①　本制度の対象となる取得をした特定建物等
について、「その建設の後事業の用に供され
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たことがないもの」であることとの要件が除
外されました（措法42の12①）。これにより、
取得をする建物等及び構築物については、中
古の建物等及び構築物が対象となります。ま
た、この中古の建物等及び構築物の取得に伴
って行う改修のための工事により取得又は建
設をする建物等及び構築物も本制度の対象と
なります。なお、これらの資産の特別償却割
合は、10％（その特定建物等に係る認定地方
活力向上地域等特定業務施設整備計画が移転
型計画である場合には、15％）、税額控除割
合は、 2％（その特定建物等に係る認定地方
活力向上地域等特定業務施設整備計画が移転
型計画である場合には、 4％）とされていま
す（措法42の12①二②二）。
（注）　上記⑴の特別償却割合及び税額控除割合

の引上げ措置の対象となる特定建物等から

は改修のための工事により取得又は建設を

した特定建物等を除くこととされています

（措法42の12①一）。したがって、この改正

により新たに対象とされた資産については、

上記⑴の引上げ措置の対象外となります。

②　中小企業者（適用除外事業者又は通算適用
除外事業者に該当するものを除きます。）以
外の法人の適用対象となる特定建物等の取得
価額に係る要件が、4,500万円以上（改正前：
3,500万円以上）に引き上げられました（措
令27の12①）。

⑶　適用要件の見直し
　地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の
認定を受けた日（以下「認定日」といいます。）
からその認定に係る特定建物等を事業の用に供
した日を含む事業年度終了の日までの期間内に
おいて離職者がいないことにつき証明がされた
場合に限り、本制度の適用を受けることができ
ることとされました（措法42の12④）。
　上記の「離職者がいないことにつき証明がさ
れた場合」とは、特定業務施設の所在地を管轄
する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が

その法人に対して交付する労働施策の総合的な
推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の
充実等に関する法律施行規則附則第 8条第 3項
に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した
旨を記載した書類（離職者がいないことを確認
できるものに限ります。）を取得し、保存して
いる場合とされています（措令27の12④、措規
20の 7 ③）。なお、その法人が特定業務施設を
2以上有する場合には、その 2以上の特定業務
施設のうちいずれか 1の特定業務施設の所在地
を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所
の長がその法人に対して交付する書類とされて
います。
（注 1）　離職者とは、法人の雇用者であった者で

その法人の都合による理由によって離職を

したものをいいます（措法42の12④）。また、

離職とは、雇用保険法第 4 条第 2 項に規定

する離職をいいます（措法42の12④）。
（注 2）　法人の都合による理由とは、法人の都合

による労働者の解雇（労働施策の総合的な

推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生

活の充実等に関する法律施行規則附則第 8

条第 2 項第 4 号に規定する労働者の解雇を

いいます。以下同じです。）をいい、具体的

には、人員整理、事業の休廃止等による解

雇が該当します。なお、次に掲げる場合は

人員整理、事業の休廃止等による解雇に当

てはまりません。

①�　労働者の責めに帰すべき重大な事由に

よる解雇

②�　天災その他やむを得ない理由により事

業の継続が不可能となったことによる解

雇

③�　希望退職制度に応じて退職した場合、

退職勧奨に応じて退職した場合などの事

業主の勧奨等による任意退職（いわゆる

退職勧奨）
（注 3）　雇用者とは、法人の使用人のうち次の者

をいいます（措法42の 4 ④一・二）。

①�　雇用保険法第60条の 2 第 1 項第 1 号に
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規定する一般被保険者に該当するもの

②�　雇用保険法第37条の 2 第 1 項に規定す

る高年齢被保険者に該当するもの
（注 4）　上記（注 3）の使用人からは、その法人

の役員と特殊の関係にある次の者及びその

法人の使用人としての職務を有する役員を

除くこととされています（措法42の12④一、

措令27の12⑤）。

①　役員の親族

②�　役員と婚姻の届出をしていないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者

③�　①又は②の者以外の者で役員から生計

の支援を受けているもの

④�　②又は③の者と生計を一にするこれら

の者の親族
（注 5）　関係法令については、下記の（参考 1）

及び（参考 4）をご参照ください。
　また、本制度の適用を受けようとする法人が、
認定日から本制度の適用を受けようとする事業
年度（その認定に係る特定建物等を事業の用に
供した日を含む事業年度）終了の日までの期間
内に行われた合併、分割、現物出資又は現物分
配に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資
法人又は被現物分配法人である場合には、上記
の「離職者がいないこと」との要件には、その
合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合
併法人等（被合併法人、分割法人、現物出資法
人又は現物分配法人をいいます。）にその認定
日からその合併、分割、現物出資又は現物分配
の日の前日までの期間内において離職者がいな
いことを含むこととされています（措法42の12
⑧、措令27の12⑥）。なお、この場合における
離職者とは、その被合併法人等の雇用者であっ
た者でその被合併法人等の都合による労働者の
解雇によって離職をしたものをいいます。
（注 6）　現物分配とは、法人税法第 2 条第12号の

5の 2に規定する現物分配をいいます。なお、

その現物分配が残余財産の全部の分配に該

当する場合には、認定日の前日から本制度

の適用を受けようとする事業年度終了の日

の前日までの期間内においてその残余財産

が確定したものが対象となります（措令27

の12⑥）。また、その現物分配が残余財産の

全部の分配に該当する場合には、上記の「現

物分配の日」は、その残余財産の確定の日

の翌日となります（措令27の12⑥）。

⑷　認定期限の延長
　制度の適用の前提となる地方活力向上地域等
特定業務施設整備計画の認定期限が、令和10年
3 月31日まで 2年延長されました（措法42の12
①）。

⑸　その他関係法令の改正
　地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の
認定要件のうち、認定を受けた地方活力向上地
域等特定業務施設整備計画の実施期間に地方活
力向上地域等特定業務施設整備事業により整備
される特定業務施設において増加させると見込
まれる常時雇用する従業員の数が 5人以上（中
小企業等経営強化法第 2条第 1項に規定する中
小企業者の場合には、 1人以上）であることと
の要件について、特定業務施設において増加さ
せると見込まれる常時雇用する従業員の数は、
特定業務施設において新たに雇い入れる常時雇
用する従業員の数及びその特定業務施設に集中
地域にある他の事業所から転勤させる常時雇用
する従業員の数（改正前：特定業務施設におい
て新たに雇い入れる常時雇用する従業員の数及
びその特定業務施設に他の事業所から転勤させ
る常時雇用する従業員の数）が 5人以上（中小
企業等経営強化法第 2条第 1項に規定する中小
企業者の場合には、 1人以上）であることとさ
れました（地再規33一）。
（注）　関係法令については、下記の（参考 5）及

び（参考 6）をご参照ください。
（参考 1）　雇用保険法（昭和49年法律第116号）

（定義）

第 4条　省　略

2 　この法律において「離職」とは、被保
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険者について、事業主との雇用関係が終

了することをいう。

3～ 5　省　略

（高年齢被保険者）

第37条の 2 　65歳以上の被保険者（第38条

第 1 項に規定する短期雇用特例被保険者

及び第43条第 1 項に規定する日雇労働被

保険者を除く。以下「高年齢被保険者」

という。）が失業した場合には、この節の

定めるところにより、高年齢求職者給付

金を支給する。

2　省　略

（教育訓練給付金）

第60条の 2 　教育訓練給付金は、次の各号

のいずれかに該当する者（以下「教育訓

練給付金支給対象者」という。）が、厚生

労働省令で定めるところにより、雇用の

安定及び就職の促進を図るために必要な

職業に関する教育訓練として厚生労働大

臣が指定する教育訓練を受け、当該教育

訓練を修了した場合（当該教育訓練を受

けている場合であつて厚生労働省令で定

める場合を含み、当該教育訓練に係る指

定教育訓練実施者により厚生労働省令で

定める証明がされた場合に限る。）におい

て、支給要件期間が 3年以上であるときに、

支給する。

一　当該教育訓練を開始した日（以下こ

の条において「基準日」という。）に一

般被保険者（被保険者のうち、高年齢

被保険者、短期雇用特例被保険者及び

日雇労働被保険者以外の者をいう。以

下同じ。）又は高年齢被保険者である者

二　省　略

2～ 5　省　略
（参考 2）　労働契約法（平成19年法律第128号）

（契約期間中の解雇等）

第17条　使用者は、期間の定めのある労働

契約（以下この章において「有期労働契

約」という。）について、やむを得ない事

由がある場合でなければ、その契約期間

が満了するまでの間において、労働者を

解雇することができない。

2　省　略
（参考 3）　短時間労働者及び有期雇用労働者の雇

用管理の改善等に関する法律（平成 5 年

法律第76号）

（定義）

第 2条　この法律において「短時間労働者」

とは、 1 週間の所定労働時間が同一の事

業主に雇用される通常の労働者（当該事

業主に雇用される通常の労働者と同種の

業務に従事する当該事業主に雇用される

労働者にあっては、厚生労働省令で定め

る場合を除き、当該労働者と同種の業務

に従事する当該通常の労働者）の 1 週間

の所定労働時間に比し短い労働者をいう。

2・ 3　省　略
（参考 4）　労働施策の総合的な推進並びに労働者

の雇用の安定及び職業生活の充実等に関

する法律施行規則（昭和41年労働省令第

23号）

附　則

（雇用促進計画を活用した雇用に関する援

助）

第 8 条　職業安定機関は、平成23年 8 月 1

日から令和13年 3 月30日までの間、個人

又は法人が、当該個人又は法人により作

成された労働者の雇入れを促進するため

の計画（以下この条において「雇用促進

計画」という。）を提出してその確実な実

施を図るための援助を求めたときは、法

第15条に規定する雇用に関する援助とし

て、当該個人又は法人に対して必要な助

言その他の措置を行わなければならない。

2 　職業安定機関は、前項の雇用促進計画

に係る援助を行う場合には、次に掲げる

事項を考慮して、これを行わなければな

らない。

一～三　省　略
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四　雇用促進計画の期間の初日から起算

して 1 年前の日から当該雇用促進計画

の期間の末日までの間における個人又

は法人の都合による労働者の解雇（天

災その他やむを得ない理由のために事

業の継続が不可能になつたこと又は労

働者の責めに帰すべき理由により行つ

たものを除く。）の有無

五　省　略

3 　職業安定機関は、個人又は法人からの

求めがあつた場合には、第 1 項の雇用促

進計画の達成状況について確認し、当該

雇用促進計画の期間の終了後の当該個人

又は法人の雇入れの促進に資するよう、

必要な助言その他の措置を行わなければ

ならない。この場合において、職業安定

機関は、当該個人又は法人からの求めに

応じて、当該雇用促進計画の達成状況を

確認した旨を記載した書類その他雇入れ

の促進に資する書類を交付することがで

きる。
（参考 5）　中小企業等経営強化法（平成11年法律

第18号）

（定義）

第 2 条　この法律において「中小企業者」

とは、次の各号のいずれかに該当する者

をいう。

一　資本金の額又は出資の総額が 3 億円

以下の会社並びに常時使用する従業員

の数が300人以下の会社及び個人であっ

て、製造業、建設業、運輸業その他の

業種（次号から第 4 号までに掲げる業

種及び第 5 号の政令で定める業種を除

く。）に属する事業を主たる事業として

営むもの

二　資本金の額又は出資の総額が 1 億円

以下の会社並びに常時使用する従業員

の数が100人以下の会社及び個人であっ

て、卸売業（第 5 号の政令で定める業

種を除く。）に属する事業を主たる事業

として営むもの

三　資本金の額又は出資の総額が5,000万

円以下の会社並びに常時使用する従業

員の数が100人以下の会社及び個人であ

って、サービス業（第 5 号の政令で定

める業種を除く。）に属する事業を主た

る事業として営むもの

四　資本金の額又は出資の総額が5,000万

円以下の会社並びに常時使用する従業

員の数が50人以下の会社及び個人であ

って、小売業（次号の政令で定める業

種を除く。）に属する事業を主たる事業

として営むもの

五　資本金の額又は出資の総額がその業

種ごとに政令で定める金額以下の会社

並びに常時使用する従業員の数がその

業種ごとに政令で定める数以下の会社

及び個人であって、その政令で定める

業種に属する事業を主たる事業として

営むもの

六　企業組合

七　協業組合

八　事業協同組合、事業協同小組合、商

工組合、協同組合連合会その他の特別

の法律により設立された組合及びその

連合会であって、政令で定めるもの

2～15　省　略
（参考 6）　地域再生法施行規則（平成17年内閣府

令第53号）

（特定業務施設において常時雇用する従業

員に関する要件）

第33条　法第17条の 2 第 3 項第 2 号の内閣

府令で定める要件は、次に掲げるものと

する。

一　認定地方活力向上地域等特定業務施

設整備計画（法第17条の 2 第 6 項に規

定する認定地方活力向上地域等特定業

務施設整備計画をいう。以下同じ。）の

実施期間に地方活力向上地域等特定業

務施設整備事業により整備される特定
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業務施設において増加させると見込ま

れる第31条第 1 号イ又はロに掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ同号イ又は

ロに定める常時雇用する従業員の数が

5 人以上（中小企業者の場合は、 1 人

以上）であること。

二　省　略

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴から⑶までの改正は、地方活力向上
地域等特定業務施設整備計画について令和 8年

4月 1日以後に認定を受ける法人が取得等をす
るその認定に係る認定地方活力向上地域等特定
業務施設整備計画に記載された特定建物等につ
いて適用し、地方活力向上地域等特定業務施設
整備計画について同日前に認定を受けた法人が
取得又は建設をするその認定に係る認定地方活
力向上地域等特定業務施設整備計画に記載され
た特定建物等については、従前どおりとされて
います（改正法附則53、改正措令附則15）。
⑵　上記 2 ⑸の改正は、令和 8年 4月 1日から施
行されています（改正地再規附則）。

九�　地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の�
法人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴及び⑵の措置によって構成
されています。

⑴　地方事業所基準雇用者数に係る措置
　この措置は、青色申告書を提出する法人で認
定事業者であるものが、適用年度において、次
の①の要件を満たす場合には、次の②の金額の
税額控除ができるというものです（措法42の12
①）。なお、控除を受ける金額は、当期の調整
前法人税額の20％相当額を上限とすることとさ
れています（措法42の12①後段）。
（注）　認定事業者とは、地域再生法の一部を改正

する法律（平成27年法律第49号）の施行の日

（平成27年 8 月10日）から令和 8 年 3 月31日ま

での間に地方活力向上地域等特定業務施設整

備計画について地域再生法の認定（以下「計

画の認定」といいます。）を受けた法人をいい

ます（措法42の12①）。

①　雇用保険法に規定する適用事業を行い、か
つ、他の法律により業務の規制及び適正化の
ための措置が講じられている事業（風俗営業
又は性風俗関連特殊営業に該当する事業）を
行っていないこと。

②　次の金額の合計額
イ　30万円に、その法人のその適用年度の地
方事業所基準雇用者数のうちその適用年度
の特定新規雇用者数に達するまでの数（以
下「特定新規雇用者基礎数」といいます。）
を乗じて計算した金額（措法42の12①二
イ）
（注）　地方事業所基準雇用者数とは、地方活

力向上地域等特定業務施設整備計画につ

いて計画の認定を受けた法人（その地方

活力向上地域等特定業務施設整備計画に

係る基準日が適用年度開始の日から起算

して 2 年前の日からその適用年度終了の

日までの期間内であるものに限ります。）

のその計画の認定に係る特定業務施設

（以下「適用対象特定業務施設」といいま

す。）のみをその法人の事業所とみなした

場合における基準雇用者数として証明が

された数をいいます（措法42の12⑥七、

措令27の12③、措規20の 7 ①）。

　なお、この金額は、移転型特定新規雇用
者数がある場合には、20万円に、その特定
新規雇用者基礎数のうちその移転型特定新
規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算
した金額を加算した金額とすることとされ
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ています（措法42の12①二イ）。
ロ　20万円に、その法人のその適用年度の地
方事業所基準雇用者数からその適用年度の
新規雇用者総数を控除した数のうちその適
用年度の特定非新規雇用者数に達するまで
の数（以下「特定非新規雇用者基礎数」と
いいます。）を乗じて計算した金額（措法
42の12①二ロ）
　なお、この金額は、適用年度の移転型地
方事業所基準雇用者数からその適用年度の
移転型新規雇用者総数を控除した数のうち
その適用年度の移転型特定非新規雇用者数
に達するまでの数（以下「移転型特定非新
規雇用者基礎数」といいます。）が 0 を超
える場合には、20万円に、その特定非新規
雇用者基礎数のうちその移転型特定非新規
雇用者基礎数に達するまでの数を乗じて計
算した金額を加算した金額とすることとさ
れています（措法42の12①二ロ）。

⑵　地方事業所特別基準雇用者数に係る措置
　この措置は、青色申告書を提出する法人で認
定事業者（移転型計画について計画の認定を受
けた法人に限ります。）であるもののうち、上
記⑴の措置の適用を受ける又は受けたもの（地
方活力向上地域等において特定建物等を取得し
た場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度
の適用を受ける事業年度においてその適用を受
けないものとしたならば、上記⑴の措置の適用
があるものを含みます。）が、その適用を受け
る事業年度以後の各適用年度（その地方活力向
上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以
後に終了する事業年度で基準雇用者数又は地方
事業所基準雇用者数が 0に満たない事業年度以
後の事業年度を除きます。）において、雇用保
険法に規定する適用事業を行い、かつ、他の法
律により業務の規制及び適正化のための措置が
講じられている事業（風俗営業又は性風俗関連
特殊営業に該当する事業）を行っていない場合
には、その適用年度において、40万円にその法

人のその適用年度の地方事業所特別基準雇用者
数を乗じて計算した金額（その計画の認定に係
る特定業務施設が準地方活力向上地域内にある
場合には、30万円にその特定業務施設に係るそ
の法人のその適用年度の地方事業所特別基準雇
用者数を乗じて計算した金額となります。）の
税額控除ができるというものです（措法42の12
②）。
（注）　地方事業所特別基準雇用者数とは、地方活

力向上地域等特定業務施設整備計画（移転型

計画に限ります。）について計画の認定を受け

た法人（その地方活力向上地域等特定業務施

設整備計画に係る基準日が適用年度開始の日

から起算して 2 年前の日からその適用年度終

了の日までの期間内であるものに限ります。）

のその適用年度及びその適用年度前の各事業

年度のうち、その基準日以後に終了する各事

業年度の①の数のうち②の数に達するまでの

数の合計数をいいます（措法42の12⑥十六、

措令27の12⑪、措規20の 7 ③）。

①�　その法人のその計画の認定に係る特定業

務施設のみをその法人の事業所とみなした

場合における基準雇用者数として証明がさ

れた数

②�　その法人のその計画の認定に係る特定業

務施設のみをその法人の事業所と、その法

人の特定雇用者のみをその法人の雇用者と、

それぞれみなした場合における基準雇用者

数として証明がされた数

　なお、控除を受ける金額は、当期の調整前法
人税額の20％相当額を上限とすることとされて
おり、上記⑴の措置により調整前法人税額から
控除される金額又は地方活力向上地域等におい
て特定建物等を取得した場合の特別償却又は法
人税額の特別控除制度における税額控除により
調整前法人税額から控除される金額がある場合
には、その調整前法人税額の20％相当額からこ
れらの金額を控除した残額を上限とすることと
されています（措法42の12②後段）。
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2 　改正の内容

　認定の期限（令和 8年 3月31日）の到来をもっ
て、制度が廃止されました（旧措法42の12、旧措
令27の12、旧措規20の 7 ）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、地方活力向上地域等特定業務
施設整備計画について令和 8年 4月 1日前に計画
の認定を受けた法人のその地方活力向上地域等特
定業務施設整備計画に係る適用年度分の法人税に
ついては、従前どおりとされています（改正法附
則54）。
（注 １）　適用年度とは、地方活力向上地域等特定業

務施設整備計画について計画の認定を受けた

法人のその地方活力向上地域等特定業務施設

整備計画に係る基準日からその基準日の翌日

以後 ２ 年を経過する日までの期間内の日を含

む事業年度をいいます（旧措法42の12⑥三）。

なお、設立（合併、分割又は現物出資による

設立を除きます。）の日（次の法人については、

それぞれ次の日）を含む事業年度、解散（合

併による解散を除きます。）の日を含む事業年

度及び清算中の各事業年度を除くこととされ

ています（旧措法42の12⑥三）。

　⑴�　外国法人……恒久的施設を有することと

なった日

　⑵�　新たに収益事業を開始した公益法人等又

は人格のない社団等……その開始した日

　⑶�　公共法人に該当していた収益事業を行う

公益法人等……その公益法人等に該当する

こととなった日

　⑷�　公共法人又は収益事業を行っていない公

益法人等に該当していた普通法人又は協同

組合等……その普通法人又は協同組合等に

該当することとなった日
（注 ２）　基準日とは、地方活力向上地域等特定業務

施設整備計画について計画の認定を受けた日

（その地方活力向上地域等特定業務施設整備計

画が特定業務施設の新設に係るものである場

合には、その特定業務施設を事業の用に供し

た日）をいいます（旧措法42の12⑥二）。

十�　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の�
特別償却又は法人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、中小企業者等が、平成29年 4 月 1
日から令和 9年 3月31日までの間に、生産等設備
を構成する次の減価償却資産のうちその中小企業
者等の特定認定に係る特定経営力向上計画に記載
された一定の規模のもの（以下「特定経営力向上
設備等」といいます。）でその製作若しくは建設
の後事業の用に供されたことのないものの取得又
は特定経営力向上設備等の製作若しくは建設をし
て、これを国内にあるその中小企業者等の営む指
定事業の用に供した場合には、その指定事業の用
に供した日を含む事業年度において、その特定経
営力向上設備等の特別償却限度額（次の⑴又は⑵
の減価償却資産の区分に応じそれぞれ⑴又は⑵の

金額をいいます。）の特別償却と税額控除限度額
（次の⑶又は⑷の減価償却資産の区分に応じそれ
ぞれ⑶又は⑷の金額をいいます。）の税額控除と
の選択適用ができるというものです（措法42の12
の 4 ①②）。
⑴　機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附
属設備並びに特定ソフトウエアで、中小企業等
経営強化法第17条第 3項に規定する経営力向上
設備等（中小企業等経営強化法施行規則第16条
第 2項に規定する経営力向上に著しく資する設
備等に限ります。）に該当するもの（下記⑵に
該当するものを除きます。）……その取得価額
から普通償却限度額を控除した金額に相当する
金額
⑵　機械及び装置、工具、器具及び備品、建物及
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びその附属設備並びに特定ソフトウエアで、中
小企業等経営強化法第17条第 3項に規定する経
営力向上設備等（建物の新設又は増設をする場
合におけるその建物を含む生産等設備を構成す
るもので、中小企業等経営強化法施行規則第16
条第 3項に規定する経営力向上及び経営の規模
の拡大に著しく資する設備等に限ります。）に
該当するもの（以下「特定機械装置等」といい
ます。）……次の減価償却資産の区分に応じそ
れぞれ次の金額
①　機械及び装置、工具、器具及び備品並びに
特定ソフトウエア……その取得価額（60億円
が上限とされています。②において同じで
す。）から普通償却限度額を控除した金額に
相当する金額
②　建物及びその附属設備……その取得価額の
15％（特定建物等については、25％）に相当
する金額

⑶　上記⑴の減価償却資産及び特定機械装置等の
うち上記⑵①のもの……その取得価額（特定機
械装置等のうち上記⑵①のものについては、60
億円が上限とされています。）の 7 ％（中小企
業者等のうち資本金の額又は出資金の額が
3,000万円以下の法人等がその指定事業の用に
供したこれらの減価償却資産については、10
％）相当額
⑷　特定機械装置等のうち上記⑵②のもの……そ
の取得価額（60億円が上限とされています。）
の 1％（特定建物等については、 2％）相当額
　税額控除の適用を受ける場合における控除を受
ける金額は、中小企業投資促進税制における税額
控除と合計して当期の調整前法人税額の20％相当
額を上限とすることとし、税額控除限度超過額に
ついては、 1年間の繰越しができることとされて
います（措法42の12の 4 ②～④）。
　ただし、合併による解散以外の解散の日を含む
事業年度及び清算中の各事業年度は、この制度の
適用を受けることはできません（措法42の12の 4
①～③）。
（注）　一定の規模のものとは、次の減価償却資産の

区分に応じそれぞれ次の規模のものをいいます

（措法42の12の 4 ①、措令27の12の 4 ②）。

⑴�　上記⑴の減価償却資産……次の減価償却資

産の区分に応じそれぞれ次の規模のもの

　①�　機械及び装置…… 1 台又は 1 基の取得価

額が160万円以上のもの

　②�　工具、器具及び備品…… 1 台又は 1 基の

取得価額が30万円以上のもの

　③�　建物附属設備……一の建物附属設備の取

得価額が60万円以上のもの

　④�　ソフトウエア……一のソフトウエアの取

得価額が70万円以上のもの

⑵�　上記⑵の減価償却資産……次の減価償却資

産の区分に応じそれぞれ次の規模のもの

　①�　機械及び装置…… 1 台又は 1 基の取得価

額が160万円以上のもの

　②�　工具、器具及び備品…… 1 台又は 1 基の

取得価額が30万円以上のもの

　③�　建物及びその附属設備……一の建物及び

その附属設備の取得価額の合計額が1,000万

円以上のもの

　④�　ソフトウエア……一のソフトウエアの取

得価額が70万円以上のもの

2 　改正の内容

⑴　対象事業年度に係る改正
　対象となる事業年度から、後述「十三　特定
生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又
は法人税額の特別控除制度」における産業競争
力強化法の特定生産性向上設備等に係る確認を
受けた法人のその特定生産性向上設備等の投資
に関する計画の期間として財務省令で定める期
間内の日を含む各事業年度が除外されました
（措法42の12の 4 ①）。
（注）　財務省令で定める期間は、今後定められる

予定です。

⑵　工具、器具及び備品の取得価額要件の引上げ
　工具、器具及び備品の取得価額要件（上記 1
（注）⑴②、⑵②）が、40万円以上（改正前：
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30万円以上）に引き上げられました（措令27の
12の 4 ②一ロ、二ロ）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、経済社会情勢の変化を踏
まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るた
めの産業競争力強化法等の一部を改正する法律
（令和 8 年法律第29号）の施行の日から施行す
ることとされています（改正法附則 1十四）。
（注）　経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業

活動の持続的な発展を図るための産業競争力

強化法等の一部を改正する法律（令和 8 年法

律第29号）の施行の日は、同法の公布の日（令

和 8 年 6 月 5 日）から起算して 3 月を超えな

い範囲内において政令で定める日とされてお

り（同法附則 1）、その政令は、今後定められ

ます。

⑵　上記 2 ⑵の改正は、中小企業者等が令和 8年
4月 1日以後に取得又は製作若しくは建設をす
る特定経営力向上設備等について適用し、中小
企業者等が同日前に取得又は製作若しくは建設
をした特定経営力向上設備等については、従前
どおりとされています（改正措令附則16）。

十一　給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴から⑶までの措置によって
構成されています。

⑴　法人の継続雇用者給与等支給額が増加した場
合に係る措置
　この措置は、青色申告書を提出する法人が、
令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日までの
間に開始する各事業年度において国内雇用者に
対して給与等を支給する場合において、その事
業年度において継続雇用者給与等支給増加割合
が 3％以上であるとき（その事業年度終了の時
において、その法人の資本金の額若しくは出資
金の額が10億円以上であり、かつ、その法人の
常時使用する従業員の数が1,000人以上である
場合又はその事業年度終了の時においてその法
人の常時使用する従業員の数が2,000人を超え
る場合には、給与等の支給額の引上げの方針、
中小受託事業者その他の取引先との適切な関係
の構築の方針その他の事項（以下「マルチステ
ークホルダー方針」といいます。）を公表して
いる場合に限ります。）は、その法人のその事
業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額（そ
の事業年度において、地方活力向上地域等にお

いて雇用者の数が増加した場合の法人税額の特
別控除制度（措法42の12）の適用を受ける場合
には、その適用による控除を受ける金額の計算
の基礎となった者に対する給与等の支給額とし
て計算した金額を控除した残額）の10％（その
事業年度において次の要件を満たす場合には、
それぞれ次の割合（その事業年度において次の
要件のうち 2以上の要件を満たす場合には、そ
れぞれの割合を合計した割合）を加算した割
合）相当額の税額控除ができるというものです
（措法42の12の 5 ①）。
①　継続雇用者給与等支給増加割合が 4％以上
であること……次の割合
イ　継続雇用者給与等支給増加割合が 4％以
上 5％未満である場合…… 5％
ロ　継続雇用者給与等支給増加割合が 5％以
上 7％未満である場合……10％
ハ　継続雇用者給与等支給増加割合が 7％以
上である場合……15％

②　次の要件の全てを満たすこと…… 5％
イ　その法人のその事業年度の所得の金額の
計算上損金の額に算入される教育訓練費の
額からその比較教育訓練費の額を控除した
金額のその比較教育訓練費の額に対する割
合が10％以上であること。
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ロ　その法人のその事業年度の所得の金額の
計算上損金の額に算入される教育訓練費の
額のその法人の雇用者給与等支給額に対す
る割合が0.05％以上であること。

③　その事業年度終了の時において次の者のい
ずれかに該当すること…… 5％
イ　次世代育成支援対策推進法第15条の 3第
1項に規定する特例認定一般事業主

ロ　女性の職業生活における活躍の推進に関
する法律第13条第 1項に規定する特例認定
一般事業主

（注 1）　国内雇用者とは、法人の使用人のうちそ

の法人の有する国内の事業所に勤務する雇

用者に該当するものをいいます（措法42の

12の 5 ⑤二）。
（注 2）　継続雇用者給与等支給増加割合とは、法

人の継続雇用者給与等支給額からその継続

雇用者比較給与等支給額を控除した金額の

その継続雇用者比較給与等支給額に対する

割合をいいます（措法42の12の 5 ①）。
（注 3）　継続雇用者給与等支給額とは、継続雇用

者（法人の各事業年度（以下「適用年度」

といいます。）及びその適用年度開始の日の

前日を含む事業年度（以下「前事業年度」

といいます。）の期間内の各月分のその法人

の給与等の支給を受けた国内雇用者をいい

ます。以下同じです。）に対するその適用年

度の給与等の支給額（補塡額がある場合には、

その補塡額を控除した金額。以下同じで

す。）をいい（措法42の12の 5 ⑤四）、継続

雇用者比較給与等支給額とは、その法人の

継続雇用者に対する前事業年度の給与等の

支給額をいいます（措法42の12の 5 ⑤五）。
（注 4）　補塡額とは、その給与等に充てるため他

の者（その法人が外国法人である場合の法

人税法第138条第 1 項第 1 号に規定する本店

等を含みます。以下同じです。）から支払を

受ける金額（国又は地方公共団体から受け

る雇用保険法第62条第 1 項第 1 号に掲げる

事業として支給が行われる助成金その他こ

れに類するものの額及び役務の提供の対価

として支払を受ける金額を除きます。）をい

います（措法42の12の 5 ⑤四）。
（注 5）　控除対象雇用者給与等支給増加額とは、

法人の雇用者給与等支給額からその比較雇

用者給与等支給額を控除した金額（その金

額がその法人の調整雇用者給与等支給増加

額を超える場合には、その調整雇用者給与

等支給増加額）をいいます（措法第42の12

の 5 ⑤六）。
（注 6）　雇用者給与等支給額とは、法人の適用年

度の所得の金額の計算上損金の額に算入さ

れる国内雇用者に対する給与等の支給額を

いい（措法42の12の 5 ⑤九）、比較雇用者給

与等支給額とは、法人の前事業年度の所得

の金額の計算上損金の額に算入される国内

雇用者に対する給与等の支給額をいいます

（措法42の12の 5 ⑤十一）。
（注 7）　調整雇用者給与等支給増加額とは、雇用

者給与等支給額（その雇用者給与等支給額

の計算の基礎となる給与等に充てるための

雇用安定助成金額がある場合には、その雇

用安定助成金額を控除した金額）から比較

雇用者給与等支給額（その比較雇用者給与

等支給額の計算の基礎となる給与等に充て

るための雇用安定助成金額がある場合には、

その雇用安定助成金額を控除した金額）を

控除した金額をいいます（措法42の12の 5

⑤六）。
（注 8）　教育訓練費とは、法人がその国内雇用者

の職務に必要な技術又は知識を習得させ、

又は向上させるために支出する費用をいい

（措法42の12の 5 ⑤七）、比較教育訓練費の

額とは、法人の適用年度開始の日前 1 年以

内に開始した各事業年度の所得の金額の計

算上損金の額に算入される教育訓練費の額

の合計額をその 1 年以内に開始した各事業

年度の数で除して計算した金額をいいます

（措法42の12の 5 ⑤八）。
（注 9）　教育訓練費の額は、その教育訓練費に充
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てるため他の者から支払を受ける金額があ

る場合には、その金額を控除した金額とな

ります（措法42の12の 5 ①二イ）。

　なお、控除を受ける金額は、当期の調整前法
人税額の20％相当額を上限とすることとされて
います（措法42の12の 5 ①後段）。
　ただし、設立事業年度、合併による解散以外
の解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業
年度は、この措置の適用を受けることはできま
せん（措法42の12の 5 ①）。

⑵　特定法人の継続雇用者給与等支給額が増加し
た場合に係る措置
　この措置は、青色申告書を提出する法人が、
令和 6年 4月 1日から令和 9年 3月31日までの
間に開始する各事業年度において国内雇用者に
対して給与等を支給する場合で、かつ、その事
業年度終了の時において特定法人に該当する場
合において、その事業年度において継続雇用者
給与等支給増加割合が 3％以上であるとき（そ
の事業年度終了の時において、その法人の資本
金の額又は出資金の額が10億円以上であり、か
つ、その法人の常時使用する従業員の数が
1,000人以上である場合には、マルチステーク
ホルダー方針を公表している場合に限ります。）
は、その法人のその事業年度の控除対象雇用者
給与等支給増加額（その事業年度において、地
方活力向上地域等において雇用者の数が増加し
た場合の法人税額の特別控除制度（措法42の
12）の適用を受ける場合には、その適用による
控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対
する給与等の支給額として計算した金額を控除
した残額）の10％（その事業年度において次の
要件を満たす場合には、それぞれ次の割合（そ
の事業年度において次の要件のうち 2以上の要
件を満たす場合には、それぞれの割合を合計し
た割合）を加算した割合）相当額の税額控除が
できるというものです（措法42の12の 5 ②）。
①　継続雇用者給与等支給増加割合が 4％以上
であること……15％

②　次の要件の全てを満たすこと…… 5％
イ　その法人のその事業年度の所得の金額の
計算上損金の額に算入される教育訓練費の
額からその比較教育訓練費の額を控除した
金額のその比較教育訓練費の額に対する割
合が10％以上であること。
ロ　その法人のその事業年度の所得の金額の
計算上損金の額に算入される教育訓練費の
額のその法人の雇用者給与等支給額に対す
る割合が0.05％以上であること。

③　次の要件のいずれかを満たすこと…… 5％
イ　その事業年度終了の時において次世代育
成支援対策推進法第15条の 3第 1項に規定
する特例認定一般事業主に該当すること。
ロ　その事業年度において女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する法律第 9条の認
定を受けたこと（その認定が女性の職業生
活における活躍の推進に関する法律に基づ
く一般事業主行動計画等に関する省令第 8
条第 1項第 3号に規定する事業主の類型に
係るものである場合に限ります。）。
ハ　その事業年度終了の時において女性の職
業生活における活躍の推進に関する法律第
13条第 1項に規定する特例認定一般事業主
に該当すること。

（注）　特定法人とは、常時使用する従業員の数が

2,000人以下の法人（その法人及びその法人と

の間にその法人による法人税法第 2 条第12号

の 7 の 5 に規定する支配関係がある他の法人

の常時使用する従業員の数の合計数が 1 万人

を超えるものを除きます。）をいいます（措法

42の12の 5 ⑤十）。

　なお、控除を受ける金額は、当期の調整前法
人税額の20％相当額を上限とすることとされて
います（措法42の12の 5 ②後段）。
　ただし、上記⑴の措置の適用を受ける事業年
度、設立事業年度、合併による解散以外の解散
の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は、
この措置の適用を受けることはできません（措
法42の12の 5 ②）。
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⑶　中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加し
た場合に係る措置
　この措置は、中小企業者等が、平成30年 4 月
1 日から令和 9年 3月31日までの間に開始する
各事業年度において国内雇用者に対して給与等
を支給する場合において、その事業年度におい
て雇用者給与等支給増加割合が1.5％以上であ
るときは、その中小企業者等のその事業年度の
控除対象雇用者給与等支給増加額（その事業年
度において、地方活力向上地域等において雇用
者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制
度（措法42の12）の適用を受ける場合には、そ
の適用による控除を受ける金額の計算の基礎と
なった者に対する給与等の支給額として計算し
た金額を控除した残額）の15％（その事業年度
において次の要件を満たす場合には、それぞれ
次の割合（その事業年度において次の要件のう
ち 2以上の要件を満たす場合には、それぞれの
割合を合計した割合）を加算した割合）相当額
の税額控除ができるというものです（措法42の
12の 5 ③）。
①　雇用者給与等支給増加割合が2.5％以上で
あること……15％
②　次の要件の全てを満たすこと……10％
イ　その中小企業者等のその事業年度の所得
の金額の計算上損金の額に算入される教育
訓練費の額からその比較教育訓練費の額を
控除した金額のその比較教育訓練費の額に
対する割合が 5％以上であること。
ロ　その中小企業者等のその事業年度の所得
の金額の計算上損金の額に算入される教育
訓練費の額のその中小企業者等の雇用者給
与等支給額に対する割合が0.05％以上であ
ること。

③　次の要件のいずれかを満たすこと…… 5％
イ　その事業年度において次世代育成支援対
策推進法第13条の認定を受けたこと（その
認定が次のものである場合に限ります。）。
イ　次世代育成支援対策推進法施行規則第
4条第 1項第 1号に規定する事業主の類

型に係るもの
ロ　次世代育成支援対策推進法施行規則第
4条第 1項第 2号に規定する事業主の類
型に係るもの

ロ　その事業年度終了の時において次世代育
成支援対策推進法第15条の 3第 1項に規定
する特例認定一般事業主に該当すること。
ハ　その事業年度において女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する法律第 9条の認
定を受けたこと（その認定が女性の職業生
活における活躍の推進に関する法律に基づ
く一般事業主行動計画等に関する省令第 8
条第 1項第 2号又は第 3号に規定する事業
主の類型に係るものである場合に限りま
す。）。
ニ　その事業年度終了の時において女性の職
業生活における活躍の推進に関する法律第
13条第 1項に規定する特例認定一般事業主
に該当すること。

（注）　雇用者給与等支給増加割合とは、中小企業

者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用

者給与等支給額を控除した金額のその比較雇

用者給与等支給額に対する割合をいいます（措

法42の12の 5 ③）。

　なお、控除を受ける金額は、当期の調整前法
人税額の20％相当額を上限とすることとし、税
額控除限度超過額については、 5年間の繰越し
ができることとされています（措法42の12の 5
③④）。
　ただし、上記⑴又は⑵の措置の適用を受ける
事業年度、設立事業年度、合併による解散以外
の解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業
年度は、この措置の適用を受けることはできま
せん（措法42の12の 5 ③）。

2 　改正の内容

⑴　法人の継続雇用者給与等支給額が増加した場
合に係る措置（上記 1⑴）の廃止
　本措置は、令和 8年 3月31日をもって廃止さ
れました（旧措法42の12の 5 ①）。
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　これは、足元では賃金の上昇率がバブル期以
来の水準となる高い伸びを示しており、本措置
の要件となる水準を大きく上回る状況にあるこ
と等に鑑み、コーポレートガバナンス改革に基
づく人的資本への投資促進の要請や、中小企業
の人手不足感が大企業よりも強い状況等を踏ま
え、本措置については、適用期限の到来を待た
ずして、廃止することとされたものです。

⑵　特定法人の継続雇用者給与等支給額が増加し
た場合に係る措置（上記 1⑵）の見直し
　本措置については、適用期限（令和 9年 3月
31日）の到来をもって廃止することとされまし
たが、適用期限到来までの間のより一層の賃上
げを促す観点から次の①から③までの見直しが
行われました。
①　原則の税額控除割合（10％）を適用できる
場合が、継続雇用者給与等支給増加割合が 4
％以上（改正前： 3％以上）である場合とさ
れました（措法42の12の 5 ①）。
②　継続雇用者給与等支給増加割合が 4％以上
である場合に税額控除割合に15％を加算する
措置（上記 1 ⑵①）について、その継続雇用
者給与等支給増加割合が 5％以上である場合
に税額控除割合に 5％（その継続雇用者給与
等支給増加割合が 6％以上である場合には、
15％）を加算する措置とされました（措法42
の12の 5 ①一）。
③　教育訓練費に係る上乗せ措置（上記 1 ⑵
②）が廃止されました（旧措法42の12の 5 ②
二）。

⑶　中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加し
た場合に係る措置（上記 1⑶）の見直し
　本措置における教育訓練費に係る上乗せ措置
（上記 1 ⑶②）が廃止されました（旧措法42の
12の 5 ③二）。

3 　適用関係及び経過措置

　上記 2の改正は、法人の令和 8年 4月 1日以後
に開始する事業年度分の法人税について適用し、
法人の同日前に開始した事業年度分の法人税につ
いては、従前どおりとされています（改正法附則
50）。
　なお、地方活力向上地域等において雇用者の数
が増加した場合の法人税額の特別控除制度（旧措
法42の12）が廃止されたことにより（前述「九　
地方活力向上地域等において雇用者の数が増加し
た場合の法人税額の特別控除制度」参照）、同制
度の適用を受ける場合における控除対象雇用者給
与等支給増加額の調整規定も削除されていますが、
廃止に伴う経過措置により同制度の適用を受ける
場合（地方活力向上地域等特定業務施設整備計画
について令和 8年 4月 1日前に計画の認定を受け
た法人のその地方活力向上地域等特定業務施設整
備計画に係る適用年度分の法人税については、従
前どおりとされている（前述「九　地方活力向上
地域等において雇用者の数が増加した場合の法人
税額の特別控除制度」参照）ことから、令和 8年
4月 1日以後に開始する事業年度についても同制
度の適用があることになります。）には、引き続
き、本制度における控除対象雇用者給与等支給増
加額は、その適用による控除を受ける金額の計算
の基礎となった者に対する給与等の支給額として
計算した金額を控除した残額とすることとされて
います（改正法附則55、改正措令附則17）。
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十二�　生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法
人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴及び⑵によって構成されて
います。

⑴　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
　この制度は、青色申告書を提出する法人で産
業競争力強化法等の一部を改正する等の法律
（令和 3 年法律第70号）の施行の日（令和 3 年
8月 2日）から令和 8年 3月31日までの間にさ
れた産業競争力強化法第21条の22第 1 項の認定
（食品等の持続的な供給を実現するための食品
等事業者による事業活動の促進及び食品等の取
引の適正化に関する法律（以下「食品等持続的
供給法」といいます。）第17条第 3 項に規定す
る環境負荷低減事業活動計画（以下「環境負荷
低減事業活動計画」といいます。）につき食品
等持続的供給法第 9条第 1項の認定を受けた場
合におけるその認定（以下「事業活動計画認
定」といいます。）を含みます。以下「特定認
定」といいます。）に係る産業競争力強化法第
21条の23第 1 項に規定する認定事業適応事業者
（食品等持続的供給法第 9 条第 8 項に規定する
認定環境負荷低減事業者を含みます。）のうち
その特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業
適応計画に従って行うエネルギー利用環境負荷
低減事業適応のための措置として生産工程効率
化等設備を導入する旨の記載があるものである
ものが、その特定認定の日から同日以後 3年を
経過する日までの間に、その特定認定エネルギ
ー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された
生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設
の後事業の用に供されたことのないものの取得
又はその特定認定エネルギー利用環境負荷低減
事業適応計画に記載された生産工程効率化等設
備の製作若しくは建設をして、その法人の事業

の用に供した場合には、その事業の用に供した
日を含む事業年度において、その生産工程効率
化等設備の取得価額（500億円が上限とされて
います。）の50％相当額の特別償却とその取得
価額に次の生産工程効率化等設備の区分に応じ
それぞれ次の割合を乗じて計算した金額の税額
控除との選択適用ができるというものです（措
法42の12の 6 ①②）。
①　中小企業者（適用除外事業者又は通算適用
除外事業者に該当するものを除きます。）が
事業の用に供した生産工程効率化等設備……
次の生産工程効率化等設備の区分に応じそれ
ぞれ次の割合
イ　エネルギーの利用による環境への負荷の
低減に著しく資する生産工程効率化等設備
……14％
ロ　上記イ以外の生産工程効率化等設備……
10％

②　中小企業者（適用除外事業者又は通算適用
除外事業者に該当するものを除きます。）以
外の法人が事業の用に供した生産工程効率化
等設備……次の生産工程効率化等設備の区分
に応じそれぞれ次の割合
イ　エネルギーの利用による環境への負荷の
低減に特に著しく資する生産工程効率化等
設備……10％
ロ　上記イ以外の生産工程効率化等設備……
5％

　税額控除の適用を受ける場合における控除を
受ける金額は、下記⑵①の措置と合計して当期
の調整前法人税額の20％相当額を上限とするこ
ととされています（措法42の12の 6 ②後段③後
段）。
　ただし、合併による解散以外の解散の日を含
む事業年度及び清算中の各事業年度は、この制
度の適用を受けることはできません（措法42の
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12の 6 ①②）。
（注 1）　特定認定エネルギー利用環境負荷低減事

業適応計画とは、産業競争力強化法第21条

の23第 2 項に規定する認定事業適応計画の

うち同法第21条の20第 2 項第 2 号に規定す

るエネルギー利用環境負荷低減事業適応に

関するものをいい、事業活動計画認定に係

る環境負荷低減事業活動計画（食品等持続

的供給法第 9 条第 8 項において準用する食

品等持続的供給法第 7 条第 1 項の規定によ

る変更の認定があったときは、その変更後

のもの）を含みます（措法42の12の 6 ①）。
（注 2）　生産工程効率化等設備とは、産業競争力

強化法第 2 条第13項に規定する生産工程効

率化等設備をいいます（措法42の12の 6 ①）。
（注 3）　中小企業者とは、資本金の額若しくは出

資金の額が 1 億円以下の法人のうち次の法

人以外の法人（受託法人を除きます。）又は

資本若しくは出資を有しない法人のうち常

時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

（受託法人及びその法人が通算親法人である

場合における③の法人を除きます。）をいい

ます（措法42の 4 ⑲七、措令 1 の 2 ③、27

の 4 ⑰）。

①�　その発行済株式又は出資（その有する

自己の株式又は出資を除きます。以下同

じです。）の総数又は総額の 2分の 1 以上

が同一の大規模法人の所有に属している

法人

　なお、大規模法人とは、資本金の額若

しくは出資金の額が 1 億円を超える法人、

資本若しくは出資を有しない法人のうち

常時使用する従業員の数が1,000人を超え

る法人又は次の法人をいい、中小企業投

資育成株式会社を除きます。

イ�　大法人（次の法人をいいます。以下

同じです。）との間にその大法人による

完全支配関係がある普通法人

イ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億

円以上である法人

ロ�　保険業法に規定する相互会社及び

外国相互会社のうち、常時使用する

従業員の数が1,000人を超える法人

ハ　受託法人

ロ�　普通法人との間に完全支配関係があ

る全ての大法人が有する株式及び出資

の全部をその全ての大法人のうちいず

れか一の法人が有するものとみなした

場合においてそのいずれか一の法人と

その普通法人との間にそのいずれか一

の法人による完全支配関係があること

となるときのその普通法人（上記イの

法人を除きます。）

②�　上記①の法人のほか、その発行済株式

又は出資の総数又は総額の 3 分の 2 以上

が大規模法人の所有に属している法人

③�　他の通算法人のうちいずれかの法人が

次の法人に該当せず、又は受託法人に該

当する場合における通算法人

イ�　資本金の額又は出資金の額が 1 億円

以下の法人のうち上記①及び②の法人

以外の法人

ロ�　資本又は出資を有しない法人のうち

常時使用する従業員の数が1,000人以下

の法人
（注 4）　適用除外事業者とは、その事業年度開始

の日前 3 年以内に終了した各事業年度（以

下「基準年度」といいます。）の所得の金額

の合計額を各基準年度の月数の合計数で除

し、これに12を乗じて計算した金額（設立

後 3 年を経過していないこと、既に基準年

度の所得に対する法人税の額につき欠損金

の繰戻しによる還付制度の適用があったこ

と、基準年度において合併、分割又は現物

出資が行われたこと等の事由がある場合に

は、その計算した金額につきその事由の内

容に応じ調整を加えた金額となります。）が

15億円を超える法人をいいます（措法42の

4 ⑲八）。
（注 5）　通算適用除外事業者とは、通算法人であ

─ 595 ─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



る法人の各事業年度終了の日においてその

通算法人である法人との間に通算完全支配

関係がある他の通算法人のうちいずれかの

法人が適用除外事業者に該当する場合にお

けるその通算法人である法人をいいます（措

法42の 4 ⑲八の二）。

⑵　戦略分野国内生産促進税制
①　半導体に係る措置
　この措置は、青色申告書を提出する法人で
新たな事業の創出及び産業への投資を促進す
るための産業競争力強化法等の一部を改正す
る法律（令和 6年法律第45号。以下「令和 6
年産競法等改正法」といいます。）の施行の
日（令和 6年 9月 2日）から令和 9年 3月31
日までの間にされた認定に係る産業競争力強
化法第21条の35に規定する認定事業適応事業
者（以下「認定産業競争力基盤強化商品生産
販売事業者」といいます。）であるものが、
その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適
応計画に記載された産業競争力基盤強化商品
のうち半導体の生産をするための設備の新設
又は増設をする場合において、その新設又は
増設に係る機械その他の減価償却資産（以下
「半導体生産用資産」といいます。）でその製
作若しくは建設の後事業の用に供されたこと
のないものの取得又は半導体生産用資産の製
作若しくは建設をして、その法人の事業の用
に供したときは、その事業の用に供した日か
らその認定の日以後10年を経過する日までの
期間（以下「対象期間」といいます。）内の
日を含む各事業年度において、その半導体生
産用資産により生産された半導体のうちその
事業年度の対象期間において販売されたもの
の数量等に応じた金額とその半導体生産用資
産及びこれとともにその半導体の生産をする
ために直接又は間接に使用する減価償却資産
に対して投資した金額の合計額（その半導体
生産用資産について既に本措置により調整前
法人税額から控除された金額及び繰越控除の

対象となった金額を除きます。）とのうちい
ずれか少ない金額の税額控除ができるという
ものです（措法42の12の 6 ③）。
　なお、控除を受ける金額は、上記⑴の制度
の税額控除と合計して当期の調整前法人税額
の20％相当額を上限とし、税額控除限度超過
額については、 3年間の繰越しができること
とされています（措法42の12の 6 ③～⑤）。
　ただし、合併による解散以外の解散の日を
含む事業年度及び清算中の各事業年度は、こ
の措置の適用を受けることはできません（措
法42の12の 6 ③④）。
②　特定産業競争力基盤強化商品に係る措置
　この措置は、青色申告書を提出する法人で
令和 6年産競法等改正法の施行の日（令和 6
年 9月 2日）から令和 9年 3月31日までの間
にされた認定に係る認定産業競争力基盤強化
商品生産販売事業者であるものが、その認定
エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に
記載された産業競争力基盤強化商品（半導体
を除きます。以下「特定産業競争力基盤強化
商品」といいます。）の生産をするための設
備の新設又は増設をする場合において、その
新設又は増設に係る機械その他の減価償却資
産（以下「特定商品生産用資産」といいま
す。）でその製作若しくは建設の後事業の用
に供されたことのないものの取得又は特定商
品生産用資産の製作若しくは建設をして、そ
の法人の事業の用に供したときは、その事業
の用に供した日からその認定の日以後10年を
経過する日までの期間（以下「対象期間」と
いいます。）内の日を含む各事業年度におい
て、その特定商品生産用資産により生産され
た特定産業競争力基盤強化商品のうちその事
業年度の対象期間において販売されたものの
数量等に応じた金額とその特定商品生産用資
産及びこれとともにその特定産業競争力基盤
強化商品の生産をするために直接又は間接に
使用する減価償却資産に対して投資した金額
の合計額（その特定商品生産用資産について
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既に本措置により調整前法人税額から控除さ
れた金額及び繰越控除の対象となった金額を
除きます。）とのうちいずれか少ない金額の
税額控除ができるというものです（措法42の
12の 6 ⑥）。
　なお、控除を受ける金額は、上記⑴の制度
の税額控除及び上記①の措置と合計して当期
の調整前法人税額の40％相当額を上限とし、
税額控除限度超過額については、 4年間の繰
越しができることとされています（措法42の
12の 6 ⑥～⑧）。
　ただし、合併による解散以外の解散の日を
含む事業年度及び清算中の各事業年度は、こ
の措置の適用を受けることはできません（措
法42の12の 6 ⑥⑦）。
③　当期控除に係る不適用措置
　上記①及び②の措置（繰越控除制度を除き
ます。）は、法人の次の要件のいずれにも該
当しない事業年度（その事業年度が設立事業
年度及び合併等事業年度のいずれにも該当し
ない場合であって、その事業年度の所得の金
額がその事業年度の前事業年度の所得の金額
以下である場合におけるその事業年度を除き
ます。）については、適用しないこととされ
ています（措法42の12の 6 ⑭）。
イ　その法人の継続雇用者給与等支給額から
その継続雇用者比較給与等支給額を控除し
た金額のその継続雇用者比較給与等支給額
に対する割合（以下「継続雇用者給与等支
給増加割合」といいます。）が 1 ％以上で
あること。
ロ　その法人の国内設備投資額がその当期償
却費総額の40％相当額を超えること。

（注 1）　設立事業年度とは、法人の設立の日を

含む事業年度をいいます。なお、次の法

人にあっては、それぞれ次の事業年度と

されています（措法42の12の 5 ⑤一）。

イ�　法人税法第 2 条第 4 号に規定する外

国法人……恒久的施設を有することと

なった日を含む事業年度

ロ�　新たに収益事業を開始した公益法人

等又は人格のない社団等……その開始

した日を含む事業年度

ハ�　公共法人に該当していた収益事業を

行う公益法人等……その公益法人等に

該当することとなった日を含む事業年

度

ニ�　公共法人又は収益事業を行っていな

い公益法人等に該当していた普通法人

又は協同組合等……その普通法人又は

協同組合等に該当することとなった日

を含む事業年度
（注 2）　合併等事業年度とは、次の事業年度（設

立事業年度を除きます。）をいいます（措

法42の12の 6 ⑮、措令27の12の 6 ⑮）。

イ�　合併等に係る合併法人等又は分割法

人等である場合におけるその合併等の

日を含む事業年度

ロ�　事業の譲渡等に係るその事業の移転

をした法人又はその事業の譲受けをし

た法人である場合におけるその譲渡等

の日を含む事業年度

ハ�　特別の法律に基づく承継に係る被承

継法人又は承継法人である場合におけ

るその承継の日を含む事業年度

ニ�　グループ通算制度の開始、グループ

通算制度への加入及びグループ通算制

度からの離脱の日を含む事業年度
（注 3）　継続雇用者給与等支給額、継続雇用者

比較給与等支給額については、前述「十一

　給与等の支給額が増加した場合の法人

税額の特別控除制度」の 1 ⑴（注 3）を

ご参照ください。
（注 4）　国内設備投資額とは、その法人がその

事業年度において取得等（取得又は製作

若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、

交換、現物出資又は現物分配による取得

等を除きます。）をした国内資産（国内に

あるその法人の事業の用に供する機械及

び装置その他の資産をいいます。）でその
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事業年度終了の日において有するものの

取得価額の合計額をいい（措法42の12の

6 ⑭二イ）、当期償却費総額とは、その法

人がその有する減価償却資産につきその

事業年度においてその償却費として損金

経理をした金額（損金経理の方法又はそ

の事業年度の決算の確定の日までに剰余

金の処分により積立金として積み立てる

方法により特別償却準備金として積み立

てた金額を含み、損金経理額に含むもの

とされる金額を除きます。）の合計額をい

います（措法42の12の 6 ⑭二ロ）。

2 　改正の内容

⑴　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
（上記 1⑴）に係る改正
①　特別償却割合及び税額控除割合の見直し
　特別償却割合及び税額控除割合が、次の生
産工程効率化等設備の区分に応じそれぞれ次
の割合とされました（措法42の12の 6 ①②、
令 3 . 7 経産告170、令 6 . 3 経産告61、実施指
針 1二ロ①⑴）。
イ　中小企業者（適用除外事業者又は通算適
用除外事業者に該当するものを除きます。
以下同じです。）が事業の用に供した生産
工程効率化等設備……その特定認定エネル
ギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載
された次の炭素生産性向上率の区分に応じ
それぞれ次の割合
イ　炭素生産性向上率22％以上（改正前：
17％以上）……特別償却割合30％（改正
前：50％）又は税額控除割合10％（改正
前：14％）
ロ　炭素生産性向上率17％以上22％未満
（改正前：10％以上17％未満）……特別
償却割合30％（改正前：50％）又は税額
控除割合 5％（改正前：10％）

（注）　炭素生産性向上率とは、「（目標年度の

炭素生産性－基準年度の炭素生産性）÷

基準年度の炭素生産性×100」により算出

した割合をいい、炭素生産性とは、「付加

価値額÷エネルギー起源二酸化炭素排出

量」により算出した値をいいます。

ロ　中小企業者以外の法人が事業の用に供し
た生産工程効率化等設備……その特定認定
エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画
に記載された次の炭素生産性向上率の区分
に応じそれぞれ次の割合
イ　炭素生産性向上率25％以上（改正前：
20％以上）……特別償却割合30％（改正
前：50％）又は税額控除割合 8％（改正
前：10％）
ロ　炭素生産性向上率20％以上25％未満
（改正前：15％以上20％未満）……特別
償却割合30％（改正前：50％）又は税額
控除割合 3％（改正前： 5％）
　ただし、特定大企業等については、その
炭素生産性向上率を改正前の炭素生産性向
上率に据え置くこととされており、その上
で、上記イ又はロの特別償却割合又は税額
控除割合を適用することとされています
（令 6 . 3 経産告61、実施指針 1二ロ①⑴）。
　特定大企業等とは、連携事業を実施して
いる中小企業者以外の法人をいい、連携事
業とは、事業適応の実施に関する指針 １二
ロ①⑴イ（注 ３）の連携事業をいいます。

（注）　関係法令については、下記の（参考 1）

から（参考 3）までをご参照ください。
②　対象事業年度に係る改正
　対象となる事業年度から、後述「十三　特
定生産性向上設備等を取得した場合の特別償
却又は法人税額の特別控除制度」における産
業競争力強化法の特定生産性向上設備等に係
る確認を受けた法人のその特定生産性向上設
備等の投資に関する計画の期間として財務省
令で定める期間内の日を含む各事業年度が除
外されました（措法42の12の 6 ①）。
（注）　財務省令で定める期間は、今後定められ

る予定です。

③　認定期限の延長
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　制度の適用の前提となる特定認定エネルギ
ー利用環境負荷低減事業適応計画の認定期限
が、令和10年 3 月31日まで 2年延長されまし
た（措法42の12の 6 ①）。

（参考 1）　生産工程効率化等設備のうちエネルギ

ーの利用による環境への負荷の低減に著

しく資するものとして経済産業大臣が定

める基準（令和 3 年 7 月経済産業省告示

第170号）

　租税特別措置法施行令第 5 条の 6 の 5

第 2 項及び第27条の12の 6 第 1 項に規定

する生産工程効率化等設備のうちエネル

ギーの利用による環境への負荷の低減に

著しく資するものとして経済産業大臣が

定める基準は、当該生産工程効率化等設

備（産業競争力強化法（平成25年法律第

98号。以下「法」という。）第 2 条第13項

に規定する生産工程効率化等設備をい

う。）について記載された法第21条の23第

2 項に規定する認定事業適応計画に記載

された事業適応の実施に関する指針（令

和 3 年財務省・経済産業省告示第 6 号）

第 1 項第 2 号ロ①のエネルギー利用環境

負荷低減事業適応による生産性の向上に

関する目標が同号ロ①中「17パーセント」

とあるのを「22パーセント」と読み替え

た場合における同号ロ①⑴に該当するも

のであることとする。
（参考 2）　生産工程効率化等設備のうちエネルギ

ーの利用による環境への負荷の低減に特

に著しく資するものとして経済産業大臣

が定める基準（令和 6 年 3 月経済産業省

告示第61号）

　租税特別措置法施行令第 5 条の 6 の 5

第 2 項及び第27条の12の 6 第 1 項に規定

する生産工程効率化等設備のうちエネル

ギーの利用による環境への負荷の低減に

特に著しく資するものとして経済産業大

臣が定める基準は、当該生産工程効率化

等設備（産業競争力強化法（平成25年法

律第98号。以下「法」という。）第 2 条第

13項に規定する生産工程効率化等設備を

いう。）について記載された法第21条の23

第 2 項に規定する認定事業適応計画に記

載された事業適応の実施に関する指針（令

和 3 年財務省・経済産業省告示第 6 号）

第 1 項第 2 号ロ①のエネルギー利用環境

負荷低減事業適応による生産性の向上に

関する目標が同号ロ①中「20パーセント」

とあるのを「25パーセント」と、「15パー

セント」とあるのを「20パーセント」と

読み替えた場合における同号ロ①⑴に該

当するものであることとする。
（参考 3）　事業適応の実施に関する指針（令和 3

年 7月財務省、経済産業省告示第 6号）

1 　事業適応の促進の意義及び目標その他

の事業適応に関する基本的事項

一　省　略

二　事業適応による生産性の向上又は需

要の開拓に関する目標の設定に関する

事項

　主務大臣が法第21条の22第 4 項の規

定に基づき認定を行うに当たっては、

事業適応計画の実施期間（産業競争力

強化法施行規則（平成30年内閣府、総

務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、

農林水産省、経済産業省、国土交通省、

環境省令第 1 号）第11条の 2 第 5 項に

規定する実施期間をいう。以下同じ。）

の終了時を含む事業年度（以下「計画

終了年度」という。）以前において、事

業適応計画に定める事業を行うことに

より、次のイ又はロに掲げる事業適応

の類型に応じ、同イ又はロに定める生

産性の向上に関する目標又は新たな需

要の開拓に関する目標の達成が見込ま

れることを認定の要件とする。

イ　省　略

ロ　エネルギー利用環境負荷低減事業

適応
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①　エネルギー利用環境負荷低減事

業適応による生産性の向上に関す

る目標

⑴　生産工程効率化等設備の導入

を伴うエネルギー利用環境負荷

低減事業適応による生産性の向

上に関する目標は、事業者全体

若しくは生産工程効率化等設備

を導入する事業所のうち基準年

度の炭素生産性（付加価値額を

エネルギー起源二酸化炭素排出

量で除して算出する指標。以下

同じ。）の数値が存在する事業所

において次のイ、ロ若しくはハ

のいずれかを満たすこと又は生

産工程効率化等設備を導入する

事業所のうち基準年度の炭素生

産性の数値が存在しない事業所

において次のロ若しくはハのい

ずれかを満たすこととする。また、

事業所を単位として設定するエ

ネルギー利用環境負荷低減事業

適応に関する目標については、

当該事業所のエネルギー使用量

（エネルギーの使用の合理化及び

非化石エネルギーへの転換等に

関する法律施行令（昭和54年政

令第267号）第 2 条第 2 項に規定

する原油換算エネルギー使用量

をいう。以下同じ。）がエネルギ

ー利用環境負荷低減事業適応の

開始の初年度（基準年度の炭素

生産性の数値が存在しない事業

所にあっては、エネルギー利用

環境負荷低減事業適応開始後 3

年以内に設定した年度（以下「目

標年度」という。））において3,000

キロリットル（原油換算）以上

である場合又は当該事業所を有

する事業者が中小企業者等（租

税特別措置法（昭和32年法律第

26号）第10条の 5 の 5 第 3 項第

1 号に規定する中小事業者又は

同法第42条の12の 6 第 2 項第 1

号に規定する中小企業者をいう。

以下同じ。）である場合に限る。

なお、基準年度と目標年度の炭

素生産性を適切に比較すること

が困難な場合に限り、エネルギ

ー使用量が標準的な年度等を基

準年度とみなすものとする。

（注 1）　省　略

イ　目標年度における炭素生産

性の数値が、基準年度におけ

る炭素生産性の数値より20パ

ーセント以上（特定大企業等

（事業者（中小企業者等を除

く。）のうち連携事業を実施し

ているものをいう。以下同

じ。）の場合は、15パーセント

以上、中小企業者等の場合は、

17パーセント以上）上回ること。

（注 2）�　租税特別措置法第10条

の 5 の 5 第 1 項及び第42

条の12の 6 第 1 項の規定

により特別償却の適用を

受けようとする者並びに

同法第10条の 5 の 5 第 3

項（第 1 号ロ又は第 2 号

ロに係る部分に限る。）及

び第42条の12の 6 第 2 項

（第 1 号ロ又は第 2 号ロに

係る部分に限る。）の規定

により税額控除 3 パーセ

ント（中小企業者等の場

合は、 5 パーセント）の

措置の適用を受けようと

する者においては、基準

年度における炭素生産性

の数値より20パーセント
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以上（特定大企業等の場

合は、15パーセント以上、

中小企業者等の場合は、

17パーセント以上）上回

ることを目標とし、租税

特別措置法施行令（昭和

32年政令第43号）第 5 条

の 6 の 5 第 2 項及び第27

条の12の 6 第 1 項の規定

に基づき、生産工程効率

化等設備のうちエネルギ

ーの利用による環境への

負荷の低減に著しく資す

るものとして経済産業大

臣が定める基準に適合す

るものとして、税額控除

10パーセントの措置の適

用を受けようとする中小

企業者等においては、同

基準のとおり基準年度に

おける炭素生産性の数値

より22パーセント以上上

回ることを目標とし、同

令第 5 条の 6 の 5 第 2 項

及び第27条の12の 6 第 1

項の規定に基づき、生産

工程効率化等設備のうち

エネルギーの利用による

環境への負荷の低減に特

に著しく資するものとし

て経済産業大臣が定める

基準に適合するものとし

て、税額控除 8 パーセン

トの措置の適用を受けよ

うとする者においては、

同基準のとおり基準年度

における炭素生産性の数

値より25パーセント以上

（特定大企業等の場合は、

20パーセント以上）上回

ることを目標とするもの

である（以下この⑴にお

いて同じ。）。なお、目標

年度の炭素生産性の算出

に際しては、基準年度の

炭素生産性の算出に用い

た排出係数を用いること

（以下この⑴において同

じ。）。

（注 3）�　連携事業とは、事業者

（中小企業者等を除く。）が、

連携事業者（当該事業者

のサプライチェーン上の

国内の中小企業者等をい

い、関係会社等（当該事

業者の関係会社（会社計

算規則（平成18年法務省

令第13号）第 2 条第 3 項

第25号に規定する関係会

社をいう。）又は当該事業

者と同一の親会社（会社

法（平成17年法律第86号）

第 2 条第 4 号に規定する

親会社をいう。）を持つ会

社をいう。）を除く。以下

同じ。）とエネルギー起源

二酸化炭素排出量の削減

を目指す事業であって、

次のいずれにも該当する

ものをいう。

①�　当該事業者の当該連

携事業者への支援によ

り、当該連携事業者に

対する取引量を減らさ

ずに、当該支援を受け

る事業所の当該支援前

後の炭素生産性を30パ

ーセント以上向上させ

る計画（以下「連携事

業計画」という。）を作
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成すること。

②�　当該事業者が当該連

携事業者と当該連携事

業計画に係る合意（次

に掲げる事項を含むも

のに限る。）をしており、

当該合意及びその内容

を明らかにする書類を

作成していること。

⑴�　当該連携事業者の

炭素生産性を向上さ

せるために支出する

費用の10パーセント

以上の費用を当該事

業者が負担すること。

⑵�　当該事業者が当該

連携事業者と取引を

行うに当たって、当

該事業者が負担する

⑴に規定する費用を

当該取引に係る価格

に転嫁しないこと。

⑶�　当該事業者が当該

連携事業者に対し、

既に実施している取

引の継続等を条件と

して当該連携事業計

画における取組の実

施を強要しないこと。

③�　当該事業者の当該連

携事業者への支援につ

いては、当該事業者に

追加の費用負担が発生

するものであって、当

該連携事業者の排出量

削減に資する内容であ

ること。

④�　当該連携事業者が自

身のエネルギー起源二

酸化炭素の排出削減量

を算定していること。

ロ　当該事業所の目標年度にお

ける炭素生産性の数値が、当

該事業所の属する事業者全体

の基準年度における炭素生産

性の数値より20パーセント以

上（特定大企業等の場合は、

15パーセント以上、中小企業

者等の場合は、17パーセント

以上）上回ること。ただし、

「事業者全体」とあるのは、「設

備を導入する事業所で営む事

業と同種の事業を営む事業所

全体」と読み替えて適用する

ことができるものとし、これ

に加えて業態特性や固有の事

情等がある場合は、これを考

慮するものとする。

ハ　省　略

⑵　省　略

②　省　略

三　省　略

2～ 5　省　略

6　備考

　この告示における各種目標における項

目の計算方法は、次のとおりとする。

一　省　略

二　第 1 項第 2 号ロにおける各項目の計

算方法

イ　炭素生産性

　炭素生産性＝付加価値額／エネル

ギー起源二酸化炭素排出量

　ただし、連携事業計画に係る連携

事業者が当該連携事業計画に記載さ

れた支援を受けた取組を伴うエネル

ギー利用環境負荷低減事業適応に関

する計画の認定を申請する場合の当

該連携事業者の炭素生産性の計算に

当たっては、基準年度と目標年度を

比較した場合の付加価値額の増加額
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及びエネルギー起源二酸化炭素排出

量の削減量から特定大企業等が費用

負担した割合分を除外して計算する

ものとする。

ロ・ハ　省　略

三　省　略

⑵　戦略分野国内生産促進税制（上記 1⑵）に係
る改正
　上記 1 ⑵③の不適用措置について、次の見直
しが行われました。
①　継続雇用者給与等支給額に係る要件（上記
1 ⑵③イ）について、継続雇用者給与等支給
増加割合が 2％以上（改正前： 1％以上）で
あることとされました（措法42の12の 6 ⑭一）。
②　継続雇用者給与等支給額に係る要件（上記
1 ⑵③イ）及び国内設備投資額に係る要件
（上記 1 ⑵③ロ）のいずれにも該当しないこ
ととの要件について、継続雇用者給与等支給
額に係る要件又は国内設備投資額に係る要件
のいずれかに該当しないこととの要件とされ
ました（措法42の12の 6 ⑭）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴①及び②の改正は、法人が取得又は
製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備

で令和 8年 4月 1日以後に受ける特定認定に係
る特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適
応計画に記載されたものについて適用し、法人
が取得又は製作若しくは建設をした生産工程効
率化等設備で同日前に受けた特定認定に係る特
定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計
画に記載されたものについては、従前どおりと
されています（改正法附則56）。なお、上記 2
⑴②の改正は、経済社会情勢の変化を踏まえた
企業の事業活動の持続的な発展を図るための産
業競争力強化法等の一部を改正する法律（令和
8年法律第29号）の施行の日から施行すること
とされています（改正法附則 1十四）。
（注）　経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業

活動の持続的な発展を図るための産業競争力

強化法等の一部を改正する法律（令和 8 年法

律第29号）の施行の日は、同法の公布の日（令

和 8 年 6 月 5 日）から起算して 3 月を超えな

い範囲内において政令で定める日とされてお

り（同法附則 1）、その政令は、今後定められ

ます。

⑵　上記 2 ⑵の改正は、法人の令和 8年 4月 1日
以後に開始する事業年度分の法人税について適
用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法
人税については、従前どおりとされています
（改正法附則50）。

十三�　特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は�
法人税額の特別控除制度（創設）

1 　制度創設の経緯及び趣旨

　国際経済事情の変化、資源価格の変動等による
物価の継続的な上昇、人口減少や少子高齢化等の
経済社会情勢が変化する中、我が国の産業競争力
の一層の強化を図るためには、企業の事業活動を
持続的に発展させることが重要となっています。
　このような状況を踏まえ、国内投資の促進によ
る事業の高付加価値化と、海外需要開拓や安定的
な原材料の確保を通じた供給網の強靱

じん

化を推し進

めるための「経済社会情勢の変化を踏まえた企業
の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争
力強化法等の一部を改正する法律案」が第221回
国会に提出され、令和 8年 5月29日に可決・成立
し、同年 6月 5日に公布されました。
　改正後の産業競争力強化法においては、投資利
益率15％以上、投資規模35億円以上（中小企業者
等は、 5億円以上）等の要件を満たす「特定生産
性向上設備等」が定義されたほか、同法に定める
事業適応の類型として、予見し難い国際経済事情
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の急激な変化に対応して行う「国際経済事情激変
事業適応」などが追加され、認定を受けた事業適
応計画に従って行う設備投資について、株式会社
日本政策金融公庫のツーステップローンなどの金
融支援が措置されるなど、国内成長投資の促進が
図られました。
　これらを受けて、特定生産性向上設備等への投
資を促進し、又は国際経済事情激変事業適応に取
り組む企業を後押しする観点から、本制度が創設
されました。

2 　制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人が、生
産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及
び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに一定
のソフトウエアで、産業競争力強化法に規定する
特定生産性向上設備等（その法人が経済社会情勢
の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展
を図るための産業競争力強化法等の一部を改正す
る法律（令和 8年法律第29号）の施行の日から令
和11年 3 月31日までの期間（以下「指定期間」と
いいます。）内に産業競争力強化法の確認を受け
たものに限ります。以下「特定生産性向上設備
等」といいます。）に該当するもののうち一定の
規模のもの（以下「特定機械装置等」といいま
す。）の取得等をする場合において、その確認を
受けた日から同日以後 5年を経過する日までの間
に、その特定機械装置等の取得等をして、これを
国内にあるその法人の事業の用に供したときは、
その事業の用に供した事業年度において、その特
定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控
除した金額に相当する金額の特別償却（即時償
却）とその取得価額の 7％（建物、建物附属設備
及び構築物については、 4％）相当額の税額控除
との選択適用ができるというものです（措法42の
12の 7 ①②）。なお、税額控除の適用を受ける場
合における控除を受ける金額は、当期の調整前法
人税額の20％相当額を上限とすることとされてい
ます（措法42の12の 7 ②後段）。
　また、青色申告書を提出する法人で指定期間内

にされた産業競争力強化法の認定に係る認定事業
適応事業者（その同法の認定事業適応計画（同法
の国際経済事情激変事業適応に関するものに限り
ます。以下「認定国際経済事情激変事業適応計
画」といいます。）にその認定国際経済事情激変
事業適応計画に従って行う同法の国際経済事情激
変事業適応のための措置として特定生産性向上設
備等を導入する旨の記載があるものに限ります。）
であるものに係る税額控除限度超過額については、
3年間の繰越しができることとされています（措
法42の12の 7 ③④）。

3 　制度の内容

⑴　適用対象法人
　適用対象となる法人は、青色申告書を提出す
る法人とされています（措法42の12の 7 ①②）。

⑵　適用対象資産
　適用対象となる資産は、生産等設備を構成す
る機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、
建物附属設備、構築物並びに一定のソフトウエ
アで、産業競争力強化法第 2条第20項に規定す
る特定生産性向上設備等に該当するもののうち
一定の規模のもの（以下「特定機械装置等」と
いいます。）とされています（措法42の12の 7
①）。
（注 1）　産業競争力強化法第 2 条第20項に規定す

る特定生産性向上設備等とは、生産性向上

設備等のうち、事業の将来における高い生

産性の確保に特に資するものとして経済産

業省令で定める基準に適合することについ

て経済産業大臣の確認を受けたものをいう

こととされており、おおむね次の要件を満

たすものであることを経済産業大臣が確認

する旨が、今後、省令によって定められる

予定です。

①�　生産性向上設備等の導入に係る投資計

画に記載された生産等設備を構成する生

産性向上設備等の取得価額の合計額が35

億円以上（中小企業者又は農業協同組合
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等については、 5億円以上）であること。

②�　生産性向上設備等の導入に係る投資計

画における年平均の投資利益率が15％以

上となることが見込まれるものであるこ

と。

③�　生産性向上設備等の導入に係る投資計

画にその実現に必要な資金調達手段が記

載されていること。

④�　生産性向上設備等の導入に係る投資計

画が取締役会等の適切な機関の意思決定

に基づくものであること。

⑤�　上記のほか、生産性向上設備等の導入

がその法人の設備投資を増加させるもの

であること等の要件を満たすものである

こと。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考）を

ご参照ください。

①　生産等設備
　生産等設備は、これまでの取扱いにおいて、
法人の事業の用に直接供される減価償却資産
で構成されているものとされています。
　　したがって、例えば、本店の機能のみを有
する建物や寄宿舎等の建物、事務用器具備品、
福利厚生施設等の資産は、経営統括、従業員
の利便、従業員の確保といった目的のために
通常用いられる資産であって、生産、販売、
役務提供といった直接的な付加価値の生成や
収益の稼得に関係しない、業務遂行上いわば
間接的に必要とされる資産ですので、生産等
設備には該当しないこととされています。
②　一定のソフトウエア
　ソフトウエアは、電子計算機に対する指令
であって一の結果を得ることができるように
組み合わされたものとされており、複写して
販売するための原本となるソフトウエア及び
開発研究の用に供されるソフトウエアを除く
こととされています（措令27の12の 7 ①）。
また、システム仕様書その他の書類を含むこ
とが、今後、省令によって定められる予定で
す。

（注）　開発研究とは、新たな製品の製造若しく

は新たな技術の発明又は現に企業化されて

いる技術の著しい改善を目的として特別に

行われる試験研究をいいます（措令27の12

の 7 ①）。

③　特定生産性向上設備等
　特定生産性向上設備等は、その法人が経済
社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の
持続的な発展を図るための産業競争力強化法
等の一部を改正する法律（令和 8年法律第29
号）の施行の日から令和11年 3 月31日までの
期間（以下「指定期間」といいます。）内に
産業競争力強化法第 2条第20項の確認を受け
たものに限ることとされています。
（注）　経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事

業活動の持続的な発展を図るための産業競

争力強化法等の一部を改正する法律（令和

8 年法律第29号）の施行の日は、同法の公

布の日（令和 8 年 6 月 5 日）から起算して

3 月を超えない範囲内において政令で定め

る日とされており（同法附則 1）、その政令

は、今後定められます。

④　一定の規模のもの
　一定の規模のものは、次に掲げる特定生産
性向上設備等の区分に応じそれぞれ次の規模
のものとされています（措令27の12の 7 ②）。
イ　機械及び装置…… 1台又は 1基の取得価
額が160万円以上のもの
（注 1）　 1 台又は 1 基は、通常 1 組又は 1 式

をもって取引の単位とされるものにあ

っては、 1 組又は 1 式とすることとさ

れています（措令27の12の 7 ②一）。
（注 2）　取得価額とは、法人税法施行令第54

条第 1 項各号の規定により計算した取

得価額をいいます（措令27の12の 7 ②

一）。

ロ　工具、器具及び備品…… 1台又は 1基の
取得価額が120万円以上のもの
ハ　建物……一の建物の取得価額が1,000万
円以上のもの
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ニ　建物附属設備及び構築物……一の建物附
属設備又は構築物の取得価額が120万円以
上のもの
ホ　ソフトウエア……一のソフトウエアの取
得価額が70万円以上のもの
　なお、工具、器具及び備品並びに建物附属
設備は、「工具」、「器具及び備品」又は「建
物附属設備」ごとに、適用対象法人が、その
事業年度において取得又は製作若しくは建設
をして国内にあるその法人の事業の用に供し
た「工具」、「器具及び備品」又は「建物附属
設備」で、その特定生産性向上設備等の投資
に関する計画として財務省令で定めるもの
（以下「投資計画」といいます。）と同一の投
資計画に記載されたものの取得価額の合計額
がそれぞれ120万円以上である場合のその特
定生産性向上設備等である「工具」、「器具及
び備品」又は「建物附属設備」も、一定の規
模のものに含むこととされています（措令27
の12の 7 ②二・四）。
　ただし、その事業年度が、その特定生産性
向上設備等に係る産業競争力強化法第 2条第
20項の確認を受けた日以後 5年を経過する日
以前に開始し、かつ、同日後に終了する事業
年度である場合には、その事業年度開始の日
からその 5年を経過する日までの期間内に取
得又は製作若しくは建設をしたものが、その
合計の対象とされています（措令27の12の 7
②二・四）。
（注 1）　取得は、その製作又は建設の後事業の

用に供されたことのないものの取得に限

ることとされています（措令27の12の 7

②二・四）。
（注 2）　事業の用からは、貸付けの用を除くこ

ととされています（措令27の12の 7 ②二）。
（注 3）　上記の「財務省令で定めるもの」は、

生産性向上設備等の導入に係る投資計画

（すなわち、上記⑵の（注 1）①の「生産

性向上設備等の導入に係る投資計画」と

同様のもの）が、今後、省令によって定

められる予定です。

　また、この場合においては、工具又は器具
及び備品はそれぞれ 1台又は 1基の取得価額
が40万円以上のものに、建物附属設備は一の
建物附属設備の取得価額が60万円以上のもの
に、それぞれ限り、その合計の対象とするこ
ととされています（措令27の12の 7 ②二・四）。

⑶　適用期間
　適用期間は、その特定機械装置等について産
業競争力強化法第 2条第20項の確認を受けた日
から同日以後 5年を経過する日までの期間とさ
れています（措法42の12の 7 ①②）。
　その適用期間内に、適用対象資産の取得等を
し、これを事業の用に供したときに、その適用
対象資産について適用されます。
（注 1）　取得等とは、取得又は製作若しくは建設

をいい、取得は、その製作又は建設の後事

業の用に供されたことのないものの取得に

限ることとされています（措法42の12の 7

①）。また、建物にあっては、改修のための

工事による取得又は建設を含むこととされ

ています（措法42の12の 7 ①）。
（注 2）　改修とは、増築、改築、修繕又は模様替

をいいます（措法42の12の 7 ①）。
（注 3）　事業の用からは、貸付けの用を除くこと

とされています（措法42の12の 7 ①）。

⑷　適用対象事業
　適用対象となる事業は、特に業種の限定はさ
れていません。ただし、「国内にある……事業
の用」とされている（措法42の12の 7 ①②）こ
とから、適用対象法人の国内で行われる事業に
限り適用対象となります。

⑸　適用対象事業年度及び措置の内容
　適用対象となる事業年度は、適用対象法人が、
適用対象資産の取得等をする場合において、そ
の適用対象資産についての適用期間内に、その
適用対象資産の取得等をして、これを国内にあ
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るその法人の事業の用に供した場合におけるそ
の事業の用に供した日を含む事業年度（以下
「供用年度」といいます。）とされています（措
法42の12の 7 ①）。
（注）　供用年度からは、解散の日を含む事業年度

及び清算中の各事業年度を除くこととされて

います（措法42の12の 7 ①）。ただし、解散か

ら「合併による解散」を除くこととされてい

るため、被合併法人の最後事業年度は、適用

対象事業年度から除外されていません。

　この供用年度において、特定機械装置等につ
いて特別償却（即時償却）と税額控除との選択
適用ができることとされています（措法42の12
の 7 ①②）。
　また、認定事業適応事業者であるものに係る
税額控除限度超過額については、繰越税額控除
が適用できることとされています（措法42の12
の 7 ③④）。

⑹　特別償却の適用を受ける場合
①　特別償却限度額
　適用対象法人が特別償却の適用を受ける場
合における特別償却限度額は、その特定機械
装置等の取得価額から普通償却限度額を控除
した金額に相当する金額とされています（措
法42の12の 7 ①）。
②　適用除外資産
　他の特別償却と同様に、適用対象法人が所
有権移転外リース取引により取得した特定機
械装置等については、特別償却は適用しない
こととされています（措法42の12の 7 ⑤）。
（注）　所有権移転外リース取引とは、法人税法

施行令第48条の 2 第 5 項第 5 号に規定する

所有権移転外リース取引をいいます（措法

42の 6 ⑤、措令27の 6 ⑩）。

③　特別償却不足額がある場合の償却限度額の
計算の特例
　他の特別償却と同様に、特別償却不足額に
ついては、 1年間の繰越しができることとさ
れています（措法52の 2 ）。

（注）　特別償却不足額には、合併等特別償却不

足額を含むこととされています。

④　準備金方式による特別償却（特別償却準備
金）制度
　他の特別償却と同様に、特別償却の方法と
して、特別償却の適用を受けることに代えて、
準備金方式による特別償却制度の適用（特別
償却準備金の積立て）ができるとともに、特
別償却準備金積立不足額については、 1年間
の繰越しができることとされています（措法
52の 3 ）。
（注）　特別償却準備金積立不足額には、合併等

特別償却準備金積立不足額を含むこととさ

れています。

⑺　税額控除の適用を受ける場合
①　税額控除限度額に係る税額控除
　適用対象法人が税額控除の適用を受ける場
合における税額控除限度額は、その特定機械
装置等の取得価額の 7％（建物、建物附属設
備及び構築物については、 4％）相当額とさ
れています（措法42の12の 7 ②）。
　この税額控除限度額が適用対象法人の供用
年度の調整前法人税額の20％相当額を超える
場合には、控除を受ける金額は、その供用年
度の調整前法人税額の20％相当額（法人税額
基準額）を上限とすることとされています
（措法42の12の 7 ②後段）。
　また、この調整前法人税額は、次の規定を
適用しないで計算した場合の法人税の額をい
い、附帯税の額を除くこととされています
（措法42の 4 ⑲二、震災税特法17の 2 ⑭、17
の 2 の 2 ⑨、17の 3 ⑦、17の 3 の 2 ⑤、措令
27の 4 ⑨、令和 8年旧効力震災税特法17の 2
⑭）。
（注）　附帯税の額とは、国税通則法第 2 条第 4

号に規定する附帯税の額をいいます（措法

42の 4 ⑲二）。

・　租税特別措置法第42条の 4（試験研究を
行った場合の法人税額の特別控除）
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・　租税特別措置法第42条の 4の 2（特別試
験研究を行った場合の法人税額の特別控
除）
・　租税特別措置法第42条の 5（重点産業技
術試験研究を行った場合の法人税額の特別
控除）
・　租税特別措置法第42条の 6第 2項及び第
3項（中小企業者等が機械等を取得した場
合の法人税額の特別控除等）
・　租税特別措置法第42条の 9（沖縄の特定
地域において工業用機械等を取得した場合
の法人税額の特別控除等）
・　租税特別措置法第42条の10第 2 項（国家
戦略特別区域において機械等を取得した場
合の法人税額の特別控除）
・　租税特別措置法第42条の11第 2 項（国際
戦略総合特別区域において機械等を取得し
た場合の法人税額の特別控除）
・　租税特別措置法第42条の11の 2 第 2 項
（地域経済牽

けん

引事業の促進区域内において
特定事業用機械等を取得した場合の法人税
額の特別控除）
・　租税特別措置法第42条の12第 2 項（地方
活力向上地域等において特定建物等を取得
した場合の法人税額の特別控除）
・　租税特別措置法第42条の12の 2 （認定地
方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附
をした場合の法人税額の特別控除）
・　租税特別措置法第42条の12の 4 第 2 項及
び第 3項（中小企業者等が特定経営力向上
設備等を取得した場合の法人税額の特別控
除等）
・　租税特別措置法第42条の12の 5 （給与等
の支給額が増加した場合の法人税額の特別
控除等）
・　租税特別措置法第42条の12の 6 第 2 項か
ら第 4項まで、第 6項及び第 7項（生産工
程効率化等設備を取得した場合等の法人税
額の特別控除等）
・　租税特別措置法第42条の12の 7 第 2 項及

び第 3項（特定生産性向上設備等を取得し
た場合の法人税額の特別控除等）
・　租税特別措置法第42条の14第 1 項（通算
法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等
の法人税額）
・　租税特別措置法第66条の 7第 4項（控除
対象所得税額等相当額の法人税額の特別控
除）
・　租税特別措置法第66条の 9 の 3 第 3 項
（控除対象所得税額等相当額の法人税額の
特別控除）
・　租税特別措置法第62条第 1項（使途秘匿
金の支出がある場合の課税の特例）
・　租税特別措置法第62条の 3第 1項及び第
10項（土地の譲渡等がある場合の特別税
率）
・　租税特別措置法第63条第 1項（短期所有
に係る土地の譲渡等がある場合の特別税
率）
・　法人税法第67条（特定同族会社の特別税
率）
・　法人税法第68条（所得税額の控除）
・　法人税法第69条（外国税額の控除）
・　法人税法第69条の 2（分配時調整外国税
相当額の控除）
・　法人税法第70条（仮装経理に基づく過大
申告の場合の更正に伴う法人税額の控除）
・　法人税法第70条の 2（税額控除の順序）
・　法人税法第144条（外国法人に係る所得
税額の控除）
・　法人税法第144条の 2（外国法人に係る
外国税額の控除）
・　法人税法第144条の 2 の 2（外国法人に
係る分配時調整外国税相当額の控除）
・　法人税法第144条の 2 の 3（税額控除の
順序）
・　震災税特法第17条の 2第 2項及び第 3項
（企業立地促進区域等において機械等を取
得した場合の法人税額の特別控除等）
・　震災税特法第17条の 2の 2第 2項及び第
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3 項（避難解除区域等において機械等を取
得した場合の法人税額の特別控除等）
・　震災税特法第17条の 3（企業立地促進区
域等において避難対象雇用者等を雇用した
場合の法人税額の特別控除）
・　震災税特法第17条の 3の 2（避難解除区
域等において避難対象雇用者等を雇用した
場合の法人税額の特別控除）
・　令和 8年旧効力震災税特法第17条の 2第
2項及び第 3項（特定復興産業集積区域に
おいて機械等を取得した場合の法人税額の
特別控除等）
（注）　令和 8 年旧効力震災税特法とは、所得

税法等の一部を改正する法律（令和 8 年

法律第12号）附則第72条第 1 項の規定に

よりなおその効力を有するものとされる

震災税特法をいいます（改正法附則72①）。

②　繰越税額控除限度超過額に係る税額控除
（繰越税額控除）
　上記①のとおり、税額控除限度額が供用年
度の調整前法人税額の20％相当額を超える場
合には、控除を受ける金額は供用年度の調整
前法人税額の20％相当額を上限とすることと
されていることから、税額控除限度額のうち
控除をしてもなお控除しきれない金額が生ず
ることとなりますが、この控除をしてもなお
控除しきれない金額のうち下記の適用対象と
なる法人の繰越税額控除限度超過額について
は、 3年間繰り越して控除することができる
こととされています（措法42の12の 7 ③）。
　この繰越税額控除の適用対象となる法人は、
青色申告書を提出する法人で指定期間内にさ
れた産業競争力強化法第21条の22第 1 項の認
定に係る同法第21条の23第 1 項に規定する認
定事業適応事業者（その同条第 2項に規定す
る認定事業適応計画（同法第21条の20第 2 項
第 3号に規定する国際経済事情激変事業適応
に関するものに限ります。以下「認定国際経
済事情激変事業適応計画」といいます。）に
その認定国際経済事情激変事業適応計画に従

って行う同号に規定する国際経済事情激変事
業適応（以下「国際経済事情激変事業適応」
といいます。）のための措置として特定生産
性向上設備等を導入する旨の記載があるもの
に限ります。）であるものとされています
（措法42の12の 7 ③）。
　さらに、適用対象となる事業年度は、繰越
税額控除限度超過額を有する場合の各事業年
度ですが、その各事業年度は、その認定国際
経済事情激変事業適応計画に係る産業競争力
強化法第21条の22第 3 項第 2号に規定する実
施時期の初日を含む事業年度からこの繰越税
額控除の適用を受けようとする事業年度まで
連続してその認定国際経済事情激変事業適応
計画に従って国際経済事情激変事業適応を確
実に実施していることその他の事項につき財
務省令で定めるところにより証明がされた場
合の各事業年度に限ることとされています
（措法42の12の 7 ③）。
（注 1）　各事業年度からは、解散の日を含む事

業年度及び清算中の各事業年度を除くこ

ととされています（措法42の12の 7 ③）。

ただし、解散から「合併による解散」を

除くこととされているため、被合併法人

の最後事業年度は、適用対象となる事業

年度から除外されていません。
（注 2）　上記の「財務省令で定めるところによ

り証明がされた場合」の詳細は、今後、

省令によって定められる予定です。
（注 3）　関係法令については、下記の（参考）

をご参照ください。

　繰越税額控除限度超過額とは、その法人の
その事業年度開始の日前 3年以内に開始した
各事業年度（その事業年度まで連続して青色
申告書の提出をしている場合の各事業年度に
限ります。）における税額控除限度額（上記
の認定事業適応事業者の認定国際経済事情激
変事業適応計画に記載された特定生産性向上
設備等である特定機械装置等に係るものに限
ります。）のうち、税額控除限度額に係る税
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額控除による控除をしてもなお控除しきれな
い金額の合計額をいいます（措法42の12の 7
④）。この控除をしてもなお控除しきれない
金額は、既に繰越税額控除によりその各事業
年度において調整前法人税額から控除された
金額がある場合には、その金額を控除した残
額とすることとされています（措法42の12の
7 ④）。
　なお、この繰越税額控除限度超過額が適用
対象となる法人の適用対象となる事業年度の
調整前法人税額の20％相当額（税額控除限度
額に係る税額控除（上記①）により当期の調
整前法人税額から控除される金額がある場合
には、その金額を控除した残額）を超える場
合には、控除を受ける金額は、その調整前法
人税額の20％相当額を上限とすることとされ
ています（措法42の12の 7 ③後段）。
③　法人税法の規定との調整
　この制度の税額控除の規定（上記①及び
②）の適用がある場合における法人税法の規
定との調整に係る規定については、研究開発
税制における調整規定を準用することとされ
ています（措法42の12の 7 ⑪）。
　なお、準用・読替え後の調整規定は、次の
とおりとなります（措法42の12の 7 ⑪、42の
4 ㉓㉔）。
イ　法人税法第67条（特定同族会社の特別税
率）
　特定同族会社の特別税率の規定の適用に
おいて留保金額から控除される法人税法第
67条第 3項に規定する法人税の額は、その
法人税の額から特別税額控除規定（この制
度における税額控除の規定をいいます。以
下同じです。）により控除する金額を控除
した金額とすることとされています（措法
42の 4 ㉔一）。
ロ　法人税法第70条の 2（税額控除の順序）
又は第144条の 2の 3（税額控除の順序）
　法人税法第 2編第 1章第 2節第 2款又は
第 3 編第 2 章第 2 節（第143条を除きま

す。）の規定（以下「法人税法税額控除規
定」といいます。）による法人税の額から
の控除及び特別税額控除規定による法人税
の額からの控除については、まず特別税額
控除規定による控除をした後において、同
法第70条の 2 又は第144条の 2 の 3 に定め
る順序により法人税法税額控除規定による
控除をするものとすることとされています
（措法42の 4 ㉓）。
ハ　法人税法第72条（仮決算をした場合の中
間申告書の記載事項等）
　法人税法第72条第 1項第 2号に掲げる金
額（内国法人の仮決算をした場合の中間申
告書に記載される法人税額）は、同項に規
定する期間（通算子法人にあっては、同条
第 5項第 1号に規定する期間）を一事業年
度とみなして同条第 1項第 1号に掲げる所
得の金額につき同法第 2 編第 1 章第 2 節
（第67条、第68条第 3 項及び第70条を除き
ます。）の規定及び特別税額控除規定を適
用するものとした場合に計算される法人税
の額とすることとされています（措法42の
4 ㉔二）。

ニ　法人税法第74条（確定申告）
　法人税法第74条第 1項第 2号に掲げる金
額（内国法人の確定申告書に記載される法
人税額）は、同項第 1号に掲げる所得の金
額につき同法第 2編第 1章第 2節の規定及
び特別税額控除規定を適用して計算した法
人税の額とすることとされています（措法
42の 4 ㉔三）。
ホ　法人税法第144条の 4（仮決算をした場
合の中間申告書の記載事項等）
　法人税法第144条の 4 第 1 項第 3 号若し
くは第 4号又は第 2項第 2号に掲げる金額
（外国法人の仮決算をした場合の中間申告
書に記載される法人税額）は、同条第 1項
又は第 2項に規定する期間を一事業年度と
みなして同条第 1項第 1号若しくは第 2号
又は第 2項第 1号に掲げる国内源泉所得に
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係る所得の金額につき同法第 3編第 2章第
2 節（第144条（同法第68条第 3 項の規定
を準用する部分に限ります。）を除きま
す。）の規定及び特別税額控除規定を適用
するものとした場合に計算される法人税の
額とすることとされています（措法42の 4
㉔四）。
ヘ　法人税法第144条の 6（確定申告）
　法人税法第144条の 6 第 1 項第 3 号若し
くは第 4号又は第 2項第 2号に掲げる金額
（外国法人の確定申告書に記載される法人
税額）は、同条第 1項第 1号若しくは第 2
号又は第 2項第 1号に掲げる国内源泉所得
に係る所得の金額につき同法第 3編第 2章
第 2節の規定及び特別税額控除規定を適用
して計算した法人税の額とすることとされ
ています（措法42の 4 ㉔五）。

⑻　申告要件
　この制度の適用を受ける場合の申告要件は、
次のとおりとされています。
①　特別償却の適用を受ける場合
　特別償却は、確定申告書等に特定機械装置
等の償却限度額の計算に関する明細書（下記
⑽①及び②の要件のいずれにも該当すること
により下記⑽の不適用措置の適用がない場合
には、下記⑽①及び②の要件のいずれにも該
当することを明らかにする書類を含みます。）
の添付がある場合に限り、適用することとさ
れています（措法42の12の 7 ⑥）。
（注）　確定申告書等とは、法人税法第 2 条第30

号に規定する中間申告書で同法第72条第 1

項各号に掲げる事項を記載したもの及び同

法第144条の 4 第 1 項各号又は第 2項各号に

掲げる事項を記載したもの並びに同法第 2

条第31号に規定する確定申告書をいいます

（措法 2②二十八）。

　すなわち、仮決算をした場合の中間申告

書及び確定申告書をいい、確定申告書には、

その確定申告書に係る期限後申告書を含む

こととされています。

②　税額控除限度額に係る税額控除の適用を受
ける場合
　税額控除限度額に係る税額控除は、確定申
告書等（控除を受ける金額を増加させる修正
申告書又は更正請求書を提出する場合には、
その修正申告書又は更正請求書を含みます。）
に控除の対象となる特定機械装置等の取得価
額、控除を受ける金額及びその金額の計算に
関する明細を記載した書類（下記⑽①及び②
の要件のいずれにも該当することにより下記
⑽の不適用措置の適用がない場合には、下記
⑽①及び②の要件のいずれにも該当すること
を明らかにする書類を含みます。）の添付が
ある場合に限り、適用することとされていま
す（措法42の12の 7 ⑦）。
③　繰越税額控除の適用を受ける場合
　繰越税額控除は、供用年度以後の各事業年
度の法人税法第 2条第31号に規定する確定申
告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添
付がある場合で、かつ、その繰越税額控除の
適用を受けようとする事業年度の確定申告書
等（控除を受ける金額を増加させる修正申告
書又は更正請求書を提出する場合には、その
修正申告書又は更正請求書を含みます。）に
控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、
控除を受ける金額及びその金額の計算に関す
る明細を記載した書類の添付がある場合に限
り、適用することとされています（措法42の
12の 7 ⑩）。

⑼　他の特別償却制度等との重複適用の排除
　法人の有する減価償却資産が供用年度におい
て租税特別措置法の規定による特別償却又は税
額控除制度等及び震災税特法の規定による特別
償却又は税額控除制度のうち、 2以上の制度の
適用を受けることができるものである場合には、
その減価償却資産については、これらの特別償
却又は税額控除制度等のうちいずれか一の制度
のみを適用することとされています（措法53、
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61の 3 ④、64⑦、64の 2 ⑭、65⑫、65の 7 ⑦、
65の 8 ⑯、67の 4 ⑫、67の 5 ①、震災税特法18
の 7 、措令32、震災税特令18の 6 ）。
　すなわち、他の特別償却又は税額控除制度等
と同様に、租税特別措置法の規定によるこの制
度以外の特別償却若しくは税額控除制度等又は
震災税特法の規定による特別償却若しくは税額
控除制度の適用を受ける特定機械装置等に該当
する減価償却資産については、この制度の適用
対象資産から除くこととされています。

⑽　特別償却及び税額控除限度額に係る税額控除
の不適用
　この制度における特別償却及び税額控除限度
額に係る税額控除は、法人（中小企業者（適用
除外事業者又は通算適用除外事業者に該当する
ものを除きます。）又は農業協同組合等を除き
ます。以下同じです。）の次の①又は②の要件
のいずれかに該当しない事業年度については、
適用できないこととされています。ただし、次
の③の場合に該当する場合には、次の①又は②
の要件のいずれかに該当しない事業年度であっ
ても、この制度における特別償却及び税額控除
限度額に係る税額控除を適用できることとされ
ています（措法42の12の 7 ⑧）。
（注）　中小企業者とは、租税特別措置法第42条の

4 第19項第 7 号に規定する中小企業者をいい、

適用除外事業者とは、同項第 8 号に規定する

適用除外事業者をいい、通算適用除外事業者

とは、同項第 8 号の 2 に規定する通算適用除

外事業者をいい、農業協同組合等とは、同項

第 9 号に規定する農業協同組合等をいいます

（措法42の12の 7 ⑧）。それぞれの詳細につい

ては、前述「二　試験研究を行った場合の法

人税額の特別控除制度（改正後：試験研究を

行った場合の法人税額の特別控除制度及び特

別試験研究を行った場合の法人税額の特別控

除制度）（研究開発税制）」の 1 ⑵（注 1）、（注

2）、（注 4）及び（注 5）をご参照ください。

①　継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比

較給与等支給額を控除した金額のその継続雇
用者比較給与等支給額に対する割合が 1 ％
（次の場合のいずれにも該当する場合には、
2％）以上であること。
イ　その事業年度終了の時において、その法
人の資本金の額若しくは出資金の額が10億
円以上であり、かつ、その法人の常時使用
する従業員の数が1,000人以上である場合
又はその事業年度終了の時においてその法
人の常時使用する従業員の数が2,000人を
超える場合
ロ　その事業年度が設立事業年度及び合併等
事業年度のいずれにも該当しない場合であ
ってその事業年度の前事業年度の所得の金
額が 0を超える一定の場合又はその事業年
度が設立事業年度若しくは合併等事業年度
に該当する場合
　継続雇用者給与等支給額とは、租税特別措
置法第42条の12の 5 第 4 項第 5号に規定する
継続雇用者給与等支給額をいうこととされ、
継続雇用者比較給与等支給額とは、同項第 6
号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を
いうこととされています（措法42の12の 7 ⑧
一）。
　具体的には、継続雇用者給与等支給額とは、
継続雇用者に対する当期の給与等の支給額を
いい、継続雇用者比較給与等支給額とは、そ
の継続雇用者に対する前期の給与等の支給額
をいいます（措法42の12の 5 ④五・六）。
（注）　給与等の支給額は、その給与等に充てる

ため他の者から支払を受ける金額がある場

合には、その金額を控除した金額とされて

います（措法42の12の 5 ④五）。ただし、他

の者から支払を受ける金額からは、雇用安

定助成金額及び役務の提供の対価として支

払を受ける金額を除くこととされています

（措法42の12の 5 ④五）。

　すなわち、当期における継続雇用者に対す
る給与等の支給額の前期の継続雇用者に対す
る給与等の支給額に対する増加率が 1％又は
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2 ％以上であることがこの①の要件となりま
す。この場合において、当期及び前期の継続
雇用者に対する給与等の支給額が 0である場
合（すなわち、その給与等の支給額がない場
合）には、この①の要件に該当するものとす
ることとされています（措令27の12の 7 ⑩）。
したがって、当期が設立事業年度に該当する
場合には、必ずこの①の要件は満たすことに
なります。
　なお、継続雇用者の範囲、継続雇用者給与
等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額並
びに当期と前期の月数が異なる場合の調整計
算については、租税特別措置法第42条の12の
5 （給与等の支給額が増加した場合の法人税
額の特別控除）と同様です。
②　次のイの金額が次のロの金額の30％（上記
①イ及びロの場合のいずれにも該当する場合
には、40％）相当額を超えること。
イ　法人が当期において取得等をした国内資
産で当期の終了の日において有するものの
取得価額の合計額
（注 1）　取得等とは、取得又は製作若しくは

建設をいいますが、合併、分割、贈与、

交換、現物出資、現物分配又は代物弁

済としての取得は除かれています（措

法42の12の 7 ⑧二イ、措令27の12の 7

④）。
（注 2）　国内資産とは、国内にある法人の事

業の用に供する機械及び装置その他の

資産で、棚卸資産、有価証券及び繰延

資産以外の資産のうち法人税法施行令

第13条各号に掲げるもの（時の経過に

よりその価値の減少しないものを除き

ます。）をいいます（措法42の12の 7 ⑧

二イ、措令27の12の 7 ⑤）。すなわち、

国内にある法人の事業の用に供する減

価償却資産とされています。

ロ　法人の有する減価償却資産につき当期に
おいて償却費として損金経理をした金額の
合計額

（注 1）　損金経理とは、法人がその確定した

決算において費用又は損失として経理

することをいい（法法 2二十五）、仮決

算による中間申告書に係る所得の金額

又は欠損金額を計算する場合にあって

は、その中間期間に係る決算において

費用又は損失として経理することをい

います（措法 2②二十六）。
（注 2）　償却費として損金経理をした金額は、

損金経理の方法又はその事業年度の決

算の確定の日までに剰余金の処分によ

り積立金として積み立てる方法により

特別償却準備金として積み立てた金額

を含み、損金経理額に含むものとされ

る金額を除くこととされています。

　すなわち、法人が当期において取得等をし、
その終了の日まで有する国内資産の取得価額
の合計額が、その法人の会計上の減価償却費
の額の合計額の30％又は40％相当額を超える
ことが、この②の要件となります。
③　当期の所得の金額がその前事業年度の所得
の金額以下である場合（当期が設立事業年度
及び合併等事業年度のいずれにも該当しない
場合に限ります。）
　具体的には、当期（以下「対象年度」とい
います。）の基準所得等金額が前事業年度の
基準所得等金額の合計額以下である場合とさ
れています（措令27の12の 7 ⑥）。
　ただし、この③により適用除外の対象とな
る事業年度は、設立事業年度又は合併等事業
年度に該当しない事業年度に限られています。
（注 1）　前事業年度とは、対象年度開始の日前

1 年以内に終了した各事業年度をいいま

す（措令27の12の 7 ⑥一）。ただし、対象

年度が 1 年に満たない場合には、前事業

年度は、対象年度開始の日前のその対象

年度の期間以内に終了した各事業年度と

されています。すなわち、対象年度が 6

月（半年決算）であれば、その対象年度

開始の日前 6 月以内に終了した事業年度
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が前事業年度となります。なお、最初課

税事業年度開始の日前に終了した各事業

年度及び外国法人である人格のない社団

等の国内源泉所得のうち収益事業から生

ずるものを有することとなった日を含む

事業年度開始の日からその有することと

なった日の前日までの期間は、前事業年

度から除くこととされています。
（注 2）　最初課税事業年度とは、法人の次の事

業年度をいいます（措令27の12の 7 ⑧二）。

イ�　法人が新たに収益事業を開始した内

国法人である公益法人等又は人格のな

い社団等に該当する場合におけるその

開始した日を含む事業年度

ロ�　法人が公共法人に該当していた収益

事業を行う公益法人等に該当する場合

におけるその公益法人等に該当するこ

ととなった日を含む事業年度

ハ�　法人が公共法人又は収益事業を行っ

ていない公益法人等に該当していた普

通法人又は協同組合等に該当する場合

におけるその普通法人又は協同組合等

に該当することとなった日を含む事業

年度

ニ�　法人が普通法人又は協同組合等に該

当していた公益法人等に該当する場合

におけるその公益法人等に該当するこ

ととなった日を含む事業年度

ホ�　法人が外国法人に該当する場合にお

ける恒久的施設を有することとなった

日を含む事業年度

　ただし、外国法人である人格のない

社団等については、国内源泉所得のう

ち収益事業から生ずるものを有するこ

ととなった日を含む事業年度とされて

います（措令27の12の 7 ⑧二ホ）。
（注 3）　国内源泉所得とは、法人税法第141条第

1 号に定める国内源泉所得をいい（措令

27の12の 7 ⑧二ホ）、収益事業とは、同法

第 2条第13号に規定する収益事業をいい、

公益法人等とは、同条第 6 号に規定する

公益法人等をいい、公共法人とは、同条

第 5 号に規定する公共法人をいい、普通

法人とは、同条第 9 号に規定する普通法

人をいい、協同組合等とは、同条第 7 号

に規定する協同組合等をいいます。

イ　基準所得等金額（原則）
　基準所得等金額は、各事業年度の次のイ
及びロの金額の合計額から次のハの金額を
控除した金額とされています（措令27の12
の 7 ⑧一）。
イ　その事業年度の所得の金額
　ただし、被合併法人の合併の日の前日
の属する事業年度にあっては、合併によ
り合併法人に移転をした資産及び負債の
その移転による譲渡がないものとして計
算した場合における所得の金額とされて
います（措令27の12の 7 ⑧一イ）。
ロ　その事業年度の所得の金額の計算上損
金の額に算入された繰越欠損金額及び通
算対象欠損金額
　具体的には、上記イの所得の金額の計
算において法人税法第57条、第59条、第
64条の 5第 1項又は第64条の 8の規定に
より損金の額に算入された金額です。
ハ　その事業年度の所得の金額の計算上益
金の額に算入された災害損失欠損金額、
通算対象所得金額及び配賦欠損金の控除
不足額
　具体的には、上記イの所得の金額の計
算において、法人税法第27条、第64条の
5第 3項又は第64条の 7第 6項の規定に
より益金の額に算入された金額です。

ロ　基準所得等金額の調整
　基準所得等金額については、上記のほか、
対象年度と前事業年度との月数が一致しな
い場合又は法人が特定の法人に該当する場
合について、次のとおり一定の調整を行う
こととされています。なお、次のイ及びロ
の月数は、暦に従って計算し、 1月に満た
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ない端数を生じたときは、これを 1月とす
ることとされています（措令27の12の 7 ⑦）。
イ　前事業年度の月数を合計した数が対象
年度の月数に満たない場合
　この場合には、対象年度の基準所得等
金額をその対象年度の月数で除し、これ
に前事業年度の月数を合計した数を乗じ
て計算した金額を、対象年度の基準所得
等金額とすることとされています（措令
27の12の 7 ⑥一）。
ロ　前事業年度の月数を合計した数が対象
年度の月数を超える場合
　この場合には、前事業年度のうち、対
象年度開始の日から起算して 1年前の日
（対象年度が 1 年に満たない場合には、
その対象年度の期間前の日）を含む事業
年度について、その事業年度の基準所得
等金額をその事業年度の月数で除し、こ
れに対象年度の開始の日から起算して 1
年前の日からその事業年度終了の日まで
の期間の月数を乗じて計算した金額と、
その事業年度以外の前事業年度（前事業
年度が複数ある場合）の基準所得等金額
とを合計した金額を、前事業年度の基準
所得等金額の合計額とすることとされて
います（措令27の12の 7 ⑥二）。
ハ　法人が特定の法人に該当する場合
　法人が次の法人に該当する場合には、
対象年度又は前事業年度の基準所得等金
額は、次のとおり計算することとされて
います（措令27の12の 7 ⑨）。
Ａ　内国法人である公益法人等又は人格
のない社団等
　その事業年度の収益事業から生じた
所得の金額及び上記イロの金額の合計
額とされています（措令27の12の 7 ⑨
一）。なお、対象年度と前事業年度と
の月数が一致しない場合には、上記イ
又はロによる月数による調整計算を行
うこととなります（措令27の12の 7 ⑥）。

Ｂ　恒久的施設を有する外国法人
　法人税法第141条第 1 号イに掲げる
国内源泉所得についてはその事業年度
の恒久的施設帰属所得に係る上記イイ
の所得の金額及びその所得の金額の計
算上損金の額に算入された欠損金額の
合計額からその所得の金額の計算上益
金の額に算入された災害損失欠損金額
を控除した金額とされ（措令27の12の
7 ⑨二イ）、法人税法第141条第 1号ロ
に掲げる国内源泉所得についてはその
国内源泉所得に係る上記イイの所得の
金額及びその所得の金額の計算上損金
の額に算入された欠損金額の合計額か
らその所得の金額の計算上益金の額に
算入された災害損失欠損金額を控除し
た金額とされています（措令27の12の
7 ⑨二ロ）。また、人格のない社団等
にあっては、上記の所得の金額は、収
益事業から生じた所得の金額とされて
います。
（注）　恒久的施設帰属所得とは、法人税

法第142条第 1 項に規定する恒久的

施設帰属所得をいいます。

　なお、対象年度と前事業年度との月
数が一致しない場合には、上記イ又は
ロによる月数による調整計算を行うこ
ととなります（措令27の12の 7 ⑥）。

ハ　設立事業年度
　設立事業年度は、租税特別措置法第42条
の12の 5 第 4 項第 1号に規定する設立事業
年度とされています（措法42の12の 7 ⑧）。
　具体的には、法人の設立の日を含む事業
年度をいいます。なお、次の法人にあって
は、それぞれ次の事業年度とされています
（措法42の12の 5 ④一）。
イ　法人税法第 2条第 4号に規定する外国
法人……恒久的施設を有することとなっ
た日を含む事業年度
ロ　新たに収益事業を開始した公益法人等
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又は人格のない社団等……その開始した
日を含む事業年度
ハ　公共法人に該当していた収益事業を行
う公益法人等……その公益法人等に該当
することとなった日を含む事業年度
ニ　公共法人又は収益事業を行っていない
公益法人等に該当していた普通法人又は
協同組合等……その普通法人又は協同組
合等に該当することとなった日を含む事
業年度

ニ　合併等事業年度
　合併等事業年度とは、次のイからヘまで
の事業年度をいいます。ただし、設立事業
年度を除くこととされています（措法42の
12の 7 ⑨、措令27の12の 7 ⑪）。
イ　法人が合併等に係る合併法人等又は分
割法人等である場合におけるその合併等
の日を含む事業年度
　合併等とは、合併、事業を移転する分
割又は事業を移転する現物出資をいい、
合併法人等とは、合併法人、分割承継法
人又は被現物出資法人をいい、分割法人
等とは、分割法人又は現物出資法人をい
います。
ロ　法人が事業の譲渡等に係るその事業の
移転をした法人又はその事業の譲受けを
した法人である場合におけるその譲渡等
の日を含む事業年度
　譲渡等とは、譲渡又は譲受けをいいま
す。
ハ　法人が特別の法律に基づく承継に係る
被承継法人又は承継法人である場合にお
けるその承継の日を含む事業年度
ニ　通算親法人である法人について、法人
税法第64条の 9第 1項の規定による承認
の効力が生じた場合におけるその承認の
効力が生じた日を含む事業年度
ホ　法人が通算親法人との間に通算完全支
配関係を有することとなった場合におけ
るその有することとなった日を含む事業

年度
ヘ　法人が通算親法人（法人が通算親法人
である場合には、他の通算法人の全て）
との間に通算完全支配関係を有しなくな
った場合におけるその有しなくなった日
を含む事業年度
　なお、法人が初年度離脱通算子法人に該
当する場合におけるその法人の通算グルー
プに加入した日を含む事業年度及び通算グ
ループから離脱した日を含む事業年度は、
上記ホ及びヘの事業年度に該当しないこと
とされています（措令27の12の 7 ⑫）。
（注）　初年度離脱通算子法人とは、法人税法

施行令第24条の 3 に規定する初年度離脱

通算子法人をいいます（措令27の12の 7

⑫）。
（参考）　産業競争力強化法（平成25年法律第98号）

（経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事

業活動の持続的な発展を図るための産業

競争力強化法等の一部を改正する法律（令

和 8 年法律第29号）第 1 条の規定による

改正後）

（定義）

第 2条　省　略

2～11　省　略

12　この法律において「事業適応」とは、

事業者が、産業構造又は国際的な競争条

件の変化その他の経済社会情勢の変化に

対応して、その事業の生産性を相当程度

向上させること又はその生産し、若しく

は販売する商品若しくは提供する役務に

係る新たな需要を相当程度開拓すること

を目指して行うその事業の全部又は一部

の変更（取締役会その他これに準ずる機

関による経営の方針に係る決議又は決定

を伴うものに限る。）であって、次の各号

のいずれかに該当するものをいう。

一・二　省　略

三　予見し難い国際経済事情の急激な変

化に対応して行うもの
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13～19　省　略

20　この法律において「特定生産性向上設

備等」とは、生産性向上設備等のうち、

事業の将来における高い生産性の確保に

特に資するものとして経済産業省令で定

める基準に適合することについて経済産

業大臣の確認を受けたものをいう。

21～38　省　略

（実施指針）

第21条の20　省　略

2 　実施指針においては、次に掲げる事項

について定めるものとする。

一・二　省　略

三　国際経済事情激変事業適応（第 2 条

第12項第 3 号に該当する事業適応をい

う。以下同じ。）にあっては、次に掲げ

る事項

イ　国際経済事情激変事業適応の促進

の意義及び目標その他の国際経済事

情激変事業適応に関する基本的事項

ロ　国際経済事情激変事業適応の実施

に必要な特定生産性向上設備等の導

入その他の国際経済事情激変事業適

応の内容に関する事項

ハ　国際経済事情激変事業適応のため

の措置を行うのに必要な資金の調達

の円滑化に関して公庫及び指定金融

機関が果たすべき役割に関する事項

ニ　その他国際経済事情激変事業適応

に関する重要事項

3～ 5　省　略

（事業適応計画の認定）

第21条の22　事業者は、その実施しようと

する事業適応（当該事業者が法人を設立し、

その法人が実施しようとするものを含む。

以下同じ。）に関する計画（以下「事業適

応計画」という。）を作成し、主務省令で

定めるところにより、これを主務大臣に

提出して、その認定を受けることができる。

2　省　略

3 　事業適応計画には、次に掲げる事項を

記載しなければならない。

一　省　略

二　事業適応の内容及び実施時期

三　省　略

4～ 6　省　略

（事業適応計画の変更等）

第21条の23　前条第 1 項の認定を受けた者

（当該認定に係る事業適応計画に従って設

立された法人を含む。以下「認定事業適

応事業者」という。）は、当該認定に係る

事業適応計画を変更しようとするときは、

主務省令で定めるところにより、主務大

臣の認定を受けなければならない。

2 　主務大臣は、認定事業適応事業者が当

該認定に係る事業適応計画（前項の規定

による変更の認定があったときは、その

変更後のもの。以下「認定事業適応計画」

という。）に従って事業適応のための措置

を行っていないと認めるときは、その認

定を取り消すことができる。

3～ 5　省　略

4 　適用関係

　上記 3の制度は、経済社会情勢の変化を踏まえ
た企業の事業活動の持続的な発展を図るための産
業競争力強化法等の一部を改正する法律（令和 8
年法律第29号）の施行の日から施行することとさ
れています（改正法附則 1十四）。
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十四　法人税の額から控除される特別控除額の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴及び⑵の措置によって構成
されています。

⑴　法人税の額から控除される特別控除額の特例
　この措置は、法人が一の事業年度において租
税特別措置法における税額控除制度のうち複数
の制度の適用を受けようとする場合において、
その適用を受けようとする制度（同法第42条の
4第13項（同条第18項において準用する場合を
含みます。以下同じです。）の措置を除きま
す。）による税額控除可能額の合計額が当期の
調整前法人税額の90％相当額（同条第13項の措
置の適用を受けようとする場合には、その調整
前法人税額から同項の措置の適用を受けようと
する金額を控除した金額の90％相当額）を超え
るときは、その超える部分の金額は、当期の法
人税額からは控除ができず、各税額控除制度の
繰越税額控除限度超過額として翌期以後に繰越
控除ができるというものです（措法42の13①③）。

⑵　特定税額控除制度の不適用措置
　この措置は、法人（中小企業者（適用除外事
業者又は通算適用除外事業者に該当するものを
除きます。）又は農業協同組合等を除きます。
以下同じです。）が、平成30年 4 月 1 日から令
和 9年 3月31日までの間に開始する各事業年度
（以下「対象年度」といいます。）において特定
税額控除制度の適用を受けようとする場合にお
いて、その対象年度において次の要件のいずれ
にも該当しないとき（その対象年度が設立事業
年度及び合併等事業年度のいずれにも該当しな
い場合であって、その対象年度の所得の金額が
その対象年度の前事業年度の所得の金額以下で
ある場合を除きます。）は、その対象年度にお
いては、その特定税額控除制度を適用しないと

いうものです（措法42の13⑤）。
①　次の場合の区分に応じそれぞれ次の要件に
該当すること。
イ　次の場合のいずれにも該当する場合……
その法人の継続雇用者給与等支給額からそ
の継続雇用者比較給与等支給額を控除した
金額のその継続雇用者比較給与等支給額に
対する割合（以下「継続雇用者給与等支給
増加割合」といいます。）が 1 ％以上であ
ること。
イ　その対象年度終了の時において、その
法人の資本金の額若しくは出資金の額が
10億円以上であり、かつ、その法人の常
時使用する従業員の数が1,000人以上で
ある場合又はその対象年度終了の時にお
いてその法人の常時使用する従業員の数
が2,000人を超える場合
ロ　その対象年度が設立事業年度及び合併
等事業年度のいずれにも該当しない場合
であってその対象年度の前事業年度の所
得の金額が 0を超える一定の場合又はそ
の対象年度が設立事業年度若しくは合併
等事業年度に該当する場合

ロ　上記イ以外の場合……その法人の継続雇
用者給与等支給額がその継続雇用者比較給
与等支給額を超えること。

②　その法人の国内設備投資額がその当期償却
費総額の30％（上記①イイ及びロの場合のい
ずれにも該当する場合には、40％）相当額を
超えること。
　特定税額控除制度とは、試験研究を行った場
合の法人税額の特別控除制度（研究開発税制）
のうち、一般試験研究費の額に係る税額控除制
度（措法42の 4 ①）及び特別試験研究費の額に
係る税額控除制度（措法42の 4 ⑦）、地域経済
牽
けん

引事業の促進区域内において特定事業用機械
等を取得した場合の法人税額の特別控除制度

─ 618 ─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



（措法42の11の 2 ②）並びに生産工程効率化等
設備を取得した場合の法人税額の特別控除制度
（措法42の12の 6 ②）をいいます（措法42の13
①一・三・九・十五⑤）。
（注 1）　中小企業者とは、資本金の額若しくは出

資金の額が 1 億円以下の法人のうち次の法

人以外の法人（受託法人を除きます。）又は

資本若しくは出資を有しない法人のうち常

時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

（受託法人及びその法人が通算親法人である

場合における③の法人を除きます。）をいい

ます（措法42の 4 ⑲七、措令 1 の 2 ③、27

の 4 ⑰）。

①�　その発行済株式又は出資（その有する

自己の株式又は出資を除きます。以下同

じです。）の総数又は総額の 2分の 1 以上

が同一の大規模法人の所有に属している

法人

　なお、大規模法人とは、資本金の額若

しくは出資金の額が 1 億円を超える法人、

資本若しくは出資を有しない法人のうち

常時使用する従業員の数が1,000人を超え

る法人又は次の法人をいい、中小企業投

資育成株式会社を除きます。

イ�　大法人（次の法人をいいます。以下

同じです。）との間にその大法人による

完全支配関係がある普通法人

イ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億

円以上である法人

ロ�　保険業法に規定する相互会社及び

外国相互会社のうち、常時使用する

従業員の数が1,000人を超える法人

ハ　受託法人

ロ�　普通法人との間に完全支配関係があ

る全ての大法人が有する株式及び出資

の全部をその全ての大法人のうちいず

れか一の法人が有するものとみなした

場合においてそのいずれか一の法人と

その普通法人との間にそのいずれか一

の法人による完全支配関係があること

となるときのその普通法人（上記イの

法人を除きます。）

②�　上記①の法人のほか、その発行済株式

又は出資の総数又は総額の 3 分の 2 以上

が大規模法人の所有に属している法人

③�　他の通算法人のうちいずれかの法人が

次の法人に該当せず、又は受託法人に該

当する場合における通算法人

イ�　資本金の額又は出資金の額が 1 億円

以下の法人のうち上記①及び②の法人

以外の法人

ロ�　資本又は出資を有しない法人のうち

常時使用する従業員の数が1,000人以下

の法人
（注 2）　適用除外事業者とは、その事業年度開始

の日前 3 年以内に終了した各事業年度（以

下「基準年度」といいます。）の所得の金額

の合計額を各基準年度の月数の合計数で除

し、これに12を乗じて計算した金額（設立

後 3 年を経過していないこと、既に基準年

度の所得に対する法人税の額につき欠損金

の繰戻しによる還付制度の適用があったこ

と、基準年度において合併、分割又は現物

出資が行われたこと等の事由がある場合に

は、その計算した金額につきその事由の内

容に応じ調整を加えた金額となります。）が

15億円を超える法人をいいます（措法42の

4 ⑲八）。
（注 3）　通算適用除外事業者とは、通算法人であ

る法人の各事業年度終了の日においてその

通算法人である法人との間に通算完全支配

関係がある他の通算法人のうちいずれかの

法人が適用除外事業者に該当する場合にお

けるその通算法人である法人をいいます（措

法42の 4 ⑲八の二）。
（注 4）　農業協同組合等とは、農業協同組合、農

業協同組合連合会、中小企業等協同組合、

出資組合である商工組合及び商工組合連合

会、内航海運組合、内航海運組合連合会、

出資組合である生活衛生同業組合、漁業協
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同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業

協同組合、水産加工業協同組合連合会、森

林組合並びに森林組合連合会をいいます（措

法42の 4 ⑲九）。
（注 5）　設立事業年度とは、法人の設立の日を含

む事業年度をいいます。なお、次の法人に

あっては、それぞれ次の事業年度とされて

います（措法42の12の 5 ⑤一）。

①�　法人税法第 2 条第 4 号に規定する外国

法人……恒久的施設を有することとなっ

た日を含む事業年度

②�　新たに収益事業を開始した公益法人等

又は人格のない社団等……その開始した

日を含む事業年度

③�　公共法人に該当していた収益事業を行

う公益法人等……その公益法人等に該当

することとなった日を含む事業年度

④�　公共法人又は収益事業を行っていない

公益法人等に該当していた普通法人又は

協同組合等……その普通法人又は協同組

合等に該当することとなった日を含む事

業年度
（注 6）　合併等事業年度とは、次の事業年度（設

立事業年度を除きます。）をいいます（措法

42の13⑥、措令27の13⑧）。

①�　合併等に係る合併法人等又は分割法人

等である場合におけるその合併等の日を

含む事業年度

②�　事業の譲渡等に係るその事業の移転を

した法人又はその事業の譲受けをした法

人である場合におけるその譲渡等の日を

含む事業年度

③�　特別の法律に基づく承継に係る被承継

法人又は承継法人である場合におけるそ

の承継の日を含む事業年度

④�　グループ通算制度の開始、グループ通

算制度への加入及びグループ通算制度か

らの離脱の日を含む事業年度
（注 7）　継続雇用者給与等支給額、継続雇用者比

較給与等支給額については、前述「十一　

給与等の支給額が増加した場合の法人税額

の特別控除制度」の 1 ⑴（注 3）をご参照

ください。
（注 8）　国内設備投資額とは、その法人がその対

象年度において取得等（取得又は製作若し

くは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、

現物出資又は現物分配による取得等を除き

ます。）をした国内資産（国内にあるその法

人の事業の用に供する機械及び装置その他

の資産をいいます。）でその対象年度終了の

日において有するものの取得価額の合計額

をいい（措法42の13⑤二イ）、当期償却費総

額とは、その法人がその有する減価償却資

産につきその対象年度においてその償却費

として損金経理をした金額（損金経理の方

法又はその対象年度の決算の確定の日まで

に剰余金の処分により積立金として積み立

てる方法により特別償却準備金として積み

立てた金額を含み、損金経理額に含むもの

とされる金額を除きます。）の合計額をいい

ます（措法42の13⑤二ロ）。

⑶　グループ通算制度
　通算法人が適用対象事業年度において研究開
発税制のうち、一般試験研究費の額に係る税額
控除制度又は特別試験研究費の額に係る税額控
除制度の適用を受けようとする場合における上
記⑵の措置の適用については、次のとおり通算
グループを一体として計算することとされてい
ます（措法42の13⑦）。
（注）　適用対象事業年度とは、研究開発税制のうち、

通算法人の一般試験研究費の額に係る税額控

除制度又は特別試験研究費の額に係る税額控

除制度の適用を受けようとする事業年度（そ

の通算法人に係る通算親法人の事業年度（合

併による解散以外の解散の日を含む事業年度

を除きます。）終了の日に終了する事業年度に

限ります。）をいいます（措法42の 4 ⑧二⑱）。

①　対象法人
　適用除外事業者に該当する通算法人で通算
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加入適用除外事業者に該当するものは、上記
⑵の適用除外事業者に該当しないものとされ、
通算親法人である農業協同組合等で中小通算
農業協同組合等に該当しないものは、上記⑵
の農業協同組合等に該当しないものとされて
います（措法42の13⑦一）。
②　対象年度
　通算子法人の対象年度は、その通算子法人
に係る通算親法人の対象年度終了の日に終了
するその通算子法人の事業年度とされていま
す（措法42の13⑦二）。
③　適用要件のうち継続雇用者給与等支給額に
係る要件
　適用要件のうち継続雇用者給与等支給額に
係る要件（上記⑵①）は、次の場合の区分に
応じそれぞれ次の要件に該当することとされ
ています（措法42の13⑦三～六）。
イ　次の場合のいずれにも該当する場合……
その通算法人及びその通算法人の対象年度
終了の日においてその通算法人との間に通
算完全支配関係がある他の通算法人（以下
「他の通算法人」といいます。）の継続雇用
者給与等支給額の合計額からその通算法人
及び他の通算法人の継続雇用者比較給与等
支給額の合計額を控除した金額のその合計
額に対する割合（以下「継続雇用者給与等
支給合計増加割合」といいます。）が 1 ％
以上であること。
イ　その通算法人若しくは他の通算法人の
いずれかが、その対象年度終了の時にお
いて、資本金の額若しくは出資金の額が
10億円以上であり、かつ、常時使用する
従業員の数が1,000人以上である場合又
はその通算法人若しくは他の通算法人の
いずれかが、その対象年度終了の時にお
いて常時使用する従業員の数が2,000人
を超える場合
ロ　その通算法人の対象年度が合併等事業
年度に該当しない場合であってその対象
年度の前事業年度及びその対象年度終了

の日に終了する他の通算法人の対象年度
（以下「他の対象年度」といいます。）の
前事業年度の所得の金額の合計額が 0を
超える一定の場合又はその通算法人の対
象年度が合併等事業年度に該当する場合
（注）　合併等事業年度とは、次の事業年度

をいいます（措法42の13⑦四）。

Ａ�　対象法人である通算法人又は他の

通算法人のいずれかが、合併又は分

割等に係る合併法人、分割承継法人

等又は分割法人等である場合（その

分割等に係る分割承継法人等又は分

割法人等がその通算法人又は他の通

算法人との間に通算完全支配関係が

ある法人である場合を除きます。）に

おけるその合併又は分割等の日を含

むその通算法人の事業年度

Ｂ�　対象法人である通算法人又は他の

通算法人のいずれかが、事業の譲渡

等に係るその事業の移転をした法人

又はその事業の譲受けをした法人で

ある場合（その事業の移転をした法

人又はその事業の譲受けをした法人

がその通算法人又は他の通算法人と

の間に通算完全支配関係がある法人

である場合を除きます。）におけるそ

の譲渡等の日を含むその通算法人の

事業年度

Ｃ�　対象法人である通算法人又は他の

通算法人のいずれかが、特別の法律

に基づく承継に係る被承継法人又は

承継法人である場合（その承継に係

る承継法人又は被承継法人がその通

算法人又は他の通算法人との間に通

算完全支配関係がある法人である場

合を除きます。）におけるその承継の

日を含むその通算法人の事業年度

Ｄ�　他の法人がその通算法人に係る通

算親法人との間に通算完全支配関係

を有する又は有しないこととなった
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場合（当該他の法人の設立の日にそ

の通算完全支配関係を有することと

なった場合を除きます。）におけるそ

の有する又は有しないこととなった

日を含むその通算法人の事業年度

ロ　上記イ以外の場合……その通算法人及び
他の通算法人の継続雇用者給与等支給額の
合計額がその通算法人及び他の通算法人の
継続雇用者比較給与等支給額の合計額を超
えること。

④　適用要件のうち国内設備投資額に係る要件
　適用要件のうち国内設備投資額に係る要件
（上記⑵②）は、その通算法人及び他の通算
法人の国内設備投資額の合計額がその通算法
人及び他の通算法人の当期償却費総額の合計
額の30％（上記③イイ及びロの場合のいずれ
にも該当する場合には、40％）相当額を超え
ることとされています（措法42の13⑦七）。
⑤　適用除外
　適用除外となる「対象年度が設立事業年度
及び合併等事業年度のいずれにも該当しない
場合であって、その対象年度の所得の金額が
その対象年度の前事業年度の所得の金額以下
である場合」は、その通算法人の対象年度が
合併等事業年度に該当しない場合であって、
その通算法人の対象年度及び他の対象年度の
所得の金額の合計額がその対象年度の前事業
年度及び当該他の対象年度の前事業年度の所
得の金額の合計額以下である場合とされてい
ます（措法42の13⑦八）。

2 　改正の内容

　特定税額控除制度の不適用措置（上記 1 ⑵及び
⑶）について、次の見直しが行われました。

⑴　特定税額控除制度の追加
　措置の対象に、重点産業技術試験研究を行っ
た場合の法人税額の特別控除制度（措法42の 5
①）が追加されました（措法42の13①四の二⑤
⑦）。

⑵　要件の見直し
①　継続雇用者給与等支給額に係る要件の見直
し
　継続雇用者給与等支給額に係る要件（上記
1 ⑵①）について、上記 1 ⑵①イイ及びロの
いずれにも該当する場合には、継続雇用者給
与等支給増加割合が 2％以上（改正前： 1％
以上）であることとされ、その他の場合には、
継続雇用者給与等支給増加割合が 1％以上で
あること（改正前：その法人の継続雇用者給
与等支給額がその継続雇用者比較給与等支給
額を超えること）とされました（措法42の13
⑤一）。
②　設備投資に関する特定税額控除制度につい
ての要件の見直し
　次の特定税額控除制度（措法42の13①九・
十四）については、継続雇用者給与等支給額
に係る要件（上記①の見直し後の上記 1 ⑵
①）及び国内設備投資額に係る要件（上記 1
⑵②）のいずれかに該当しない（改正前：い
ずれにも該当しない）場合（その対象年度が
設立事業年度及び合併等事業年度のいずれに
も該当しない場合であって、その対象年度の
所得の金額がその対象年度の前事業年度の所
得の金額以下である場合を除きます。）にそ
の特定税額控除制度を適用しないこととされ
ました（措法42の13⑤）。すなわち、次のイ
及びロの制度を適用するためには、継続雇用
者給与等支給額に係る要件及び国内設備投資
額に係る要件の双方を満たすことが必要とな
ります。
イ　地域経済牽引事業の促進区域内において
特定事業用機械等を取得した場合の法人税
額の特別控除制度（措法42の11の 2 ②）
ロ　生産工程効率化等設備を取得した場合の
法人税額の特別控除制度（措法42の12の 6
②）

⑶　適用期限の延長
　措置の適用期限が、令和11年 3 月31日まで 2
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年延長されました（措法42の13⑤）。

⑷　グループ通算制度
　上記⑵①の改正に伴い、グループ通算制度に
おける特定税額控除制度の不適用措置（上記 1
⑶）における継続雇用者給与等支給額に係る要
件（上記 1 ⑶③）について、上記 1 ⑶③イイ及
びロのいずれにも該当する場合には、継続雇用
者給与等支給合計増加割合が 2％（改正前： 1
％）以上であることとされ、その他の場合には、
継続雇用者給与等支給合計増加割合が 1％以上
であること（改正前：その通算法人及び他の通
算法人の継続雇用者給与等支給額の合計額がそ
の通算法人及び他の通算法人の継続雇用者比較
給与等支給額の合計額を超えること）とされま
した（措法42の13⑦三）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、産業技術力強化法の一部
を改正する法律（令和 8 年法律第41号。以下
「産技法改正法」といいます。）の施行の日から
施行することとされています（改正法附則 1十

三）。
（注）　産技法改正法の施行の日は、産技法改正法

の公布の日（令和 8 年 6 月19日）から起算し

て 1 年を超えない範囲内において政令で定め

る日とされており（産技法改正法附則 1）、そ

の政令は、今後定められます。

⑵　上記 2 ⑵の改正は、法人の令和 8年 4月 1日
以後に開始する事業年度分の法人税について適
用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法
人税については、従前どおりとされています
（改正法附則50）。
⑶　上記 2 ⑷の改正は、通算グループを一体とし
て研究開発税制の適用を受けようとする通算法
人（以下「適用通算法人」といいます。）に係
る通算親法人の令和 8年 4月 1日以後に開始す
る事業年度終了の日に終了するその適用通算法
人の事業年度分の法人税について適用し、適用
通算法人に係る通算親法人の同月 1日前に開始
した事業年度終了の日に終了するその適用通算
法人の事業年度分の法人税については、従前ど
おりとされています（改正法附則57③）。

十五　通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴及び⑵の措置によって構成
されています。

⑴　通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合
等の法人税額の特例
　この措置は、内国法人の税額控除規定（次の
規定をいいます。以下同じです。）の適用を受
けた一の事業年度（その内国法人に係る通算親
法人の事業年度終了の日に終了するものに限り
ます。以下「適用事業年度」といいます。）後
の各事業年度（以下「調整事業年度」といいま
す。）終了の時において、過大申告の場合又は
期限後欠損金額の場合において、要加算調整額

があるときは、その調整事業年度の法人税額は、
他の税額計算規定等により計算した法人税額に、
その要加算調整額を加算するというものです
（措法42の14①）。
①　租税特別措置法第42条の 6第 2項及び第 3
項（中小企業者等が機械等を取得した場合の
法人税額の特別控除等）の規定
②　租税特別措置法第42条の 9第 1項及び第 2
項（沖縄の特定地域において工業用機械等を
取得した場合の法人税額の特別控除等）の規
定
③　租税特別措置法第42条の10第 2 項（国家戦
略特別区域において機械等を取得した場合の
法人税額の特別控除）の規定
④　租税特別措置法第42条の11第 2 項（国際戦
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略総合特別区域において機械等を取得した場
合の法人税額の特別控除）の規定
⑤　租税特別措置法第42条の11の 2 第 2 項（地
域経済牽

けん

引事業の促進区域内において特定事
業用機械等を取得した場合の法人税額の特別
控除）の規定
⑥　租税特別措置法第42条の11の 3 第 2 項若し
くは第42条の12第 1 項の規定又は同条第 2項
の規定（地方活力向上地域等において特定建
物等を取得した場合の法人税額の特別控除又
は地方活力向上地域等において雇用者の数が
増加した場合の法人税額の特別控除）
⑦　租税特別措置法第42条の12の 2 第 1 項（認
定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄
附をした場合の法人税額の特別控除）の規定
⑧　租税特別措置法第42条の12の 4 第 2 項及び
第 3項（中小企業者等が特定経営力向上設備
等を取得した場合の法人税額の特別控除等）
の規定
⑨　租税特別措置法第42条の12の 5 第 1 項から
第 4項まで（給与等の支給額が増加した場合
の法人税額の特別控除等）の規定
⑩　租税特別措置法第42条の12の 6 第 2 項から
第 4項まで、第 6項及び第 7項（生産工程効
率化等設備を取得した場合等の法人税額の特
別控除等）の規定

（注 1）　過大申告の場合とは、他の通算法人（そ

の内国法人のその適用事業年度終了の日（以

下「基準日」といいます。）においてその内

国法人との間に通算完全支配関係がある他

の内国法人をいいます。以下同じです。）の

いずれかの基準日に終了する事業年度（以

下「他の適用事業年度」といいます。）にお

いて生じた通算前欠損金額（法人税法第64

条の 5 第 1 項に規定する通算前欠損金額を

いい、同法第64条の 6 の規定によりないも

のとされたものを除きます。以下同じで

す。）が当該他の通算法人の当該他の適用事

業年度の確定申告書等に添付された書類に

通算前欠損金額として記載された金額を超

える場合において、その超える部分の金額

（以下「通算不足欠損金額」といいます。）

のうちに事実を仮装して経理したところに

基づくものがある場合をいいます（措法42

の14①）。
（注 2）　期限後欠損金額の場合とは、期限後欠損

金額がある場合をいい、期限後欠損金額とは、

他の通算法人のいずれかの他の適用事業年

度の確定申告書等（期限後申告書に限りま

す。）に添付された書類に通算前欠損金額と

して記載された金額をいいます（措法42の

14①）。
（注 3）　要加算調整額とは、税額控除規定により

適用事業年度の法人税額から控除された金

額（以下「控除額」といいます。）のうち通

算不足欠損相当税額にその税額控除規定の

控除上限割合（租税特別措置法第42条の14

第 1 項の表の各号の上欄に掲げる税額控除

規定の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる

割合をいいます。）を乗じて計算した金額か

ら税額控除余裕額を控除した金額（その適

用事業年度の調整前法人税額からその通算

不足欠損相当税額を控除した金額をその適

用事業年度の調整前法人税額とみなして同

法第42条の13第 1 項及び同項各号に掲げる

規定を適用した場合に同項の規定によりそ

の調整前法人税額から控除しないこととな

る調整前法人税額超過額があるときは、そ

の控除額のうちその調整前法人税額超過額

を構成することとなる部分に相当する金額

を加算した金額）に達するまでの金額（以

下「個別要加算調整額」といいます。）（そ

の控除額のうちにその調整事業年度前の各

事業年度においてこの措置又は下記⑵の措

置の規定により加算された金額がある場合

には、その個別要加算調整額からその加算

された金額の合計額を控除した金額）の合

計額をいいます（措法42の14①）。
（注 4）　通算不足欠損相当税額とは、他の通算法

人（過大申告の場合又は期限後欠損金額の
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場合に係るものに限ります。）に係る通算不

足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に

欠損分配割合（当該他の通算法人につき法

人税法第64条の 5 第 5 項の規定を適用しな

いものとした場合のその内国法人のその適

用事業年度の同項の規定を適用した同条第

2 項に規定する割合をいいます。）を乗じて

計算した金額をその内国法人のその適用事

業年度の所得の金額とみなしてその所得の

金額につき同法第66条の規定並びに租税特

別措置法第67条の 2 及び第68条の規定を適

用するものとした場合に計算される法人税

額をいいます（措法42の14①）。
（注 5）　税額控除余裕額とは、控除額がその適用

事業年度のその税額控除規定の控除上限額

（租税特別措置法第42条の14第 1 項の表の各

号の上欄に掲げる税額控除規定の区分に応

じ当該各号の下欄に掲げる金額をいいま

す。）に満たない場合におけるその満たない

部分の金額をいいます（措法42の14①）。
（注 6）　調整前法人税額とは、租税特別措置法第

42条の 4 第19項第 2 号に規定する調整前法

人税額をいいます。
（注 7）　調整前法人税額超過額とは、租税特別措

置法第42条の13第 1 項に規定する調整前法

人税額超過額をいいます。すなわち、租税

特別措置法における各税額控除制度による

税額控除可能額の合計額が調整前法人税額

の90％相当額を超える場合のその超える部

分の金額であり、当期の法人税額から控除

できない金額をいいます。
（注 8）　他の税額計算規定等とは、法人税法第66

条第 1 項から第 3 項まで及び第 6 項並びに

第69条第19項（同条第23項又は第24項にお

いて準用する場合を含みます。）の規定、租

税特別措置法第42条の 4 第 8 項第 6 号ロ及

び第 7 号（これらの規定を同条第18項にお

いて準用する場合を含みます。）、第42条の

14第 4 項、第67条の 2 第 1 項並びに第68条

第 1 項の規定その他法人税に関する法令の

規定をいいます（措法42の14①）。

　なお、上記の内国法人の調整事業年度のこの
措置の適用において、他の通算法人（過大申告
の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに
限ります。）の他の適用事業年度において生じ
た通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額（そ
の調整事業年度終了の日以前に提出された当該
他の適用事業年度の確定申告書等若しくは修正
申告書に添付された書類又は同日以前にされた
国税通則法第24条若しくは第26条の規定による
更正に係る同法第28条第 2項に規定する更正通
知書に添付された書類のうち、最も新しいもの
に通算前欠損金額として記載された金額をいい
ます。以下同じです。）と異なる場合には、そ
の既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年
度において生じた通算前欠損金額とみなすこと
とされています（措法42の14②）。
　また、上記の適用事業年度について法人税法
第64条の 5第 8項（法人税の負担を不当に減少
させる結果となると認められる場合の全体再計
算）の規定の適用がある場合には、その適用事
業年度に係る上記の内国法人の調整事業年度に
ついては、この措置は適用しないこととされて
います（措法42の14③）。

⑵　通算承認の失効の場合の法人税額の特例（取
戻し課税）
　この措置は、通算法人（通算法人であった法
人を含みます。以下同じです。）について、法
人税法第64条の10第 5 項の規定により同法第64
条の 9第 1項の規定による承認（以下「通算承
認」といいます。）が効力を失う場合において、
その通算法人がその効力を失う日（以下「失効
日」といいます。）前 5 年以内に開始した各事
業年度（その通算承認の効力が生じた日前に終
了した事業年度を除きます。）において特別税
額控除規定（次の規定をいいます。以下同じで
す。）の適用を受けたときは、その通算法人の
失効日の前日を含む事業年度（以下「失効事業
年度」といいます。）の法人税額は、他の税額

─ 625 ─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



計算規定等により計算した法人税額に、特別税
額控除規定によりその各事業年度の法人税額か
ら控除された金額に相当する金額を加算した金
額とするものです（措法42の14④）。
①　租税特別措置法第42条の 6第 2項及び第 3
項（中小企業者等が機械等を取得した場合の
法人税額の特別控除等）の規定
②　租税特別措置法第42条の 9第 1項及び第 2
項（沖縄の特定地域において工業用機械等を
取得した場合の法人税額の特別控除等）の規
定
③　租税特別措置法第42条の12の 4 第 2 項及び
第 3項（中小企業者等が特定経営力向上設備
等を取得した場合の法人税額の特別控除等）
の規定
④　租税特別措置法第42条の12の 5 第 3 項及び
第 4項（給与等の支給額が増加した場合の法
人税額の特別控除のうち、中小企業者等の雇
用者給与等支給額が増加した場合に係る措置
及び中小企業者等税額控除限度超過額の繰越
控除制度）の規定
⑤　租税特別措置法第42条の12の 6 第 3 項、第
4項、第 6項及び第 7項（生産工程効率化等
設備を取得した場合等の法人税額の特別控除
のうち、戦略分野国内生産促進税制）の規定

（注 1）　失効事業年度は、失効日の前日がその通

算法人に係る通算親法人の事業年度終了の

日である場合には、その失効日を含む事業

年度とされています（措法42の14④）。
（注 2）　他の税額計算規定等とは、法人税法第66

条第 1 項から第 3 項まで及び第 6 項並びに

第69条第19項（同条第23項又は第24項にお

いて準用する場合を含みます。）の規定、租

税特別措置法第42条の14第 1 項、第67条の

2 第 1 項及び第68条第 1 項の規定その他法

人税に関する法令の規定をいいます（措法

42の14④）。
（注 3）　法人税額に加算する金額となる「特別税

額控除規定により各事業年度の法人税額か

ら控除された金額」からは、失効事業年度

前の各事業年度において上記⑴の措置の適

用があった場合には、その各事業年度にお

いて上記⑴の措置により加算された金額の

合計額を控除することとされています（措

法42の14④）。

2 　改正の内容

⑴　通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合
等の法人税額の特例における税額控除規定の追
加
　上記 1 ⑴の措置の対象に、租税特別措置法第
42条の12の 7 第 2 項及び第 3項（特定生産性向
上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除
等）の規定が追加されました（措法42の14①）。

⑵　通算承認の失効の場合の法人税額の特例にお
ける特別税額控除規定の追加
　上記 1 ⑵の措置の対象に、次の規定が追加さ
れました（措法42の14④）。
①　租税特別措置法第42条の 4第 4項、第 7項
及び第14項（同条第 4項の規定の適用に係る
部分に限ります。）（試験研究を行った場合の
法人税額の特別控除のうち、中小企業技術基
盤強化税制における中小企業者等税額控除限
度額に係る税額控除、中小企業技術基盤強化
税制における中小企業者等税額控除限度超過
額の繰越控除及び中小企業技術基盤強化税制
に係る調整対象金額が当初申告税額控除可能
額を超える場合の税額控除）の規定
②　租税特別措置法第42条の 5第 1項及び第 2
項並びに同条第 3項第 2号において準用する
同法第42条の 4第14項（重点産業技術試験研
究を行った場合の法人税額の特別控除等）の
規定
③　租税特別措置法第42条の12の 7 第 2 項及び
第 3項（特定生産性向上設備等を取得した場
合の法人税額の特別控除等）の規定
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⑶　通算承認の失効の場合の法人税額の特例にお
ける研究開発税制の適用に係る法人税額への加
算額の整備
　上記⑵の改正に伴い、 5年内事業年度におい
て中小企業技術基盤強化税制における中小企業
者等税額控除限度額に係る税額控除（措法42の
4 ④）の適用を受けた場合に本措置により法人
税額に加算する金額の整備が行われました。
（注 1）　 5 年内事業年度とは、失効日前 5 年以内

に開始した各事業年度（その通算承認の効

力が生じた日前に終了した事業年度を除き

ます。）をいいます（措法42の14④）。

　具体的には、 5年内事業年度又はその 5年内
事業年度終了の日においてその通算法人との間
に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日
に終了する事業年度（以下「他の事業年度」と
いいます。）における中小企業技術基盤強化税
制における税額控除限度額に係る税額控除（措
法42の 4 ④）の適用について、税額控除超過額
が当初申告税額控除可能分配額を超える場合の
法人税額の加算措置（措法42の 4 ⑧六ロ）及び
調整後税額控除可能額が当初申告税額控除可能
額に満たない場合の法人税額の加算措置（措法
42の 4 ⑧七）の適用があった場合には、本措置
により法人税額に加算される金額は、特別税額
控除規定により 5年内事業年度の所得に対する
法人税の額から控除された金額から次の算式に
より計算した金額を控除した金額とされました
（措法42の14④二、措令27の14①）。
≪算式≫
５ 年内事業年
度又は他の事
業年度の措法
第42条の ４ 第
４ 項の規定の
適用に係る同
条第 ８ 項第 ６
号ロ又は第 ７
号の規定によ
り加算された
金額の合計額

×

その通算法人の措法第42条の
４ 第 ４ 項の規定によりその ５
年内事業年度の所得に対する
法人税の額から控除された金
額
その通算法人及び他の通算法
人の措法第42条の ４ 第 ４ 項の
規定によりその ５ 年内事業年
度及び他の事業年度の所得に
対する法人税の額から控除さ
れた金額の合計額

（注）　上記の算式の割合の法人税の額から控除さ

れた金額には、中小企業技術基盤強化税制に

おける税額控除限度超過額に係る税額控除（措

法42の 4 ④）の適用について調整対象金額が

当初申告税額控除可能額を超える場合の税額

控除（措法42の 4 ⑭）により上記の 5 年内事

業年度後の各事業年度又は上記の他の事業年

度後の各事業年度の所得に対する法人税の額

から控除された金額がある場合には、その控

除された金額を含むこととされています（措

令27の14①一・二）。

　通算法人に係る研究開発税制の適用について
は、試験研究費の額の増減率、控除額等につき、
通算グループを一体として計算する調整を行う
こととされており、他の通算法人の当初申告に
おける数値に誤りがあった場合には原則として
当初申告における数値に固定され（措法42の 4
⑧四）、自己の当初申告における数値に誤りが
あり、通算グループ全体の税額控除額が過大で
あった場合には、その過大であった部分の金額
である税額控除超過額を、当初申告における税
額控除額（当初申告税額控除可能分配額）から
控除した金額を税額控除額とし（措法42の 4 ⑧
六イ）、控除しきれない金額を自己の法人税額
に加算することとされています（措法42の 4 ⑧
六ロ）。また、自己の修正申告又は更正による
非特定欠損金の増加額等が損益通算されたもの
とした場合に減少することとなる所得金額を加
味して計算した通算グループ全体の調整前法人
税額による税額控除可能額である調整後税額控
除可能額が当初申告税額控除可能額に満たない
場合には、その満たない部分の金額を自己の法
人税額に加算することとされています（措法42
の 4 ⑧七）。
　これらの加算措置により法人税額に加算され
た金額は、通算グループ全体の税額控除額の過
大分として既に修正申告又は更正をした通算法
人の法人税額に加算することで調整済の金額で
あることから、その加算額の通算グループ全体
の合計額を各通算法人の中小企業技術基盤強化
税制における税額控除限度額に係る税額控除に
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よる税額控除額の比で配分した金額を、本措置
による取戻課税の対象となる金額、すなわち、
租税特別措置法第42条の 4第 4項の規定により
5年内事業年度の所得に対する法人税の額から
控除された金額から控除することとしています。
（注 2）　 5 年内事業年度又は他の事業年度におけ

る重点産業技術試験研究を行った場合の法

人税額の特別控除制度における税額控除限

度額に係る税額控除（措法42の 5 ①）の適

用について、税額控除超過額が当初申告税

額控除可能分配額を超える場合の法人税額

の加算措置（措法42の 5 ③二において準用

する措法42の 4 ⑧六ロ）及び調整後税額控

除可能額が当初申告税額控除可能額に満た

ない場合の法人税額の加算措置（措法42の

5 ③二において準用する措法42の 4 ⑧七）

の適用があった場合についても、上記と同様、

これらの措置による加算額を基礎として計

算した金額を控除することとされています

（措法42の14④二）。控除額の具体的な計算

については、今後、政令によって定められ

る予定です。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴及び⑵③の改正は、経済社会情勢の
変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展
を図るための産業競争力強化法等の一部を改正
する法律（令和 8年法律第29号。以下「産競法
等改正法」といいます。）の施行の日から施行
することとされています（改正法附則 1十四）。
（注）　産競法等改正法の施行の日は、産競法等改

正法の公布の日（令和 8 年 6 月 5 日）から起

算して 3 月を超えない範囲内において政令で

定める日とされており（産競法等改正法附則

1）、その政令は、今後定められます。

⑵　上記 2 ⑵①（租税特別措置法第42条の 4第 7
項に係る部分に限ります。）の改正は、令和 8
年 4月 1日から施行されています（改正法附則
1）。

⑶　上記 2 ⑵①及び⑶（租税特別措置法第42条の
4 第 4 項及び第14項に係る部分に限ります。）
の改正は、これらの規定により令和 8年 4月 1
日以後に開始する 5年内事業年度（通算グルー
プを一体として研究開発税制の適用を受けよう
とする通算法人（以下「適用通算法人」といい
ます。）の適用対象事業年度を除きます。）の所
得に対する法人税の額から控除された金額及び
これらの規定により適用通算法人に係る通算親
法人の同日以後に開始する事業年度終了の日に
終了するその適用通算法人の適用対象事業年度
に該当する 5年内事業年度の所得に対する法人
税の額から控除された金額について適用するこ
ととされています（改正法附則58②）。
⑷　上記 2 ⑵②の改正は、産業技術力強化法の一
部を改正する法律（令和 8年法律第41号。以下
「産技法改正法」といいます。）の施行の日から
施行することとされています（改正法附則 1十
三）。
（注）　産技法改正法の施行の日は、産技法改正法

の公布の日（令和 8 年 6 月19日）から起算し

て 1 年を超えない範囲内において政令で定め

る日とされており（産技法改正法附則 1）、そ

の政令は、今後定められます。

第二　特別償却関係
一　特定船舶の特別償却制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で特定

海上運送業を営むものが、令和 3年 4月 1日から
令和 8年 3月31日までの間に、特定船舶でその製
作の後事業の用に供されたことのないものの取得
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又は特定船舶の製作をして、これをその法人の特
定海上運送業の用に供した場合には、その用に供
した日を含む事業年度において、その特定船舶の
取得価額に特別償却割合を乗じて計算した金額の
特別償却ができるというものです（措法43①）。
　対象となる特定船舶とは、特定海上運送業の経
営の合理化及び環境への負荷の低減に資する船舶
のうち次の船舶をいい、特別償却割合は、次の特
定船舶の区分に応じそれぞれ次の割合とされてい
ます。
⑴　特定外航船舶のうち認定外航船舶確保等計画
に従って取得等をした本邦対外船舶運航事業用
船舶
①　日本船舶に該当する特定先進船舶……32％
②　日本船舶に該当しない特定先進船舶……30
％
③　日本船舶に該当する船舶のうち特定先進船
舶以外のもの……29％
④　日本船舶に該当しない船舶のうち特定先進
船舶以外のもの……27％

⑵　特定外航船舶のうち認定外航船舶確保等計画
に従って取得等をしたもの（上記⑴の船舶を除
きます。）
①　日本船舶に該当する特定先進船舶……30％
②　日本船舶に該当しない特定先進船舶……28
％
③　日本船舶に該当する船舶のうち特定先進船
舶以外のもの……27％
④　日本船舶に該当しない船舶のうち特定先進
船舶以外のもの……25％

⑶　上記⑴及び⑵以外の外航船舶
①　日本船舶に該当する特定先進船舶……20％
②　日本船舶に該当しない特定先進船舶……18
％
③　日本船舶に該当する船舶のうち特定先進船
舶以外のもの……17％
④　日本船舶に該当しない船舶のうち特定先進
船舶以外のもの……15％

⑷　内航船舶
①　環境負荷低減に著しく資する内航船舶……

18％
②　上記①以外の内航船舶……16％

（注 1）　特定海上運送業とは、海洋運輸業、沿海運

輸業及び船舶貸渡業をいい、海洋運輸業とは、

本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本

邦以外の地域の各港間において船舶により人

又は物の運送をする事業をいい、沿海運輸業

とは、本邦の各港間において船舶により人又

は物の運送をする事業をいい、船舶貸渡業とは、

海上運送法第 2 条第10項に規定する船舶貸渡

業をいいます（措令28①）。
（注 2）　特定海上運送業の経営の合理化及び環境へ

の負荷の低減に資する船舶とは、次の船舶に

該当する鋼船のうち国土交通大臣が財務大臣

と協議して指定するものをいいます（措令28

②）。

⑴�　海洋運輸業の用に供される船舶（船舶の

トン数の測度に関する法律第 4 条第 1 項に

規定する国際総トン数が 1 万トン以上のも

のに限るものとし、匿名組合契約（当事者

の一方が相手方の事業のために出資をし、

相手方がその事業から生ずる利益を分配す

ることを約する契約を含みます。）又は外国

におけるこれに類する契約（以下「匿名組

合契約等」といいます。）の目的である船舶

貸渡業の用に供されるもの（その船舶貸渡

業を営む法人の認定先進船舶導入等計画に

記載された海上運送法第39条の10第 1 項に

規定する先進船舶に該当するものを除きま

す。）で、その貸付けを受けた者の海洋運輸

業の用に供されるものを除きます。）

⑵�　沿海運輸業の用に供される船舶（総トン

数が500トン以上のものに限るものとし、匿

名組合契約等の目的である船舶貸渡業の用

に供されるもので、その貸付けを受けた者

の沿海運輸業の用に供されるものを除きま

す。）
（注 3）　認定先進船舶導入等計画とは、海上運送法

第39条の14に規定する認定先進船舶導入等計

画をいい、先進船舶とは、同法第39条の10第
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1 項に規定する先進船舶をいいます（措法43

①一イ）。

2 　改正の内容

⑴　対象船舶の見直し
　海洋運輸業の用に供される船舶のうち、匿名
組合契約等の目的である船舶貸渡業の用に供さ
れるものでその貸付けを受けた者の海洋運輸業
の用に供されるものは、対象となる海洋運輸業
の用に供される船舶から除外されていますが、
これまで、その例外として、その船舶貸渡業を
営む法人の認定先進船舶導入等計画に記載され
た先進船舶に該当するもの（以下「特例匿名組
合船舶」といいます。）は、対象となる海洋運
輸業の用に供される船舶とされていました（上
記 1（注 2）⑴）。今般の改正において、この
特例匿名組合船舶の範囲を限定する見直しが行
われ、特例匿名組合船舶のうち海上運送法第39
条の 2第 2項第 2号に規定する認定事業基盤強
化事業者が製造した先進船舶のみが、対象とな
る海洋運輸業の用に供される船舶とされました
（措令28②一）。
（注）　関係法令については、下記の（参考）をご

参照ください。

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和11年 3 月31日まで 3
年延長されました（措法43①）。
（参考）　海上運送法（昭和24年法律第187号）

（外航船舶確保等計画）

第39条の 2　省　略

2 　外航船舶確保等計画には、次に掲げる

事項を記載しなければならない。

一　省　略

二　特定外航船舶（造船法（昭和25年法

律第129号）第11条第 1 項の事業基盤強

化計画の認定を受けた同法第10条第 2

項に規定する造船等事業者（以下「認

定事業基盤強化事業者」という。）が製

造する外航船舶（船体、船舶用機関若

しくは艤
ぎ

装品又はこれらの部分品若し

くは附属品のうち国土交通省令で定め

るものについて、認定事業基盤強化事

業者が製造したものを用いるものに限

る。）をいう。第 4 項第 4 号において同

じ。）の導入その他外航船舶の確保等の

内容

三～六　省　略

3～ 6　省　略

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、法人が令和 8年 4月 1日以
後に取得又は製作をする特定船舶（経過船舶を除
きます。）について適用し、法人が同日前に取得
又は製作をした特定船舶（経過船舶を含みます。）
については、従前どおりとされています（改正措
令附則19①）。
　経過船舶とは、法人が令和 8年 4月 1日前に締
結した契約に基づき同日以後に取得をする海洋運
輸業の用に供される船舶をいいます（改正措令附
則19①）。すなわち、法人が取得した海洋運輸業
用の船舶にあっては、その取得の基因となった造
船契約、売買契約等の締結日が令和 8年 4月 1日
以後であるものについて、上記 2 ⑴の改正が適用
されることになります。

二　特定事業継続力強化設備等の特別償却制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、特定中小企業者等が、中小企業等
経営強化法第56条第 1項又は第58条第 1項の認定

（以下「認定」といいます。）を受けた日から同日
以後 1年を経過する日までの間に、特定事業継続
力強化設備等でその製作若しくは建設の後事業の
用に供されたことのないものの取得又は特定事業
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継続力強化設備等の製作若しくは建設をして、こ
れをその特定中小企業者等の事業の用に供した場
合には、その事業の用に供した日を含む事業年度
において、その特定事業継続力強化設備等の取得
価額の16％相当額の特別償却ができるというもの
です（措法44の 2 ①）。
　特定中小企業者等とは、青色申告書を提出する
法人で租税特別措置法第42条の 4第19項第 7号に
規定する中小企業者（適用除外事業者又は通算適
用除外事業者に該当するものを除きます。）又は
これに準ずる法人であるもののうち中小企業の事
業活動の継続に資するための中小企業等経営強化
法等の一部を改正する法律（令和元年法律第21
号）の施行の日（令和元年 7月16日）から令和 9
年 3月31日までの間に認定を受けた中小企業等経
営強化法第 2条第 1項に規定する中小企業者に該
当するものをいいます（措法44の 2 ①）。
　特定事業継続力強化設備等とは、特定中小企業
者等の認定事業継続力強化計画等に係る中小企業

等経営強化法第56条第 2項第 2号ロに規定する事
業継続力強化設備等としてその認定事業継続力強
化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備
品並びに建物附属設備（機械及び装置並びに器具
及び備品の部分について行う改良又は機械及び装
置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行
に伴って取得又は製作をするものを含みます。）
で一定の規模のものをいいます（措法44の 2 ①）。
　また、中小企業等経営強化法第56条第 2項第 2
号ロに規定する事業継続力強化設備等とは、事業
継続力強化に特に資する設備、機器又は装置とし
て経済産業省令で定めるものをいい、具体的には、
次の設備等のうち、認定事業継続力強化計画等に
おける事業継続力強化の目標の達成及びその内容
の実現に資するものであることにつき経済産業大
臣の確認を受けたものをいいます（中小企業等経
営強化法56②二ロ、中小企業等経営強化法施行規
則29）。

減価償却資産の種類 対象となるものの用途又は細目

⑴　機械及び装置 自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する次のいずれかに該
当するものとして経済産業大臣が定めるもの。
①�　自家発電設備、浄水装置、揚水ポンプその他の自然災害に起因する電気、ガス又は
水道水の供給の停止の影響の軽減に資する機能を有するもの

②�　排水ポンプその他の自然災害に起因する浸水の影響の軽減に資する機能を有するも
の

③�　耐震装置、制震装置、免震装置その他の自然災害に
　�起因する設備の転倒又は損壊の影響の軽減に資する機能を有するもの

⑵　器具及び備品 全ての設備

⑶　建物附属設備 電気設備（照明設備を含みます。）

給排水又は衛生設備及びガス設備

格納式避難設備

可動間仕切り

自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する次のいずれかに該
当するものとして経済産業大臣が定めるもの。
①�　耐震装置、制震装置、免震装置その他の自然災害に起因する設備の転倒又は損壊の
影響の軽減に資する機能を有するもの

②�　防水シャッターその他の自然災害に起因する浸水の影響の軽減に資する機能を有す
るもの

（注）�　一定の規模のものとは、機械及び装置にあっては 1台又は 1基の取得価額が100万円以上のものをいい、
器具及び備品にあっては 1 台又は 1 基の取得価額が30万円以上のものをいい、建物附属設備にあっては一
の建物附属設備の取得価額が60万円以上のものをいいます（措令28の 5 ②）。
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2 　改正の内容

　特定事業継続力強化設備等のうち器具及び備品
の取得価額要件が、40万円以上（改正前：30万円
以上）に引き上げられました（措令28の 5 ②）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人が令和 8年 4月 1日以後

に取得又は製作若しくは建設をする特定事業継続
力強化設備等について適用し、法人が同日前に取
得又は製作若しくは建設をした特定事業継続力強
化設備等については、従前どおりとされています
（改正措令附則19②）。

三　特定都市再生建築物の割増償却制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人が、昭
和60年 4 月 1 日から令和 8年 3月31日までの間に、
特定都市再生建築物で新築されたものの取得又は
特定都市再生建築物の新築をして、これをその法
人の事業の用に供した場合には、その事業の用に
供した日以後 5年以内の日を含む各事業年度にお
いて、その特定都市再生建築物について、その普
通償却限度額に割増償却割合を乗じて計算した金
額の割増償却ができるというものです（措法47①）。
　特定都市再生建築物とは、次の地域内において、
都市再生特別措置法の認定計画（国家戦略特別区
域法の認定を受けた区域計画を含みます。）に基
づく都市再生事業（一定の要件を満たすものに限
ります。）により整備される建築物をいい（措法
47③、措令29の 2 ①②、措規20の21①）、割増償
却割合は、その建築物の整備される地域が次の地
域のいずれに該当するかに応じそれぞれ次のとお
りとされています（措法47①）。
⑴　特定都市再生緊急整備地域……50％
⑵　都市再生緊急整備地域（上記⑴に該当する地
域を除きます。）……25％

（注）　一定の要件は、次の⑴及び⑵又は⑴及び⑶の

要件とされています（措法47③、措令29の 2 ①）。

⑴�　都市再生事業の施行される土地の区域（以

下「事業区域」といいます。）内に地上階数10

以上又は延べ面積が 7 万5,000㎡以上の建築物

が整備されること。

⑵�　事業区域内において整備される公共施設の

用に供される土地の面積のその事業区域の面

積のうちに占める割合（以下「公共施設面積

割合」といいます。）が30％以上であること。

⑶�　都市の居住者等の利便の増進に寄与する施

設の整備に要する費用の額が10億円以上であ

ること。

2 　改正の内容

⑴　特定都市再生建築物に係る要件の見直し
　事業区域の全部又は一部が特定都市再生緊急
整備地域（上記 1⑴の地域）内にある場合にお
ける都市再生事業の要件に、公共施設面積割合
が10％以上であることが追加されました（措令
29の 2 ①三）。

⑵　民間都市再生事業計画の認定要件の見直し
　対象となる民間都市再生事業計画のうち特定
都市再生緊急整備地域（上記 1⑴の地域）にお
ける民間都市再生事業計画（事業区域の全部又
は一部が特別区の区域内にあるものに限りま
す。）の認定要件のうちその事業区域内におい
て複数（ 2以上）の用途を整備することとの要
件について、その用途から住宅のうち分譲住宅
が除外されました（「民間都市再生事業計画制
度の運用について（事業認定ガイドライン）」
3）。すなわち、特定都市再生緊急整備地域に
おける民間都市再生事業計画のうちその事業区
域の全部又は一部が特別区の区域内にあるもの
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の認定に当たっては、住宅のうち分譲住宅は一
の用途としては扱わないこととされます。
（注）　用途とは、例えば、業務（オフィスなどが

該当します。）、商業（物販店舗、飲食店舗な

どが該当します。）、居住（住宅などが該当し

ます。）などをいいます。

⑶　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和11年 3 月31日まで 3
年延長されました（措法47①）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、法人が令和 8年 4月 1日
以後に取得又は新築をする特定都市再生建築物
について適用し、法人が同日前に取得又は新築
をした特定都市再生建築物については、従前ど
おりとされています（改正措令附則19③）。
⑵　上記 2 ⑵の改正は、令和 8年 4月 1日以降に
認定申請のあった民間都市再生事業計画につい
て適用することとされています（「民間都市再
生事業計画制度の運用について（事業認定ガイ
ドライン）」 4）。

四　倉庫用建物等の割増償却制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で特定
総合効率化計画の認定を受けたものが、昭和49年
4 月 1 日から令和 8年 3月31日までの間に、物資
の流通の拠点区域内において、倉庫用建物等でそ
の建設の後使用されたことのないものの取得又は
倉庫用建物等の建設をして、これをその法人の倉
庫業の用に供した場合には、その倉庫業の用に供
した日以後 5年以内の日を含む各事業年度（その
倉庫用建物等が流通業務の省力化に特に資するも
のとして一定の要件を満たす特定流通業務施設で
あることにつき証明がされた事業年度に限りま
す。）において、その倉庫用建物等について、普
通償却限度額の 8％相当額の割増償却ができると
いうものです（措法48①）。
（注 1）　特定総合効率化計画とは、物資の流通の効

率化に関する法律第 6 条第 1 項に規定する総

合効率化計画のうち同条第 3 項各号に掲げる

事項が記載されたものをいいます（措法48①）。
（注 2）　倉庫用建物等とは、倉庫用の建物及びその

附属設備並びに構築物のうち、物資の輸送の

合理化に著しく資するものとして国土交通大

臣が財務大臣と協議して指定するもので、耐

火建築物又は準耐火建築物に該当するものを

いい（措法48①、措令29の 3 ②）、その認定に

係る特定総合効率化計画（変更の認定があっ

た場合には、変更後のもの）に記載された特

定流通業務施設であるものに限ることとされ

ています（措法48①）。

2 　改正の内容

　適用期限（令和 8年 3月31日）の到来をもって、
制度が廃止されました（旧措法48、旧措令29の 3 、
旧措規20の22）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、特定総合効率化計画について
令和 8年 4月 1日前に認定を受けた法人が令和 9
年 3月31日以前に取得又は建設をした倉庫用建物
等については、従来どおり適用できることとされ
ています（改正法附則59①、改正措令附則19④、
改正措規附則 8）。
　ただし、令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31
日までの間に倉庫用建物等を倉庫業の用に供した
場合における対象となる倉庫用建物等は、やむを
得ない事情により令和 8年 3月31日までに倉庫業
の用に供することができなかったことにつき証明
がされたものとされています（改正法附則59①）。
この証明は、国土交通大臣又はその倉庫用建物等
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の所在地を管轄する地方運輸局長（運輸監理部長
を含みます。）の「その倉庫用建物等（特定総合
効率化計画に記載された取得予定年月日が令和 8
年 3 月31日以前のものに限ります。）がやむを得
ない事情により同日までに倉庫業の用に供するこ
とができなかったものであること」を証する書類
の写しを確定申告書等に添付することにより行う

こととされています（改正措規附則 8①）。
（注）　確定申告書等とは、法人税法第 2 条第30号に

規定する中間申告書で同法第72条第 1 項各号に

掲げる事項を記載したもの及び同法第144条の 4

第 1 項各号又は第 2 項各号に掲げる事項を記載

したもの並びに同法第 2 条第31号に規定する確

定申告書をいいます（措法 2②二十八）。

五　その他の特別償却制度

⑴　環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却制
度の適用期限が、令和10年 3 月31日まで 2年延
長されました（措法44の 4 ①②）。

⑵　輸出事業用資産の割増償却制度の適用期限が、
令和10年 3 月31日まで 2年延長されました（措
法46①）。

第三　準備金関係
⑴　海外投資等損失準備金制度の適用期限が、令
和10年 3 月31日まで 2年延長されました（措法
55①）。

⑵　特定原子力施設炉心等除去準備金制度の適用
期限が、令和11年 3 月31日まで 3年延長されま
した（措法57の 4 ①）。

第四　土地税制関係
一　土地の譲渡等がある場合の特別税率

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人が、土地の譲渡等をした場合
には、その土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合
計額に対し、通常の法人税とは別に、 5％の税率
による追加課税を行うというものです（措法62の
3 ①）。
　なお、株式の譲渡益や土地売買の仲介手数料の
うち実質的に土地の譲渡益と認められるもの等に
ついても、この追加課税の対象とされています
（措法62の 3 ②一）。
　この譲渡利益金額とは、土地の譲渡等による収
益の額からその収益に係る原価の額及びその土地
の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額
を控除した金額をいいます（措法62の 3 ②二）。
　ただし、法人が平成10年 1 月 1 日から令和 8年

3月31日までの間にした土地の譲渡等については、
本制度の適用が停止されています（措法62の 3 ⑮）。
　また、次の⑴から⑶までの土地等の譲渡につい
ては、本制度を適用しないこととされています
（措法62の 3 ③～⑤）。

⑴　棚卸資産に該当する土地等の譲渡
　棚卸資産に該当する土地等の譲渡については、
原則として、本制度を適用しないこととされて
います（措法62の 3 ③）。
　この棚卸資産には、例えば、宅地建物取引業
者が譲渡する建売住宅の敷地等が該当しますが、
取得後事業の用に供したことのある土地等につ
いては、本制度の適用対象となります（措令38
の 4 ⑨⑩）。
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⑵　優良住宅地等のための譲渡に該当する土地等
の譲渡
　法人が、平成 4年 1月 1日から令和 7年12月
31日までの間にその有する土地等の譲渡をした
場合において、その土地等の譲渡が次の優良住
宅地等のための譲渡に該当することにつき証明
がされたときは、本制度を適用しないこととさ
れています（措法62の 3 ④）。
①　国若しくは地方公共団体に対する土地等の
譲渡又は地方道路公社等の国若しくは地方公
共団体に準ずる法人に対する収用対償地に充
てるための土地等の譲渡
②　独立行政法人都市再生機構、土地開発公社
その他宅地若しくは住宅の供給又は土地の先
行取得の業務を行うことを目的とする法人に
対する土地等の譲渡でその譲渡した土地等が
その業務を行うために直接必要であると認め
られるもの
③　独立行政法人都市再生機構が施行する次の
事業の用に供するために土地開発公社に対し
て行う土地等の譲渡
イ　被災市街地復興特別措置法により都市計
画に定められた被災市街地復興推進地域内
にある土地等……同法による被災市街地復
興土地区画整理事業
ロ　被災市街地復興特別措置法の住宅被災市
町村の区域内にある土地等……都市再開発
法による第二種市街地再開発事業

④　資産の収用換地等による土地等の譲渡
（注）　収用換地等とは、土地収用法、都市計画

法、都市再開発法その他の法律の規定によ

る収用、買取り、換地処分、権利変換、交

換、買収又は消滅をいい、租税特別措置法

第65条第 1 項第 6 号及び第 7 号に規定する

権利変換を除きます。

⑤　都市再開発法による第一種市街地再開発事
業の用に供するためにその施行者に対して行
う土地等の譲渡
⑥　密集市街地における防災街区の整備の促進
に関する法律による防災街区整備事業の用に

供するためにその施行者に対して行う土地等
の譲渡
⑦　密集市街地における防災街区の整備の促進
に関する法律による認定建替計画に係る建築
物の建替えを行う事業の用に供するためにそ
の事業の認定事業者に対して行う土地等の譲
渡
⑧　都市再生特別措置法の認定計画に係る都市
再生事業の用に供するためにその都市再生事
業の認定事業者に対して行う土地等の譲渡
（注）　都市再生事業は、建築面積が1,500㎡以上

の建築物の建築がされること、その事業の

施行される土地の区域の面積が 1 ha以上で

あること等の一定の要件を満たすものに限

ることとされています。

⑨　国家戦略特別区域法の認定区域計画に係る
特定事業又はその特定事業の実施に伴い必要
となる施設を整備する事業の用に供するため
にその事業者に対して行う土地等の譲渡
（注）　これらの事業は、その事業の施行される

土地の区域の面積が500㎡以上であることな

どの産業の国際競争力の強化又は国際的な

経済活動の拠点の形成に特に資するものと

して一定の要件を満たすものに限ることと

されています。

⑩　所有者不明土地の利用の円滑化等に関する
特別措置法の裁定に係る裁定申請書に記載さ
れた事業の用に供するためにその裁定申請書
に記載された事業者に対して行う次の土地等
の譲渡
イ　その裁定申請書に記載された特定所有者
不明土地等
ロ　その裁定申請書に添付された事業計画書
の計画にその事業者が取得するものとして
記載がされた特定所有者不明土地以外の土
地等

（注）　上記ロの土地等からは、裁定申請書に記

載された事業が特定所有者不明土地以外の

土地を上記イの特定所有者不明土地と一体

として使用する必要性が高い事業と認めら
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れない事業に該当する場合におけるその記

載がされた土地等を除くこととされていま

す。

⑪　次のマンション建替事業の用に供するため
にそのマンション建替事業の施行者に対して
行う土地等の譲渡
イ　マンションの建替え等の円滑化に関する
法律による売渡請求、買取請求又は権利変
換を希望しない旨の申出に基づくマンショ
ン建替事業
ロ　マンションの建替え等の円滑化に関する
法律の施行再建マンションの延べ面積が同
法の施行マンションの延べ面積以上である
こと等の一定の要件を満たすマンション建
替事業

（注 1）　マンション建替事業は、良好な居住環

境の確保に資するものに限ることとされ

ています。
（注 2）　上記ロのマンション建替事業の施行者

に対する土地等の譲渡は、隣接施行敷地

に係る土地等の譲渡に限ることとされて

います。

⑫　マンションの建替え等の円滑化に関する法
律による売渡請求又は同法の認可を受けた分
配金取得計画に基づくマンション敷地売却事
業の用に供するためにそのマンション敷地売
却事業を実施する者に対して行う土地等の譲
渡
（注）　マンション敷地売却事業は、その事業に

係る認定買受計画に、決議特定要除却認定

マンションを除却した後の土地に新たに建

築されるマンション（良好な居住環境を備

えたものに限ります。）に関する事項、公共

施設に関する事項等の一定の事項の記載が

あるものに限ることとされています。

⑬　建築面積150㎡以上の建築物の建築事業の
用に供するためにその事業者に対して行う土
地等の譲渡
（注）　建築事業は、施行地区の面積が500㎡以上

であること等の一定の要件を満たすものに

限ることとされています。

⑭　都市計画法の開発許可を受けて住宅建設の
用に供される一団の宅地の造成が行われる一
定の住宅地造成事業の用に供するためにその
事業者に対して行う土地等の譲渡
⑮　都市計画区域内の宅地の造成につき開発許
可を要しない場合において、優良宅地の認定
を受けた住宅建設の用に供される1,000㎡以
上の一団の宅地の造成が行われる一定の住宅
地造成事業の用に供するためにその事業者に
対して行う土地等の譲渡
⑯　都市計画区域内において優良住宅の認定を
受けた25戸以上の一団の住宅又は15戸以上若
しくは床面積1,000㎡以上の中高層耐火共同
住宅の建設が行われる一定の住宅建設事業の
用に供するためにその事業者に対して行う土
地等の譲渡
⑰　土地区画整理事業の施行地区内において住
宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が行われ
る一定の住宅建設事業の用に供するためにそ
の事業者に対して行う仮換地の指定がされた
土地等の譲渡で、その譲渡がその指定の効力
発生の日から 3年を経過する日の属する年の
12月31日までの間に行われるもの

⑶　確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当
する土地等の譲渡
　法人が、平成 4年 1月 1日から令和 7年12月
31日までの間にその有する土地等の譲渡をした
場合において、その土地等の譲渡が確定優良住
宅地等予定地のための譲渡に該当するときは、
上記⑵と同様に、本制度を適用しないこととさ
れています（措法62の 3 ⑤）。
　この確定優良住宅地等予定地のための譲渡と
は、その譲渡の日から一定期間（予定期間）内
に上記⑵⑭から⑰までの土地等の譲渡に該当す
ることが確実であると認められることにつき証
明がされた譲渡をいいます。
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2 　改正の内容

⑴　優良住宅地等のための譲渡に該当する土地等
の譲渡に係る適用除外措置等の見直し
　優良住宅地等のための譲渡に該当する土地等
の譲渡（上記 1 ⑵）に係る適用除外措置及び確
定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する
土地等の譲渡（上記 1 ⑶）に係る適用除外措置
について、次の見直しが行われました。なお、
下記①から③までは、上記 1 ⑵の適用除外措置
のみに係る見直しとなります。
①　上記 1 ⑵の適用除外措置の対象から密集市
街地における防災街区の整備の促進に関する
法律による認定建替計画に係る建築物の建替
えを行う事業の用に供するためにその事業の
認定事業者に対して行う土地等の譲渡（上記
1 ⑵⑦）が除外されました（旧措法62の 3 ④
六、旧措令38の 4 ⑮⑯、旧措規21の19②六）。
②　上記 1 ⑵の適用除外措置の対象に、承認地
域経済牽

けん

引事業用地整備を行う承認地域経済
牽引事業用地整備者に対する土地等の譲渡で、
その譲渡に係る土地等がその承認地域経済牽
引事業用地整備の用に供されるものが追加さ
れました（措法62の 3 ④九の二）。
（注 1）　承認地域経済牽引事業用地整備とは、

地域経済牽引事業の促進による地域の成

長発展の基盤強化に関する法律第12条の

4 に規定する承認地域経済牽引事業用地

整備をいい、具体的には、承認地域経済

牽引事業用地整備計画に従って行われる

地域経済牽引事業用地整備とされ、地域

の成長発展の基盤強化に特に資するもの

として経済産業大臣が定める基準に適合

することについて経済産業大臣の確認を

受けたものに限ることとされています。

　�　なお、承認地域経済牽引事業用地整備

計画とは、地域経済牽引事業の促進によ

る地域の成長発展の基盤強化に関する法

律第12条の ２ 第 ３ 項又は第 ５ 項の都道府

県知事又は経済産業大臣の承認に係る地

域経済牽引事業用地整備計画（同法第12

条の ３ 第 １ 項の規定による変更の承認が

あったときは、その変更後のもの）をい

い（地域経済牽引事業の促進による地域

の成長発展の基盤強化に関する法律12の

3 ②）、地域経済牽引事業用地整備計画と

は、地域経済牽引事業の用に供するため

の土地の整備に関する計画をいいます（同

法 4②七、12の 2 ①）。
（注 2）　承認地域経済牽引事業用地整備者とは、

地域経済牽引事業の促進による地域の成

長発展の基盤強化に関する法律第12条の

4 に規定する承認地域経済牽引事業用地

整備者をいい、具体的には、承認地域経

済牽引事業用地整備を行う承認地域経済

牽引事業用地整備者（上記（注 1）の都

道府県知事又は経済産業大臣の承認を受

けた者）とされ、地方公共団体、土地開

発公社、独立行政法人都市再生機構その

他経済産業省令で定める法人を除くこと

とされています。
（注 3）　上記（注 1）の経済産業大臣が定める

基準の詳細は、今後、告示によって定め

られる予定です。
（注 4）　上記（注 2）の経済産業省令で定める

法人は、今後、省令によって定められる

予定です。

　また、この追加に伴い、この適用除外措置
の適用を受けるための確定申告書等への書類
添付要件における書類に、その土地等の買取
りをする承認地域経済牽引事業用地整備者か
ら交付を受けた次の書類が追加されました
（措規21の19②九の二）。
イ　地域経済牽引事業の促進による地域の成
長発展の基盤強化に関する法律第12条の 2
第 3項の都道府県知事又は同条第 5項の経
済産業大臣のその土地等の買取りに係る地
域経済牽引事業用地整備計画が同条第 3項
若しくは第 5項又は同法第12条の 3第 1項
の承認を受けたものである旨を証する書類
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の写し
ロ　経済産業大臣のその土地等に係る承認地
域経済牽引事業用地整備が上記（注 1）の
経済産業大臣が定める基準に適合すること
について経済産業大臣の確認を受けたもの
である旨を証する書類の写し
ハ　その土地等の買取りをする者のその土地
等を承認地域経済牽引事業用地整備の用に
供するために買い取った旨を証する書類

③　マンションの建替え等の円滑化に関する法
律の改正に伴い、次の見直しが行われました。
イ　上記 1 ⑵の適用除外措置の対象となる上
記 1 ⑵⑪イのマンション建替事業の用に供
するためにそのマンション建替事業の施行
者に対して行う土地等の譲渡（上記 1 ⑵
⑪）に係る見直し
　老朽化マンション等の管理及び再生の円
滑化等を図るための建物の区分所有等に関
する法律等の一部を改正する法律（令和 7
年法律第47号）（以下「区分所有法等改正
法」といいます。）によりマンションの建
替え等の円滑化に関する法律が改正され、
改正後のマンションの再生等の円滑化に関
する法律（以下「マンション再生法」とい
います。）において、従前のマンション建
替事業に加えて、区分所有法等改正法にお
ける建物の区分所有等に関する法律（以下
「区分所有法」といいます。）の改正により
新設された建物更新決議、再建決議及び一
括建替え等決議に対応してマンション更新
事業、マンション再建事業及びマンション
一括建替等事業に係る事業手続が新たに定
められ、これらの事業をマンション再生事
業として総称することとされました（マン
ション再生法 2 ①十）。この新たな事業手
続の創設に伴い、「マンション再生法第15
条第 1項若しくは第64条第 1項の売渡請求
若しくは同条第 3項の買取請求又はマンシ
ョン再生法第56条第 1項の権利変換を希望
しない旨の申出に基づくマンション再生事

業（良好な居住環境の確保に資する一定の
マンション再生事業に限ります。）の施行
者に対する土地等（マンション再生法第55
条第 1項第 2号に規定する隣接施行敷地権
に係るもの及び同項第 3号に規定する施行
底地権に係るものを除きます。）の譲渡」
がこの適用除外措置の対象とされました
（措法62の 3 ④十）。
（注 1）　上記のマンションの建替え等の円滑

化に関する法律の改正内容を踏まえ、

同法の題名が「マンションの再生等の

円滑化に関する法律」に変更されてい

ます。
（注 2）　良好な居住環境の確保に資する一定

のマンション再生事業とは、マンショ

ン再生法第 2 条第 1 項第10号に規定す

るマンション再生事業に係る同項第14

号に規定する再生後マンションの住戸

の規模及び構造が国土交通大臣が財務

大臣と協議して定める基準に適合する

場合におけるそのマンション再生事業

をいいます（措令38の 4 ⑰）。

　なお、上記の国土交通大臣が財務大

臣と協議して定める基準のうち再生後

マンションの住戸の規模に係る基準に

ついて、単身者等以外の者が入居すべ

き住戸の床面積の基準が40㎡以上とさ

れています（措令38の 4 ⑰、平26.12国

土交通告1183①一・二⑸）。これは、従

前の施行再建マンションに係る同基準

の50㎡以上から引き下げられたもので

す。

ロ　上記 1 ⑵の適用除外措置の対象となる上
記 1 ⑵⑪ロのマンション建替事業の用に供
するためにそのマンション建替事業の施行
者に対して行う土地等の譲渡（上記 1 ⑵
⑪）に係る見直し
　区分所有法等改正法におけるマンション
の建替え等の円滑化に関する法律の改正に
より、改正後のマンション再生法において、
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従前のマンション建替事業に加えて、区分
所有法等改正法における区分所有法の改正
により新設された再建決議及び一括建替え
等決議に対応してマンション再建事業及び
マンション一括建替等事業に係る事業手続
が新たに定められました。この改正に伴い、
「マンション再生法第 2 条第 1 項第11号に
規定する建替前マンション又は滅失したマ
ンションで同項第13号に規定する再建敷地
の上に存していたものが一定の建築物に該
当し、かつ、同項第14号に規定する再生後
マンションの延べ面積がその建替前マンシ
ョン又はその滅失したマンションの延べ面
積以上であるマンション再生事業（良好な
居住環境の確保に資する一定のマンション
再生事業に限ります。）の施行者に対する
土地等（隣接施行敷地権に係るものに限り
ます。）の譲渡で、その譲渡に係る土地等
がこれらのマンション再生事業の用に供さ
れるもの」がこの適用除外措置の対象とさ
れました（措法62の 3 ④十）。
（注 1）　一定の建築物とは、建築基準法第 3

条第 2 項（同法第86条の 9 第 1 項にお

いて準用する場合を含みます。）の規定

により同法第 3 章（第 3 節及び第 5 節

を除きます。）の規定又はこれに基づく

命令若しくは条例の規定の適用を受け

ない建築物をいい（措令38の 4 ⑱）、い

わゆる既存不適格建築物です。改正前

と同様です。
（注 2）　上記の「良好な居住環境の確保に資

する一定のマンション再生事業」は、

上記イ（注 2）と同様です。

ハ　上記 1 ⑵の適用除外措置の対象となるマ
ンションの建替え等の円滑化に関する法律
による売渡請求又は同法の認可を受けた分
配金取得計画に基づくマンション敷地売却
事業の用に供するためにそのマンション敷
地売却事業を実施する者に対して行う土地
等の譲渡（上記 1 ⑵⑫）に係る見直し

　区分所有法等改正法におけるマンション
の建替え等の円滑化に関する法律の改正に
より、改正後のマンション再生法において、
従前のマンション敷地売却事業に加えて、
区分所有法等改正法における区分所有法の
改正により新設された建物敷地売却決議及
び団地内建物敷地売却決議、建物取壊し敷
地売却決議並びに敷地売却決議及び一括敷
地売却決議に対応してマンション除却敷地
売却事業及び敷地売却事業に係る事業手続
が新たに定められ、これらの事業をマンシ
ョン等売却事業として総称することとされ
ました（マンション再生法 4 ②六）。この
新たな事業手続の創設に伴い、「マンショ
ン再生法第121条第 1 項の売渡請求に基づ
くマンション再生法第 4条第 2項第 6号に
規定するマンション等売却事業（そのマン
ション等売却事業に係るマンション再生法
第107条に規定する認定除却等計画その他
一定の計画に、マンションを除却した後の
土地又はマンション再生法第 2条第 1項第
23号に規定する売却敷地に新たに建築され
るマンション（良好な居住環境を備えた一
定のマンションに限ります。）に関する事
項、これらの土地において整備される道路、
公園、広場その他の公共の用に供する施設
に関する事項その他の一定の事項の記載が
あるものに限ります。）を実施する者に対
する土地等の譲渡又はそのマンション等売
却事業に係るマンション再生法第141条第
1項の認可を受けた同項に規定する分配金
取得計画（マンション再生法第145条にお
いて準用する同項の規定によりその分配金
取得計画の変更に係る認可を受けた場合に
は、その変更後のもの）に基づくそのマン
ション等売却事業を実施する者に対する土
地等の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等
がこれらのマンション等売却事業の用に供
されるもの」がこの適用除外措置の対象と
されました（措法62の 3 ④十一）。
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（注 1）　一定の計画とは、マンションの再生

等の円滑化に関する法律施行規則第58

条第 1 項第 6 号若しくは第 7 号又は第

2 項第 6 号若しくは第 7 号に規定する

計画をいいます（措規21の19⑥）。
（注 2）　良好な居住環境を備えた一定のマン

ションとは、マンション再生法第 4 条

第 2 項第 6 号に規定するマンション等

売却事業に係るマンション（マンショ

ン再生法第 2 条第 1 項第 1 号に規定す

るマンションをいいます。）を除却した

後の土地又はマンション再生法第 2 条

第 1 項第23号に規定する売却敷地に新

たに建築されるマンションのその住戸

の規模及び構造が国土交通大臣が財務

大臣と協議して定める基準に適合する

場合におけるそのマンションをいいま

す（措令38の 4 ⑲）。

　なお、上記の国土交通大臣が財務大

臣と協議して定める基準のうち上記の

新たに建築されるマンションの住戸の

規模に係る基準について、単身者等以

外の者が入居すべき住戸の床面積の基

準が40㎡以上とされています（措令38

の 4 ⑲、平26.12国土交通告1183②五）。

これは、従前の新築マンションに係る

同基準の50㎡以上から引き下げられた

ものです。
（注 3）　上記の「認定除却等計画その他一定

の計画」の記載事項について、上記の

「新たに建築されるマンションに記載さ

れる事項」以外の事項は、改正前と同

様です（措規21の19⑦二・三）。

④　上記 1 ⑵及び⑶の適用除外措置の対象とな
る都市計画区域内において優良住宅の認定を
受けた25戸以上の一団の住宅又は15戸以上若
しくは床面積1,000㎡以上の中高層耐火共同
住宅の建設が行われる一定の住宅建設事業の
用に供するためにその事業者に対して行う土
地等の譲渡（上記 1 ⑵⑯）に係る都道府県知

事等の認定基準のうち住宅の建築費の単価基
準について、その建設される耐火構造を有す
る住宅に係る建築費の単価基準が160万円
/3.3㎡（改正前：100万円 /3.3㎡）に引き上
げられました（措令38の 4 ㉙三、昭54. 3 建
設告768第 3 ・四）。
⑤　法人が、上記 1 ⑵及び⑶の適用除外措置の
対象となる上記 1 ⑵⑭から⑯までの土地等の
譲渡に該当するものをした場合におけるその
譲渡をした土地等がその譲渡をした時におい
て次の区域（以下「地すべり防止区域等」と
いいます。）内にあるときは、その土地等の
譲渡は、優良住宅地等のための譲渡に該当す
る土地等の譲渡（上記 1 ⑵）及び確定優良住
宅地等予定地のための譲渡に該当する土地等
の譲渡（上記 1 ⑶）に該当しないものとみな
すこととされました（措法62の 3 ⑦）。
イ　地すべり等防止法第 3条第 1項の地すべ
り防止区域
ロ　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す
る法律第 3条第 1項の急傾斜地崩壊危険区
域
ハ　土砂災害警戒区域等における土砂災害防
止対策の推進に関する法律第 9条第 1項の
土砂災害特別警戒区域
ニ　特定都市河川浸水被害対策法第56条第 1
項の浸水被害防止区域
　なお、上記の改正に伴い、上記 1 ⑵⑭から
⑯までの土地等の譲渡に係る適用除外措置の
適用を受けるための確定申告書等への書類添
付要件における書類に、これらの土地等の買
取りをする者から交付を受けた国土交通大臣
が財務大臣と協議して定める書類で、その譲
渡に係る土地等がその譲渡をした時において
地すべり防止区域等内にあるものでないこと
を明らかにする書類が追加されました（措規
21の19②十三ハ・十四ニ・十五ニ⑩一ニ・二
ホ、令 8 . 3 国土交通告476②）。

（注 1）　上記①から⑤までの改正の趣旨等につい

ては、前掲「租税特別措置法等（所得税関
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係）の改正」の「第一　住宅・土地税制の

改正」の「三　優良住宅地の造成等のため

に土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の

課税の特例の改正」の 2をご参照ください。
（注 2）　関係法令については、（参考 1）から（参

考 7）までをご参照ください。

⑵　適用停止措置等の期限延長
　制度の適用停止措置の期限が令和11年 3 月31
日まで、優良住宅地等のための譲渡に該当する
土地等の譲渡（上記 1 ⑵）に係る適用除外措置
及び確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該
当する土地等の譲渡（上記 1 ⑶）に係る適用除
外措置の期限が令和10年12月31日まで、それぞ
れ 3年延長されました（措法62の 3 ④⑤⑯）。
（参考 1）　地域経済牽引事業の促進による地域の

成長発展の基盤強化に関する法律（平成

19年法律第40号）（経済社会情勢の変化を

踏まえた企業の事業活動の持続的な発展

を図るための産業競争力強化法等の一部

を改正する法律（令和 8 年法律第29号）

第 3条の規定による改正後）

（定義）

第 2 条　この法律において「地域経済牽引

事業」とは、自然的経済的社会的条件か

らみて一体である地域において、その地

域における産業の集積、観光資源、特産物、

技術、人材、情報その他の自然的、経済

的又は社会的な観点からみた地域の特性

を生かして高い付加価値を創出し、かつ、

地域内の取引の拡大、受注の機会の増大

その他の地域の事業者に対する相当の経

済的効果を及ぼすことにより、地域にお

ける経済活動を牽引する事業をいう。

2～ 8　省　略

（基本計画）

第 4条　省　略

2 　基本計画においては、次に掲げる事項

について定めるものとする。

一～六　省　略

七　地域経済牽引事業の用に供するため

の土地の整備（以下「地域経済牽引事

業用地整備」という。）を行う場合にあ

っては、その地域経済牽引事業用地整

備に関する事項

八～十三　省略

3～ 8　省　略

（地域経済牽引事業用地整備計画の承認）

第12条の 2 　重点促進区域において地域経

済牽引事業用地整備を行おうとする者は、

市町村及び都道府県にあっては単独で又

は共同して、これら以外の者にあっては

市町村又は都道府県と共同して、経済産

業省令で定めるところにより、地域経済

牽引事業用地整備に関する計画（以下「地

域経済牽引事業用地整備計画」という。）

を作成し、当該重点促進区域を管轄する

都道府県知事（地域経済牽引事業用地整

備を行おうとする者に都道府県を含むと

きは、経済産業大臣。以下この項、次条

第 1 項及び第 2 項並びに第12条の 6 にお

いて同じ。）の承認を申請することができ

る。この場合において、地域経済牽引事

業用地整備を行おうとする者が共同して

地域経済牽引事業用地整備計画を作成し

たときは、経済産業省令で定めるところ

により、代表者を定め、これをその承認

を受けようとする都道府県知事に提出し

なければならない。

2 　地域経済牽引事業用地整備計画におい

ては、次に掲げる事項を記載しなければ

ならない。

一　地域経済牽引事業用地整備の内容及

び実施期間

二　地域経済牽引事業用地整備に必要な

資金の額及びその調達方法

三　地域経済牽引事業用地整備を行う土

地の所在、地番及び面積

四　前号の土地を第18条に規定する承認

地域経済牽引事業の用に供するためと
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るべき措置

3 　都道府県知事は、第 1 項の規定による

申請を受けた場合において、その地域経

済牽引事業用地整備計画が同意基本計画

に適合すると認めるときは、その承認を

するものとする。

4 　都道府県知事は、前項の規定による承

認をしたときは、関係市町村長に対し、

遅滞なく、その旨を通知しなければなら

ない。

5 　経済産業大臣は、第 1 項の規定による

申請を受けた場合において、その地域経

済牽引事業用地整備計画が基本方針に適

合するものであって、同意基本計画の達

成に資すると認めるときは、その承認を

するものとする。

6 　経済産業大臣は、前項の規定による承

認をしたときは、関係市町村長に対し、

遅滞なく、その旨を通知するものとする。

（地域経済牽引事業用地整備計画の変更等）

第12条の 3 　前条第 3 項又は第 5 項の規定

による承認を受けた者（以下「承認地域

経済牽引事業用地整備者」という。）は、

当該承認に係る地域経済牽引事業用地整

備計画を変更しようとするときは、経済

産業省令で定めるところにより、その承

認をした都道府県知事の承認を受けなけ

ればならない。

2 　都道府県知事は、承認地域経済牽引事

業用地整備者が前条第 3 項又は第 5 項の

承認に係る地域経済牽引事業用地整備計

画（前項の規定による変更の承認があっ

たときは、その変更後のもの。以下「承

認地域経済牽引事業用地整備計画」とい

う。）に従って地域経済牽引事業用地整備

を行っていないと認めるときは、その承

認を取り消すことができる。

3 　前条第 3 項から第 6 項までの規定は、

第 1項の承認について準用する。

（課税の特例）

第12条の 4 　承認地域経済牽引事業用地整

備（承認地域経済牽引事業用地整備計画

に従って行われる地域経済牽引事業用地

整備をいう。以下同じ。）（地域の成長発

展の基盤強化に特に資するものとして経

済産業大臣が定める基準に適合すること

について経済産業大臣の確認を受けたも

のに限る。）を行う承認地域経済牽引事業

用地整備者（地方公共団体、土地開発公社、

独立行政法人都市再生機構その他経済産

業省令で定める法人を除く。）に対し、当

該承認地域経済牽引事業用地整備の用に

供するために土地又は土地の上に存する

権利を譲渡した場合には、租税特別措置

法（昭和32年法律第26号）で定めるとこ

ろにより、課税の特例の適用があるもの

とする。
（参考 2）　マンションの再生等の円滑化に関する

法律（平成14年法律第78号）

（定義等）

第 2 条　この法律において、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。

一　マンション　 2 以上の区分所有者が

存する建物で人の居住の用に供する専

有部分のあるものをいう。

二　マンションの建替え　現に存する 1

又は 2 以上のマンションを除却すると

ともに、当該マンションの敷地（これ

に隣接する土地を含む。）にマンション

を新たに建築することをいう。

三　マンションの更新　現に存する 1 又

は 2 以上のマンションについて、建物

の区分所有等に関する法律（昭和37年

法律第69号。以下「区分所有法」とい

う。）第64条の 5 第 1 項に規定する建物

の更新を行うことをいう。

四　マンションの再建　 1 又は 2 以上の

マンションが滅失した場合において、

当該マンションの敷地であった土地（こ
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れに隣接する土地を含む。）にマンショ

ンを新たに建築することをいう。

五　マンションの建替え若しくはマンシ

ョンの再建により新たに建築されたマ

ンション又はマンションの更新がされ

た後のマンションをいう。

六　マンション建替事業　この法律で定

めるところに従って行われるマンショ

ンの建替えに関する事業及びこれに附

帯する事業をいう。

七　マンション更新事業　この法律で定

めるところに従って行われるマンショ

ンの更新に関する事業及びこれに附帯

する事業をいう。

八　マンション再建事業　この法律で定

めるところに従って行われるマンショ

ンの再建に関する事業及びこれに附帯

する事業（マンション一括建替等事業

を除く。）をいう。

九　マンション一括建替等事業　この法

律で定めるところに従って団地内建物

（区分所有法第69条第 1 項に規定する団

地内建物をいい、その全部又は一部が

マンションであるものに限る。以下同

じ。）の全部について行われる次に掲げ

る事業及びこれらに附帯する事業をい

う。

イ　団地内建物の一部が滅失した場合

におけるマンションの建替え及びマ

ンションの再建に関する事業

ロ　団地内建物の全部が滅失した場合

におけるマンションの再建に関する

事業

十　施行者　マンション建替事業、マン

ション更新事業、マンション再建事業

又はマンション一括建替等事業（以下

「マンション再生事業」と総称する。）

を施行する者をいう。

十一　建替前マンション　現に存するマ

ンションであって、マンション建替事

業又はマンション一括建替等事業（マ

ンションの再建のみを行うものを除

く。）を施行するものをいう。

十二　更新前マンション　現に存するマ

ンションであって、マンション更新事

業を施行するものをいう。

十三　再建敷地　滅失したマンションに

係るマンションの敷地であった土地で

あって、マンション再建事業又はマン

ション一括建替等事業を施行するもの

をいう。

十四　再生後マンション　マンション建

替事業、マンション再建事業若しくは

マンション一括建替等事業の施行によ

り建築された再生マンション又はマン

ション更新事業の施行によりマンショ

ンの更新がされた後の再生マンション

をいう。

十五　マンション敷地売却　現に存する

1 又は 2 以上のマンション及びその敷

地（マンションの敷地利用権が借地権

であるときは、その借地権）を売却す

ることをいう。

十六　マンション除却敷地売却　現に存

する 1 又は 2 以上のマンションを除却

するとともに、当該マンションの敷地

（マンションの敷地利用権が借地権であ

るときは、その借地権）を売却するこ

とをいう。

十七　敷地売却　 1 又は 2 以上のマンシ

ョンが滅失した場合において、当該マ

ンションの敷地であった土地（マンシ

ョンの敷地利用権が借地権であったと

きは、その借地権）を売却することを

いう。

十八　マンション敷地売却事業　この法

律で定めるところに従って行われるマ

ンション敷地売却に関する事業をいう。

十九　マンション除却敷地売却事業　こ

の法律で定めるところに従って行われ

─ 643 ─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



るマンション除却敷地売却に関する事

業をいう。

二十　敷地売却事業　この法律で定める

ところに従って行われる敷地売却に関

する事業をいう。

二十一・二十二　省　略

二十三　売却敷地　滅失したマンション

に係るマンションの敷地であった土地

であって、敷地売却事業を実施するも

のをいう。

二十四　マンションの除却　現に存する

マンションを除却することをいう。

二十五　マンション除却事業　この法律

で定めるところに従って行われるマン

ションの除却に関する事業をいう。

二十六～三十七　省　略

2　省　略

（基本方針）

第 4条　省　略

2 　基本方針においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。

一～五　省　略

六　マンション敷地売却事業、マンショ

ン除却敷地売却事業又は敷地売却事業

（以下「マンション等売却事業」と総称

する。）その他のマンション敷地売却、

マンション除却敷地売却又は敷地売却

の円滑な実施に関する事項

七～十　省　略

3・ 4　省　略

（区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請

求等）

第15条　組合は、前条第 1項の公告の日（そ

の日が区分所有法第63条第 3 項（区分所

有法第64条の 5 第 3 項、第70条第 5 項、

第75条第 9 項又は第84条第 4 項において

準用する場合を含む。）の期間の満了の日

前であるときは、当該期間の満了の日）

から 2 月以内に、区分所有法第63条第 5

項（区分所有法第64条の 5 第 3 項、第70

条第 5 項又は第84条第 4 項において読み

替えて準用する場合を含む。）又は区分所

有法第75条第 9 項において読み替えて準

用する区分所有法第63条第 5 項前段に規

定する建替え、建物の更新又は再建に参

加しない旨を回答した区分所有者又は敷

地共有持分等を有する者（それらの承継

人を含み、その後に再生合意者となった

ものを除く。）に対し、区分所有権及び敷

地利用権又は敷地共有持分等を時価で売

り渡すべきことを請求することができる。

建替え決議、建物更新決議、一括建替え

決議又は一括建替え等決議があった後に

当該区分所有者から敷地利用権のみを取

得した者（その承継人を含み、その後に

再生合意者となったものを除く。）の敷地

利用権についても、同様とする。

2・ 3　省　略

（権利変換手続開始の登記）

第55条　施行者は、第14条第 1 項の公告又

は新たな再生前マンション若しくは再建

敷地の追加に係る事業計画の変更の認可

の公告（個人施行者が施行するマンショ

ン再生事業にあっては、その施行につい

ての認可の公告又は新たな再生前マンシ

ョン若しくは再建敷地の追加に係る事業

計画の変更の認可の公告）があったときは、

遅滞なく、登記所に、次に掲げる権利に

ついて、権利変換手続開始の登記を申請

しなければならない。

一　再生前マンションの区分所有権及び

敷地利用権（既登記のものに限る。）又

は再建敷地の敷地共有持分等（既登記

のものに限る。）

二　隣接施行敷地の所有権及び借地権（既

登記のものに限る。）（以下「隣接施行

敷地権」という。）

三　再生前マンションの敷地又は再建敷

地の所有権（当該再生前マンションの

敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持
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分等を除く。）を権利変換計画の対象と

しようとする場合にあっては、当該所

有権（以下「施行底地権」という。）

2～ 5　省　略

（権利変換を希望しない旨の申出等）

第56条　第14条第 1 項の公告又は個人施行

者の施行の認可の公告があったときは、

再生前マンションの区分所有権若しくは

敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有

持分等を有する者、隣接施行敷地権を有

する者又は施行底地権を有する者は、そ

の公告があった日から起算して30日以内

に、施行者に対し、第70条第 1 項及び第

2 項並びに第71条第 2 項の規定による権

利の変換を希望せず、自己の有する区分

所有権若しくは敷地利用権若しくは敷地

共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底

地権に代えて金銭の給付を希望する旨を

申し出ることができる。

2～ 7　省　略

（権利変換計画に関する総会の議決に賛成

しなかった組合員に対する売渡し請求等）

第64条　組合において、権利変換計画につ

いて総会の議決があったときは、組合は、

当該議決があった日から 2 月以内に、当

該議決に賛成しなかった組合員に対し、

区分所有権及び敷地利用権又は敷地共有

持分等を時価で売り渡すべきことを請求

することができる。

2　省　略

3 　組合において、権利変換計画について

総会の議決があったときは、当該議決に

賛成しなかった組合員は、当該議決があ

った日から 2 月以内に、組合に対し、区

分所有権及び敷地利用権又は敷地共有持

分等を時価で買い取るべきことを請求す

ることができる。

（除却等の実施）

第107条　認定買受人は、第104条第 1 項の

認定を受けた除却等計画（前条第 1 項の

変更の認定があったときは、その変更後

のもの。以下「認定除却等計画」とい

う。）に従い、売却決議マンション等の除

却等を実施しなければならない。

（区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請

求等）

第121条　組合は、前条第 1 項の公告の日

（その日が区分所有法第64条の 6 第 3 項、

第64条の 7 第 3 項、第71条第 5 項、第76

条第 3 項又は第85条第 4 項において準用

する区分所有法第63条第 3 項の期間の満

了の日前であるときは、当該期間の満了

の日）から 2 月以内に、区分所有法第64

条の 6 第 3 項、第64条の 7 第 3 項若しく

は第71条第 5 項において読み替えて準用

する区分所有法第63条第 5 項又は区分所

有法第76条第 3 項若しくは第85条第 4 項

において読み替えて準用する区分所有法

第63条第 5 項前段に規定する売却又は取

壊しに参加しない旨を回答した区分所有

者又は敷地共有持分等を有する者（それ

らの承継人を含み、その後に売却合意者

となったものを除く。）に対し、区分所有

権及び敷地利用権又は敷地共有持分等を

時価で売り渡すべきことを請求すること

ができる。建物敷地売却決議、建物取壊

し敷地売却決議又は団地内建物敷地売却

決議があった後に当該区分所有者から敷

地利用権のみを取得した者（その承継人

を含み、その後に売却合意者となったも

のを除く。）の敷地利用権についても、同

様とする。

2・ 3　省　略

（分配金取得計画の決定及び認可）

第141条　組合は、第120条第 1 項の公告又

は第134条第 2 項において準用する第120

条第 1 項の公告後、遅滞なく、分配金取

得計画を定めなければならない。この場

合においては、国土交通省令で定めると

ころにより、都道府県知事等の認可を受
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けなければならない。

2　省　略

（分配金取得計画の変更）

第145条　第141条第 1 項後段及び第 2 項並

びに前条の規定は、分配金取得計画を変

更する場合（国土交通省令で定める軽微

な変更をする場合を除く。）に準用する。
（参考 3）　マンションの再生等の円滑化に関する

法律施行規則（平成14年国土交通省令第

116号）

（法第12条第 1 項第 8 号の国土交通省令で

定める住戸の規模、構造及び設備の基準）

第15条　法第12条第 1 項第 8 号の国土交通

省令で定める再生後マンションの住戸の

規模、構造及び設備の基準は次のとおり

とする。

一　各戸が床面積（再生後マンションの

共用部分の床面積を除く。以下この条

において同じ。）40平方メートル（現に

同居し、又は同居しようとする親族（婚

姻の届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者その他婚姻の予約

者を含む。）がない者（以下この条にお

いて「単身者」という。）の居住の用に

供する住戸にあっては、25平方メート

ル）以上であること。ただし、居住す

べき者の年齢、所得その他の特別の事

情によりやむを得ないと認められる住

戸（単身者の居住の用に供するものを

除く。）にあっては、当該住戸の床面積

を30平方メートル以上とすることがで

きる。

二・三　省　略

2　省　略

（認可申請書の添付書類）

第58条　法第113条第 1 項の認可を申請しよ

うとする者は、認可申請書に次に掲げる

書類を添付しなければならない。

一～五　省　略

六　売却等マンションの居住者に当該マ

ンションに代わる建築物若しくはその

部分を提供する場合又は売却敷地の区

域において滅失したマンションに居住

していた者に当該滅失したマンション

に代わる建築物若しくはその部分を提

供する場合にあっては、その内容を記

載した計画

七　売却等マンション（認定除却等計画

に係る売却決議マンション等を除く。）

の除却等をした後の土地又は売却敷地

を売却した後の土地の利用に関する内

容を記載した計画

八　省　略

2 　法第134条第 1 項の認可を申請しようと

するマンション等売却組合（以下この章

及び第105条第 7 項において「組合」とい

う。）は、認可申請書に次に掲げる書類を

添付しなければならない。

一～五　省　略

六　第 2 号の場合において、新たに売却

等マンションに追加しようとするマン

ションの居住者に当該マンションに代

わる建築物若しくはその部分を提供す

るとき又は新たに売却敷地に追加しよ

うとする土地において滅失したマンシ

ョンに居住していた者に当該滅失した

マンションに代わる建築物若しくはそ

の部分を提供するときは、その内容を

記載した計画

七　新たに売却等マンション又は売却敷

地に追加しようとするマンション（認

定除却等計画に係る売却決議マンショ

ン等を除く。）又は土地がある場合にお

いては、当該マンションの除却等をし

た後の土地又は新たに売却敷地に追加

しようとする土地を売却した後の土地

の利用に関する内容を記載した計画

八・九　省　略

3　省　略
（参考 4）　地すべり等防止法（昭和33年法律第30
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号）

（地すべり防止区域の指定）

第 3 条　主務大臣は、この法律の目的を達

成するため必要があると認めるときは、

関係都道府県知事の意見をきいて、地す

べり区域（地すべりしている区域又は地

すべりするおそれのきわめて大きい区域

をいう。以下同じ。）及びこれに隣接する

地域のうち地すべり区域の地すべりを助

長し、若しくは誘発し、又は助長し、若

しくは誘発するおそれのきわめて大きい

もの（以下これらを「地すべり地域」と

総称する。）であつて、公共の利害に密接

な関連を有するものを地すべり防止区域

として指定することができる。

2～ 4　省　略
（参考 5）　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関

する法律（昭和44年法律第57号）

（急傾斜地崩壊危険区域の指定）

第 3 条　都道府県知事は、この法律の目的

を達成するために必要があると認めると

きは、関係市町村長（特別区の長を含む。

以下同じ。）の意見をきいて、崩壊するお

それのある急傾斜地で、その崩壊により

相当数の居住者その他の者に危害が生ず

るおそれのあるもの及びこれに隣接する

土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長

され、又は誘発されるおそれがないよう

にするため、第 7 条第 1 項各号に掲げる

行為が行なわれることを制限する必要が

ある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域

として指定することができる。

2～ 4　省　略
（参考 6）　土砂災害警戒区域等における土砂災害

防止対策の推進に関する法律（平成12年

法律第57号）

（土砂災害特別警戒区域）

第 9条　都道府県知事は、基本指針に基づき、

警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発

生した場合には建築物に損壊が生じ住民

等の生命又は身体に著しい危害が生ずる

おそれがあると認められる土地の区域で、

一定の開発行為の制限及び居室（建築基

準法（昭和25年法律第201号）第 2 条第 4

号に規定する居室をいう。以下同じ。）を

有する建築物の構造の規制をすべき土地

の区域として政令で定める基準に該当す

るものを、土砂災害特別警戒区域（以下

「特別警戒区域」という。）として指定す

ることができる。

2～ 9　省　略
（参考 7）　特定都市河川浸水被害対策法（平成15

年法律第77号）

（浸水被害防止区域の指定等）

第56条　都道府県知事は、流域水害対策計

画に定められた第 4 条第 2 項第12号に掲

げる浸水被害防止区域の指定の方針に基

づき、かつ、当該流域水害対策計画に定

められた都市浸水想定を踏まえ、特定都

市河川流域のうち、洪水又は雨水出水が

発生した場合には建築物が損壊し、又は

浸水し、住民その他の者の生命又は身体

に著しい危害が生ずるおそれがあると認

められる土地の区域で、一定の開発行為

（都市計画法（昭和43年法律第100号）第

4 条第12項に規定する開発行為をいう。

次条第 1 項において同じ。）及び一定の建

築物（居室（建築基準法（昭和25年法律

第201号）第 2 条第 4 号に規定する居室を

いう。以下同じ。）を有するものに限る。

以下同じ。）の建築（同法第 2 条第13号に

規定する建築をいう。以下同じ。）又は用

途の変更の制限をすべき土地の区域を、

浸水被害防止区域として指定することが

できる。

2～11　省　略

3 　適用関係

　この制度は、適用停止中であることから、経過
措置は設けられていません。
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二　短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人が、短期所有に係る土地の譲
渡等をした場合には、その短期所有に係る土地の
譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に対し、通常
の法人税とは別に、10％の税率による追加課税を
行うというものです（措法63）。
　この短期所有に係る土地の譲渡等とは、土地の
譲渡等のうち、その法人がその取得をした日から
引き続き所有していた土地等で、その年の 1月 1
日において所有期間が 5年以下であるものの譲渡
その他これに準ずるものをいいます（措法63②
一）。なお、株式の譲渡益や土地売買の仲介手数
料のうち実質的に土地の譲渡益と認められるもの
等についても、この追加課税の対象とされていま
す（措法63②一）。
　この譲渡利益金額とは、短期所有に係る土地の
譲渡等による収益の額からその収益に係る原価の
額及びその短期所有に係る土地の譲渡等のために
直接又は間接に要した経費の額を控除した金額を
いいます（措法63②二）。
　ただし、土地の譲渡等がある場合の特別税率
（措法62の 3 ）と同様に、法人が、平成10年 1 月
1 日から令和 8年 3月31日までの間にした短期所
有に係る土地の譲渡等については、本制度の適用
が停止されています（措法63⑧）。
　また、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、次
の土地等の譲渡に該当することにつき証明がされ
たものについては、本制度を適用しないこととさ
れています（措法63③）。
⑴　国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
⑵　独立行政法人都市再生機構、土地開発公社そ
の他宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取
得の業務を行うことを目的とする法人に対する
土地等の譲渡でその譲渡した土地等がその業務
を行うために直接必要であると認められるもの
（注）　公益社団法人又は公益財団法人に対する土

地等の譲渡に係る土地等の面積が1,000㎡以上

である場合には、譲渡に係る対価の額が適正

なものに限ります。

⑶　資産の収用換地等による土地等の譲渡
（注 1）　収用換地等とは、土地収用法、都市計画法、

都市再開発法その他の法律の規定による収

用、買取り、換地処分、権利変換、交換、

買収又は消滅をいい、租税特別措置法第65

条第 1 項第 6 号及び第 7 号に規定する権利

変換を除きます。
（注 2）　独立行政法人都市再生機構等に対する土

地等の譲渡に係る土地等の面積が1,000㎡以

上である場合には、譲渡に係る対価の額が

適正なものに限ります。

⑷　都市計画区域内において都市計画法の開発許
可を受けた法人が造成した1,000㎡以上の一団
の宅地のその法人による譲渡で、次の要件に該
当するもの
①　その譲渡に係る対価の額が適正であること。
②　その開発許可の内容に適合していること。
③　その譲渡が公募の方法により行われたもの
であること。

（注）　宅地建物取引業者等に対する一定の譲渡に

ついては、上記①及び②の要件に該当するも

のとされています。

⑸　都市計画区域内において都市計画法の開発許
可を要しない場合において、法人が造成した
1,000㎡以上の一団の宅地のその法人による譲
渡で、次の要件に該当するもの
①　認定を受けた優良宅地の造成であること。
②　その譲渡に係る対価の額が適正であること。
③　その譲渡が公募の方法により行われたもの
であること。

（注）　宅地建物取引業者等に対する一定の譲渡に

ついては、上記①及び②の要件に該当するも

のとされています。

⑹　法人が優良住宅の認定を受けて新築した住宅
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の敷地の用に供された1,000㎡以上の一団の宅
地のその法人による譲渡で、次の要件に該当す
るもの
①　その譲渡に係る対価の額が適正であること。
②　その譲渡が公募の方法により行われたもの
であること。

⑺　次の1,000㎡未満の一団の宅地の次の①又は
②の法人による譲渡
①　法人が優良宅地の認定を受けて造成した一
団の宅地
②　法人が優良住宅の認定を受けて新築した住
宅の敷地の用に供された一団の宅地

⑻　宅地建物取引業者である法人が個人から取得
した居住用の家屋及びその敷地のその法人によ
る取得後 6月内の譲渡のうち、その譲渡収益が
売買の代理報酬相当額を超えないもの
⑼　不動産特定共同事業者である法人による不動
産特定共同事業契約の事業参加者から取得した
土地等の譲渡のうち、その譲渡収益が売買の代
理報酬相当額を超えないこと等の要件を満たす
もの
⑽　土地等の贈与による譲渡で法人税法第37条第
3項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当す
るもの

（注）　法人税法第37条第 3 項各号に規定する寄附

金とは、国又は地方公共団体に対する寄附金

及び指定寄附金をいいます。

2 　改正の内容

⑴　適用除外措置の対象となる法人が優良住宅の
認定を受けて新築した住宅の敷地の用に供され
た1,000㎡以上の一団の宅地のその法人による
譲渡（上記 1⑹）及び法人が優良住宅の認定を
受けて新築した住宅の敷地の用に供された
1,000㎡未満の一団の宅地のその法人による譲
渡（上記 1⑺②）に係る都道府県知事等の認定
基準のうち住宅の建築費の単価基準について、
その建設される耐火構造を有する住宅に係る建
築費の単価基準が160万円 /3.3㎡（改正前：100
万円 /3.3㎡）に引き上げられました（措令38の
5 ⑬⑮、昭54. 3 建設告768第 3 ・四）。

⑵　制度の適用停止措置の期限が、令和11年 3 月
31日まで 3年延長されました（措法63⑧）。

3 　適用関係

　この制度は、適用停止中であることから、経過
措置は設けられていません。

三　収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等

1 　改正前の制度の概要

⑴　収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税
の特例
　この制度は、法人の有する資産が土地収用法
等の規定によって収用権が認められている事業
等のために収用等をされ、その補償金、対価又
は清算金（以下「補償金等」といいます。）の
額の全部又は一部に相当する金額をもって、そ
の収用等により譲渡した資産と同種の資産その
他これに代わるべき資産（以下「代替資産」と
いいます。）の取得をする場合において、一定
の要件の下で、収用換地等の場合の所得の特別

控除制度（5,000万円特別控除制度）（措法65の
2 ）との選択適用により、その代替資産につき、
譲渡益の額（圧縮限度額）の範囲内でその帳簿
価額の損金経理による減額等（圧縮記帳）をし
たときは、その減額等をした金額を損金の額に
算入できるというものです（措法64①）。
（注 1）　棚卸資産は、本制度の対象となる法人の

有する資産から除くこととされています。
（注 2）　収用等とは、収用、買取り、換地処分、

権利変換、買収又は消滅をいいます。
（注 3）　代替資産の取得については、所有権移転

外リース取引による取得を除き、製作及び

建設を含むこととされています。
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⑵　収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の
特例
　この制度は、上記⑴の収用等による譲渡があ
った場合において、その収用等のあった日を含
む事業年度では代替資産の取得がなく、指定期
間内に補償金等の額の全部又は一部に相当する
金額をもって代替資産の取得をする見込みであ
るときは、一定の要件の下で、その補償金等の
額で代替資産の取得に充てようとするものの額
に差益割合を乗じて計算した金額以下の金額を
その収用等のあった日を含む事業年度の確定し
た決算において特別勘定を設ける方法等により
経理した場合に限り、上記⑴の特例に準じて課
税の特例が適用できるというものです（措法64
の 2 ①）。
（注）　指定期間とは、収用等のあった日を含む事

業年度終了の日の翌日から収用等のあった日

以後 2年を経過する日までの期間をいいます。

⑶　収用換地等の場合の所得の特別控除制度
（5,000万円特別控除制度）
　この制度は、法人が資産を収用換地等により
譲渡した場合において、その譲渡益の全部につ
いて収用等に伴い代替資産を取得した場合の課
税の特例（措法64）若しくは収用等に伴い特別
勘定を設けた場合の課税の特例（措法64の 2 ）
又は換地処分等に伴い資産を取得した場合の課
税の特例（措法65）の適用を受けないときは、
一定の要件の下で、その譲渡益の額のうち年
5,000万円までは、その譲渡の日を含む事業年
度において、所得控除ができるというものです
（措法65の 2 ①）。
（注）　収用換地等とは、収用等及び換地処分等を

いい（措法65の 2 ①）、換地処分等とは、収用、

買取り、換地処分、権利変換又は交換をいい

ます（措法65①）。

2 　改正の内容

　上記 1 ⑴から⑶までの制度については、収用等
の事由に該当して資産を譲渡したことを証する書

類（以下「収用等の証明書」といいます。）を保
存している場合に限り、その適用ができることと
されています（措法64⑤、64の 2 ⑬、65の 2 ④、
措規22の 2 ④、22の 3 ③三）。
　この収用等の証明書は、原則的には、土地収用
法等の規定に基づく収用事業としての認定（以下
「事業認定」といいます。）を受けていることを証
する書類とされていますが、道路法による道路、
地方公共団体の設置する小学校等の用地等の一定
の資産については、事業認定の確実性、地域の特
定性又は事業の緊急性といった観点から、事業認
定がなくても、その用地等の買取り（使用を含み
ます。）をする施行者のその事業に必要な資産と
して買い取る旨の証明書があれば足りることとさ
れており、これを一般に簡易証明制度と呼んでい
ます（措規14⑤三）。
　今般、所得税関係の改正において、収用等の証
明書及び簡易証明制度の対象となる事業（いわゆ
る特掲事業）に係る証明書について、改正が行わ
れています。
　具体的には、児童福祉法等の一部を改正する法
律（令和 7年法律第29号）により児童福祉法が改
正され、同法の小規模保育事業の定義の見直しが
行われることに伴い、簡易証明制度の対象とされ
ている小規模保育事業の用に供する施設に係る部
分について、地方公共団体又は社会福祉法人が設
置する保育を必要とする児童であって満 3歳以上
のものを保育することを目的とする施設（利用定
員が10人以上であるものに限ります。）が追加さ
れました（措規14⑤三イ）。
（注 １）　上記の追加された施設は、児童福祉法の規

定により、利用定員が19人以下であるものに

限られています（児童福祉法 ６の ３⑩三）。

　法人税関係についても、同様となります（措規
22の 2 ④、22の 3 ③三）。
（注 2）　上記の改正の趣旨等については、前掲「租

税特別措置法等（所得税関係）の改正」の「第

一　住宅・土地税制の改正」の「四　収用等

に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

の改正」の 2をご参照ください。
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3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 8年 4月 1日から施行す

ることとされています（改正措規附則 1）。

四　換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例

1 　改正前の制度の概要

⑴　この制度は、法人の有する資産が、土地収用
法等の規定による収用があった場合においてそ
の資産と同種の資産を取得するとき、土地区画
整理法による土地区画整理事業等が施行された
場合において土地等に係る換地処分により土地
等を取得するとき等一定の場合に該当すること
となった場合において、その法人が換地処分等
により取得した資産（以下「交換取得資産」と
いいます。）につき、その交換取得資産の価額
からその換地処分等により譲渡した資産（譲渡
資産）の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額
（圧縮限度額）の範囲内でその帳簿価額の損金
経理による減額（圧縮記帳）をしたときは、そ
の減額をした金額を損金の額に算入できるとい
うものです（措法65①）。
（注 1）　一定の場合に該当することとなった場合

には、交換取得資産とともに補償金等又は

保留地の対価を取得した場合を含みます。

なお、補償金等とは、補償金、対価又は清

算金をいいます。
（注 2）　換地処分等とは、収用、買取り、換地処分、

権利変換又は交換をいいます。
（注 3）　交換取得資産の取得については、所有権

移転外リース取引による取得を除き、製作

及び建設を含みます。
（注 4）　上記の譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価

額は、次の場合に該当する場合には、それ

ぞれ次の金額とされています（措法65②）。

①�　交換取得資産とともに補償金等又は保

留地の対価を取得した場合……帳簿価額

からその帳簿価額のうちその補償金等又

は保留地の対価の額に対応する一定の金

額（措令39の 2 ③）を控除した金額

　�　具体的には、次の算式により計算した

金額です。

　≪算式≫
譲渡資産の譲渡直
前の帳簿価額 －譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額 ×

補償金等・保留地の対価の額
交換取得資
産の価額 ＋補償金等・保留地の対価の額

②�　交換取得資産の価額が譲渡した資産の

価額を超える場合において、その差額に

相当する金額を換地処分等に際して支出

したとき……帳簿価額にその支出した金

額を加算した金額

　�　具体的には、次の算式により計算した

金額です。

　≪算式≫
譲渡資産の譲渡直
前の帳簿価額 ＋換地処分等により支出した金銭の額

③�　換地処分等により譲渡した資産の譲渡

に要した経費で交換取得資産に係る一定

の金額（措令39の 2 ④）がある場合……

帳簿価額にその一定の金額を加算した金

額

　�　具体的には、次の算式により計算した

金額です。

　≪算式≫

譲渡資産の譲渡
直前の帳簿価額＋

譲渡資産の帳簿価額に
加算する譲渡経費の額
（※ １）

（※ １）�譲渡資産の帳簿価額に加算する
譲渡経費の額
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譲渡経費の
うち譲渡資
産に係る金
額（※ ２）

×
交換取得資産の価額
交換取得
資産の価
額

＋
補償金等・
保留地の対
価の額

（※ ２）�譲渡経費のうち譲渡資産に係る
金額

⎧
⎜
⎜
⎜
⎜
⎨
⎜
⎜
⎜
⎜
⎩

譲渡に要
した経費
の合計額

－

譲渡経費
に充てる
ため交付
を受けた
補償金等
の合計額

⎫
⎜
⎜
⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎜
⎜
⎭

×

その資産の
譲渡のため
に実際に要
した経費の
額
実際に譲渡
に要した経
費の合計額

（注 5）　マンションの建替え等の円滑化に関する

法律のマンション建替事業に係る権利変換

に伴い交換取得資産を取得する場合（措法

65①六）に本制度の適用を受ける場合にお

いて、同法第57条第 1 項の認可を受けた権

利変換計画（その権利変換計画の変更に係

る認可を受けた場合には、その変更後のも

の）に記載されたその法人の有する施行マ

ンションに係る敷地利用権の価額（譲渡資

産の価額）とその施行マンションの敷地利

用権に対応して取得する施行再建マンショ

ンに係る敷地利用権の価額の概算額（交換

取得資産の概算額）とが異なる場合には、

その権利変換により譲渡した資産の譲渡直

前の帳簿価額は、次の場合の区分に応じそ

れぞれ次の金額とすることとされています

（措令39の 2 ⑤）。

①�　その譲渡資産の価額がその交換取得資

産の概算額を超える場合……その超える

部分の金額を上記（注 4）①の補償金等

の額とみなして、上記（注 4）①に準じ

て計算した金額

②�　その交換取得資産の概算額がその譲渡

資産の価額を超える場合……その超える

部分の金額を上記（注 4）②の支出した

金額とみなして、上記（注 4）②に準じ

て計算した金額

　また、この取扱いがある場合における上

記（注 4）③の算式により計算した金額に

ついては、算式の（※ 1）中の「補償金等・

保留地の対価の額」の部分は「上記①の超

える部分の金額」として計算するものとさ

れています（措令39の 2 ⑥）。

⑵　また、法人の有する資産について換地処分等
が行われ、その換地処分等により交換取得資産
とともに補償金等を取得した場合には、その補
償金等をもって取得した資産については、収用
等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
等が適用できることとされています（措法65③）。
⑶　完全支配関係がある法人の間で譲渡された譲
渡損益調整資産についてその譲渡の後に一定の
換地処分等による譲渡があったことにより上記
⑴の圧縮記帳の適用を受ける場合には、その譲
渡損益調整資産の譲渡利益額を引き続き計上し
ないこととされています（措法65⑩）。

2 　改正の内容

　老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等
を図るための建物の区分所有等に関する法律等の
一部を改正する法律（令和 7 年法律第47号）（以
下「区分所有法等改正法」といいます。）により
マンションの建替え等の円滑化に関する法律が改
正され、改正後のマンションの再生等の円滑化に
関する法律（以下「マンション再生法」といいま
す。）において、従前のマンション建替事業に加
えて、区分所有法等改正法における建物の区分所
有等に関する法律（以下「区分所有法」といいま
す。）の改正により新設された建物更新決議、再
建決議及び一括建替え等決議に対応してマンショ
ン更新事業、マンション再建事業及びマンション
一括建替等事業に係る事業手続が新たに定められ
ることに伴い、次の改正が行われました。なお、
マンション再生法において、これらの事業をマン
ション再生事業として総称することとされていま
す（マンション再生法 2①十）。
⑴　資産につきマンション再生事業が施行された
場合においてその資産に係る権利変換により再
生後マンションに関する権利を取得する権利又
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はその再生後マンションに係る敷地利用権を取
得するときを、本制度の対象とすることとされ
ました（措法65①六）。
　また、これに合わせて権利変換の対象となる
資産が、再生前マンションに関する権利及びそ
の敷地利用権並びに再建敷地の敷地共有持分等
とされました（措令39の 2 ②）。
（注）　再生後マンションとは、マンション再生法

第 2 条第 1 項第14号に規定する再生後マンシ

ョンをいい、敷地利用権とは、同項第35号に

規定する敷地利用権をいい、再生前マンショ

ンとは、マンション再生法第 7 条第 2 号に規

定する再生前マンションをいい、再建敷地とは、

マンション再生法第 2 条第 1 項第13号に規定

する再建敷地をいい、敷地共有持分等とは、

マンション再生法第 5 条第 2 項第 2 号に規定

する敷地共有持分等をいいます。

⑵　上記⑴の改正に伴い、完全支配関係がある法
人の間で譲渡された譲渡損益調整資産について、
その譲渡の後に上記⑴の権利変換があった場合
において、圧縮記帳の適用を受けるときは、そ
の譲渡損益調整資産の譲渡利益額を引き続き計
上しないこととされました（措法65⑩）。
⑶　上記 1⑴（注 5）の調整規定の対象となる事
由が、マンション再生法第57条第 1項の認可を
受けた権利変換計画（その権利変換計画の変更
に係る認可を受けた場合には、その変更後のも
の）に記載されたその法人の有する再生前マン
ションに係る敷地利用権の価額（譲渡資産の価
額）とその再生前マンションの敷地利用権に対
応して取得する再生後マンションに係る敷地利
用権の価額の概算額（交換取得資産の概算額）
とが異なる場合とされました（措令39の 2 ⑤）。
　また、この調整規定について、再建敷地の敷
地共有持分等が対象資産とされたこと（上記
⑴）に対応した改正が行われています。具体的
には、その権利変換計画に記載された権利がそ
の法人の有する再建敷地の敷地共有持分等であ
る場合には、「その再建敷地の敷地共有持分等
に対応して取得する再生後マンションに係る敷

地利用権の価額の概算額（再建後敷地利用権の
概算額）がその再生後マンションに関する権利
の価額の概算額とその再建後敷地利用権の概算
額との合計額のうちに占める割合を、その再建
敷地の敷地共有持分等の価額に乗じて計算した
金額」を上記 1⑴（注 5）の譲渡資産の価額と
し、「その再建後敷地利用権の概算額」を上記
1⑴（注 5）の交換取得資産の概算額として、
上記 1⑴（注 5）の計算をすることとされまし
た。なお、譲渡資産の価額とされる金額を算式
で表すと次のとおりです。
≪算式≫

再建敷地
の敷地共
有持分等
の価額

×

再建後敷地利
用権の概算額

＝譲渡資産の価額
再生後マン
ションに関
する権利の
価額の概算
額

＋

再建後敷地
利用権の概
算額

　すなわち、マンション再建事業及びマンショ
ン一括建替等事業（マンションの再建に関する
ものに限ります。）においては、その権利変換
により一の譲渡資産（再建敷地の敷地共有持分
等）につき複数の交換取得資産（再生後マンシ
ョンに関する権利及び再生後マンションの敷地
利用権）を取得する場合があるところ、その場
合には、従前の「施行マンションに係る敷地利
用権の価額」と「施行マンションの敷地利用権
に対応して取得する施行再建マンションに係る
敷地利用権の価額の概算額」のようにこの調整
規定により調整すべきマンションの敷地利用権
の価額を 1対 1で比較することができないこと
から、再建敷地の敷地共有持分等のうち敷地利
用権の価額相当部分を交換取得資産を用いた按

あん

分計算により算出した上で、再建後敷地利用権
の概算額と比較することとされたものです。

（注 1）　上記のマンションの建替え等の円滑化に関

する法律の改正内容を踏まえ、同法の題名が

「マンションの再生等の円滑化に関する法律」

に変更されています。
（注 2）　上記の改正の趣旨等については、前掲「租
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税特別措置法等（所得税関係）の改正」の「第

一　住宅・土地税制の改正」の「五　換地処

分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例

の改正」の 2をご参照ください。
（注 3）　関係法令については、下記の（参考）をご

参照ください。
（参考）　マンションの再生等の円滑化に関する法

律（平成14年法律第78号）

（定義等）

第 2 条　この法律において、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。

一　マンション　 2 以上の区分所有者が

存する建物で人の居住の用に供する専

有部分のあるものをいう。

二　マンションの建替え　現に存する 1

又は 2 以上のマンションを除却すると

ともに、当該マンションの敷地（これ

に隣接する土地を含む。）にマンション

を新たに建築することをいう。

三　マンションの更新　現に存する 1 又

は 2 以上のマンションについて、建物

の区分所有等に関する法律（昭和37年

法律第69号。以下「区分所有法」とい

う。）第64条の 5 第 1 項に規定する建物

の更新を行うことをいう。

四　マンションの再建　 1 又は 2 以上の

マンションが滅失した場合において、

当該マンションの敷地であった土地（こ

れに隣接する土地を含む。）にマンショ

ンを新たに建築することをいう。

五　マンションの建替え若しくはマンシ

ョンの再建により新たに建築されたマ

ンション又はマンションの更新がされ

た後のマンションをいう。

六　マンション建替事業　この法律で定

めるところに従って行われるマンショ

ンの建替えに関する事業及びこれに附

帯する事業をいう。

七　マンション更新事業　この法律で定

めるところに従って行われるマンショ

ンの更新に関する事業及びこれに附帯

する事業をいう。

八　マンション再建事業　この法律で定

めるところに従って行われるマンショ

ンの再建に関する事業及びこれに附帯

する事業（マンション一括建替等事業

を除く。）をいう。

九　マンション一括建替等事業　この法

律で定めるところに従って団地内建物

（区分所有法第69条第 1 項に規定する団

地内建物をいい、その全部又は一部が

マンションであるものに限る。以下同

じ。）の全部について行われる次に掲げ

る事業及びこれらに附帯する事業をい

う。

イ　団地内建物の一部が滅失した場合

におけるマンションの建替え及びマ

ンションの再建に関する事業

ロ　団地内建物の全部が滅失した場合

におけるマンションの再建に関する

事業

十　施行者　マンション建替事業、マン

ション更新事業、マンション再建事業

又はマンション一括建替等事業（以下

「マンション再生事業」と総称する。）

を施行する者をいう。

十一　建替前マンション　現に存するマ

ンションであって、マンション建替事

業又はマンション一括建替等事業（マ

ンションの再建のみを行うものを除

く。）を施行するものをいう。

十二　更新前マンション　現に存するマ

ンションであって、マンション更新事

業を施行するものをいう。

十三　再建敷地　滅失したマンションに

係るマンションの敷地であった土地で

あって、マンション再建事業又はマン

ション一括建替等事業を施行するもの

をいう。
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十四　再生後マンション　マンション建

替事業、マンション再建事業若しくは

マンション一括建替等事業の施行によ

り建築された再生マンション又はマン

ション更新事業の施行によりマンショ

ンの更新がされた後の再生マンション

をいう。

十五～三十四　省　略

三十五　区分所有法第 2 条第 6 項に規定

する敷地利用権をいう。

三十六・三十七　省　略

2　省　略

第 5条　省　略

2 　次の各号に掲げる者は、 1 人で、又は

数人共同して、当該各号に定めるマンシ

ョン又は土地についてマンション再生事

業を施行することができる。

一　省　略

二　滅失したマンションに係るマンショ

ンの敷地であった土地の敷地共有持分

等（区分所有法第72条に規定する敷地

共有持分等をいい、マンションの一の

専有部分を所有するための敷地利用権

に係るものに限る。以下同じ。）を有す

る者又はその同意を得た者　当該マン

ションの敷地であった土地

（定款）

第 7 条　組合の定款には、次に掲げる事項

を記載しなければならない。

一　省　略

二　建替前マンション若しくは更新前マ

ンション（以下「再生前マンション」

と総称する。）の名称及びその所在地又

は再建敷地の所在地

三～十二　省　略

（権利変換計画の決定及び認可）

第57条　施行者は、前条の規定による手続

に必要な期間の経過後、遅滞なく、権利

変換計画を定めなければならない。この

場合においては、国土交通省令で定める

ところにより、都道府県知事等の認可を

受けなければならない。

2 　施行者は、前項後段の規定による認可

を申請しようとするときは、権利変換計

画について、あらかじめ、組合にあって

は総会の議決を経るとともに再生前マン

ション若しくはその敷地又は再建敷地に

ついて権利を有する者（組合員を除く。）

及び隣接施行敷地がある場合における当

該隣接施行敷地について権利を有する者

の同意を得、個人施行者にあっては再生

前マンション若しくはその敷地（隣接施

行敷地を含む。）又は再建敷地（隣接施行

敷地を含む。）について権利を有する者の

同意を得なければならない。ただし、次

に掲げる者については、この限りでない。

一～七　省　略

3 　前項の場合において、区分所有権等以

外の権利を有する者から同意を得られな

いときは、その同意を得られない理由及

び同意を得られない者の権利に関し損害

を与えないようにするための措置を記載

した書面を添えて、第 1 項後段の規定に

よる認可を申請することができる。

4 　第 2 項の場合において、区分所有権等

以外の権利を有する者を確知することが

できないときは、その確知することがで

きない理由を記載した書面を添えて、第

1 項後段の規定による認可を申請するこ

とができる。

5 　第 1 項後段の規定による認可を申請し

たときは、施行者は、遅滞なく、国土交

通省令で定めるところにより、その旨を

公告し、及び関係権利者に関係事項を書

面で通知しなければならない。

（権利変換計画の内容）

第58条　権利変換計画においては、国土交

通省令で定めるところにより、次に掲げ

る事項を定めなければならない。

一　再生後マンションの配置設計
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二　再生前マンションの区分所有権若し

くは敷地利用権又は再建敷地の敷地共

有持分等を有する者で、当該権利に対

応して、再生後マンションの区分所有

権又は敷地利用権を与えられることと

なるものの氏名又は名称及び住所

三　前号に掲げる者が有する区分所有権

若しくは敷地利用権又は敷地共有持分

等及びその価額

四　第 2 号に掲げる者に前号に掲げる区

分所有権若しくは敷地利用権又は敷地

共有持分等に対応して与えられること

となる再生後マンションの区分所有権

又は敷地利用権の明細及びその価額の

概算額

五～二十三　省　略

二十四　補償金の支払又は清算金の徴収

に係る利子又はその決定方法

二十五　権利変換期日、再生前マンショ

ン又は再建敷地の明渡しの予定時期及

び工事完了の予定時期

二十六　その他国土交通省令で定める事

項

2～ 4　省　略

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人が令和 8年 4月 1日以後
に行う資産の譲渡に係る法人税について適用し、
法人が同日前に行った資産の譲渡に係る法人税に
ついては、従前どおりとされています（改正法附
則62①）。

五�　特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得
の特別控除制度（1,500万円特別控除制度）

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人の有する土地等が特定住宅地
造成事業等のために買い取られる場合に該当する
こととなった場合には、一定の要件の下で、その
譲渡益の額のうち年1,500万円までは、その譲渡
の日を含む事業年度において、所得控除ができる
というものです（措法65の 4 ①）。
　この「特定住宅地造成事業等のために買い取ら
れる場合」とは、次の場合をいいます（措法65の
4 ①）。
⑴　地方公共団体等が行う住宅建設又は宅地造成
事業の用に供するために土地等が買い取られる
場合
⑵　収用の対償に充てるために土地等が買い取ら
れる場合、住宅地区改良法の改良住宅の建設の
ため改良地区以外の土地等が買い取られる場合
又は公営住宅法の公営住宅の買取りにより土地
等が地方公共団体に買い取られる場合
⑶　平成 6年 1月 1日から令和 8年12月31日まで

の間に、土地区画整理法による土地区画整理事
業として行われる一団の宅地の造成事業（一定
の要件を満たすものに限ります。）の用に供す
るために土地等が買い取られる場合
⑷　公有地の拡大の推進に関する法律の買取協議
に基づき土地等が地方公共団体等に買い取られ
る場合
⑸　特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の航
空機騒音障害防止特別地区内にある土地が特定
空港の設置者に買い取られる場合
⑹　地方公共団体又は沿道整備推進機構が沿道整
備道路の沿道の整備のために行う一定の事業の
用に供するために沿道地区計画の区域内にある
土地等がこれらの者に買い取られる場合
⑺　地方公共団体又は防災街区整備推進機構が防
災街区としての整備のために行う一定の事業の
用に供するために特定防災街区整備地区又は防
災街区整備地区計画の区域内にある土地等がこ
れらの者に買い取られる場合
⑻　地方公共団体又は中心市街地整備推進機構が
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認定中心市街地の整備のために行う一定の事業
の用に供するために認定中心市街地の区域内に
ある土地等がこれらの者に買い取られる場合
⑼　地方公共団体又は景観整備機構が景観計画に
定められた景観重要公共施設の整備に関する事
業の用に供するためにその景観計画の区域内に
ある土地等がこれらの者に買い取られる場合
⑽　地方公共団体又は都市再生推進法人が都市再
生整備計画又は立地適正化計画に記載された公
共施設の整備に関する事業の用に供するために
これらの計画の区域内にある土地等がこれらの
者に買い取られる場合
⑾　地方公共団体又は歴史的風致維持向上支援法
人が認定重点区域における認定歴史的風致維持
向上計画に記載された公共施設又は公用施設の
整備に関する事業の用に供するためにその区域
内にある土地等がこれらの者に買い取られる場
合
⑿　地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の
出資に係る一定の法人が国又は都道府県が作成
した総合的な地域開発に関する計画に基づく工
業用地等の造成事業の用に供するために土地等
がこれらの者に買い取られる場合
⒀　次の事業の用に供するために、土地等が地方
公共団体の出資に係る法人等に買い取られる場
合
①　商店街活性化法の認定商店街活性化事業計
画に基づく一定の商店街活性化事業又は同法
の認定商店街活性化支援事業計画に基づく一
定の商店街活性化支援事業
②　中心市街地活性化法の認定特定民間中心市
街地活性化事業計画に基づく一定の中小小売
商業高度化事業

⒁　農業協同組合が行う宅地等供給事業で一定の
要件を満たすものの用に供するために農地等が
買い取られる場合又は独立行政法人中小企業基
盤整備機構の中小企業活性化資金の融資を受け
て行う土地の造成に関する事業で一定の要件を
満たすものの用に供するために土地等が買い取
られる場合

⒂　総合特別区域法の共同して又は一の団地若し
くは主として一の建物に集合して行う事業の用
に供する土地の造成に関する事業で一定の要件
に該当するものとして市町村長又は特別区の区
長が指定したものの用に供するために土地等が
買い取られる場合
⒃　産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促
進に関する法律の認定を受けた整備計画に基づ
いて行われる特定施設の整備事業の用に供する
ために土地等が地方公共団体又はその出資に係
る法人等に買い取られる場合
⒄　広域臨海環境整備センター法の認可を受けた
基本計画に基づいて行われる廃棄物の搬入施設
の整備事業の用に供するために土地等が広域臨
海環境整備センターに買い取られる場合
⒅　生産緑地法の買取申出等に基づき生産緑地地
区内の土地が地方公共団体等に買い取られる場
合
⒆　国土利用計画法の規制区域内の土地等が地方
公共団体に買い取られる場合
⒇　国土利用計画法の土地利用基本計画に定めら
れた学園都市計画等の地域の開発保全整備計画
に係る事業の用に供するために土地等が国又は
地方公共団体等に買い取られる場合
�　大都市地域住宅等供給促進法の買取申出等に
基づき土地区画整理促進区域等内の土地等が地
方公共団体等に買い取られる場合
�　土地区画整理事業の施行に伴い、一定の既存
不適格建築物の敷地について換地を定めること
が困難である場合に清算金を取得する場合
�　土地等につき被災市街地復興特別措置法によ
る被災市街地復興土地区画整理事業が施行され
た場合において、保留地が定められたことに伴
いその土地等に係る換地処分によりその土地等
のうちその保留地の対価の額に対応する部分の
譲渡があったとき
�　マンション建替事業の施行に伴い、やむを得
ない事情により、土地等に係る権利変換により
補償金を取得する場合又は売渡請求若しくは買
取請求により土地等が買い取られる場合
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�　マンション敷地売却事業の実施に伴い、建築
物の耐震改修の促進に関する法律の通行障害既
存耐震不適格建築物に該当する決議特定要除却
認定マンションの敷地の用に供されている土地
等に係る分配金取得計画に基づき分配金を取得
する場合又は売渡請求によりその土地等が買い
取られる場合
（注）　マンション敷地売却事業は、その事業に係

る認定買受計画に、決議特定要除却認定マン

ションを除却した後の土地に新たに建築され

るマンションに関する事項の記載があるもの

に限ることとされています。

�　絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に
関する法律の管理地区内の土地が国若しくは地
方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護
及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特
別保護地区内の土地のうち天然記念物として指
定された鳥獣等の生息地が国若しくは地方公共
団体に買い取られる場合
�　自然公園法の都道府県立自然公園の区域内の
うち条例により特別地域として指定された一定
の地域内の土地又は自然環境保全法の都道府県
自然環境保全地域のうち条例により特別地区と
して指定された一定の地区内の土地が地方公共
団体に買い取られる場合
�　農業振興地域の整備に関する法律の農用地区
域として定められている区域内にある農用地が、
農業経営基盤強化促進法の買取協議に基づき農
地中間管理機構に買い取られる場合
　ただし、この「特定住宅地造成事業等のために
買い取られる場合」に該当することとなった土地
等の譲渡の日を含む事業年度のうち同一の年に属
する期間中に、その該当することとなった土地等
のいずれかについて、特定の資産の買換えの場合
等の課税の特例（措法65の 7 ～65の 9 ）等の適用
を受けた場合には、その該当することとなった土
地等のいずれについても、この制度は適用できな
いこととされています。

2 　改正の内容

⑴　マンション建替事業の施行に伴い、やむを得
ない事情により、土地等に係る権利変換により
補償金を取得する場合又は売渡請求若しくは買
取請求により土地等が買い取られる場合（上記
1�）の措置の見直し
　老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化
等を図るための建物の区分所有等に関する法律
等の一部を改正する法律（令和 7 年法律第47
号）（以下「区分所有法等改正法」といいま
す。）におけるマンションの建替え等の円滑化
に関する法律の改正により、改正後のマンショ
ンの再生等の円滑化に関する法律（以下「マン
ション再生法」といいます。）において、従前
のマンション建替事業に加えて、区分所有法等
改正法における建物の区分所有等に関する法律
（以下「区分所有法」といいます。）の改正によ
り新設された建物更新決議、再建決議及び一括
建替え等決議に対応してマンション更新事業、
マンション再建事業及びマンション一括建替等
事業に係る事業手続が新たに定められ、これら
の事業をマンション再生事業として総称するこ
ととされました（マンション再生法 2 ①十）。
この新たな事業手続の創設に伴い、本措置が
「マンション再生法第 2 条第 1 項第10号に規定
するマンション再生事業の施行に伴い、やむを
得ない事情により、その土地等に係るマンショ
ン再生法の権利変換によりマンション再生法第
75条の規定による補償金を取得するとき、又は
その土地等がマンション再生法第15条第 1項若
しくは第64条第 1項の売渡請求若しくは同条第
3項の買取請求により買い取られる場合」の措
置とされました（措法65の 4 ①二十二）。
（注）　上記のマンションの建替え等の円滑化に関

する法律の改正内容を踏まえ、同法の題名が

「マンションの再生等の円滑化に関する法律」

に変更されています。
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⑵　マンション敷地売却事業の実施に伴い、建築
物の耐震改修の促進に関する法律の通行障害既
存耐震不適格建築物に該当する決議特定要除却
認定マンションの敷地の用に供されている土地
等に係る分配金取得計画に基づき分配金を取得
する場合又は売渡請求によりその土地等が買い
取られる場合（上記 1�）の措置の見直し
　区分所有法等改正法におけるマンションの建
替え等の円滑化に関する法律の改正により、改
正後のマンション再生法において、従前のマン
ション敷地売却事業に加えて、区分所有法等改
正法における区分所有法の改正により新設され
た建物敷地売却決議及び団地内建物敷地売却決
議並びに建物取壊し敷地売却決議に対応してマ
ンション除却敷地売却事業に係る事業手続が新
たに定められました（マンション再生法 2①十
六）。この改正に伴い、本措置が「建築物の耐
震改修の促進に関する法律第 5条第 3項第 2号
に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該
当するマンション（マンション再生法第 2条第
1項第 1号に規定するマンションをいいます。）
の敷地の用に供されている土地等につきマンシ
ョン再生法第 2条第 1項第18号に規定するマン
ション敷地売却事業（そのマンション敷地売却
事業に係るマンション再生法第107条に規定す
る認定除却等計画その他一定の計画に、マンシ
ョンを除却した後の土地に新たに建築されるマ
ンションに関する事項の記載があるものに限り
ます。）又はマンション再生法第 2 条第 1 項第
19号に規定するマンション除却敷地売却事業
（そのマンション除却敷地売却事業に係る一定
の計画に、マンションを除却した後の土地に新
たに建築されるマンションに関する事項の記載
があるものに限ります。）が実施された場合に
おいて、その土地等に係るマンション再生法第
141条第 1 項の認可を受けた同項に規定する分
配金取得計画（その分配金取得計画の変更に係
る認可を受けた場合には、その変更後のもの）
に基づきマンション再生法第151条の規定によ
るマンション再生法第142条第 1 項第 3 号の分

配金を取得するとき、又はその土地等がマンシ
ョン再生法第121条第 1 項の請求により買い取
られる場合」の措置とされました（措法65の 4
①二十二の二）。
（注 1）　一定の計画とは、マンションの再生等の

円滑化に関する法律施行規則第58条第 1 項

第 7 号又は第 2 項第 7 号に規定する計画を

いいます（措規22の 5 ⑱）。
（注 2）　上記の改正の趣旨等については、前掲「租

税特別措置法等（所得税関係）の改正」の

「第一　住宅・土地税制の改正」の「六　特

定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡

した場合の1,500万円特別控除の改正」の 2

をご参照ください。
（注 3）　関係法令については、下記の（参考 1）

及び（参考 2）をご参照ください。
（参考 1）　マンションの再生等の円滑化に関する

法律（平成14年法律第78号）

（定義等）

第 2 条　この法律において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

一　マンション　 2 以上の区分所有者が

存する建物で人の居住の用に供する専

有部分のあるものをいう。

二～九　省　略

十　施行者　マンション建替事業、マン

ション更新事業、マンション再建事業

又はマンション一括建替等事業（以下

「マンション再生事業」と総称する。）

を施行する者をいう。

十一～十五　省　略

十六　マンション除却敷地売却　現に存

する 1 又は 2 以上のマンションを除却

するとともに、当該マンションの敷地

（マンションの敷地利用権が借地権であ

るときは、その借地権）を売却するこ

とをいう。

十七　省　略

十八　マンション敷地売却事業　この法
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律で定めるところに従って行われるマ

ンション敷地売却に関する事業をいう。

十九　マンション除却敷地売却事業　こ

の法律で定めるところに従って行われ

るマンション除却敷地売却に関する事

業をいう。

二十～三十七　省　略

2　省　略

（区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請

求等）

第15条　組合は、前条第 1項の公告の日（そ

の日が区分所有法第63条第 3 項（区分所

有法第64条の 5 第 3 項、第70条第 5 項、

第75条第 9 項又は第84条第 4 項において

準用する場合を含む。）の期間の満了の日

前であるときは、当該期間の満了の日）

から 2 月以内に、区分所有法第63条第 5

項（区分所有法第64条の 5 第 3 項、第70

条第 5 項又は第84条第 4 項において読み

替えて準用する場合を含む。）又は区分所

有法第75条第 9 項において読み替えて準

用する区分所有法第63条第 5 項前段に規

定する建替え、建物の更新又は再建に参

加しない旨を回答した区分所有者又は敷

地共有持分等を有する者（それらの承継

人を含み、その後に再生合意者となった

ものを除く。）に対し、区分所有権及び敷

地利用権又は敷地共有持分等を時価で売

り渡すべきことを請求することができる。

建替え決議、建物更新決議、一括建替え

決議又は一括建替え等決議があった後に

当該区分所有者から敷地利用権のみを取

得した者（その承継人を含み、その後に

再生合意者となったものを除く。）の敷地

利用権についても、同様とする。

2・ 3　省　略

（権利変換を希望しない旨の申出等）

第56条　第14条第 1 項の公告又は個人施行

者の施行の認可の公告があったときは、

再生前マンションの区分所有権若しくは

敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有

持分等を有する者、隣接施行敷地権を有

する者又は施行底地権を有する者は、そ

の公告があった日から起算して30日以内

に、施行者に対し、第70条第 1 項及び第

2 項並びに第71条第 2 項の規定による権

利の変換を希望せず、自己の有する区分

所有権若しくは敷地利用権若しくは敷地

共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底

地権に代えて金銭の給付を希望する旨を

申し出ることができる。

2～ 7　省　略

（権利変換計画に関する総会の議決に賛成

しなかった組合員に対する売渡し請求等）

第64条　組合において、権利変換計画につ

いて総会の議決があったときは、組合は、

当該議決があった日から 2 月以内に、当

該議決に賛成しなかった組合員に対し、

区分所有権及び敷地利用権又は敷地共有

持分等を時価で売り渡すべきことを請求

することができる。

2　省　略

3 　組合において、権利変換計画について

総会の議決があったときは、当該議決に

賛成しなかった組合員は、当該議決があ

った日から 2 月以内に、組合に対し、区

分所有権及び敷地利用権又は敷地共有持

分等を時価で買い取るべきことを請求す

ることができる。

（補償金）

第75条　施行者は、次に掲げる者に対し、

その補償として、権利変換期日までに、

第62条の規定により算定した相当の価額

に同条に規定する30日の期間を経過した

日から第68条第 1 項の規定による権利変

換計画又はその変更に係る公告（以下こ

の条において「権利変換計画公告」とい

う。）の日までの物価の変動に応ずる修正

率を乗じて得た額に、当該権利変換計画

公告の日から補償金を支払う日までの期
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間につき権利変換計画で定めるところに

よる利息を付したものを支払わなければ

ならない。この場合において、その修正

率は、国土交通省令で定める方法によっ

て算定するものとする。

一　再生前マンションに関する権利若し

くはその敷地利用権又は再建敷地の敷

地共有持分等を有する者で、この法律

の規定により、権利変換期日において

当該権利を失い、かつ、当該権利に対

応して、再生後マンションに関する権

利又はその敷地利用権を与えられない

もの

二　隣接施行敷地権を有する者のうち、

次に掲げるもの

イ　この法律の規定により、権利変換

期日において当該隣接施行敷地権を

失い、かつ、当該隣接施行敷地権に

対応して、再生後マンションの区分

所有権及び敷地利用権を与えられな

い者

ロ　この法律の規定により、権利変換

期日において当該隣接施行敷地権の

上に敷地利用権が設定され、かつ、

当該隣接施行敷地権に対応して、再

生後マンションの区分所有権及び敷

地利用権を与えられない者

三　施行底地権を有する者で、この法律

の規定により、権利変換期日において

当該施行底地権を失い、かつ、当該施

行底地権に対応して、再生後マンショ

ンの区分所有権及び敷地利用権を与え

られないもの

（除却等の実施）

第107条　認定買受人は、第104条第 1 項の

認定を受けた除却等計画（前条第 1 項の

変更の認定があったときは、その変更後

のもの。以下「認定除却等計画」とい

う。）に従い、売却決議マンション等の除

却等を実施しなければならない。

（区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請

求等）

第121条　組合は、前条第 1 項の公告の日

（その日が区分所有法第64条の 6 第 3 項、

第64条の 7 第 3 項、第71条第 5 項、第76

条第 3 項又は第85条第 4 項において準用

する区分所有法第63条第 3 項の期間の満

了の日前であるときは、当該期間の満了

の日）から 2 月以内に、区分所有法第64

条の 6 第 3 項、第64条の 7 第 3 項若しく

は第71条第 5 項において読み替えて準用

する区分所有法第63条第 5 項又は区分所

有法第76条第 3 項若しくは第85条第 4 項

において読み替えて準用する区分所有法

第63条第 5 項前段に規定する売却又は取

壊しに参加しない旨を回答した区分所有

者又は敷地共有持分等を有する者（それ

らの承継人を含み、その後に売却合意者

となったものを除く。）に対し、区分所有

権及び敷地利用権又は敷地共有持分等を

時価で売り渡すべきことを請求すること

ができる。建物敷地売却決議、建物取壊

し敷地売却決議又は団地内建物敷地売却

決議があった後に当該区分所有者から敷

地利用権のみを取得した者（その承継人

を含み、その後に売却合意者となったも

のを除く。）の敷地利用権についても、同

様とする。

2・ 3　省　略

（分配金取得計画の決定及び認可）

第141条　組合は、第120条第 1 項の公告又

は第134条第 2 項において準用する第120

条第 1 項の公告後、遅滞なく、分配金取

得計画を定めなければならない。この場

合においては、国土交通省令で定めると

ころにより、都道府県知事等の認可を受

けなければならない。

2　省　略

（分配金取得計画の内容）

第142条　分配金取得計画においては、国土
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交通省令で定めるところにより、次に掲

げる事項を定めなければならない。

一・二　省　略

三　組合員が取得することとなる分配金

の価額

四～八　省　略

2　省　略

（分配金取得計画の変更）

第145条　第141条第 1 項後段及び第 2 項並

びに前条の規定は、分配金取得計画を変

更する場合（国土交通省令で定める軽微

な変更をする場合を除く。）に準用する。

（分配金）

第151条　組合は、組合員に対し、権利消滅

期日までに、第142条第 1 項第 3 号の分配

金を支払わなければならない。
（参考 2）　マンションの再生等の円滑化に関する

法律施行規則（平成14年国土交通省令第

116号）

（認可申請書の添付書類）

第58条　法第113条第 1 項の認可を申請しよ

うとする者は、認可申請書に次に掲げる

書類を添付しなければならない。

一～六　省　略

七　売却等マンション（認定除却等計画

に係る売却決議マンション等を除く。）

の除却等をした後の土地又は売却敷地

を売却した後の土地の利用に関する内

容を記載した計画

八　省　略

2 　法第134条第 1 項の認可を申請しようと

するマンション等売却組合（以下この章

及び第105条第 7 項において「組合」とい

う。）は、認可申請書に次に掲げる書類を

添付しなければならない。

一～六　省　略

七　新たに売却等マンション又は売却敷

地に追加しようとするマンション（認

定除却等計画に係る売却決議マンショ

ン等を除く。）又は土地がある場合にお

いては、当該マンションの除却等をし

た後の土地又は新たに売却敷地に追加

しようとする土地を売却した後の土地

の利用に関する内容を記載した計画

八・九　省　略

3　省　略

3 　適用関係及び経過措置

　上記 2の改正は、法人が令和 8年 4月 1日以後
に行う土地等の譲渡に係る法人税について適用し、
法人が同日前に行った土地等の譲渡に係る法人税
については、従前どおりとされています（改正法
附則62②）。
　なお、上記 2 ⑵の改正について、認定買受計画
は、上記 2 ⑵の認定除却等計画とみなして、本特
例を適用する経過措置が設けられています（改正
法附則62③）。
（注）　認定買受計画とは、区分所有法等改正法第 3

条の規定による改正前のマンションの建替え等

の円滑化に関する法律（以下「旧円滑化法」と

いいます。）第113条に規定する認定買受計画（旧

円滑化法第111条第 1 項の変更の認定があったと

きは、その変更後のものを含みます。）をいいま

す（改正法附則37②）。すなわち、令和 8 年 4 月

1 日前に旧円滑化法第109条第 1 項の都道府県知

事等の認定を受けた買受計画及び同日以後に旧

円滑化法第111条第 1 項の変更の認定があった認

定買受計画です。

六　特定の資産の買換えの場合等の課税の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人が、昭和45年 4 月 1 日から令

和 8年 3月31日までの期間内に、その有する特定
の地域内にある事業用の土地等、建物等又は日本
船舶（以下「譲渡資産」といいます。）の譲渡を
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し、その譲渡資産の譲渡の日を含む事業年度にお
いて、一定の要件に該当する土地等、建物等、機
械及び装置又は日本船舶（以下「買換資産」とい
います。）の取得（建設及び製作を含みます。）を
し、かつ、その取得の日から 1年以内にその買換
資産を特定の地域内において事業の用に供した場
合又は供する見込みである場合において、その買
換資産につきその譲渡の日又は取得の日のうちい
ずれか早い日以後一定の期間内にこの制度の適用
を受ける旨の届出をしたときは、圧縮限度額の範
囲内でその帳簿価額の損金経理による減額等（圧
縮記帳）をした金額に限り、その減額等をした金
額を損金の額に算入できるというものです（措法
65の 7 ①）。
　また、特別勘定を設けた場合（措法65の 8 ）及
び本制度の対象となる譲渡資産を交換した場合
（措法65の 9 ）についても、同様の措置が講じら
れています。
　この制度における買換えの態様は、次のとおり
です。
⑴　航空機騒音障害区域の内から外への買換え
⑵　既成市街地等及びこれに類する一定の区域
（人口集中地区）内における土地の計画的かつ
効率的な利用に資する施策の実施に伴う土地等
の買換え
⑶　所有期間が10年を超える国内にある土地等、
建物又は構築物から国内にある一定の土地等、
建物又は構築物への買換え
⑷　日本船舶の買換え
（注 1）　圧縮限度額は、圧縮基礎取得価額に差益割

合を乗じて計算した金額に、次の場合の区分

に応じ次の割合を乗じて計算した金額とされ

ています（措法65の 7 ①⑭）。

⑴�　上記⑴の買換えに係る譲渡資産が防衛施

設周辺の生活環境の整備等に関する法律第

5 条第 1 項に規定する第二種区域内にある

場合……70％

⑵�　上記⑶の買換えに係る譲渡資産が地域再

生法第17条の 2 第 1 項第 1 号に規定する地

域内にある本店資産に該当し、かつ、買換

資産が地域再生法の集中地域以外の地域内

にある本店資産に該当する場合……90％

⑶�　上記⑶の買換えに係る譲渡資産が地域再

生法の集中地域以外の地域内にある資産に

該当し、買換資産が集中地域（同法第17条

の 2 第 1 項第 1 号に規定する地域を除きま

す。）内にある資産に該当する場合……75％

⑷�　上記⑶の買換えに係る譲渡資産が地域再

生法の集中地域以外の地域内にある資産に

該当し、買換資産が同法第17条の 2 第 1 項

第 1 号に規定する地域内にある資産に該当

する場合……70％（その譲渡資産及び買換

資産のいずれもが本店資産に該当する場合

には、60％）

⑸�　上記⑴から⑷までの場合以外の場合……

80％
（注 2）　圧縮基礎取得価額とは、取得をした買換資

産の取得価額又は譲渡をした譲渡資産のその

譲渡に係る対価の額のうちいずれか少ない金

額をいい、差益割合とは、譲渡をした譲渡資

産のその譲渡に係る対価の額のうちに、その

対価の額からその譲渡資産の譲渡直前の帳簿

価額を控除した金額の占める割合をいいます

（措法65の 7 ⑯三・四）。

2 　改正の内容

⑴　航空機騒音障害区域の内から外への買換え
（上記 1⑴）に係る措置の見直し
　航空機騒音障害区域の内から外への買換え
（上記 1⑴）のうち防衛施設周辺の生活環境の
整備等に関する法律の第二種区域に係る措置が、
制度の対象から除外されました（旧措法65の 7
①表一ハ、旧措令39の 7 ㉙一、旧措規22の 7 ②
一ハ・二）。

⑵　既成市街地等及びこれに類する一定の区域
（人口集中地区）内における土地の計画的かつ
効率的な利用に資する施策の実施に伴う土地等
の買換え（上記 1⑵）に係る措置の見直し
①　圧縮割合の見直し

─ 663 ─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



　買換資産が、既成市街地等であって、次の
イ及びロの区域以外の区域（特定区域）内に
ある場合には、圧縮割合が60％（改正前：80
％）に引き下げられました（措法65の 7 ①、
65の 8 ①）。
イ　既成市街地等であって、次の区域
イ　密集市街地における防災街区の整備の
促進に関する法律第 3条第 1項に規定す
る防災街区整備方針に定められた同項第
1号に規定する防災再開発促進地区の区
域
ロ　都市再生特別措置法第 2条第 5項に規
定する特定都市再生緊急整備地域内の区
域
ハ　都市再生特別措置法第81条第 1項に規
定する立地適正化計画に記載された同条
第 2項第 3号に規定する都市機能誘導区
域
　なお、上記の区域が都市再開発法第 2条
の 3第 1項に規定する大都市の区域に該当
する場合にあっては、その大都市の区域に
係る同項に規定する都市再開発の方針に定
められた同項第 2号に規定する地区（いわ
ゆる 2号地区）の区域に該当するものに限
ることとされています。
ロ　既成市街地等であって、被災市街地復興
特別措置法第 5条第 1項の規定により都市
計画に定められた被災市街地復興推進地域
内の区域

（注 1）　既成市街地等とは、首都圏整備法第 2

条第 3 項に規定する既成市街地、近畿圏

整備法第 2 条第 3 項に規定する既成都市

区域など一定の区域をいいます（措法65

の 7 ①表二上欄）。改正前と同様です。
（注 2）　都市再開発法第 2 条の 3 第 1 項に規定

する大都市とは、人口の集中の特に著し

い政令で定める大都市をいい、具体的に

は、東京都（特別区の存する区域に限り

ます。）、大阪市、名古屋市、京都市、横

浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎

市、福岡市、広島市、仙台市、川口市、

さいたま市、千葉市、船橋市、立川市、

堺市、東大阪市、尼崎市及び西宮市とさ

れています（都市再開発法施行令 1の 2）。
（注 3）　関係法令については、（参考 1）から

（参考 4）までをご参照ください。

　この改正に伴い、適格分割又は適格現物出
資に係る分割承継法人又は被現物出資法人が
特定区域内にある買換資産を取得する見込み
である場合にこれらの法人に引き継ぐ特別勘
定の金額は、その取得に充てようとする額に
差益割合を乗じて計算した金額の60％相当額
と（措令39の 7 ㉙一）、特別勘定を計上して
いる法人が特定区域内にある買換資産を取得
して圧縮記帳をした場合に取り崩す特別勘定
の金額は、その買換資産に係る特別勘定のう
ちその買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割
合を乗じて計算した金額の60％相当額とされ
ました（措令39の 7 ㉟）。
②　添付書類の見直し
　上記①の改正に伴い、この措置の適用を受
ける場合に確定申告書等に添付しなければな
らない書類について、次の場合の区分に応じ
それぞれ次の書類が追加されました（措規22
の 7 ②四ロ）。買換資産が上記①イ又はロの
区域内にある場合、すなわち、この措置の圧
縮割合が80％となる場合に、添付書類が追加
されることとなります。
イ　取得をした資産の所在地が上記①イの区
域内である場合……次のいずれかの書類
イ　その資産の所在地を管轄する都道府県
知事のその資産の所在地が上記①イイの
防災再開発促進地区の区域内である旨を
証する書類
ロ　その資産の所在地を管轄する都道府県
知事のその資産の所在地が上記①イロの
特定都市再生緊急整備地域内の区域内で
ある旨を証する書類
ハ　その資産の所在地を管轄する市町村長
のその資産の所在地が上記①イハの都市
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機能誘導区域内である旨を証する書類
　また、取得をした資産の所在地が上記①
イの大都市の区域内である場合には、上記
のいずれかの書類に加えて、その資産の所
在地を管轄する都道府県知事のその資産の
所在地がその大都市の区域に係る上記①イ
の都市再開発の方針に定められた 2号地区
の区域内である旨を証する書類（ 2号地区
証明書類）を確定申告書等に添付しなけれ
ばならないこととされています。
ロ　取得をした資産の所在地が上記①ロの被
災市街地復興推進地域内の区域内である場
合……その資産の所在地を管轄する市町村
長のその資産の所在地が上記①ロの被災市
街地復興推進地域内の区域内である旨を証
する書類

（注 1）　上記イ及びロの場合のいずれにも該当

する場合には、上記イの書類（取得をし

た資産の所在地が上記①イの大都市の区

域内である場合には、 2 号地区証明書類

を含みます。）又はロの書類のいずれかの

書類を添付すればよいこととされていま

す。
（注 2）　上記イイ及びロの書類並びに 2 号地区

証明書類は、取得をした資産の所在地が

指定都市の区域内である場合には、その

資産の所在地を管轄する市長が証する書

類となります。
（注 3）　上記イハ及びロの書類は、取得をした

資産の所在地が特別区の区域内である場

合には、その資産の所在地を管轄する特

別区の区長が証する書類となります。

⑶　所有期間が10年を超える国内にある土地等、
建物又は構築物から国内にある一定の土地等、
建物又は構築物への買換え（上記 1⑶）に係る
措置の見直し
　買換資産のうち建物（その附属設備を含みま
す。）について、特定施設の用に供されるもの
に、買換資産のうち構築物について、特定施設

に係る事業の遂行上必要なものに、それぞれ限
定されました（措法65の 7 ①表三下欄）。
（注 1）　特定施設とは、事務所、工場、作業場、

研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他

これらに類する施設（福利厚生施設に該当

するものを除きます。）をいいます（措法65

の 7 ①表三下欄、措令39の 7 ⑤）。改正前と

同様です。
（注 2）　構築物については、「特定施設に係る事業

の遂行上必要なもの」とされていますので、

特定施設の用に供されるもののほか、商業

施設に附随する立体駐車場や送配電施設に

附随する送電線・鉄塔など、直接は特定施

設に該当しないものについても買換資産の

対象となると考えられます。

⑷　日本船舶の買換え（上記 1⑷）に係る措置の
見直し
　建設業及びひき船業の用に供される船舶につ
いて、譲渡資産から、その船舶に設置されてい
る原動機の定格出力の合計が1,500kW以下のも
のが除外されました（措法65の 7 ①表四上欄）。

⑸　適用期限の延長
　制度の適用期限が令和11年 3 月31日まで 3年
（日本船舶の買換え（上記 1⑷）に係る措置の
うち建設業及びひき船業の用に供される船舶に
ついては、令和10年 3 月31日まで 2年）延長さ
れました（措法65の 7 ①、65の 8 ①、65の 9 ）。
（参考 1）　密集市街地における防災街区の整備の

促進に関する法律（平成 9年法律第49号）

第 3 条　都市計画法第 7 条第 1 項の市街化

区域内においては、都市計画に、密集市

街地内の各街区について防災街区として

の整備を図るため、次に掲げる事項を明

らかにした防災街区の整備の方針（以下

「防災街区整備方針」という。）を定める

ことができる。

一　特に一体的かつ総合的に市街地の再

開発を促進すべき相当規模の地区（以
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下「防災再開発促進地区」という。）及

び当該地区の整備又は開発に関する計

画の概要

二　防災公共施設の整備及びこれと一体

となって特定防災機能を確保するため

の建築物その他の工作物（以下「建築

物等」という。）の整備に関する計画の

概要

2　省　略
（参考 2）　都市再生特別措置法（平成14年法律第

22号）

（定義）

第 2条　省　略

2～ 4　省　略

5 　この法律において「特定都市再生緊急

整備地域」とは、都市再生緊急整備地域

のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速

な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地

の整備を推進することが都市の国際競争

力の強化を図る上で特に有効な地域とし

て政令で定める地域をいう。

（立地適正化計画）

第81条　市町村は、単独で又は共同して、

都市計画法第 4 条第 2 項に規定する都市

計画区域内の区域について、都市再生基

本方針に基づき、住宅及び都市機能増進

施設（医療施設、福祉施設、商業施設そ

の他の都市の居住者の共同の福祉又は利

便のため必要な施設であって、都市機能

の増進に著しく寄与するものをいう。以

下同じ。）の立地の適正化を図るための計

画（以下「立地適正化計画」という。）を

作成することができる。

2 　立地適正化計画には、その区域を記載

するほか、おおむね次に掲げる事項を記

載するものとする。

一・二　省　略

三　都市機能増進施設の立地を誘導すべ

き区域（以下「都市機能誘導区域」と

いう。）及び当該都市機能誘導区域ごと

にその立地を誘導すべき都市機能増進

施設（以下「誘導施設」という。）並び

に必要な土地の確保、費用の補助その

他の当該都市機能誘導区域に当該誘導

施設の立地を誘導するために市町村が

講ずべき施策に関する事項（次号に掲

げるものを除く。）

四～七　省　略

3～24　省　略
（参考 3）　被災市街地復興特別措置法（平成 7 年

法律第14号）

（被災市街地復興推進地域に関する都市計

画）

第 5 条　都市計画法第 5 条の規定により指

定された都市計画区域内における市街地

の土地の区域で次に掲げる要件に該当す

るものについては、都市計画に被災市街

地復興推進地域を定めることができる。

一　大規模な火災、震災その他の災害に

より当該区域内において相当数の建築

物が滅失したこと。

二　公共の用に供する施設の整備の状況、

土地利用の動向等からみて不良な街区

の環境が形成されるおそれがあること。

三　当該区域の緊急かつ健全な復興を図

るため、土地区画整理事業、市街地再

開発事業その他建築物若しくは建築敷

地の整備又はこれらと併せて整備され

るべき公共の用に供する施設の整備に

関する事業を実施する必要があること。

2・ 3　省　略
（参考 4）　都市再開発法（昭和44年法律第38号）

（都市再開発方針）

第 2 条の 3 　人口の集中の特に著しい政令

で定める大都市を含む都市計画区域内の

市街化区域（都市計画法第 7 条第 1 項に

規定する市街化区域をいう。以下同じ。）

においては、都市計画に、次の各号に掲

げる事項を明らかにした都市再開発の方

針を定めるよう努めるものとする。
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一　当該都市計画区域内にある計画的な

再開発が必要な市街地に係る再開発の

目標並びに当該市街地の土地の合理的

かつ健全な高度利用及び都市機能の更

新に関する方針

二　前号の市街地のうち特に一体的かつ

総合的に市街地の再開発を促進すべき

相当規模の地区及び当該地区の整備又

は開発の計画の概要

2・ 3　省　略

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、法人が令和 8年 4月 1日
前に譲渡資産の譲渡をした場合における同日前
に取得（建設及び製作を含みます。以下同じで
す。）をした買換資産又は同日以後に取得をす

る買換資産及びこれらの買換資産に係る特別勘
定又は期中特別勘定については、従前どおりと
されています（改正法附則62④）。
⑵　上記 2 ⑵から⑷までの改正は、法人が令和 8
年 4月 1日以後に譲渡資産の譲渡をして、同日
以後に買換資産の取得をする場合のその買換資
産及びその買換資産に係る特別勘定又は期中特
別勘定について適用し、法人が同日前に譲渡資
産の譲渡をした場合における同日前に取得をし
た買換資産又は同日以後に取得をする買換資産
及びこれらの買換資産に係る特別勘定又は期中
特別勘定並びに法人が同日以後に譲渡資産の譲
渡をする場合における同日前に取得をした買換
資産については、従前どおりとされています
（改正法附則62⑤）。

第五　その他の特別措置関係
一　国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する内国法人で
各事業年度終了の日において国家戦略特別区域法
第27条の 3 の指定（以下「指定」といいます。）
を受けた法人に該当するもの（国家戦略特別区域
法の一部を改正する法律（平成28年法律第55号）
の施行の日（平成28年 9 月 1 日）から令和 8年 3
月31日までの間に指定を受けたものに限ります。）
が、その各事業年度（その内国法人の設立の日か
ら同日以後 5年を経過する日までの期間内に終了
する事業年度に限ります。）において、国家戦略
特別区域内において行われる特定事業（その国家
戦略特別区域以外の地域において行われるその特
定事業に関連する事業を含みます。以下「特定事
業等」といいます。）に係る所得の金額を有する
場合には、その金額の18％相当額は、その各事業
年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する
ことができるというものです（措法61①）。

（注 1）　特定事業とは、産業の国際競争力の強化又

は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資す

る事業であって、次の要件のいずれにも該当

するものをいいます（国家特区法27の 3 、国

家特区規11の 2 ）。

⑴�　その事業の実施に当たり規制の特例措置

が重要な役割を果たすものであること。

⑵�　次のいずれかに該当するものであること。

①�　高度な医療の提供に資する医療技術、

医療機器若しくは医薬品の研究開発又は

その成果を活用した製品の開発若しくは

生産若しくは役務の開発若しくは提供に

関する事業であって次のもの

イ�　放射線療法その他の高度な医療の提

供に資する医薬品、医療機器若しくは

再生医療等製品（高度再生医療を行う

ために必要なものに限ります。）の研究

開発若しくは製造に関する事業又はそ

の成果を活用して役務を提供する事業
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ロ�　手術補助その他の治療、日常生活訓

練その他医療及び介護に関する利用に

供するロボットの研究開発若しくは製

造に関する事業又はその成果を活用し

て役務を提供する事業

ハ�　高度な医療の提供に係る医療関係者

の技術の向上に必要な治験その他の臨

床研究若しくは高度再生医療の研究開

発に関する事業又はその成果を活用し

て役務を提供する事業

ニ�　高度な医療を提供する医療施設又は

医療設備の運営に関する事業

②�　インターネットその他の情報通信技術

を活用し、物品による情報の収集、蓄積、

解析又は発信及びその情報を活用した物

品の自律的な作動を可能とするために必

要な技術の研究開発に関する事業又はそ

の成果を活用した事業であって、次のい

ずれかのもの

イ�　情報を収集、蓄積、解析又は発信す

る製品の研究開発に関する事業

ロ�　収集され、蓄積され、解析され、又

は発信された情報の迅速な共有を図る

ためのネットワークの構築に係る技術

の研究開発に関する事業

ハ�　収集され、蓄積され、解析され、又

は発信された情報を活用し自律的に作

動する製品の研究開発に関する事業

ニ�　上記イからハまでの事業の成果を活

用した事業

⑶�　新たな価値又は経済社会の変化をもたら

す革新的な事業であること。
（注 2）　特定事業等に係る所得の金額は、特定事業

等により生じた所得のみについて法人税を課

するものとした場合に課税標準となるべきそ

の事業年度の所得の金額をいい、全所得金額

を限度とすることとされています（措法61①、

措令37②）。

2 　改正の内容

⑴　対象事業の除外
　対象事業である特定事業から次の事業が除外
されました（旧国家特区規11の 2 二イ⑶⑷）。
①　高度な医療の提供に係る医療関係者の技術
の向上に必要な治験その他の臨床研究若しく
は高度再生医療の研究開発に関する事業又は
その成果を活用して役務を提供する事業（上
記 1（注 1）⑵①ハ）
②　高度な医療を提供する医療施設又は医療設
備の運営に関する事業（上記 1（注 1）⑵①
ニ）

⑵　指定期限の延長
　制度の適用の前提となる内国法人の指定期限
が、令和10年 3 月31日まで 2年延長されました
（措法61①）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 8年 4月 1日から施行さ
れています（総合特別区域法施行規則及び国家戦
略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令
附則）。

二�　特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の
特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で特定
投資運用業者に該当するものが、令和 3年 4月 1
日から令和 8年 3月31日までの間に開始する各事

業年度においてその業務執行役員に対して特定業
績連動給与を支給する場合には、その特定業績連
動給与に係る役員給与の損金不算入制度の適用に
ついては、その法人が金融商品取引法の規定によ
り提出する公表事業報告書は、有価証券報告書と
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みなすこととするとともに、その算定方法の内容
を、一定の日以後遅滞なく公表事業報告書に記載
して提出し、かつ、説明書類に記載して公衆の縦
覧に供し、又は公表したときは、業績連動給与の
損金算入要件のうち有価証券報告書への記載等に
よりその算定方法の内容が開示されていることと
の要件を満たすこととするというものです（措法
66の11の 2 ）。

2 　改正の内容

　適用期限（令和 8年 3月31日）の到来をもって、
制度が廃止されました（旧措法66の11の 2 、旧措
令39の22の 2 ）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人の令和 8年 4月 1日前に
開始した事業年度分の法人税については、従前ど
おりとされています（改正法附則50）。

三�　中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不
適用措置

1 　改正前の制度の概要

　この措置は、次の法人（中小企業者等）以外の
法人の平成 4年 4月 1日から令和 8年 3月31日ま
での間に終了する各事業年度において生じた欠損
金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度
を適用しないというものです（措法66の12①）。
⑴　普通法人のうち、その事業年度終了の時にお
いて資本金の額若しくは出資金の額が 1億円以
下であるもの又は資本若しくは出資を有しない
もの
（注 1）　普通法人からは、投資法人、特定目的会

社及び受託法人を除くこととされています

（措法66の12①一、措令 1の 2③）。
（注 2）　資本金の額又は出資金の額が 1 億円以下

であるものからは、その事業年度終了の時

において次の法人に該当するものを除くこ

ととされています（措法66の12①一）。

①�　大法人（次の法人をいいます。以下同

じです。）との間にその大法人による完全

支配関係がある普通法人

イ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億円

以上である法人

ロ�　保険業法に規定する相互会社（同法

に規定する外国相互会社を含みます。）

ハ　受託法人

②�　普通法人との間に完全支配関係がある

全ての大法人が有する株式及び出資の全

部をその全ての大法人のうちいずれか一

の法人が有するものとみなした場合にお

いてそのいずれか一の法人とその普通法

人との間にそのいずれか一の法人による

完全支配関係があることとなるときのそ

の普通法人（上記①の法人を除きます。）

③�　大通算法人
（注 3）　資本又は出資を有しない普通法人からは、

保険業法に規定する相互会社及び外国相互

会社並びに大通算法人を除くこととされて

います（措法66の12①一、措令39の24①）。

⑵　公益法人等又は協同組合等
⑶　法人税法以外の法律によって公益法人等とみ
なされているもので一定のもの
（注）　地方自治法に規定する認可地縁団体、建物

の区分所有等に関する法律に規定する管理組

合法人及び団地管理組合法人、政党交付金の

交付を受ける政党等に対する法人格の付与に

関する法律に規定する法人である政党等、密

集市街地における防災街区の整備の促進に関

する法律に規定する防災街区整備事業組合、

特定非営利活動促進法に規定する特定非営利

活動法人並びにマンションの建替え等の円滑

化に関する法律に規定するマンション建替組
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合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組

合とされています（措令39の24②）。

⑷　人格のない社団等
　ただし、中小企業者等以外の法人であっても、
その法人の清算中に終了する事業年度及び適格合
併による解散以外の解散、事業の全部の譲渡、更
生手続の開始等の事実が生じた場合のその事実が
生じた日前 1年以内に終了した事業年度又は同日
の属する事業年度において生じた欠損金額、災害
損失欠損金額並びに銀行等保有株式取得機構の欠
損金額については、特例として、欠損金の繰戻し
による還付制度を適用できることとされています
（措法66の12①ただし書）。

2 　改正の内容

⑴　マンションの建替え等の円滑化に関する法律
の一部改正に伴う整備
　上記 1⑶の法人税法以外の法律によって公益
法人等とみなされているもので一定のものの範
囲に、マンションの再生等の円滑化に関する法
律に規定するマンション除却組合が追加されま
した（措令39の24②）。
　また、上記 1⑶のマンション建替組合及びマ
ンション敷地売却組合について、名称がそれぞ

れマンションの再生等の円滑化に関する法律に
規定する「マンション再生組合」及び「マンシ
ョン等売却組合」に変更されました（措令39の
24②）。
（注）　これらの改正は、令和 7 年度税制改正事項

です。令和 7 年 5 月30日に公布された老朽化

マンション等の管理及び再生の円滑化等を図

るための建物の区分所有等に関する法律等の

一部を改正する法律（令和 7 年法律第47号）

によりマンションの建替え等の円滑化に関す

る法律が改正され、マンション除却事業の手

続等の創設、マンション建替組合及びマンシ

ョン敷地売却組合の改組がされたことに伴う

ものです。なお、この改組等により、同法の

題名も「マンションの再生等の円滑化に関す

る法律」に変更されました。

⑵　適用期限の延長
　措置の適用期限が、令和10年 3 月31日まで 2
年延長されました（措法66の12①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、令和 8年 4月 1日から施行
されています（改正措令附則 1）。

四�　特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をし
た場合の課税の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で新事
業開拓事業者と共同して特定事業活動を行うもの
（以下「対象法人」といいます。）が、令和 2年 4
月 1日から令和 8年 3月31日までの間に特定株式
を取得し、かつ、これをその取得の日を含む事業
年度終了の日まで引き続き有している場合におい
て、その特定株式の取得価額の25％相当額以下の
金額をその事業年度の確定した決算において特別
勘定を設ける方法により経理したときは、その特
別勘定の金額を損金の額に算入できるというもの

です（措法66の13①）。
（注 1）　新事業開拓事業者とは、産業競争力強化法

第 2 条第 6 項に規定する新事業開拓事業者を

いいます（措法66の13①）。
（注 2）　特定事業活動とは、産業競争力強化法第 2

条第27項に規定する特定事業活動をいいます

（措法66の13①）。
（注 3）　特定株式とは、特別新事業開拓事業者の株

式のうち、次の要件の全てを満たすことにつ

き産業競争力強化法第46条第 2 号の規定に基

づく調査により明らかにされたものをいいま

す（措法66の13①、措令39の24の 2 ①）。
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⑴�　その特別新事業開拓事業者の資本金の額

の増加に伴う払込みにより交付されるもの

であること又はその取得（購入による取得

に限ります。）によりその特別新事業開拓事

業者の総株主の議決権の50％を超える議決

権を有することとなるものであること。

⑵�　その株式の保有が次の株式の区分に応じ

それぞれ次に定める期間継続する見込みで

あること。

①�　資本金の額の増加に伴う払込みにより

交付される株式……その取得の日から 3

年を超える期間

②�　上記①の株式以外の株式……その取得

の日から 5年を超える期間

⑶�　その株式の取得が対象法人及び特別新事

業開拓事業者の特定事業活動に特に有効な

ものとなると認められるものであること。
（注 4）　特別新事業開拓事業者とは、新事業開拓事

業者のうち国内外における経営資源活用の共

同化に関する調査に関する省令（以下「共同

化調査省令」といいます。）第 2 条第 2 項に規

定する特別新事業開拓事業者に該当する法人

をいいます（措法66の13①、措規22の13②）。
（注 5）　特定株式の取得価額は、次の特定株式の区

分に応じそれぞれ次の金額を超える場合には

その金額を上限とすることとされています（措

法66の13①一・二）。

⑴�　資本金の額の増加に伴う払込みにより交

付される株式に該当する特定株式（以下「増

資特定株式」といいます。）……50億円

⑵�　増資特定株式以外の特定株式（以下「購

入特定株式」といいます。）……200億円

　なお、損金の額に算入する金額は、所得基準額
を上限とすることとされています（措法66の13①
後段）。
（注 6）　所得基準額とは、本制度による損金算入及

び益金算入並びに特許権等の譲渡等による所

得の課税の特例による損金算入を適用せず、

かつ、その事業年度において支出した寄附金

の額の全額を損金の額に算入するものとして

計算した場合におけるその事業年度の所得の

金額から繰越欠損金残額（⑴の金額が⑵の金

額を超える部分の金額をいいます。）を控除し

た金額をいい、その控除した金額が125億円を

超える場合には、125億円とすることとされて

います（措法66の13①、措令39の24の 2 ③）。

⑴�　法人税法第57条第 1 項ただし書の規定を

適用しないものとした場合に同項本文の規

定によりその事業年度の所得の金額の計算

上損金の額に算入されることとなる欠損金

額（同条第 2 項の規定によりその法人の欠

損金額とみなされたものを含みます。）（前

期から繰り越された欠損金額）

⑵�　法人税法第57条第 1 項の規定によりその

事業年度の所得の金額の計算上損金の額に

算入される欠損金額（欠損金の当期控除額）

　ただし、解散の日を含む事業年度及び清算中の
各事業年度並びに適格合併に該当しない合併に係
る被合併法人のその合併の日の前日を含む事業年
度は、この制度の適用を受けることはできません
（措法66の13①）。
　この特別勘定の金額は、産業競争力強化法に基
づく証明がないことその他一定の事由に該当する
ときは、特別勘定の金額の全部又は一部を取り崩
して益金の額に算入することとされていますが、
増資特定株式のうちその取得の日から 3年（令和
4年 3月31日以前に取得をした特定株式にあって
は、 5年）を経過した特定株式に係る特別勘定の
金額については、この益金算入を適用しないこと
とされています（措法66の13⑨～⑫、措令39の24
の 2 ⑫、措規22の13⑥⑩）。
　なお、特別勘定の取崩し及び益金算入は、具体
的には、次のとおりとされています。
⑴　青色申告書を提出することができない場合の
取崩し
①　適格合併、適格分割又は適格現物出資によ
り合併法人、分割承継法人又は被現物出資法
人の設けている特別勘定の金額とみなされた
場合において、これらの合併法人、分割承継
法人又は被現物出資法人がその適格合併、適
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格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度
の確定申告書等を青色申告書により提出する
ことができる者でないときは、その事業年度
終了の日における特別勘定の金額は、その事
業年度の益金の額に算入することとされてい
ます（措法66の13⑤）。
②　設定法人が、青色申告書の提出の承認を取
り消された場合には、その承認の取消しの基
因となった事実のあった日における特別勘定
の金額は、その事実のあった日を含む事業年
度の益金の額に算入することとされています。
同様に、青色申告書による申告をやめる旨の
届出書の提出をした場合にも、その届出書の
提出をした日における特別勘定の金額は、そ
の提出をした日を含む事業年度の益金の額に
算入することとされています（措法66の13
⑥）。なお、届出書の提出をした日が青色申
告書による申告をやめた事業年度終了の日後
である場合には、同日における特別勘定の金
額を益金の額に算入することとされています。
（注）　設定法人とは、この制度の適用により特

別勘定の金額を設けている法人をいいます。

⑵　その有する資産について時価評価をする場合
の取崩し
①　設定法人が、自己を株式交換等完全子法人
又は株式移転完全子法人とする非適格株式交
換等を行った場合には、当該非適格株式交換
等の直前の時において有する特別勘定の金額
は、その非適格株式交換等の日を含む事業年
度の益金の額に算入することとされています
（措法66の13⑦）。ただし、1,000万円以上の
特別勘定の金額に限られています（措令39の
24の 2 ⑤）。
（注）　非適格株式交換等とは、法人税法第62条

の 9 第 1 項に規定する非適格株式交換等を

いいます。

②　設定法人が、通算制度の開始、通算制度へ
の加入又は通算制度からの離脱等に伴う時価
評価法人に該当する場合には、通算開始直前
事業年度、通算加入直前事業年度又は通算終

了直前事業年度終了の時において有する特別
勘定の金額は、その通算開始直前事業年度、
その通算加入直前事業年度又はその通算終了
直前事業年度の益金の額に算入することとさ
れています（措法66の13⑧）。ただし、1,000
万円以上の特別勘定の金額に限られています
（措令39の24の 2 ⑥）。また、初年度離脱開始
子法人の有する特別勘定の金額及び初年度離
脱加入子法人の有する特別勘定の金額は、益
金算入の対象外となっています（措令39の24
の 2 ⑦）。
（注）　時価評価法人とは、法人税法第64条の11

第 1 項に規定する内国法人、同法第64条の

12第 1 項に規定する他の内国法人又は同法

第64条の13第 1 項に規定する通算法人（離

脱前に行う主要な事業が引き続き行われる

ことが見込まれていないものに限ります。）

をいいます。

⑶　産業競争力強化法に基づく証明がない場合の
取崩し
　設定法人の各事業年度について、特別勘定を
設けた特定株式を発行した法人と共同して特定
事業活動が行われていることにつき共同化調査
省令第 4条第 2項の規定による経済産業大臣の
証明がされない場合には、その特定株式に係る
特別勘定の金額は、益金の額に算入することと
されています（措法66の13⑨、措規22の13⑥）。
　ただし、その特別勘定に係る購入特定株式の
うち共同化継続証明書にその取得の日から 5年
を経過した特定株式として記載されたものに係
る特別勘定の金額については、取崩しを要しな
いこととされています（措法66の13⑫二、措令
39の24の 2 ⑬、措規22の13⑪）。
（注）　上記の経済産業大臣の証明が必要となる特

定株式からは、適格合併、適格分割又は適格

現物出資により合併法人、分割承継法人又は

被現物出資法人に引き継ぐこととされた特別

勘定の金額に係るものが除かれています（措

法66の13⑨）。したがって、被合併法人等では

なく、合併法人、分割承継法人又は被現物出
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資法人において、設定法人としてこの証明を

受けられない場合には、その引き継いだ特別

勘定の金額を益金の額に算入することとなり

ます。

⑷　購入特定株式に係る 5年経過特別勘定の金額
の取崩し
①　 5年経過特別勘定の金額の取崩し措置の原
則
　設定法人（購入特定株式に係る特別勘定を
設けている法人に限ります。）の各事業年度
終了の日において、前事業年度から繰り越さ
れた購入特定株式に係る特別勘定の金額のう
ちにその購入特定株式の取得の日から起算し
て 5年を経過した日を含むその購入特定株式
を発行した法人の会計期間の末日が到来した
もの（以下「 5年経過特別勘定の金額」とい
います。）がある場合には、その 5 年経過特
別勘定の金額は、その会計期間の末日を含む
その設定法人の事業年度の益金の額に算入す
ることとされています（措法66の13⑩）。
（注）　会計期間とは、法人税法第13条第 1 項に

規定する会計期間をいいます。

②　 5年経過特別勘定の金額の取崩し措置を適
用しない場合
　上記①の会計期間の末日を含むその設定法
人（購入特定株式に係る特別勘定を設けてい
る法人に限ります。）の事業年度以前の各事
業年度について、その購入特定株式を発行し
た法人の事業の成長発展が図られたことにつ
き明らかにされた場合には、上記①の取崩し
措置は、適用しないこととされています（措
法66の13⑩）。この「成長発展が図られたこ
とにつき明らかにされた場合」は、具体的に
は、上記①の会計期間の末日を含む設定法人
の事業年度以前の各事業年度について、その
購入特定株式に係る共同化調査省令第 4条第
3項の規定による経済産業大臣の証明がされ
た場合とされています（措規22の13⑦）。
（注 1）　経営資源活用共同化推進事業者（設定

法人）は、その特定事業活動の実施によ

る特別新事業開拓事業者の成長発展の状

況について、国内外における経営資源活

用の共同化に関する調査に関する省令の

規定に基づく経済産業大臣の証明に係る

基準等（令和 2 年 4 月経済産業省告示第

85号。以下「共同化調査基準等告示」と

いいます。）で定める基準に適合すること

について、経済産業大臣の証明を受ける

ことができることとされています（共同

化調査省令 4③）。共同化調査基準等告示

で定める基準は、経営資源活用共同化推

進事業者による特別新事業開拓事業者の

株式の取得の日から同日以後 5 年を経過

する日までの期間内の日を含むその特別

新事業開拓事業者のいずれかの事業年度

の確定した決算において、次のいずれか

の要件に該当するものであることとされ

ています（令 2 . 4 経産告85第 5 ②）。

イ�　売上高の額が33億円以上であり、か

つ、その売上高の額がその株式を取得

した日の直前のその特別新事業開拓事

業者の事業年度の確定した決算（以下

「基準年度の決算」といいます。）にお

ける売上高の額に1.7を乗じて得た額以

上であること。

ロ�　次の場合の区分に応じそれぞれ次の

要件に該当すること。

イ�　基準年度の決算において、売上高

の額が10億円以下であり、かつ、研

究開発費の額に減価償却費の額を加

えた額のその売上高の額に対する割

合が 5 ％以上である場合……売上高

の額が 1 億5,000万円以上であり、そ

の売上高の額が基準年度の決算にお

ける売上高の額に1.1を乗じて得た額

以上であり、かつ、次のいずれかの

要件に該当すること。

Ａ�　研究開発費の額が 4 億6,000万円

以上であり、かつ、その研究開発

費の額が基準年度の決算における
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研究開発費の額に1.9を乗じて得た

額以上であること。

Ｂ�　減価償却費の額が7,000万円以上

であり、かつ、その減価償却費の

額が基準年度の決算における減価

償却費に 3 を乗じて得た額以上で

あること。

ロ�　基準年度の決算（営業損失を生じ

ているものに限ります。）において、

売上高の額が 4 億2,000万円以下であ

り、かつ、研究開発費の額のその売

上高の額に対する割合が10％以上で

ある場合……研究開発費の額が 6 億

5,000万円以上であり、その研究開発

費の額が基準年度の決算における研

究開発費の額に2.4を乗じて得た額以

上であり、かつ、研究開発費の額か

ら基準年度の決算における研究開発

費の額を減算した額がその取得した

その特別新事業開拓事業者の株式の

額の15％以上であること。
（注 2）　経営資源活用共同化推進事業者とは、

共同化調査省令第 2 条第 1 項に規定する

経営資源活用共同化推進事業者をいい、

特定事業活動を行う株式会社その他これ

に類する者として経済産業大臣が告示で

定める者とされています（共同化調査省

令 2①）。

⑸　その他の事由が生じた場合の取崩し
　設定法人が次の①から⑨までの場合に該当す
ることとなった場合には、特別勘定の金額の全
部又は一部を取り崩して益金の額に算入するこ
ととされています（措法66の13⑪）。
①　特定株式の全部又は一部を有しないことと
なった場合（措法66の13⑪一）
②　非適格合併により合併法人に特定株式を移
転した場合（措法66の13⑪二）
③　特別勘定に係る特定株式のうち投資事業有
限責任組合又は民法組合契約による組合の組
合財産であるものに係る投資事業有限責任組

合契約又は民法組合契約に基づくその設定法
人の出資の価額がこれらの契約に基づく各組
合員の出資の価額を合計した金額のうちに占
める割合の変更があった場合（措法66の13⑪
三）
④　特定株式を発行した法人が解散した場合
（措法66の13⑪四）
⑤　特別勘定に係る特定株式につき剰余金の配
当を受けた場合（措法66の13⑪五）
⑥　特定株式についてその帳簿価額を減額した
場合（措法66の13⑪六）
⑦　設定法人が合併以外の事由により解散した
場合（措法66の13⑪七）
⑧　総株主の議決権の過半数を有しないことと
なった場合（措法66の13⑪八）
⑨　設定法人がその他の事由により特別勘定を
取り崩した場合（措法66の13⑪九）

2 　改正の内容

⑴　対象株式の見直し
　制度の対象となる特定株式に、購入により取
得した特別新事業開拓事業者の株式でその取得
の日から起算して 3年を経過する日までにその
取得をした法人がその特別新事業開拓事業者の
総株主の議決権の50％を超える議決権を有する
ものとなることが見込まれる場合におけるその
取得をする株式（下記①の要件を満たすものに
限ります。）が追加されました（措法66の13①）。
①　対象特定株式の要件等
イ　新たに制度の対象となる特定株式（対象
特定株式）は、次の要件の全てを満たすこ
とにつき共同化調査省令第 4条第 1項の規
定による経済産業大臣の証明（下記②参
照）に係る書類に記載されたものとされて
います（措令39の24の 2 ①、措規22の13③）。
イ　購入により取得した株式でその取得の
日から起算して 3年を経過する日までに
その取得をした法人がその特別新事業開
拓事業者の総株主の議決権の50％を超え
る議決権を有することとなることが見込
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まれる場合におけるその株式（その取得
によりその取得をした法人がその特別新
事業開拓事業者の総株主の議決権の50％
を超える議決権を有することとなる場合
におけるその株式を除きます。）である
こと。
ロ　その株式の保有がその取得の日から 5
年を超える期間継続する見込みであるこ
と。
ハ　その株式の取得が対象法人及びその特
別新事業開拓事業者の特定事業活動に特
に有効なものとなると認められるもので
あること。

ロ　次の株式については、対象特定株式に該
当しないこととされています（措規22の13
③）。
イ　その特別新事業開拓事業者の総株主の
議決権の50％を超える議決権を有してい
る法人がその特別新事業開拓事業者の株
式の取得をする場合におけるその取得を
する株式
ロ　その特別新事業開拓事業者の株式につ
き本制度の特別勘定を設けている又は設
けていた法人がその特別新事業開拓事業
者の株式の取得をする場合（その取得に
よりその特別新事業開拓事業者の総株主
の議決権の50％を超える議決権を有する
こととなる場合を除きます。）における
その取得をする株式
ハ　その特別新事業開拓事業者の増資特定
株式でその取得の日が令和 5年 4月 1日
以後であるものにつき本制度の特別勘定
を設けている又は設けていた法人がその
特別新事業開拓事業者の株式の購入によ
る取得をするその場合におけるその取得
をする株式。なお、この増資特定株式が
適格合併、適格分割又は適格現物出資に
より引継ぎを受けた特別勘定の金額に係
るものである場合にあっては、上記の
「取得の日」は、その増資特定株式につ

き本制度の損金算入の適用を受けた法人
におけるその増資特定株式の取得の日と
することとされています（措規22の13③
三）。
ニ　その特別新事業開拓事業者の対象特定
株式に該当する特定株式につき本制度の
特別勘定を設けている又は設けていた法
人がその特別新事業開拓事業者の株式の
取得をする場合におけるその取得をする
株式

②　経済産業大臣の証明
イ　経済産業大臣の証明の対象
　経営資源活用共同化推進事業者は、次の
事項の実施の状況について、共同化調査基
準等告示で定める基準に適合することにつ
いて、経済産業大臣の証明を受けることが
できることとされています（共同化調査省
令 4①）。
イ　経営資源活用共同化推進事業者が、購
入により取得した特別新事業開拓事業者
の株式の額が 3億円以上であり、かつ、
その取得の日から起算して 3年を経過す
る日までにその特別新事業開拓事業者の
総株主の議決権の50％を超える議決権を
有することとなることが見込まれる場合
における、当該株式をその取得の日から
5年以上継続して保有しようとする事業
活動及びその 3年を経過する日までにそ
の特別新事業開拓事業者の総株主の議決
権の50％を超える議決権を有することと
なった後は、その特別新事業開拓事業者
の総株主の議決権の50％を超える議決権
を継続して保有し、その株式をその取得
の日から 5年以上継続して保有しようと
する事業活動（共同化調査省令 3 ①二
ロ）
ロ　経営資源活用共同化推進事業者が、上
記イの事業活動によりその株式を保有し
ている特別新事業開拓事業者の経営資源
を活用して行う特定事業活動（共同化調
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査省令 3①三）
ハ　経営資源活用共同化推進事業者が、上
記イの事業活動によりその株式を保有し
ている特別新事業開拓事業者に対して行
う、資料又は情報の提供その他の必要な
協力であって、上記ロの特定事業活動に
係るもの（共同化調査省令 3①四）

（注）　関係法令については、下記の（参考

1）及び（参考 2）をご参照ください。
ロ　共同化調査基準等告示で定める基準
　上記イの共同化調査基準等告示で定める
基準は、対象特定株式については、次のと
おりとされています（令 2 . 4 経産告85第
5 ①）。
イ　経営資源活用共同化推進事業者による
特別新事業開拓事業者の株式の取得が、
上記イイからハまでの事項の実施を伴う
ものであること。
　ただし、次の場合には、この基準に適
合しないこととされています。
Ａ　その経営資源活用共同化推進事業者
が、令和 5年 4月 1日以後の資本金の
額の増加に伴う払込みによる特別新事
業開拓事業者の株式の取得に関して経
済産業大臣の証明を受けた後において
購入によるその特別新事業開拓事業者
の株式の取得をする場合
Ｂ　その経営資源活用共同化推進事業者
が、総株主の議決権の50％を超える議
決権を有する特別新事業開拓事業者の
株式の取得をする場合
Ｃ　その経営資源活用共同化推進事業者
が、資本金の額の増加に伴う払込みに
よる特別新事業開拓事業者の株式の取
得に関して経済産業大臣の証明を受け
た後において購入によるその特別新事
業開拓事業者の株式の取得をする場合
（その取得によりその特別新事業開拓
事業者の総株主の議決権の50％を超え
る議決権を有することとなる場合を除

きます。）
Ｄ　その経営資源活用共同化推進事業者
が、上記イイの事業活動による特別新
事業開拓事業者の株式の取得に関して
経済産業大臣の証明を受けた後におい
てその特別新事業開拓事業者の株式の
取得をする場合

ロ　経営資源活用共同化推進事業者が上記
イロの特定事業活動を行う場合であって、
上記イロの特別新事業開拓事業者の経営
資源が、その経営資源活用共同化推進事
業者が十分に有するものでなく、その特
定事業活動における高い生産性が見込ま
れる事業を行うこと又は新たな事業の開
拓を行うことに資するものであること。
ハ　経営資源活用共同化推進事業者が行う
上記ロの特定事業活動が、特別新事業開
拓事業者に対して資料又は情報の提供そ
の他の必要な協力を伴う場合であって、
その協力がその特別新事業開拓事業者の
成長に貢献するものであること。
ニ　次のいずれにも該当するものであるこ
と。
Ａ　その株式の取得の日から起算して 3
年を経過する日までにその特別新事業
開拓事業者の総株主の議決権の50％を
超える議決権を有することとなること
が見込まれるものであること及び同日
までにその特別新事業開拓事業者の総
株主の議決権の50％を超える議決権を
有することとなった後は、その特別新
事業開拓事業者の総株主の議決権の50
％を超える議決権を継続して保有する
こと。
Ｂ　次のいずれにも該当するものである
こと。なお、経営資源活用共同化推進
事業者が、その特別新事業開拓事業者
の成長発展の状況に関して共同化省令
第 4条第 3項の規定に基づく経済産業
大臣の証明を受け、かつ、その特別新
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事業開拓事業者の議決権の取得の状況
に関して同条第 4項の規定に基づく経
済産業大臣の証明を受けた場合には、
このＢの基準に適合する必要がないこ
ととされています。
（注）　共同化省令第 4 条第 3 項の規定に

基づく経済産業大臣の証明とは、特

別新事業開拓事業者の成長発展の状

況について、経済産業大臣が定める

基準に適合することについての経済

産業大臣の証明（上記 1 ⑷②（注

1））をいい、同条第 4 項の規定に

基づく経済産業大臣の証明とは、特

別新事業開拓事業者の議決権の保有

の状況について、経済産業大臣が定

める基準に適合することについての

経済産業大臣の証明（下記④ロ（注）

の証明）をいいます。

A　その株式の取得の時においてその
特別新事業開拓事業者が営んでいた
事業を引き続き営んでいること。
B　その株式の取得の後においてその
特別新事業開拓事業者が他の者の事
業の全部又は一部を譲り受けたこと
がないこと。

ハ　証明の手続
　経済産業大臣の証明を受けようとする者
は、特別新事業開拓事業者の株式を取得し
た日を含む事業年度の末日の60日前から30
日後までの間に、申請書を経済産業大臣に
提出しなければならないこととされていま
す（令 2 . 4 経産告85第 6 ①）。

（注）　関係法令については、下記の（参考 1）

及び（参考 2）をご参照ください。
③　所得控除額及び取得価額の上限
　所得控除額は、対象特定株式の取得価額の
20％相当額以下の金額とされています（措法
66の13①）。なお、損金の額に算入する金額
は、他の特定株式と同様に、所得基準額を上
限とすることとされています（措法66の13①

後段）。
　また、一の購入により取得した対象特定株
式の取得価額の上限は、200億円とされてい
ます（措法66の13①）。
④　 3年経過特別勘定の金額の取崩し
イ　 3年経過特別勘定の金額の取崩し措置
　対象特定株式に係る特別勘定を設けてい
る法人（以下「設定法人」といいます。）
の各事業年度終了の日において、前事業年
度から繰り越された対象特定株式に係る特
別勘定の金額のうちにその対象特定株式の
取得の日から起算して 3年を経過する日が
到来した特定株式に係るもの（以下「 3年
経過特別勘定の金額」といいます。）があ
る場合には、その 3年経過特別勘定の金額
は、同日を含むその設定法人の事業年度の
所得の金額の計算上、益金の額に算入する
こととされました（措法66の13⑪）。
（注 1）　このイの取崩し措置が適用される場

合においては、その有する資産につい

て時価評価をする場合の取崩し（措法

66の13⑦⑧）及び通算法人の仮装経理

に基づく過大申告の場合等の取崩し

（措法66の13⑰）は、適用しないことと

されています（措法66の13⑪後段）。
（注 2）　青色申告書を提出できない場合の取

崩し（措法66の13⑥）及び産業競争力

強化法に基づく証明がない場合の取崩

し（措法66の13⑨）の適用がある場合

には、このイの取崩し措置は適用しな

いこととされています（措法66の13⑥

後段⑨後段）。

ロ　 3年経過特別勘定の金額の取崩し措置を
適用しない場合
　上記イの 3年を経過する日までにその対
象特定株式を発行した法人の総株主の議決
権の50％を超える議決権を有することとな
ったことにつき明らかにされた場合には、
上記イの取崩し措置は、適用しないことと
されています（措法66の13⑪）。この「50
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％を超える議決権を有することとなったこ
とにつき明らかにされた場合」は、具体的
には、その対象特定株式に係る共同化調査
省令第 4条第 4項の規定による経済産業大
臣の証明がされた場合とされています（措
規22の13⑧）。
（注）　経営資源活用共同化推進事業者（設定

法人）は、上記②の証明を受けた場合、

上記②イイの事業活動の実施により取得

した株式に係る特別新事業開拓事業者の

議決権の保有の状況について、共同化調

査基準等告示で定める基準に適合するこ

とについて、経済産業大臣の証明を受け

ることができることとされています（共

同化調査省令 4④）。共同化調査基準等告

示で定める基準は、経営資源活用共同化

推進事業者が、上記②イイの事業活動に

より取得した特別新事業開拓事業者の株

式の取得の日から起算して 3 年を経過す

る日までにその特別新事業開拓事業者の

総株主の議決権の50％を超える議決権を

有することとなったこととされています

（令 2 . 4 経産告85第 5 ③）。

ハ　引継特別勘定に係る取扱い
　適格合併、適格分割又は適格現物出資に
より引継ぎを受けた特別勘定の金額（対象
特定株式に係るものに限ります。以下「引
継特別勘定の金額」といいます。）を有す
る設定法人に係る上記イの適用については、
次のとおり調整をして上記イを適用するこ
ととされています（措令39の24の 2 ⑨）。
イ　上記イの「前事業年度から繰り越され
た対象特定株式に係る特別勘定の金額」
には、引継特別勘定の金額を含むものと
されています。
ロ　引継特別勘定の金額に係る対象特定株
式の上記イの「取得の日」は、その特定
株式に係る特別勘定の設定額が損金算入
された法人におけるその対象特定株式の
取得の日とすることとされています。

ハ　引継特別勘定の金額が適格分割又は適
格現物出資に基因して引継ぎを受けた特
別勘定の金額である場合において、その
適格分割又は適格現物出資の日が上記イ
の「 3年を経過する日」後に開始したそ
の設定法人の事業年度の期間内の日であ
るときは、その事業年度は上記イの「同
日（ 3年を経過する日）を含むその設定
法人の事業年度」とみなすこととされて
います。　

ニ　他の制度との調整
　次の各制度における所得金額を基礎とす
る基準額等については、本制度における他
の取崩し措置と同様に、 3年経過特別勘定
の金額の取崩し措置を適用しないで計算す
ることとされました（措令39の24の 2 ㉔）。
イ　欠損金の繰越控除制度における欠損金
控除前所得金額（法人税法第57条第 1項
ただし書）
ロ　会社更生等による債務免除等があった
場合の欠損金の損金算入制度における欠
損金控除前所得金額、調整前所得金額及
び調整前欠損金額（法人税法第59条第 2
項、第 3項及び第 5項）
ハ　損益通算制度における通算前所得金額
及び通算前欠損金額（法人税法第64条の
5第 1項）

ニ　欠損金の通算制度における欠損控除前
所得金額、他の欠損控除前所得金額及び
益金算入後所得金額（法人税法第64条の
7第 1項第 3号イ及び同号イ⑶並びに同
条第 7項第 1号）
ホ　契約者配当の損金算入制度における所
得基準額（法人税法施行令の一部を改正
する政令（昭和42年政令第106号）附則
第 5条第 1項第 2号）
　また、同様に、寄附金の損金算入限度額
の計算（法令73②二十二）、関西国際空港
用地整備準備金の所得基準額の計算（措令
33の 4 ③）、中部国際空港整備準備金の所
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得基準額の計算（措令33の 5 ①）、新鉱床
探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に
おける所得基準額の計算（措令35②③）、
沖縄の認定法人の課税の特例における所得
基準額の計算（措令36⑮）、国家戦略特別
区域における指定法人の課税の特例におけ
る所得基準額の計算（措令37⑦）、農業経
営基盤強化準備金の所得基準額の計算（措
令37の 2 ②）、農用地等を取得した場合の
課税の特例における所得基準額の計算（措
令37の 3 ④）、対象純支払利子等に係る課
税の特例における調整所得金額の計算（措
令39の13の 2 ①）、本制度における所得基
準額及び調整前通算所得基準額（措令39の
24の 2 ③⑱）並びに組合事業等による損失
がある場合の課税の特例における組合等益
金額の計算（措令39の31④）の規定がそれ
ぞれ整備され、これらの金額については、
3年経過特別勘定の金額の取崩し措置を適
用しないで計算することとされました。

⑤　その他の取崩し
イ　下記の場合の特別勘定の取崩しについて
は、購入特定株式と同様です。
イ　青色申告書を提出できない場合（措法
66の13⑥）
ロ　その有する資産について時価評価をす
る場合（措法66の13⑦⑧）
ハ　産業競争力強化法に基づく証明がない
場合（措法66の13⑨）
ニ　対象特定株式に係る 5年経過特別勘定
の金額（改正後： 5年経過等特別勘定の
金額）がある場合（措法66の13⑩）

ロ　設定法人が上記 1⑸①から⑨までの場合
に該当することとなった場合には、対象特
定株式に係る特別勘定の金額の全部又は一
部を取り崩して益金の額に算入することと
されています（措法66の13⑬）。次のイ及
びロを除き、購入特定株式に係る特別勘定
と同様です。
イ　特別勘定に係る特定株式につき剰余金

の配当を受けた場合（上記 1⑸⑤）にお
けるその特別勘定の金額のうち取り崩す
こととなる金額は、その配当の額に応じ
た一定の金額の20％相当額とされていま
す（措法66の13⑬五）。
ロ　総株主の議決権の過半数を有しないこ
ととなった場合（上記 1⑸⑧）について
は、対象特定株式の取得の日から 3年を
経過する日までに特別勘定を設けている
法人がその対象特定株式を発行した法人
の総株主の議決権の50％を超える議決権
を有することとなった後に、その議決権
の50％を超える議決権を有しないことと
なった場合に、その有しないこととなっ
た日におけるその対象特定株式に係る特
別勘定の金額を取り崩すこととされてい
ます（措法66の13⑬八）。
（注）　引継特別勘定の金額を有する設定法

人に係る適用については、次のとおり

調整をして適用することとされていま

す（措令39の24の 2 ⑭）。

イ�　引継特別勘定の金額に係る対象特

定株式の上記の「取得の日」は、そ

の特定株式に係る特別勘定の設定額

が損金算入された法人におけるその

対象特定株式の取得の日とすること

とされています。

ロ�　上記の「設定法人」は、引継特別

勘定の金額に係る対象特定株式を有

していた法人を含むこととされてい

ます。

ハ　法人税法の規定等との調整
　対象特定株式に係る特別勘定についての
損金算入額及び益金算入額に関する法人税
法の規定の適用については、次のとおりと
されています。購入特定株式に係る特別勘
定と同様です。
イ　特定同族会社の留保金課税
　特定同族会社の留保金課税における留
保金額及び留保税額の計算上、対象特定
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株式に係る特別勘定についての設定額の
損金算入額及び取崩額の益金算入額につ
いて、特段の調整を行わないこととされ
ています（措法66の13㉓）。
ロ　利益積立金額
　利益積立金額の計算上、対象特定株式
に係る特別勘定についての設定額の損金
算入額及び取崩額の益金算入額について、
特段の調整を行わないこととされていま
す（措令39の24の 2 ㉒）。

⑥　増資特定株式及び購入特定株式に係る見直
し
　対象特定株式の本制度の対象株式への追加
に伴い、特別新事業開拓事業者の特定株式に
つき対象特別株式に係る特別勘定を設けてい
る又は設けていた法人がその特別新事業開拓
事業者の株式の取得をする場合におけるその
取得をする株式については、増資特定株式に
係る措置及び購入特定株式に係る措置の対象
外とされました（措規22の13③四）。すなわ
ち、対象特定株式に係る特別勘定を設けてい
る又は設けていた法人がその後追加で取得を
する株式については、その追加で取得をする
株式に係る特別勘定の金額を損金の額に算入
することはできません。
　また、その経営資源活用共同化推進事業者
が、上記②イイの事業活動による特別新事業
開拓事業者の株式の取得に関して経済産業大
臣の証明を受けた後においてその特別新事業
開拓事業者の株式の取得をする場合には、経
済産業大臣の証明に係る基準に該当しないこ
ととされました（令 2 . 4 経産告85第 5 ①一
ニ）。

⑵　増資特定株式以外の特定株式を発行した法人
を被合併法人とする合併を行った場合の特別勘
定の金額の 5年均等取崩し
①　特定株式（増資特定株式を除きます。）に
係る特別勘定を設けている法人（以下「設定
法人」といいます。）を合併法人とし、その

特定株式を発行した法人（発行法人）を被合
併法人とする合併が行われた場合には、その
特定株式に係る特別勘定の金額は、設定法人
の合併の日を含む事業年度（以下「合併事業
年度」といいます。）の翌事業年度から 5 年
間で均等額を取り崩すこととされました。
（注）　設定法人を合併法人とし、発行法人を被

合併法人とする合併により発行法人が解散

した場合には、上記 1⑸④の場合に該当す

ることから、その解散の日を含む設定法人

の事業年度において同日におけるその特定

株式に係る特別勘定の金額を取り崩すこと

とされていました（旧措法66の13⑪四）。

　具体的には、設定法人の各事業年度（以下
「特定事業年度」といいます。）終了の日にお
いて、前事業年度から繰り越された特定株式
に係る特別勘定の金額のうちにその特定事業
年度前に行われたその設定法人を合併法人と
する合併により解散したその特定株式を発行
した法人に係るものがある場合には、その特
別勘定の金額については、その合併事業年度
終了の日におけるその特定株式に係る特別勘
定の金額にその特定事業年度の月数を乗じて
これを60で除して計算した金額に相当する金
額を、その特定事業年度の所得の金額の計算
上、益金の額に算入することとされています
（措法66の13⑫）。なお、60で除して計算した
金額がその特定事業年度終了の日におけるそ
の特定株式に係る特別勘定の金額を超える場
合には、益金の額に算入する金額は、その特
別勘定の金額に相当する金額とされています
（措法66の13⑫）。
　なお、この 5年均等取崩しは、その設定法
人の合併事業年度以前の各事業年度について、
その特定株式の発行法人の事業の成長発展が
図られたことにつき明らかにされた場合に限
り適用することとされています。この「成長
発展が図られたことにつき明らかにされた場
合」は、具体的には、合併事業年度以前の各
事業年度について、その特定株式に係る共同
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化調査省令第 4条第 3項の規定による経済産
業大臣の証明がされた場合とされています
（措規22の13⑨）。すなわち、 5年経過特別勘
定の金額の取崩し措置を適用しない場合にお
ける経済産業大臣が証明された場合（上記 1
⑷②）と同様です。
　また、この 5年間の均等取崩しが適用され
る場合においては、設定法人が適格合併又は
適格分割等を行った場合の特別勘定の金額の
引継ぎ（措法66の13②）並びに産業競争力強
化法に基づく証明がない場合の特別勘定の金
額の取崩し措置（措法66の13⑨）、 5 年経過
特別勘定の金額の取崩し措置（措法66の13
⑩）及び 3年経過特別勘定の金額の取崩し措
置（措法66の13⑪）は、適用しないこととさ
れています（措法66の13⑫後段）。
②　上記①の改正に伴い、 5年経過特別勘定の
金額の取崩し措置について、特別勘定の金額
に係る特定株式の取得の日から起算して 5年
を経過する日以前に設定法人を合併法人とす
る合併によりその特定株式の発行法人が解散
した場合のその解散した発行法人の特定株式
に係る特別勘定の金額が対象に追加され、
「 5 年経過特別勘定の金額」が「 5 年経過等
特別勘定の金額」とされました（措法66の13
⑩二）。この場合には、その発行法人の解散
の日を含む設定法人の事業年度終了の日にお
いて、 5年経過等特別勘定の金額を益金の額
に算入することとされました（措法66の13⑩）。
　なお、その解散の日を含む設定法人の各事
業年度について、その特定株式の発行法人の
事業の成長発展が図られたことにつき明らか
にされた場合には、この取崩し措置は、適用
しないこととされています。すなわち、設定
法人を合併法人とする合併によりその特定株
式の発行法人が解散した場合において、この
取崩し措置を適用しない要件に該当するとき
は、その合併に係る被合併法人である発行法
人に係る特別勘定の金額は、その翌事業年度
から 5年間均等で取り崩すこととなります。

（注）　設定法人を合併法人とし、発行法人を被

合併法人とする合併により発行法人が解散

した場合には、上記 1⑸④の場合に該当す

ることから、その解散の日を含む設定法人

の事業年度において同日におけるその特定

株式に係る特別勘定の金額を取り崩すこと

とされていました（旧措法66の13⑪四）。し

たがって、設定法人を合併法人とし、発行

法人を被合併法人とする合併が行われた場

合におけるその特定株式に係る特別勘定の

金額の取崩しについては、その特定株式の

発行法人の事業の成長発展が図られたこと

につき明らかにされた場合に 5 年間均等で

取り崩すこととなったことを除けば、改正

前の取扱いから変更はありません。

③　 5年均等取崩しに係る特別勘定の金額を有
する設定法人を被合併法人とする合併が行わ
れた場合には、その合併の直前における 5年
均等取崩しに係る特別勘定の金額の全額を取
り崩して、その合併の日の前日を含む事業年
度の所得の金額の計算上、益金の額に算入す
ることとされています（措法66の13⑬二）。
（注）　上記①のとおり、 5 年均等取崩しが適用

される場合には、設定法人が適格合併又は

適格分割等を行った場合の特別勘定の金額

の引継ぎ（措法66の13②）の適用はありま

せん。したがって、 5 年均等取崩しに係る

特別勘定の金額を有する設定法人を被合併

法人とする適格合併が行われた場合にも、

その合併の直前における 5 年均等取崩しに

係る特別勘定の金額の全額を取り崩して、

その合併の日の前日を含む事業年度の所得

の金額の計算上益金の額に算入することと

なります（措法66の13⑬二）。なお、適格合

併又は適格分割等を行った場合の特別勘定

の金額の引継ぎの適用がない（措法66の13

②）のは 5 年均等取崩しに係る特別勘定の

金額のみであり、 5 年均等取崩しに係る特

別勘定以外の特別勘定の金額については、

改正前と同様とされています。
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⑶　増資特定株式及び購入特定株式に係る取得価
額基準の見直し
①　中小企業者以外の法人が資本金の額の増加
に伴う払込みにより取得する内国法人の株式
の取得価額が 2億円以上（改正前： 1億円以
上）であることに引き上げられました（共同
化調査省令 3①一イ）。
②　法人が購入により取得する内国法人の株式
でその取得により当該特別新事業開拓事業者
の総株主の議決権の50％を超える議決権を有
することとなる株式の取得価額が 7億円以上
（改正前： 5 億円以上）であることに引き上
げられました（共同化調査省令 3①二イ）。

⑷　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和10年 3 月31日まで 2
年延長されました（措法66の13①）。
（参考 1）　国内外における経営資源活用の共同化

に関する調査に関する省令（令和 2 年経

済産業省令第36号）

（経営資源活用の共同化に関する調査）

第 3 条　経済産業大臣は、法第46条第 2

号の規定に基づき、毎年度、次の各号

に掲げる事項の実施の状況について調

査を行うことができる。

一　経営資源活用共同化推進事業者が、

イ又はロに掲げる者から資本金の額

の増加に伴う払込みにより取得した

株式の額（当該株式が当該経営資源

活用共同化推進事業者と特殊の関係

のある組合として経済産業大臣が告

示で定めるものの組合財産である場

合には、当該株式の額に当該組合の

組合員たる当該経営資源活用共同化

推進事業者による出資の金額の合計

の当該組合の総組合員による出資の

金額の総額に占める割合を乗じて得

た額とする。次号において同じ。）が

それぞれイ又はロに定める額以上で

ある場合における、当該株式をその

取得の日から 3 年以上継続して保有

しようとする事業活動（当該株式の

取得が純投資目的に該当するものそ

の他の株式投資として経済産業大臣

が告示で定めるものに該当する場合

を除く。次号において同じ。）

イ　特別新事業開拓事業者（内国法

人に限る。）　 2 億円（経営資源活

用共同化推進事業者が租税特別措

置法（昭和32年法律第26号）第42

条の 4 第19項第 7 号に規定する中

小企業者に該当する者である場合

には、1,000万円）

ロ　特別新事業開拓事業者（外国法

人に限る。）　 5億円

二　次のいずれかに該当する事業活動

イ　経営資源活用共同化推進事業者

が、購入により取得した特別新事

業開拓事業者（内国法人に限る。

ロにおいて同じ。）の株式の額が 7

億円以上であり、かつ、その取得

により当該特別新事業開拓事業者

の総株主の議決権の100分の50を超

える議決権を有することとなる場

合における、当該株式をその取得

の日から 5 年以上継続して保有し

ようとする事業活動

ロ　経営資源活用共同化推進事業者

が、購入により取得した特別新事

業開拓事業者の株式の額が 3 億円

以上であり、かつ、その取得の日

から起算して 3 年を経過する日ま

でに当該特別新事業開拓事業者の

総株主の議決権の100分の50を超え

る議決権を有することとなること

が見込まれる場合における、当該

株式をその取得の日から 5 年以上

継続して保有しようとする事業活

動（イに掲げる事業活動を除く。）

及び当該 3 年を経過する日までに
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当該特別新事業開拓事業者の総株

主の議決権の100分の50を超える議

決権を有することとなった後は、

当該特別新事業開拓事業者の総株

主の議決権の100分の50を超える議

決権を継続して保有し、当該株式

をその取得の日から 5 年以上継続

して保有しようとする事業活動

三　経営資源活用共同化推進事業者が、

前 2 号の事業活動によりその株式を

保有している特別新事業開拓事業者

の経営資源を活用して行う特定事業

活動

四　経営資源活用共同化推進事業者が、

第 1 号又は第 2 号の事業活動により

その株式を保有している特別新事業

開拓事業者に対して行う、資料又は

情報の提供その他の必要な協力であ

って、前号の特定事業活動に係るも

の

五～七　省　略

2　省　略

（経営資源活用の共同化に関する事項の

証明の申請）

第 4 条　経営資源活用共同化推進事業者

は、前条第 1 項第 1 号又は第 2 号並び

に第 3 号及び第 4 号に掲げる事項の実

施の状況について、経済産業大臣が告

示で定める基準に適合することについ

て、当該告示で定めるところにより、

経済産業大臣の証明を受けることがで

きる。

2　省　略

3 　経営資源活用共同化推進事業者は、

第 1 項の規定による証明を受けた場合、

前条第 1 項第 2 号に掲げる事項並びに

同号の事業活動に係る同項第 3 号及び

第 4 号に掲げる事項の実施による特別

新事業開拓事業者の成長発展の状況に

ついて、経済産業大臣が告示で定める

基準に適合することについて、当該告

示で定めるところにより、経済産業大

臣の証明を受けることができる。

4 　経営資源活用共同化推進事業者は、

第 1 項の規定による証明を受けた場合、

前条第 1 項第 2 号ロの事業活動により

取得した株式に係る特別新事業開拓事

業者の議決権の保有の状況について、

経済産業大臣が告示で定める基準に適

合することについて、当該告示で定め

るところにより、経済産業大臣の証明

を受けることができる。

5　省　略
（参考 2）　国内外における経営資源活用の共同化

に関する調査に関する省令の規定に基づ

く経済産業大臣の証明に係る基準等（令

和 2年 4月経済産業省告示第85号）

（証明に係る基準）

第 5 　省令第 4 条第 1 項に規定する経済

産業大臣が告示で定める基準は、次の

各号に掲げる事項とする。

一　経営資源活用共同化推進事業者に

よる特別新事業開拓事業者の株式の

取得が、省令第 3 条第 1 項第 1 号又

は第 2 号並びに第 3 号及び第 4 号に

掲げる事項の実施を伴うものである

こと（次のいずれかに該当する場合

を除く。）。

イ　当該経営資源活用共同化推進事

業者が、令和 5 年 4 月 1 日以後の

省令第 3 条第 1 項第 1 号の事業活

動による特別新事業開拓事業者の

株式の取得に関して省令第 4 条第

1 項の規定に基づく経済産業大臣

の証明を受けた後において省令第

3 条第 1 項第 2 号の事業活動によ

る当該特別新事業開拓事業者の株

式の取得をする場合

ロ　当該経営資源活用共同化推進事

業者が、総株主の議決権の100分の
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50を超える議決権を有する特別新

事業開拓事業者に対して省令第 3

条第 1 項第 1 号又は第 2 号ロの事

業活動による株式の取得をする場

合

ハ　当該経営資源活用共同化推進事

業者が、省令第 3 条第 1 項第 1 号

の事業活動による特別新事業開拓

事業者の株式の取得に関して省令

第 4 条第 1 項の規定に基づく経済

産業大臣の証明を受けた後におい

て同号の事業活動による当該特別

新事業開拓事業者の株式の取得を

する場合（当該取得により当該特

別新事業開拓事業者の総株主の議

決権の100分の50を超える議決権を

有することとなる場合を除く。）

ニ　当該経営資源活用共同化推進事

業者が、省令第 3 条第 1 項第 2 号

ロの事業活動による特別新事業開

拓事業者の株式の取得に関して省

令第 4 条第 1 項の規定に基づく経

済産業大臣の証明を受けた後にお

いて省令第 3 条第 1 項第 1 号又は

第 2 号の事業活動による当該特別

新事業開拓事業者の株式の取得を

する場合

二　経営資源活用共同化推進事業者が

省令第 3 条第 1 項第 3 号の特定事業

活動を行う場合であって、同号に規

定する特別新事業開拓事業者の経営

資源が、当該経営資源活用共同化推

進事業者が十分に有するものでなく、

当該特定事業活動における高い生産

性が見込まれる事業を行うこと又は

新たな事業の開拓を行うことに資す

るものであること。

三　経営資源活用共同化推進事業者が

行う前号の特定事業活動が、特別新

事業開拓事業者に対して資料又は情

報の提供その他の必要な協力を伴う

場合であって、当該協力が当該特別

新事業開拓事業者の成長に貢献する

ものであること。

四　経営資源活用共同化推進事業者に

よる特別新事業開拓事業者の株式の

取得が、省令第 3 条第 1 項第 2 号イ

に掲げる事項の実施を伴うものであ

る場合には、次のいずれにも該当す

るものであること（当該経営資源活

用共同化推進事業者が、当該特別新

事業開拓事業者の成長発展の状況に

関して省令第 4 条第 3 項の規定に基

づく経済産業大臣の証明を受けた場

合を除く。）。

イ　当該株式の取得の時において当

該特別新事業開拓事業者が営んで

いた事業を引き続き営んでいるこ

と

ロ　当該株式の取得の後において当

該特別新事業開拓事業者が他の者

の事業の全部又は一部を譲り受け

たことがないこと

五　経営資源活用共同化推進事業者に

よる特別新事業開拓事業者の株式の

取得が、省令第 3 条第 1 項第 2 号ロ

に掲げる事項の実施を伴うものであ

る場合には、次のいずれにも該当す

るものであること。

イ　当該株式の取得の日から起算し

て 3 年を経過する日までに当該特

別新事業開拓事業者の総株主の議

決権の100分の50を超える議決権を

有することとなることが見込まれ

るものであること及び当該 3 年を

経過する日までに当該特別新事業

開拓事業者の総株主の議決権の100

分の50を超える議決権を有するこ

ととなった後は、当該特別新事業

開拓事業者の総株主の議決権の100
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分の50を超える議決権を継続して

保有すること。

ロ　前号イ及びロのいずれにも該当

するものであること（当該経営資

源活用共同化推進事業者が、当該

特別新事業開拓事業者の成長発展

の状況に関して省令第 4 条第 3 項

の規定に基づく経済産業大臣の証

明を受け、かつ、当該特別新事業

開拓事業者の議決権の取得の状況

に関して省令第 4 条第 4 項の規定

に基づく経済産業大臣の証明を受

けた場合を除く。）。

2　省　略

3 　省令第 4 条第 4 項に規定する経済産

業大臣が告示で定める基準は、経営資

源活用共同化推進事業者が、省令第 3

条第 1 項 2 号ロの事業活動により取得

した特別新事業開拓事業者の株式の取

得の日から起算して 3 年を経過する日

までに当該特別新事業開拓事業者の総

株主の議決権の100分の50を超える議決

権を有することとなったこととする。

4　省　略

（証明の申請）

第 6 　省令第 4 条第 1 項の規定により省

令第 3 条第 1 項第 1 号又は第 2 号並び

に第 3 号及び第 4 号に掲げる事項の実

施の状況に関する経済産業大臣の証明

を受けようとする者（以下「申請者」

という。）は、同項第 1 号又は第 2 号の

事業活動により特別新事業開拓事業者

の株式を取得した日を含む事業年度の

末日の60日前から30日後までの間に、

当該事業年度において当該証明を受け

ようとする全ての事項について、様式

1 による申請書（ 2 から 5 までにおい

て「申請書」という。）を経済産業大臣

に提出しなければならない。なお、情

報通信技術を活用した行政の推進等に

関する法律（平成14年法律第151号）の

趣旨を踏まえ、電子情報処理組織によ

る申請を可とする（以下第 6 において

同じ。）。

2～21　省　略

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、令和 8年 4月 1日以後に
取得する株式について適用し、法人が同日前に
取得した株式については、従前どおりとされて
います（改正法附則64①）。
⑵　上記 2 ⑵の改正は、特定株式を発行した法人
が令和 8年 4月 1日以後に行われる合併により
解散する場合について適用し、特定株式を発行
した法人が同日前に行われた合併により解散す
る場合については、従前どおりとされています
（改正法附則64②）。
⑶　上記 2 ⑶の改正は、令和 8年 4月 1日以後に
取得する株式に係る事業活動の実施の状況に係
る経済産業大臣の証明について適用し、同日前
に取得した株式に係る事業活動の実施の状況に
係る経済産業大臣の証明については、従前どお
りとされています（改正共同化調査省令附則②）。

五　特定の医療法人の法人税率の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、財団たる医療法人又は社団たる医
療法人で持分の定めがないもののうち、その事業
が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他

公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営さ
れていることにつき一定の要件を満たすものとし
て国税庁長官の承認を受けたものについては、法
人税率を19％（原則：23.2％）とするというもの
です（措法67の 2 ①）。
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2 　改正の内容

　国税庁長官の承認及び承認の取消しの要件のう
ち厚生労働大臣の証明書の交付に係る要件（措令
39の25①一）における「自費患者に対し請求する
金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計
算されること」との基準について、自費患者に対
する請求金額のうち特定外国人患者の診療報酬の
額にあっては、その基準が「特定外国人患者請求
額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算
される金額から当該金額に 3を乗じて得た金額ま
での範囲内であって地域における標準的な料金を
超えないものであること」とされました（平
15. 3 厚労告147（ 1 一ハ））。これにより、特定の
医療法人は、特定外国人患者の診療報酬の額につ
いては、社会保険診療報酬と同一の基準により計
算される金額の 3倍以内の金額で地域における標
準的な料金を超えない金額を請求することが可能
となります。
（注 1）　自費患者とは、社会保険診療に係る患者又

は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患

者をいいます（平15. 3 厚労告147（ 1 一ロ））。
（注 2）　特定外国人患者請求額とは、医療法施行規

則第30条の35の 3 第 1 項第 2 号ニに規定する

特定外国人患者請求額をいい、具体的には、

特定外国人患者に対し請求する診療報酬の額

をいうこととされています。社会医療法人の

認定要件における特定外国人患者に対し請求

する診療報酬の額と同様ですので、詳細につ

いては、前掲「法人税法等の改正」の「三　

公益法人等の範囲及び収益事業から除外され

る事業の範囲」の 2 ⑴をご参照ください。
（注 3）　上記の地域における標準的な料金は、前掲

「法人税法等の改正」の「三　公益法人等の範

囲及び収益事業から除外される事業の範囲」

の 2 ⑴（注 5）の社会医療法人の認定要件に

おける地域における標準的な料金の取扱いと

同様であり、その算定方法や設定に当たって

の手続の詳細については、「社会医療法人等が

行う訪日外国人患者診療価格設定について（通

知）（令和 8 年 3 月31日医政発0331第19号厚生

労働省医政局長通知）」に定められています。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 8年 4月 1日から適用す
ることとされています（令 8 . 3 厚労告176前文）。

六�　中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特
例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、中小企業者等が、平成18年 4 月 1
日から令和 8年 3月31日までの間に取得又は製作
若しくは建設をして、かつ、これをその中小企業
者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取
得価額が30万円未満であるもの（その取得価額が
10万円未満であるもの、他の特別償却制度等の適
用を受けるもの及び貸付け（主要な事業として行
われるものを除きます。）の用に供したものを除
きます。以下「少額減価償却資産」といいます。）
を有する場合には、その事業の用に供した日を含
む事業年度において、その取得価額の全額を損金

の額に算入できるというものです（措法67の 5 ①、
措令39の28②）。
（注 1）　中小企業者等とは、中小企業者（適用除外

事業者に該当するものを除きます。）又は農業

協同組合等で、青色申告書を提出するもの（通

算法人及び租税特別措置法第42条の12の 4 第

1 項に規定する特定認定を受けた同項に規定

する特定事業者等に該当するもののうちその

特定認定に係る同項に規定する特定経営力向

上計画に同項第 2 号に掲げる減価償却資産が

記載されているものを除きます。）のうち、事

務負担に配慮する必要があるものをいいます

（措法67の 5 ①）。
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（注 2）　中小企業者とは、資本金の額若しくは出資

金の額が 1 億円以下の法人のうち次の法人以

外の法人又は資本若しくは出資を有しない法

人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以

下の法人（これらの法人のうち受託法人に該

当するものを除きます。）をいいます（措法42

の 4 ⑲七、措令 1の 2③、27の 4 ⑰）。

⑴�　その発行済株式又は出資（その有する自

己の株式又は出資を除きます。以下同じで

す。）の総数又は総額の 2 分の 1 以上が同一

の大規模法人の所有に属している法人

　なお、大規模法人とは、資本金の額若し

くは出資金の額が 1 億円を超える法人、資

本若しくは出資を有しない法人のうち常時

使用する従業員の数が1,000人を超える法人

又は次の法人をいい、中小企業投資育成株

式会社を除きます。

①�　大法人（次の法人をいいます。以下同

じです。）との間にその大法人による完全

支配関係がある普通法人

イ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億円

以上である法人

ロ�　保険業法に規定する相互会社及び外

国相互会社のうち、常時使用する従業

員の数が1,000人を超える法人

ハ　受託法人

②�　普通法人との間に完全支配関係がある

全ての大法人が有する株式及び出資の全

部をその全ての大法人のうちいずれか一

の法人が有するものとみなした場合にお

いてそのいずれか一の法人とその普通法

人との間にそのいずれか一の法人による

完全支配関係があることとなるときのそ

の普通法人（上記①の法人を除きます。）

⑵�　上記⑴の法人のほか、その発行済株式又

は出資の総数又は総額の 3 分の 2 以上が大

規模法人の所有に属している法人
（注 3）　適用除外事業者とは、その事業年度開始の

日前 3年以内に終了した各事業年度（以下「基

準年度」といいます。）の所得の金額の合計額

を各基準年度の月数の合計数で除し、これに

12を乗じて計算した金額（設立後 3 年を経過

していないこと、既に基準年度の所得に対す

る法人税の額につき欠損金の繰戻しによる還

付制度の適用があったこと、基準年度におい

て合併、分割又は現物出資が行われたこと等

の事由がある場合には、その計算した金額に

つきその事由の内容に応じ調整を加えた金額

となります。）が15億円を超える法人をいいま

す（措法42の 4 ⑲八）。
（注 4）　農業協同組合等とは、農業協同組合、農業

協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資

組合である商工組合及び商工組合連合会、内

航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合

である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁

業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水

産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森

林組合連合会をいいます（措法42の 4 ⑲九）。
（注 5）　事務負担に配慮する必要があるものとは、

次の法人をいいます。

⑴�　常時使用する従業員の数が500人以下の法

人。ただし、特定法人を除きます（措法67

の 5 ①、措令39の28①）。

⑵�　常時使用する従業員の数が300人以下の特

定法人
（注 6）　特定法人とは、法人税法第75条の 4 第 2 項

に規定する特定法人をいい、具体的には、次

の法人をいいます。

⑴�　当該事業年度開始の時における資本金の

額又は出資金の額が 1億円を超える法人

⑵　通算法人（上記⑴の法人を除きます。）

⑶　相互会社（上記⑵の法人を除きます。）

⑷　投資法人（上記⑴の法人を除きます。）

⑸　特定目的会社（上記⑴の法人を除きます。）

　ただし、その中小企業者等のその事業年度にお
ける少額減価償却資産の取得価額の合計額が300
万円を超えるときは、その取得価額の合計額のう
ち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取
得価額の合計額を上限とすることとされています
（措法67の 5 ①後段）。
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2 　改正の内容

⑴　対象となる減価償却資産の見直し
　対象となる減価償却資産の取得価額が40万円
未満（改正前：30万円未満）に引き上げられま
した（措法67の 5 ①）。
　これは、近年の物価の上昇を契機として、対
象法人の減価償却資産の取得の実態等を踏まえ
て見直されたものです。

⑵　対象法人の要件における常時使用する従業員
の数の引下げ
　対象となる法人のうち特定法人以外の法人の
要件（上記 1（注 5）⑴）における常時使用す
る従業員の数が、400人（改正前：500人）に引
き下げられました（措令39の28①一）。

（注）　すなわち、特定法人以外の法人について、

対象となる法人から常時使用する従業員の数

が400人超500人以下である法人が除外されま

した。

⑶　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和11年 3 月31日まで 3
年延長されました（措法67の 5 ①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴及び⑵の改正は、中小企業者等が令和
8年 4月 1日以後に取得又は製作若しくは建設を
する少額減価償却資産について適用し、中小企業
者等が同日前に取得又は製作若しくは建設をした
少額減価償却資産については、従前どおりとされ
ています（改正法附則65、改正措令附則20）。

七　投資法人に係る課税の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、投資信託及び投資法人に関する法
律の投資法人で一定の要件を満たすものが支払う
配当等の額で、配当可能利益の額の90％超を配当
等の額として支払っていること、事業年度終了の
時において有する一定の特定資産の帳簿価額がそ
の時において有する資産の総額の 2分の 1相当額
を超えていること等の一定の要件を満たすその投
資法人の事業年度に係るものは、その事業年度に
おいて損金の額に算入できるというものです（措
法67の15①）。
　ただし、その損金の額に算入できる金額は、そ
の事業年度の所得の金額を限度とすることとされ
ています（措法67の15①ただし書）。
（注 1）　事業年度終了の時において資産の総額の 2

分の 1 を超えて有することを要する特定資産

の範囲は、投資信託及び投資法人に関する法

律施行令（以下「投信法施行令」といいま

す。）第 3 条第 1 号から第10号までに掲げる資

産とされており、同条第 1号に掲げる資産（有

価証券）のうち匿名組合契約等に基づく権利

及び同条第 8 号に掲げる資産（匿名組合出資

持分）については、主として有価証券のうち

匿名組合契約等に基づく権利以外のもの、デ

リバティブ取引に係る権利、不動産、不動産

の賃借権、地上権、約束手形及び金銭債権（以

下「対象資産」といいます。）に対する投資と

して運用することを約する契約に係るものに

限ることとされています（措令39の32の 3 ⑩）。
（注 2）　匿名組合契約等とは、匿名組合契約及び外

国におけるこれに類する契約をいい、匿名組

合契約には、当事者の一方が相手方の事業の

ために出資をし、相手方がその事業から生ず

る利益を分配することを約する契約を含むこ

ととされています（措法67の15①二ヘ、措令

39の32の 3 ⑧）。
（注 3）　投資法人で次の要件を満たすものが、投資

信託及び投資法人に関する法律施行令の一部

を改正する政令（平成26年政令第294号）の施

行の日（平成26年 9 月 3 日）から令和 8 年 3

月31日までの間に特例特定資産の取得をした
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場合には、その取得の日からその取得をした

特例特定資産を貸付けの用に供した日以後20

年を経過した日までの間に終了する各事業年

度においては、特例特定資産は、上記（注 1）

の「事業年度終了の時において資産の総額の

2 分の 1 を超えて有することを要する特定資

産」及び「対象資産」とみなすこととされて

います（措令39の32の 3 ⑫）。

⑴�　その投資口が金融商品取引所に上場され

ていること。

⑵�　その規約に特例特定資産の運用の方法（そ

の締結する匿名組合契約等の目的である事

業に係る財産に含まれる特例特定資産の運

用の方法を含みます。）が賃貸のみである旨

の記載又は記録があること。
（注 4）　特例特定資産とは、投信法施行令第 3 条第

11号に掲げる資産（再生可能エネルギー発電

設備）をいいます（措令39の32の 3 ⑫）。

2 　改正の内容

　特例特定資産に係る措置（上記 1（注 3））に
ついて、次の改正が行われました。

⑴　特例特定資産の範囲の見直し
　特例特定資産の範囲（上記 1（注 4））が、
投信法施行令第 3条第11号に掲げる資産のうち
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する
特別措置法第 2条第 3項第 1号から第 4号まで
に掲げるエネルギー源（太陽光、風力、水力又
は地熱）を電気に変換する設備及びその附属設
備に該当するものに限定されました（措令39の
32の 3 ⑫）。
（注）　関係法令については、下記の（参考 1）及

び（参考 2）をご参照ください。

⑵　取得期限の延長
　特例特定資産の取得期限が、令和13年 3 月31
日まで 5年延長されました（措令39の32の 3 ⑫）。
（参考 1）　投資信託及び投資法人に関する法律施

行令（平成12年政令第480号）

（特定資産の範囲）

第 3 条　法第 2 条第 1 項に規定する政令で

定める資産は、次に掲げるものとする。

一～十　省　略

十一　再生可能エネルギー電気の利用の

促進に関する特別措置法（平成23年法

律第108号）第 2 条第 2 項に規定する再

生可能エネルギー発電設備（第 3 号に

掲げるものに該当するものを除く。以

下「再生可能エネルギー発電設備」と

いう。）

十二　省　略
（参考 2）　再生可能エネルギー電気の利用の促進

に関する特別措置法（平成23年政令第108

号）

（定義）

第 2条　省　略

2 　この法律において「再生可能エネルギ

ー発電設備」とは、再生可能エネルギー

源を電気に変換する設備及びその附属設

備をいう。

3 　この法律において「再生可能エネルギ

ー源」とは、次に掲げるエネルギー源を

いう。

一　太陽光

二　風力

三　水力

四　地熱

五　バイオマス（動植物に由来する有機

物であってエネルギー源として利用す

ることができるもの（原油、石油ガス、

可燃性天然ガス及び石炭並びにこれら

から製造される製品を除く。）をいう。

第 9条第 5項及び第 7項において同じ。）

六　前各号に掲げるもののほか、原油、

石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並

びにこれらから製造される製品以外の

エネルギー源のうち、電気のエネルギ

ー源として永続的に利用することがで

きると認められるものとして政令で定
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めるもの

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、投資法人の令和 8年 4月 1

日以後に開始する事業年度分の法人税について適
用し、投資法人の同日前に開始した事業年度分の
法人税については、従前どおりとされています
（改正措令附則21）。

八　認定株式分配に係る課税の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、産業競争力強化法第23条第 1項の
認定を令和 5年 4月 1日から令和10年 3 月31日ま
での間に受けた法人が行う現物分配が認定株式分
配に該当する場合には、その認定株式分配は株式
分配に該当することとし、その認定株式分配でそ
の認定株式分配の直後に現物分配法人が有する完
全子法人の株式の数のその完全子法人の発行済株
式の総数のうちに占める割合が20％未満となるこ
と等の一定の要件に該当するものは適格株式分配
とみなして、法人税法その他の法令の規定を適用
するというものです（措法68の 2 ①）。
（注 1）　認定株式分配とは、産業競争力強化法第23

条第 1 項の認定に係る同法第24条第 2 項に規

定する認定事業再編計画に従ってする特定剰

余金配当をいい（措法68の 2 ①）、特定剰余金

配当とは、剰余金の配当であって、配当財産

が認定事業再編事業者の関係事業者の株式又

は外国関係法人の株式若しくは持分若しくは

これらに類似するものであるものをいいます

（産競法31①）。
（注 2）　認定事業再編事業者とは、産業競争力強化

法第23条第 1 項に規定する事業再編計画（以

下「事業再編計画」といいます。）について同

項の認定を受けた事業者をいい、その認定に

係る事業再編計画に従って設立された法人を

含むこととされています（産競法24①）。ただ

し、本制度の対象となるのは認定を受けた法

人が行う現物分配とされていることから、事

業再編計画に従って設立された法人が行う現

物分配は本制度の対象外となります。

　なお、上記の認定株式分配が適格株式分配に該

当するための要件は、次の要件の全てを満たすこ
ととされています（措法68の 2 ①、措令39の34の
2 ①）。
⑴　認定株式分配の直後にその認定株式分配に係
る現物分配法人が有するその認定株式分配に係
る完全子法人の株式の数のその完全子法人の発
行済株式（その完全子法人が有する自己の株式
を除きます。）の総数のうちに占める割合が20
％未満となること。
（注）　株式には出資を含み、株式の数には出資の

金額を含み、発行済株式の総数には出資の総

額を含むこととされています。

⑵　認定株式分配の直前にその認定株式分配に係
る現物分配法人と他の者との間に当該他の者に
よる支配関係がなく、かつ、その認定株式分配
後にその認定株式分配に係る完全子法人と他の
者との間に当該他の者による支配関係があるこ
ととなることが見込まれていないこと。
⑶　認定株式分配前のその認定株式分配に係る完
全子法人の特定役員の全てがその認定株式分配
に伴って退任をするものでないこと。
（注）　特定役員とは、社長、副社長、代表取締役、

代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役

又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事し

ている者をいいます（法令 4の 3④二）。

⑷　認定株式分配に係る完全子法人のその認定株
式分配の直前の従業者のうち、その総数のおお
むね90％以上に相当する数の者がその完全子法
人の業務に引き続き従事することが見込まれて
いること。
⑸　認定株式分配に係る完全子法人のその認定株
式分配前に行う主要な事業がその完全子法人に
おいて引き続き行われることが見込まれている
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こと。
⑹　認定株式分配に係る完全子法人が事業の成長
発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定
める要件を満たすものであること。
（注）　経済産業大臣が定める要件は、次の①及び

②に該当する関係事業者又は外国関係法人（以

下「関係事業者等」といいます。）であること

とされています（令 5 . 3 経産告50、平26. 1 財

務・経産告 1六ヘ）。

①�　関係事業者等の主要な事業（事業再編計

画の認定を受けて行う特定剰余金配当の直

前に行われていることが見込まれるものに

限ります。以下同じです。）における事業活

動が新事業活動（新商品の開発又は生産、

新たな役務の開発又は提供、商品の新たな

生産又は販売の方式の導入、役務の新たな

提供の方式の導入その他の新たな事業活動

をいいます。）であること。

②�　次のいずれかに該当すること。

イ�　関係事業者等からその関係事業者等の

特定役員に対して、新株予約権が付与さ

れ、又は付与される見込みであること。

ロ�　関係事業者等の上記①の主要な事業を

開始した日から事業再編計画の認定の申

請の日までの期間が10年を超えないこと。

ハ�　関係事業者等の上記①の主要な事業の

成長発展が見込まれるものであることに

つき、金融商品取引業者が確認したこと。

　これらの適格株式分配の要件を満たすことで、
現物分配法人における完全子法人株式の譲渡につ
いて譲渡損益が生じず、現物分配法人の株主等に
おける現物分配法人株式の部分譲渡損益課税が繰
り延べられるとともに、その株主等において配当
課税の対象外となります。

2 　改正の内容

　本制度は、企業のポートフォリオ見直しのため
の環境整備の措置として、コア事業以外の事業の
切り出しによる成長発展を目的としたスピンオフ
に関する期限の定めのない措置に見直されました。

具体的には、産業競争力強化法の事業再編計画の
認定を令和 8年 4月 1日以後に受けた法人が行う
現物分配が認定株式分配に該当する場合には、そ
の認定株式分配は株式分配に該当することとし、
その認定株式分配で一定の要件に該当するものは
適格株式分配とみなして、法人税法その他の法令
の規定を適用するというものです（措法68の 2 ）。

⑴　適用対象となる現物分配
　適用対象となる現物分配は、産業競争力強化
法第23条第 1項の認定を令和 8年 4月 1日以後
に受けた法人が行う現物分配とされています
（措法68の 2 ①）。改正前の制度と同様、認定を
受けた法人が行う現物分配とされていることか
ら、事業再編計画に従って設立された法人が行
う現物分配は本制度の対象外となります。
　上記の現物分配が認定株式分配に該当する場
合に、株式分配の要件である「完全子法人の株
式の全部が移転する」との要件が緩和され、完
全子法人の株式の一部のみが移転する現物分配
についても、株式分配に該当することとされて
います。
　ここで、認定株式分配は認定事業再編計画に
従ってする特定剰余金配当をいうこととされて
いることから、認定株式分配は産業競争力強化
法第 2条第17項に規定する事業再編に該当する
ものに限られ、次の行為である必要があります。
①　関係事業者の株式又は持分を配当財産とす
る剰余金の配当（その事業者の関係事業者で
なくなる場合に限ります。）（産競法 2 ⑰一
リ）
②　外国関係法人の株式若しくは持分又はこれ
らに類似するものを配当財産とする剰余金の
配当（その事業者の外国関係法人でなくなる
場合に限ります。）（産競法 2⑰一ル）
　関係事業者又は外国関係法人とは、一定の資
本関係を有する者をいうこととされている（産
競法 2⑮⑯）ことから、一定の資本関係を有す
る者が一定の資本関係を有しないこととなる場
合に限り、認定株式分配に該当することとなり
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ます。
　なお、改正前の制度と同様、本制度を適用し
ないものとした場合にその認定株式分配が株式
分配に該当する場合には、本制度を適用する必
要性がないことから、その認定株式分配につい
ては、本制度を適用しないこととされています
（措法68の 2 ①）。
（注）　関係法令については、下記の（参考 1）を

ご参照ください。

⑵　適格株式分配となる要件
　上記の認定株式分配が適格株式分配に該当す
るための要件は、次の要件の全てを満たすこと
とされています（措法68の 2 ①、措令39の34の
2 ①）。
①　認定株式分配の直後にその認定株式分配に
係る現物分配法人が有するその認定株式分配
に係る完全子法人の株式の数のその完全子法
人の発行済株式（その完全子法人が有する自
己の株式を除きます。）の総数のうちに占め
る割合が20％未満となること（措令39の34の
2 ①一）。
（注 1）　株式には出資を含み、株式の数には出

資の金額を含み、発行済株式の総数には

出資の総額を含むこととされています。
（注 2）　改正前と同じ要件（上記 1⑴）です。
②　認定株式分配の直前にその認定株式分配に
係る現物分配法人と他の者との間に当該他の
者による支配関係がなく、かつ、その認定株
式分配後にその認定株式分配に係る完全子法
人と他の者との間に当該他の者による支配関
係があることとなることが見込まれていない
こと（措令39の34の 2 ①二）。
　上記の「他の者」は、その者が締結してい
る組合契約及び次の組合契約に係る他の組合
員である者を含むこととされています（措令
39の34の 2 ①二、法令 4の 3⑨一）。
イ　その者が締結している組合契約による組
合が締結している組合契約
ロ　上記イ又は下記ハの組合契約による組合

が締結している組合契約
ハ　上記ロの組合契約による組合が締結して
いる組合契約

（注 1）　組合契約とは、民法第667条第 1 項に規

定する組合契約、投資事業有限責任組合

契約に関する法律第 3 条第 1 項に規定す

る投資事業有限責任組合契約及び有限責

任事業組合契約に関する法律第 3 条第 1

項に規定する有限責任事業組合契約並び

に外国におけるこれらの契約に類する契

約をいいます。
（注 2）　上記イからハまでの組合には、組合に

類するものを含みます（措令39の34の 2

①二イ）。
（注 3）　他の者が個人である場合には、その個

人との間に法人税法施行令第 4 条第 1 項

に規定する特殊の関係のある者を含めて

判定することとされています（措令39の

34の 2 ①二）。特殊の関係のある者とは、

次の者となります（法令 4①）。

イ　株主等の親族

ロ�　株主等と婚姻の届出をしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ハ　株主等の使用人

ニ�　上記イからハまでの者以外の者で株

主等から受ける金銭その他の資産によ

って生計を維持しているもの

ホ�　上記ロからニまでの者と生計を一に

するこれらの者の親族
（注 4）　改正前と同じ要件（上記 1⑵）であり、

法人税法における適格株式分配の要件と

同じ要件です。

③　認定株式分配前のその認定株式分配に係る
完全子法人の特定役員の全てがその認定株式
分配に伴って退任をするものでないこと（措
令39の34の 2 ①三）。
（注）　改正前と同じ要件（上記 1⑶）であり、

法人税法における適格株式分配の要件と同

じ要件です。

④　認定株式分配に係る完全子法人のその認定
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株式分配の直前の従業者のうち、その総数の
おおむね80％以上に相当する数の者がその完
全子法人の業務に引き続き従事することが見
込まれていること（措令39の34の 2 ①四）。
（注）　改正前の制度は、スタートアップ創出促

進のための政策税制であることを踏まえ、

法人税法における適格株式分配の要件と同

じ80％ではなく90％とされていましたが（上

記 1⑷）、コア事業以外の事業の切り出しに

よる成長発展を目的とするスピンオフに関

する措置に見直されたことから、法人税法

における適格株式分配の要件と同じ要件と

されました。

⑤　認定株式分配に係る現物分配法人及び完全
子法人が事業の成長発展が見込まれるものと
して経済産業大臣が定める要件を満たすもの
であること（措令39の34の 2 ①五③）。
　経済産業大臣が定める要件は、次のイ及び
ハに該当する特定剰余金配当をする事業者並
びに次のロ及びハに該当する配当株式発行関
係事業者等であることとされています（令
5 . 3 経産告50、平26. 1 財務・経産告 1六ヘ）。
（注 1）　配当株式発行関係事業者等とは、次の

者をいいます（平26. 1 財務・経産告 1 六

ヘ）。

イ�　特定剰余金配当の配当財産とする株

式を発行した関係事業者等

ロ�　特定剰余金配当の配当財産とする持

分又は株式若しくは持分に類似するも

のを交付した外国関係法人

イ　特定剰余金配当事業者等の事業のうちい
ずれかの事業について、その特定剰余金配
当事業者等によってその経営資源を集中さ
せるもの（いわゆるコア事業）として特定
されており、かつ、その特定されている事
業がその特定剰余金配当事業者等（特定剰
余金配当をする事業者の関係事業者等にあ
っては、その特定剰余金配当をする事業者
との間に実質的支配関係が継続することが
見込まれているものに限ります。ハにおい

て同じです。）において引き続き行われる
ことが見込まれること。
（注 1）　特定剰余金配当事業者等とは、特定

剰余金配当をする事業者並びにその関

係事業者等をいいます。
（注 2）　上記の特定剰余金配当事業者等の事

業は、事業再編計画の認定を受けて行

う特定剰余金配当の直前に行われてい

ることが見込まれるものに限ることと

されています。
（注 3）　実質的支配関係とは、産業競争力強

化法施行規則第 3 条又は第 4 条に規定

する関係をいいます。

ロ　配当株式発行関係事業者等の主要な事業
について、上記イの特定されている事業以
外のものであり、かつ、その主要な事業が
その配当株式発行関係事業者等において引
き続き行われることが見込まれること。
（注）　上記の主要な事業は、事業再編計画の

認定を受けて行う特定剰余金配当の直前

に行われていることが見込まれるものに

限ることとされています。

ハ　特定剰余金配当事業者等の上記イの特定
されている事業及び配当株式発行関係事業
者等の上記ロの主要な事業について、事業
再編計画の認定を受けて行う特定剰余金配
当により、事業再編による生産性向上に関
する目標の達成が見込まれること。
（注）　事業再編による生産性向上に関する目

標は、次のいずれかとされています（平

26. 1 財務・経産告 1一イ）。

イ�　事業再編計画の終了年度において減

価償却費及び研究開発費を控除する前

の営業利益の金額を投下資本で除した

値を百分率で表した値が、事業再編計

画の開始の直前の事業年度（以下「基

準年度」といいます。）におけるその値

より 2以上改善していること。

ロ�　事業再編計画の終了年度における固

定資産回転率の値が、基準年度におけ
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る固定資産回転率の値より 5 ％以上改

善していること。

ハ�　事業再編計画の終了年度における従

業員 1 人当たり付加価値額の値が、基

準年度における従業員 1 人当たり付加

価値額の値より 9 ％以上改善している

こと。

ニ�　上記イからハまでのいずれかに相当

する生産性の向上に関する他の指標が

改善していること。
（注 2）　改正前の制度は、スタートアップ創出

促進のための政策税制であったため、主

要な事業における事業活動が新事業活動

であること等の要件が設けられていまし

たが（上記 1⑹）、見直し後の本制度にお

いては、コア事業の特定及びコア事業以

外の事業の切り出し並びにそれぞれの事

業の成長発展に関する要件が設けられる

こととされました。なお、改正前の制度

における完全子法人の主要な事業が継続

することとの要件（上記 1⑸）について

は、本要件（上記ロ）の中で引き続き満

たす必要があることとなります。
（注 1）　事業再編計画については、特定剰余金配

当をする事業者及び配当株式発行関係事業

者等が事業の成長発展が見込まれる要件を

満たすものとして認定を受けることができ

ることとされている（平26. 1 財務・経産告

1 六ヘ）ことから、上記⑤の要件を満たす

ことはその認定の際に判断されます。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考 2）

及び（参考 3）ご参照ください。

　また、法人税法における適格株式分配の要件
と同様に、完全子法人の株式のみが移転する場
合に限り適格とすること及び完全子法人の株式
が現物分配法人の発行済株式の総数のうちに占
めるその現物分配法人の各株主等の有するその
現物分配法人の株式の数の割合に応じて交付さ
れるものに限り適格とすることとされています
（措法68の 2 ①による読替後の法法 2 十二の十

五の三）。
　これらの適格株式分配の要件を満たすことで、
現物分配法人における完全子法人株式の譲渡に
ついて譲渡損益が生じず、現物分配法人の株主
等における現物分配法人株式の部分譲渡損益課
税が繰り延べられるとともに、その株主等にお
いて配当課税の対象外となります。

⑶　法人税法施行令等の調整
　本制度の適用を受けた現物分配に関する、現
物分配法人の減少する資本金等の額、みなし配
当の額を計算する場合における現物分配法人の
資本金等の額のうちその現物分配法人の株式又
は出資に対応する部分の金額等の計算について
は、改正前と同様とされています（措令39の34
の 2 ②）。
（参考 1）　産業競争力強化法（平成25年法律第98

号）

（定義）

第 2条　省　略

2～14　省　略

15　この法律において「関係事業者」とは、

事業者であって、他の事業者がその経営

を実質的に支配していると認められるも

のとして主務省令で定める関係を有する

ものをいう。

16　この法律において「外国関係法人」とは、

外国法人（新たに設立されるものを含

む。）であって、国内に本店又は主たる事

務所を有する事業者がその経営を実質的

に支配していると認められるものとして

主務省令で定める関係を有するものをい

う。

17　この法律において「事業再編」とは、

事業者がその事業の全部又は一部の生産

性を相当程度向上させることを目指した

事業活動であって、次の各号のいずれに

も該当するものをいう。

一　次に掲げる措置のいずれかによる事

業の全部又は一部の構造の変更（当該
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事業者の関係事業者及び外国関係法人

が行う事業の構造の変更を含む。）を行

うものであること。

イ～チ　省　略

リ　関係事業者の株式又は持分の譲渡

（当該株式又は持分を配当財産とする

剰余金の配当をすることを含み、当

該譲渡により当該事業者の関係事業

者でなくなる場合に限る。）

ヌ　省　略

ル　外国関係法人の株式若しくは持分

又はこれらに類似するものの譲渡（当

該株式若しくは持分又はこれらに類

似するものを配当財産とする剰余金

の配当をすることを含み、当該譲渡

により当該事業者の外国関係法人で

なくなる場合に限る。）

ヲ～カ　省　略

二　省　略

18～37　省　略

（事業再編計画の認定）

第23条　事業者は、その実施しようとする

事業再編（当該事業者が法人を設立し、

その法人が実施しようとするものを含

む。）に関する計画（以下「事業再編計

画」という。）を作成し、主務省令で定め

るところにより、これを主務大臣に提出

して、その認定を受けることができる。

2～ 6　省　略
（参考 2）　租税特別措置法施行令第39条の34の 2

第 1 項第 6 号に規定する事業の成長発展

が見込まれるものとして経済産業大臣が

定める要件（令和 5 年 3 月経済産業省告

示第50号）

　租税特別措置法施行令（昭和32年政令

第43号）第39条の34の 2 第 1 項第 5 号に

規定する事業の成長発展が見込まれるも

のとして経済産業大臣が定める要件は、

事業再編の実施に関する指針（平成26年

財務省・経済産業省告示第 1 号）六ヘ⑴

及び⑶に該当するこれらの規定の特定剰

余金配当をする事業者並びに六ヘ⑵及び

⑶に該当するこれらの規定の配当株式発

行関係事業者等であることとする。
（参考 3）　事業再編の実施に関する指針（平成26

年 1 月財務省、経済産業省告示第 1号）

一～五　省　略

六　その他事業再編に関する重要事項

イ～ホ　省　略

ヘ　事業者が法第 2 条第17項第 1 号リ

又はルに掲げる措置に係る事業再編

を実施するにあたり、特定剰余金配

当をする事業者及び配当株式発行関

係事業者等（特定剰余金配当の配当

財産とする株式を発行した関係事業

者又は外国関係法人（配当財産が持

分又は株式若しくは持分に類似する

ものである場合にあっては、当該持

分又は株式若しくは持分に類似する

ものを交付した外国関係法人）をいう。

ヘにおいて同じ。）が事業の成長発展

が見込まれる要件を満たすものとし

て事業再編計画の認定（変更の認定

を含む。）を受けようとする場合

　事業者は、一の事業再編による生

産性及び財務内容の健全性の向上に

関する目標の設定に関する事項に定

める生産性の向上及び財務内容の健

全性の向上に関する目標等の必要な

要件に加え、次の⑴から⑶までのい

ずれにも該当する場合には、特定剰

余金配当をする事業者及び配当株式

発行関係事業者等が事業の成長発展

が見込まれる要件を満たすものとし

て事業再編計画の認定（変更の認定

を含む。）を受けることができるもの

とする。

⑴　特定剰余金配当事業者等（特定

剰余金配当をする事業者並びにそ

の関係事業者及びその外国関係法
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人をいう。⑴において同じ。）の事

業（事業再編計画の認定を受けて

行う特定剰余金配当の直前に行わ

れていることが見込まれるものに

限る。）のうちいずれかの事業につ

いて、当該特定剰余金配当事業者

等によってその経営資源を集中さ

せるものとして特定されており、

かつ、その特定されている事業が

当該特定剰余金配当事業者等（特

定剰余金配当をする事業者の関係

事業者及び外国関係法人にあって

は、当該特定剰余金配当をする事

業者との間に産業競争力強化法施

行規則（平成30年内閣府・総務省・

財務省・文部科学省・厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交

通省・環境省令第 1 号。以下「規

則」という。）第 3 条又は第 4 条に

規定する関係が継続することが見

込まれているものに限る。⑶にお

いて同じ。）において引き続き行わ

れることが見込まれること。

⑵　配当株式発行関係事業者等の主

要な事業（事業再編計画の認定を

受けて行う特定剰余金配当の直前

に行われていることが見込まれる

ものに限る。）について、⑴の特定

されている事業以外のものであり、

かつ、当該主要な事業が当該配当

株式発行関係事業者等において引

き続き行われることが見込まれる

こと。

⑶　特定剰余金配当事業者等の⑴の

特定されている事業及び配当株式

発行関係事業者等の⑵の主要な事

業について、事業再編計画の認定

を受けて行う特定剰余金配当によ

り、一イの事業再編による生産性

向上に関する目標の達成が見込ま

れること。

ト～ヨ　省　略

七　省　略

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 8年 4月 1日から施行さ
れています（改正法附則 1）。なお、同日前に認
定を受けた法人が行う現物分配については、従前
どおりとされています（改正法附則67）。

九　公益法人等の損益計算書等の提出

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、公益法人等は、収益事業を行って
いることにより確定申告書を提出すべき場合を除
き、当該事業年度の損益計算書又は収支計算書を、
原則として当該事業年度終了の日の翌日から 4か
月以内に、その主たる事務所の所在地の所轄税務
署長に提出しなければならないというものです
（措法68の 6 ）。
　この制度の対象となる法人は、法人税法第 2条
第 6号に規定する公益法人等ですが、次に掲げる
法人は除かれています。

⑴　法人税法以外の法律によって公益法人等とみ
なされている法人で一定のもの
（注）　具体的には、地方自治法に規定する認可地

縁団体、建物の区分所有等に関する法律に規

定する管理組合法人及び団地管理組合法人、

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法

人格の付与に関する法律に規定する法人であ

る政党等、密集市街地における防災街区の整

備の促進に関する法律に規定する防災街区整

備事業組合、特定非営利活動促進法に規定す

る特定非営利活動法人並びにマンションの建

替え等の円滑化に関する法律に規定するマン
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ション建替組合、マンション敷地売却組合及

び敷地分割組合とされています（措令39の37

①）。

⑵　当該事業年度の収入金額（資産の売却による
収入で臨時的なものを除きます。）の合計額が
8,000万円以下の法人

2 　改正の内容

　上記 1⑴の法人税法以外の法律によって公益法
人等とみなされているもので一定のものの範囲に、
マンションの再生等の円滑化に関する法律に規定
するマンション除却組合が追加されました（措令
39の37①）。
　また、上記 1⑴のマンション建替組合及びマン
ション敷地売却組合について、名称がそれぞれマ
ンションの再生等の円滑化に関する法律に規定す
る「マンション再生組合」及び「マンション等売

却組合」に変更されました（措令39の37①）。
（注）　これらの改正は、令和 7年度税制改正事項です。

令和 7 年 5 月30日に公布された老朽化マンショ

ン等の管理及び再生の円滑化等を図るための建

物の区分所有等に関する法律等の一部を改正す

る法律（令和 7 年法律第47号）によりマンショ

ンの建替え等の円滑化に関する法律が改正され、

マンション除却事業の手続等の創設、マンショ

ン建替組合及びマンション敷地売却組合の改組

がされたことに伴うものです。なお、この改組

等により、同法の題名も「マンションの再生等

の円滑化に関する法律」に変更されました。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 8年 4月 1日から施行さ
れています（改正措令附則 1）。

十　その他の特別措置

⑴　農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得
の課税の特例の適用期限が、令和12年 3 月31日
まで 3年延長されました（措法67の 3 ①）。

⑵　退職年金等積立金に対する法人税の課税の停
止措置の適用期限が、令和11年 3 月31日まで 3
年延長されました（措法68の 5 ）。

第六　震災税特法関係

一�　特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特
別償却又は法人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、認定地方公共団体の指定を受けた
法人が、東日本大震災復興特別区域法の施行の日
（平成23年12月26日）から令和 8 年 3 月31日まで
の期間内に、その認定地方公共団体の作成したそ
の指定に係る認定復興推進計画に定められた特定
復興産業集積区域内において産業集積事業若しく
は建築物整備事業の用に供する機械及び装置、建
物及びその附属設備並びに構築物（以下「特定機
械装置等」といいます。）でその製作若しくは建

設の後事業の用に供されたことのないものの取得
又はその特定復興産業集積区域内において産業集
積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定
復興産業集積区域内において産業集積事業若しく
は建築物整備事業の用に供する特定機械装置等の
製作若しくは建設をして、これをその法人のこれ
らの事業の用に供した場合には、これらの事業の
用に供した日を含む事業年度において、次の特定
機械装置等の区分に応じそれぞれ次の特別償却限
度額の特別償却と次の税額控除限度額の税額控除
との選択適用ができるというものです（震災税特
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法17の 2 ①②）。
⑴　機械及び装置のうち、令和 7年 4月 1日から
令和 8年 3月31日までの間に取得又は製作若し
くは建設をしたもの
①　特別償却限度額……その取得価額の45％相
当額
②　税額控除限度額……その取得価額の14％相
当額

⑵　機械及び装置のうち、上記⑴以外のもの
①　特別償却限度額……その取得価額の50％相
当額
②　税額控除限度額……その取得価額の15％相
当額

⑶　建物及びその附属設備並びに構築物のうち、
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日までの
間に取得又は製作若しくは建設をしたもの
①　特別償却限度額……その取得価額の23％相
当額
②　税額控除限度額……その取得価額の 7％相
当額

⑷　建物及びその附属設備並びに構築物のうち、
上記⑶以外のもの
①　特別償却限度額……その取得価額の25％相
当額
②　税額控除限度額……その取得価額の 8％相
当額

（注 1）　認定地方公共団体とは、東日本大震災復興

特別区域法第 4 条第 1 項に規定する復興推進

計画につき同条第 9 項の認定（同法第 6 条第

1 項の変更の認定を含みます。）を受けた地方

公共団体をいいます。
（注 2）　認定復興推進計画とは、上記（注 1）の認

定を受けた復興推進計画をいいます。
（注 3）　特定復興産業集積区域とは、復興産業集積

区域のうち、次の区域に該当する区域をいい

ます（復興特区法37①、復興特区令 5）。

　⑴�　岩手県の区域のうち、宮古市、大船渡市、

久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大

槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡

田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村及び

同郡洋野町の区域

　⑵�　宮城県の区域のうち、仙台市（青葉区、

太白区及び泉区の区域を除きます。）、石巻市、

塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩

沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、

宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、

牡鹿郡女川町及び本吉郡南三陸町の区域

　⑶�　福島県の区域のうち、いわき市、相馬市、

田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡

広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川

内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、

同郡葛尾村、相馬郡新地町及び同郡飯舘村

の区域
（注 4）　復興産業集積区域とは、復興推進計画の目

標を達成するために産業集積の形成及び活性

化の取組を推進すべき区域をいいます（復興

特区法 4②四イ）。
（注 5）　産業集積事業とは、東日本大震災復興特別

区域法第 2 条第 3 項第 2 号イに掲げる事業を

いい、具体的には、産業集積の形成及び活性

化を図ることを通じて雇用等被害地域におけ

る雇用機会の確保に寄与する事業（建築物整

備事業を除きます。）をいいます。
（注 6）　建築物整備事業とは、東日本大震災復興特

別区域法第 2 条第 3 項第 2 号ロに掲げる事業

をいい、具体的には、雇用等被害地域におい

て建築物の建築及び賃貸をする事業であって

産業集積の形成及び活性化に寄与するものを

いいます。
（注 7）　建築物整備事業にあっては、公共施設の用

に供される土地面積の割合が100分の30以上で

あること等の要件を満たす建物及びその附属

設備に限ることとされています（震災税特法

17の 2 ①、震災税特令17の 2 ①、震災税特規

6の 2①）。

　上記の税額控除の適用を受ける場合における控
除を受ける金額は、当期の調整前法人税額の20％
相当額を上限とすることとし、税額控除限度超過
額については、 4年間の繰越しができることとさ
れています（震災税特法17の 2 ②～④）。
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2 　改正の内容

　適用期限（令和 8年 3月31日）の到来をもって、
制度が廃止されました（旧震災税特法17の 2 、旧
震災税特令17の 2 、旧震災税特規 6の 2）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 8年 3月31日以前に事業
の用に供した特定機械装置等については、従来ど
おり適用できることとされています（改正法附則
80①、改正震災税特令附則 5①、改正震災税特規
附則 4②）。
　なお、法人が、令和 8年 4月 1日から令和10年
3 月31日までの間に特定機械装置等を事業の用に
供した場合には、その特定機械装置等については、
従来どおり適用できる措置が講じられています
（改正法附則80①、改正震災税特令附則 5 ①、改

正震災税特規附則 4 ②）。ただし、対象となる特
定機械装置等は、やむを得ない事情により令和 8
年 3月31日までに事業の用に供することができな
かったことにつき証明がされたものとされていま
す（改正法附則80①）。この証明は、公共工事の
工期の延長その他やむを得ない事情により同日ま
でに事業の用に供することができなかったことに
つき内閣総理大臣が確認をした書類を確定申告書
等に添付することにより行うこととされています
（改正震災税特規附則 4①）。
（注）　確定申告書等とは、法人税法第 2 条第30号に

規定する中間申告書で同法第72条第 1 項各号又

は第144条の 4 第 1 項各号若しくは第 2 項各号に

掲げる事項を記載したもの及び同法第 2 条第31

号に規定する確定申告書をいいます（震災税特

法 2③六・七、改正震災税特規附則 4①）。

二�　企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の�
特別償却又は法人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴から⑶までの措置によって
構成されています（震災税特法17の 2 の 2 ）。

⑴　企業立地促進計画に係る措置
　この措置は、福島復興再生特別措置法の認定
事業者に該当する法人が、提出企業立地促進計
画の提出のあった日（平成25年 6 月10日）から
同日又は提出企業立地促進計画に定められた企
業立地促進区域に該当する避難解除区域等に係
る避難指示の全てが解除された日のいずれか遅
い日以後 7年を経過する日までの期間（その期
間内にその企業立地促進区域の変更があった場
合におけるその変更に係る区域については、一
定の期間）内に、その企業立地促進区域内にお
いて避難解除等区域復興再生推進事業の用に供
する一定の減価償却資産でその製作若しくは建
設の後事業の用に供されたことのないものの取

得又はその企業立地促進区域内において避難解
除等区域復興再生推進事業の用に供する一定の
減価償却資産の製作若しくは建設をして、これ
をその企業立地促進区域内においてその法人の
避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した
場合には、その避難解除等区域復興再生推進事
業の用に供した日を含む事業年度において、そ
の減価償却資産の取得価額から普通償却限度額
を控除した金額に相当する金額（建物及びその
附属設備並びに構築物については、その取得価
額の25％相当額）の特別償却とその取得価額の
15％（建物及びその附属設備並びに構築物につ
いては、 8％）相当額の税額控除との選択適用
ができるというものです（震災税特法17の 2 の
2 ①表一②）。
（注 1）　福島復興再生特別措置法の認定事業者に

該当する法人とは、同法第23条に規定する

認定事業者をいい、具体的には、提出企業

立地促進計画に定められた企業立地促進区
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域内において認定避難解除等区域復興再生

推進事業実施計画に従って避難解除等区域

復興再生推進事業の用に供する施設又は設

備を新設し、又は増設した避難解除等区域

復興再生推進事業実施計画の認定を受けた

法人とされています。
（注 2）　提出企業立地促進計画とは、福島復興再

生特別措置法第19条第 1 項に規定する提出

企業立地促進計画をいい、企業立地促進区

域とは、同法第18条第 2 項第 2 号に規定す

る企業立地促進区域をいいます。
（注 3）　避難解除等区域復興再生推進事業とは、

福島復興再生特別措置法第18条第 1 項に規

定する避難解除等区域復興再生推進事業を

いいます。
（注 4）　避難解除区域等とは、福島復興再生特別

措置法第18条第 2 項第 2 号に規定する避難

解除区域等をいい、具体的には、避難解除

区域及び現に避難指示であって同法第 4 条

第 4 号ハに掲げる指示であるものの対象と

なっている区域（認定特定復興再生拠点区

域復興再生計画が定められているときは、

それらの区域及び認定特定復興再生拠点区

域）とされています。
（注 5）　避難指示とは、福島復興再生特別措置法

第 4 条第 4 号イからホまでに掲げる指示を

いいます。
（注 6）　一定の期間とは、提出企業立地促進計画

の変更に係る次の区域の区分に応じそれぞ

れ次の期間をいいます（震災税特令17の 2

の 2 ①一・二）。

①�　提出企業立地促進計画に定められた企

業立地促進区域の変更により新たに企業

立地促進区域に該当することとなる区域

……その変更について変更の提出（福島

復興再生特別措置法第18条第 7 項におい

て準用する同条第 4 項の規定による提出

をいいます。②において同じです。）のあ

った日から同日又はその区域に該当する

避難解除区域等に係る避難指示の全てが

解除された日のいずれか遅い日以後 7 年

を経過する日までの期間

②�　提出企業立地促進計画に定められた企

業立地促進区域の変更により企業立地促

進区域に該当しないこととなる区域……

提出企業立地促進計画の福島復興再生特

別措置法第18条第 4 項の規定による提出

のあった日からその変更について変更の

提出のあった日までの期間
（注 7）　一定の減価償却資産とは、機械及び装置、

建物及びその附属設備並びに構築物をいい

ます。

⑵　特定事業活動振興計画に係る措置
　この措置は、福島県知事の指定を受けた法人
が、提出特定事業活動振興計画の提出のあった
日（令和 3年 4月20日）から令和 8年 3月31日
までの期間内に、福島県の区域内においてその
提出特定事業活動振興計画に定められた特定事
業活動に係る事業の用に供する一定の減価償却
資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供
されたことのないものの取得又はその提出特定
事業活動振興計画に定められた特定事業活動に
係る事業の用に供する一定の減価償却資産の製
作若しくは建設をして、これをその区域内にお
いてその法人のその事業の用に供した場合には、
その事業の用に供した日を含む事業年度におい
て、その減価償却資産の取得価額から普通償却
限度額を控除した金額に相当する金額（建物及
びその附属設備並びに構築物については、その
取得価額の25％相当額）の特別償却とその取得
価額の15％（建物及びその附属設備並びに構築
物については、 8％）相当額の税額控除との選
択適用ができるというものです（震災税特法17
の 2 の 2 ①表二②）。
（注 1）　福島県知事の指定を受けた法人とは、福

島復興再生特別措置法第75条の 2 の規定に

より福島県知事の指定を受けた法人をいい、

具体的には、提出特定事業活動振興計画に

定められた特定事業活動を実施する法人で、
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その特定事業活動を行うことについて適正

かつ確実な計画を有すると認められること

等の要件に該当するものとして福島県知事

の指定を受けた法人とされています。
（注 2）　提出特定事業活動振興計画とは、福島復

興再生特別措置法第75条第 1 項に規定する

提出特定事業活動振興計画をいい、特定事

業活動とは、同法第74条第 1 項に規定する

特定事業活動をいいます。
（注 3）　一定の減価償却資産とは、提出特定事業

活動振興計画に定められた特定事業活動の

用に供する施設又は設備を新設し、又は増

設したその特定事業活動を実施する法人が、

その新設又は増設に伴い新たに取得し、又

は製作し、若しくは建設した機械及び装置、

建物及びその附属設備、構築物並びに一定

の器具及び備品のうち、その法人の福島復

興再生特別措置法第75条の 4 第 1 項の規定

による報告に係る一定の書類に記載された

もの（その報告につき、指定事業者が特定

事業活動を適切に実施していることを証す

る書類として一定の書類の交付を受けた場

合におけるその記載されたものに限りま

す。）とされています（震災税特令17の 2 の

2 ②、福島特措法75の 2 ）。一定の器具及び

備品とは、減価償却資産の耐用年数等に関

する省令別表第 1 の上欄に掲げる器具及び

備品のうち、指定に係る特定事業活動の実

施のために必要不可欠なものであり、かつ、

その特定事業活動の用に供することを直接

の目的とするものとされています（福島特

措規36）。

⑶　新産業創出等推進事業促進計画に係る措置
　この措置は、新産業創出等推進事業実施計画
につき福島県知事の認定を受けた法人が、提出
新産業創出等推進事業促進計画の提出のあった
日（令和 3年 4月20日）から令和 8年 3月31日
までの期間（その期間内にその提出新産業創出
等推進事業促進計画に定められた新産業創出等

推進事業促進区域の変更があった場合における
その変更に係る区域については、一定の期間）
内に、その新産業創出等推進事業促進区域内に
おいて新産業創出等推進事業の用に供する一定
の減価償却資産でその製作若しくは建設の後事
業の用に供されたことのないものの取得又はそ
の新産業創出等推進事業促進区域内において新
産業創出等推進事業の用に供する一定の減価償
却資産の製作若しくは建設をして、これをその
新産業創出等推進事業促進区域内においてその
法人のその新産業創出等推進事業の用に供した
場合には、その新産業創出等推進事業の用に供
した日を含む事業年度において、その減価償却
資産の取得価額から普通償却限度額を控除した
金額に相当する金額（建物及びその附属設備並
びに構築物については、その取得価額の25％相
当額）の特別償却とその取得価額の15％（建物
及びその附属設備並びに構築物については、 8
％）相当額の税額控除との選択適用ができると
いうものです（震災税特法17の 2 の 2 ①表三②）。
（注 1）　新産業創出等推進事業実施計画とは、福

島復興再生特別措置法第85条の 2 第 1 項に

規定する新産業創出等推進事業実施計画を

いい、提出新産業創出等推進事業促進計画

とは、同法第85条第 1 項に規定する提出新

産業創出等推進事業促進計画をいい、新産

業創出等推進事業促進区域とは、同法第84

条第 2 項第 2 号に規定する新産業創出等推

進事業促進区域をいいます。
（注 2）　一定の期間とは、提出新産業創出等推進

事業促進計画の変更に係る次の区域の区分

に応じそれぞれ次の期間をいいます（震災

税特令17の 2 の 2 ③一・二）。

①�　提出新産業創出等推進事業促進計画に

定められた新産業創出等推進事業促進区

域の変更により新たに新産業創出等推進

事業促進区域に該当することとなる区域

……その変更について変更の提出（福島

復興再生特別措置法第84条第 7 項におい

て準用する同条第 4 項の規定による提出
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をいいます。②において同じです。）のあ

った日から令和 8年 3月31日までの期間

②�　提出新産業創出等推進事業促進計画に

定められた新産業創出等推進事業促進区

域の変更により新産業創出等推進事業促

進区域に該当しないこととなる区域……

提出新産業創出等推進事業促進計画の福

島復興再生特別措置法第84条第 4 項の規

定による提出のあった日からその変更に

ついて変更の提出のあった日までの期間
（注 3）　新産業創出等推進事業とは、福島復興再

生特別措置法第84条第 1 項に規定する新産

業創出等推進事業をいいます。
（注 4）　一定の減価償却資産とは、提出新産業創

出等推進事業促進計画に定められた新産業

創出等推進事業促進区域内において認定新

産業創出等推進事業実施計画に従って新産

業創出等推進事業の用に供する施設又は設

備を新設し、又は増設した認定事業者が、

その新設又は増設に伴い新たに取得し、又

は製作し、若しくは建設した機械及び装置、

建物及びその附属設備並びに構築物並びに

一定の器具及び備品のうち、その認定事業

者のその認定新産業創出等推進事業実施計

画に記載されたものとされています（震災

税特法17の 2 の 2 ①表三 5 欄、震災税特令

17の 2 の 2 ④、福島特措法85の 5 ）。一定の

器具及び備品とは、減価償却資産の耐用年

数等に関する省令別表第 1 の上欄に掲げる

器具及び備品のうち、認定新産業創出等推

進事業実施計画に係る新産業創出等推進事

業の実施のために必要不可欠なものであり、

かつ、その新産業創出等推進事業の用に供

することを直接の目的とするものとされて

います（福島特措規43）。
（注 5）　認定新産業創出等推進事業実施計画とは、

福島復興再生特別措置法第85条の 2 第 3 項

の認定を受けた新産業創出等推進事業実施

計画（同条第 4 項の規定による変更の認定

があったときは、その変更後のもの）をいい、

認定事業者とは、新産業創出等推進事業実

施計画につき同条第 3 項の認定を受けた者

をいいます。

　上記⑴から⑶までの税額控除の適用を受ける場
合における控除を受ける金額は、上記⑴から⑶ま
での税額控除の合計で当期の調整前法人税額の20
％相当額を上限とすることとし、税額控除限度超
過額については、 4年間の繰越しができることと
されています（震災税特法17の 2 の 2 ②～④）。

2 　改正の内容

⑴　特定事業活動振興計画に係る措置の改正
　措置の適用期限が、令和11年 3 月31日まで 3
年延長されました（震災税特法17の 2 ①表二 2
欄）。

⑵　新産業創出等推進事業促進計画に係る措置の
改正
①　対象事業の追加
　新産業創出等推進事業促進計画の対象事業
である新産業創出等推進事業について、福島
イノベーション・コースト構想の推進を一段
と加速させる観点から、その範囲の拡大が行
われました。すなわち、従前の新産業創出等
推進事業である廃炉等、ロボット、農林水産
業等の分野（廃炉、ロボット・ドローン、エ
ネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、
医療関連及び航空宇宙のいわゆる重点 6 分
野）のいずれかに該当する一定の事業のほか、
新たな技術を活用し又は産業の発展に寄与す
る事業であって、福島国際研究産業都市区域
における産業集積の形成及び活性化を図る上
で中核となる事業が追加されました（福島特
措規39①二）。
（注 1）　新産業創出等推進事業促進計画（令和

8 年 4 月 1 日変更）においては、上記の

追加事業として、重点 6 分野に係る事業

を行う者との取引が見込まれる取組又は

重点 6 分野の集積に資する取組が期待さ

れるとされ、具体例として、以下の事業
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が掲げられています。

・�　廃炉に資する設備や部材の製造や点

検等の事業

・�　CT や放射線治療装置などの医療関

係機器の製造に必要な部品の製造

・�　エネルギーの地産地消に寄与する再

生可能エネルギーを用いた発電プラン

トの維持管理等の事業

・　水素モビリティの製造販売等

・�　運送業等における水素の活用を行う

事業

・�　ICT やロボット技術を活用しイノベ

区域内において生産された農作物の販

売・加工

・�　次世代のバイオマス発電又はバイオ

素材の開発に必要な農林水産物の生産・

提供

・�　ロケット・空飛ぶクルマの研究開発

に必要な研究施設等並びにその研究開

発に必要な部品等及び開発された製品

を製造する工場の建設並びにこれらの

施設の維持・管理

・�　ロボットやドローンの改良や量産化

に資する設備や部材の供給

・�　イノベ区域において開発・実証され

た技術や、実用化された新たな技術を

導入、活用した事業

・�　イノベ区域内における居住・滞在拠

点となる宿泊施設・飲食施設・商業施

設その他のイノベ区域の活性化に寄与

する施設の整備、運営に関する事業

・�　安心して暮らせる生活環境に必要な

医療・福祉、教育・子育て等に関する

事業

・�　イノベ区域内の各地域を含む面的な

サプライチェーンの構築に求められる

交通、物流等の事業

・�　共創的コミュニティの構築に求めら

れるインキュベーション施設等の運営

等

　これを受けて、本措置の対象事業について
も、上記の新たな技術を活用し又は産業の発
展に寄与する事業であって、福島国際研究産
業都市区域における産業集積の形成及び活性
化を図る上で中核となる事業（以下「その他
産業発展寄与事業」といいます。）が追加さ
れました。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考 1）

及び（参考 2）をご参照ください。
②　対象資産の見直し
　上記①に伴い、その他産業発展寄与事業に
係る対象資産について、認定新産業創出等推
進事業実施計画に従ってその他産業発展寄与
事業の用に供する施設又は設備を新設し、又
は増設した認定事業者が、その新設又は増設
に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは
建設した機械及び装置、建物及びその附属設
備並びに構築物のうち、その認定事業者の認
定新産業創出等推進事業実施計画に記載され
たものとされました（震災税特令17の 2 ③二、
福島特措法85の 5 ）。
（注 1）　従前の新産業創出等推進事業である重

点 6 分野のいずれかに該当する一定の事

業（福島復興再生特別措置法施行規則第

39条第 1項第 1号に掲げる事業。以下「特

定事業」といいます。）に係る対象資産に

ついては、改正前と同様（上記 1 ⑶（注

4）の機械及び装置、建物及びその附属

設備、構築物並びに一定の器具及び備品）

とされています。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考 1）

及び（参考 2）をご参照ください。

③　特別償却割合及び税額控除割合の見直し
　上記①に伴い、その他産業発展寄与事業に
係る対象資産の特別償却割合及び税額控除割
合について、それぞれ次の割合とされました
（震災税特法17の 2 ①表三 5欄ロ②二）。
イ　特別償却割合……45％（建物及びその附
属設備並びに構築物については、23％）
ロ　税額控除割合……14％（建物及びその附
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属設備並びに構築物については、 7％）
（注）　特定事業に係る対象資産の特別償却限度

額及び税額控除割合については、改正前と

同様、即時償却（建物及びその附属設備並

びに構築物については、その取得価額の25

％相当額の特別償却）及び15％（建物及び

その附属設備並びに構築物については、 8

％）とされています（震災税特法17の 2 ①

表三 5欄イ②一）。

④　適用期限の延長
　措置の適用期限が、令和11年 3 月31日まで
3年延長されました（震災税特法17の 2 ①表
三 2欄、震災税特令17の 2 ②一）。

（参考 1）　福島復興再生特別措置法（平成24年法

律第25号）

（新産業創出等推進事業促進計画の作成等）

第84条　福島県知事は、認定福島復興再生

計画（第 7 条第 6 項後段に規定する取組

の内容に関する事項に係る部分に限る。

以下この項において同じ。）に即して（認

定特定復興再生拠点区域復興再生計画が

定められているときは、認定福島復興再

生計画に即するとともに、認定特定復興

再生拠点区域復興再生計画に適合して）、

復興庁令で定めるところにより、新産業

創出等推進事業（新たな産業の創出又は

産業の国際競争力の強化の推進に資する

事業であって福島国際研究産業都市区域

における産業集積の形成及び活性化を図

る上で中核となるものとして復興庁令で

定めるものをいう。以下同じ。）の実施を

促進するための計画（以下この条及び次

条第 1 項において「新産業創出等推進事

業促進計画」という。）を作成することが

できる。

2～ 7　省　略

（新産業創出等推進事業実施計画の認定等）

第85条の 2 　提出新産業創出等推進事業促

進計画に定められた新産業創出等推進事

業促進区域内において新産業創出等推進

事業を実施する個人事業者又は法人は、

復興庁令で定めるところにより、新産業

創出等推進事業の実施に関する計画（以

下この条において「新産業創出等推進事

業実施計画」という。）を作成し、当該新

産業創出等推進事業実施計画が適当であ

る旨の福島県知事の認定を申請すること

ができる。

2～ 6　省　略

（認定事業者に対する課税の特例）

第85条の 5 　提出新産業創出等推進事業促

進計画に定められた新産業創出等推進事

業促進区域内において認定新産業創出等

推進事業実施計画に従って新産業創出等

推進事業の用に供する施設又は設備を新

設し、又は増設した認定事業者が、当該

新設又は増設に伴い新たに取得し、又は

製作し、若しくは建設した機械及び装置、

建物及びその附属設備並びに構築物その

他復興庁令で定める減価償却資産につい

ては、震災特例法で定めるところにより、

課税の特例の適用があるものとする。
（参考 2）　福島復興再生特別措置法施行規則（平

成24年復興庁令第 3号）

（法第84条第 1項の復興庁令で定める事業）

第39条　法第84条第 1 項の復興庁令で定め

る事業は、次に掲げるものとする。

一　法第 7 条第 6 項に規定する廃炉等、

ロボット、農林水産業その他復興庁令

で定める分野のいずれかに該当する事

業であって、次に掲げるもの

イ　新たな製品若しくは新技術の研究

開発の推進又はその成果の活用に資

する事業

ロ　企業その他の事業者が独自に開発

した技術又は蓄積した知見を活用し

た新商品の開発若しくは生産又は新

役務の開発若しくは提供に関する事

業

ハ　先進的な技術の活用又は既存の技
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術の改良若しくは高度化による新商

品の開発若しくは生産又は新役務の

開発若しくは提供に関する事業

二　前号に掲げる事業のほか、新たな技

術を活用し又は産業の発展に寄与する

事業であって、福島国際研究産業都市

区域（法第 7 条第 6 項に規定する福島

国際研究産業都市区域をいう。以下同

じ。）における産業集積の形成及び活性

化を図る上で中核となるもの

2 　前項第 2 号に掲げる事業は、法第85条

の 6 に規定する新産業創出等推進事業に

含まれないものとする。

（法第85条の 5 の復興庁令で定める減価償

却資産）

第43条　法第85条の 5 の復興庁令で定める

減価償却資産は、減価償却資産の耐用年

数等に関する省令別表第 1 の上欄に掲げ

る器具及び備品のうち、認定新産業創出

等推進事業実施計画に係る新産業創出等

推進事業（第39条第 1 項第 1 号に掲げる

事業に限る。以下この条及び次条におい

て同じ。）の実施のために必要不可欠なも

のであり、かつ、当該新産業創出等推進

事業の用に供することを直接の目的とす

るものとする。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑵①の改正は、令和 8年 4月 1日から
施行されています（改正福島特措規附則）。
⑵　上記 2 ⑵②及び③の改正は、法人が令和 8年
4月 1日以後に取得又は製作若しくは建設をす
る特定機械装置等について適用し、法人が同日
前に取得又は製作若しくは建設をした特定機械
装置等については、従前どおりとされています
（改正法附則81①）。

三�　特定復興産業集積区域において被災雇用者等を�
雇用した場合の法人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、東日本大震災復興特別区域法の施
行の日（平成23年12月26日）から令和 8年 3月31
日までの間に認定地方公共団体の指定を受けた法
人が、その指定があった日から同日以後 5年を経
過する日までの期間（以下「適用期間」といいま
す。）内の日を含む各事業年度の適用期間内にお
いて、その認定地方公共団体の作成した認定復興
推進計画に定められた特定復興産業集積区域内に
所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等
に対して給与等を支給する場合には、その事業年
度において、その支給する給与等の額の10％（令
和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日までの間に
指定を受けた法人がその指定をした認定地方公共
団体の作成したその認定を受けた復興推進計画に
定められた特定復興産業集積区域内に所在する産
業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支

給する給与等の額にあっては、 9％）相当額の税
額控除ができるというものです（震災税特法17の
3 ①）。
　なお、控除を受ける金額は、当期の調整前法人
税額の20％相当額を上限とすることとされていま
す（震災税特法17の 3 ①後段）。
（注 1）　認定地方公共団体とは、東日本大震災復興

特別区域法第 4 条第 1 項に規定する復興推進

計画につき同条第 9 項の認定（同法第 6 条第

1 項の変更の認定を含みます。）を受けた地方

公共団体をいいます。
（注 2）　認定復興推進計画とは、上記（注 1）の認

定を受けた復興推進計画をいいます。
（注 3）　特定復興産業集積区域とは、復興産業集積

区域のうち、次の区域に該当する区域をいい

ます（復興特区法37①、復興特区令 5）。

⑴�　岩手県の区域のうち、宮古市、大船渡市、

久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大
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槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡

田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村及び

同郡洋野町の区域

⑵�　宮城県の区域のうち、仙台市（青葉区、

太白区及び泉区の区域を除きます。）、石巻市、

塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩

沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、

宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、

牡鹿郡女川町及び本吉郡南三陸町の区域

⑶�　福島県の区域のうち、いわき市、相馬市、

田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡

広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川

内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、

同郡葛尾村、相馬郡新地町及び同郡飯舘村

の区域
（注 4）　復興産業集積区域とは、復興推進計画の目

標を達成するために産業集積の形成及び活性

化の取組を推進すべき区域をいいます（復興

特区法 4②四イ）。
（注 5）　産業集積事業所とは、東日本大震災復興特

別区域法第 2 条第 3 項第 2 号イに掲げる事業

を行う事業所をいい、具体的には、産業集積

の形成及び活性化を図ることを通じて雇用等

被害地域における雇用機会の確保に寄与する

事業（建築物整備事業を除きます。）を行う事

業所をいいます。
（注 6）　被災雇用者等とは、東日本大震災の被災者

である事業者により雇用されていた者又は東

日本大震災により被害を受けた地域内に居住

していた者をいい、具体的には、平成23年 3

月11日において特定被災区域内に所在する事

業所に雇用されていた者又は同日において特

定被災区域内に居住していた者とされていま

す（震災税特令17の 3 ①）。

2 　改正の内容

　適用期限（令和 8年 3月31日）の到来をもって、
制度が廃止されました（旧震災税特法17の 3 、旧
震災税特令17の 3 、旧震災税特規 6の 3）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 8年 4月 1日前に認定地
方公共団体の指定を受けた法人が被災雇用者等に
対して支給する給与等については、従前どおりと
されています（改正法附則82）。

四�　企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を�
雇用した場合の法人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴から⑶までの措置によって
構成されています（震災税特法17の 3 の 2 ）。

⑴　企業立地促進計画に係る措置
　この措置は、提出企業立地促進計画の提出の
あった日（平成25年 6 月10日）から同日又は提
出企業立地促進計画に定められた企業立地促進
区域に該当する避難解除区域等に係る避難指示
の全てが解除された日のいずれか遅い日以後 7
年（そのいずれか遅い日が平成26年 4 月 1 日前
である場合には、 3年）を経過する日までの期

間（その期間内におけるその企業立地促進区域
の変更により新たに企業立地促進区域に該当す
ることとなる区域については、一定の対象期
間）内に避難解除等区域復興再生推進事業実施
計画の認定を受けた法人が、その認定を受けた
日から同日以後 5 年を経過する日までの期間
（その法人が認定事業者に該当しないこととな
った場合その他の一定の場合には、一定の期間。
以下「適用期間」といいます。）内の日を含む
各事業年度の適用期間内において、その提出企
業立地促進計画に定められた企業立地促進区域
内に所在する避難解除等区域復興再生推進事業
を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等に対
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して給与等を支給する場合には、その事業年度
において、その支給する給与等の額の20％相当
額の税額控除ができるというものです（震災税
特法17の 3 の 2 ①表一）。
（注 1）　提出企業立地促進計画とは、福島復興再

生特別措置法第19条第 1 項に規定する提出

企業立地促進計画をいい、企業立地促進区

域とは、同法第18条第 2 項第 2 号に規定す

る企業立地促進区域をいいます。
（注 2）　避難解除区域等とは、福島復興再生特別

措置法第18条第 2 項第 2 号に規定する避難

解除区域等をいい、具体的には、避難解除

区域及び現に避難指示であって同法第 4 条

第 4 号ハに掲げる指示であるものの対象と

なっている区域（認定特定復興再生拠点区

域復興再生計画が定められているときは、

それらの区域及び認定特定復興再生拠点区

域）とされています。
（注 3）　避難指示とは、福島復興再生特別措置法

第 4 条第 4 号イからホまでに掲げる指示を

いいます。
（注 4）　一定の対象期間とは、提出企業立地促進

計画に定められた企業立地促進区域の変更

について変更の提出（福島復興再生特別措

置法第18条第 7 項において準用する同条第

4 項の規定による提出をいいます。）のあっ

た日から同日又はその企業立地促進区域に

該当する避難解除区域等に係る避難指示の

全てが解除された日のいずれか遅い日以後

7年を経過する日までの期間をいいます（震

災税特令17の 3 の 2 ①）。
（注 5）　避難解除等区域復興再生推進事業実施計

画とは、福島復興再生特別措置法第20条第

1 項に規定する避難解除等区域復興再生推

進事業実施計画をいい、認定事業者とは、

避難解除等区域復興再生推進事業実施計画

につき同条第 3 項の認定を受けた者をいい

ます。
（注 6）　一定の場合とは、次の場合をいい、一定

の期間とは、次の場合の区分に応じそれぞ

れ次の期間をいいます（震災税特令17の 3

の 2 ②）。

①�　認定を受けた日から同日以後 5 年を経

過する日までの期間内にその法人が福島

復興再生特別措置法第20条第 4 項に規定

する認定事業者に該当しないこととなっ

た場合……その法人がその認定を受けた

日からその該当しないこととなった日ま

での期間

②�　認定を受けた日から同日以後 5 年を経

過する日までの期間内に提出企業立地促

進計画に定められた企業立地促進区域の

変更（その法人のその認定に係る区域が

企業立地促進区域に該当しないこととな

るものに限ります。）があった場合……そ

の法人がその認定を受けた日からその変

更について変更の提出（福島復興再生特

別措置法第18条第 7 項において準用する

同条第 4 項の規定による提出をいいま

す。）のあった日までの期間
（注 7）　避難解除等区域復興再生推進事業とは、

福島復興再生特別措置法第18条第 1 項に規

定する避難解除等区域復興再生推進事業を

いいます。
（注 8）　避難対象雇用者等とは、避難指示の対象

となった区域（以下「避難対象区域」とい

います。）内に所在する事業所に勤務してい

た者又は避難対象区域内に居住していた者

をいい、具体的には、平成23年 3 月11日に

おいて避難対象区域内に所在する事業所に

勤務していた者又は同日において避難対象

区域内に居住していた者とされています（震

災税特令17の 3 の 2 ③）。

⑵　特定事業活動振興計画に係る措置
　この措置は、提出特定事業活動振興計画の提
出のあった日（令和 3年 4月20日）から令和 8
年 3月31日までの間に福島県知事の指定を受け
た法人が、その指定があった日から同日以後 5
年を経過する日までの期間（以下「適用期間」

─ 707 ─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



といいます。）内の日を含む各事業年度の適用
期間内において、福島県の区域内に所在するそ
の提出特定事業活動振興計画に定められた特定
事業活動を行う事業所に勤務する特定被災雇用
者等に対して給与等を支給する場合には、その
事業年度において、その支給する給与等の額の
10％相当額の税額控除ができるというものです
（震災税特法17の 3 の 2 ①表二）。
（注 1）　提出特定事業活動振興計画とは、福島復

興再生特別措置法第75条第 1 項に規定する

提出特定事業活動振興計画をいいます。
（注 2）　福島県知事の指定を受けた法人とは、福

島復興再生特別措置法第75条の 2 の規定に

より福島県知事の指定を受けた法人をいい、

具体的には、提出特定事業活動振興計画に

定められた特定事業活動を実施する法人で、

その特定事業活動を行うことについて適正

かつ確実な計画を有すると認められること

等の要件に該当するものとして福島県知事

の指定を受けた法人とされています。
（注 3）　特定事業活動とは、福島復興再生特別措

置法第74条第 1 項に規定する特定事業活動

をいいます。
（注 4）　特定被災雇用者等とは、次の者をいいま

す（震災税特令17の 3 の 2 ④）。

①�　平成23年 3 月11日において福島県の区

域内に所在する事業所に勤務していた者

②�　平成23年 3 月11日において福島県の区

域内に居住していた者

⑶　新産業創出等推進事業促進計画に係る措置
　この措置は、提出新産業創出等推進事業促進
計画の提出のあった日（令和 3年 4月20日）か
ら令和 8年 3月31日までの間に新産業創出等推
進事業実施計画につき福島県知事の認定を受け
た法人が、その認定を受けた日から同日以後 5
年を経過する日までの期間（その法人が認定事
業者に該当しないこととなった場合その他の一
定の場合には、一定の期間。以下「適用期間」
といいます。）内の日を含む各事業年度の適用

期間内において、その提出新産業創出等推進事
業促進計画に定められた新産業創出等推進事業
促進区域内に所在する新産業創出等推進事業を
行う事業所に勤務する避難対象雇用者等その他
の一定の雇用者に対して給与等を支給する場合
には、その事業年度において、その支給する給
与等の額（その給与等の額のうち研究開発税制
（措法42の 4 ）の適用によりその事業年度の所
得に対する調整前法人税額から控除する金額の
計算の基礎となった金額がある場合には、その
金額を控除した金額）の15％相当額の税額控除
ができるというものです（震災税特法17の 3 の
2 ①表三）。
（注 1）　提出新産業創出等推進事業促進計画とは、

福島復興再生特別措置法第85条第 1 項に規

定する提出新産業創出等推進事業促進計画

をいい、新産業創出等推進事業実施計画とは、

同法第85条の 2 第 1 項に規定する新産業創

出等推進事業実施計画をいい、認定事業者

とは、新産業創出等推進事業実施計画につ

き同法第85条第 3 項の認定を受けた者をい

います。
（注 2）　一定の場合とは、次の場合をいい、一定

の期間とは、次の場合の区分に応じそれぞ

れ次の期間をいいます（震災税特令17の 3

の 2 ⑤）。

①�　認定を受けた日から同日以後 5 年を経

過する日までの期間内にその法人が福島

復興再生特別措置法第85条の 2 第 4 項に

規定する認定事業者に該当しないことと

なった場合……その法人がその認定を受

けた日からその該当しないこととなった

日までの期間

②�　認定を受けた日から同日以後 5 年を経

過する日までの期間内に提出新産業創出

等推進事業促進計画に定められた新産業

創出等推進事業促進区域の変更（その法

人のその認定に係る区域が新産業創出等

推進事業促進区域に該当しないこととな

るものに限ります。）があった場合……そ
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の法人がその認定を受けた日からその変

更について変更の提出（福島復興再生特

別措置法第84条第 7 項において準用する

同条第 4 項の規定による提出をいいま

す。）のあった日までの期間
（注 3）　新産業創出等推進事業促進区域とは、福

島復興再生特別措置法第84条第 2 項第 2 号

に規定する新産業創出等推進事業促進区域

をいい、新産業創出等推進事業とは、同条

第 1 項に規定する新産業創出等推進事業を

いいます。
（注 4）　一定の雇用者とは、次の者をいいます（震

災税特令17の 3 の 2 ⑥、震災税特規 6 の 3

の 2①）。

①　避難対象雇用者等

②　次の者（上記①の者を除きます。）

　イ�　平成23年 3 月11日において福島国際

研究産業都市区域の区域内に所在する

事業所に勤務していた者

　ロ�　平成23年 3 月11日において福島国際

研究産業都市区域の区域内に居住して

いた者

③�　認定新産業創出等推進事業実施計画に

従って行う新産業創出等推進事業に関す

る専門的な知識及び技能を必要とする業

務に従事する者（上記①又は②の者を除

きます。）

　上記⑴から⑶までの措置は、各事業年度におい
て、いずれか一の措置のみを適用できることとさ
れています（震災税特法17の 3 の 2 ②）。なお、
控除を受ける金額は、当期の調整前法人税額の20
％相当額を上限とすることとされています（震災
税特法17の 3 の 2 ①後段）。

2 　改正の内容

⑴　特定事業活動振興計画に係る措置の改正
　法人指定の期限が、令和11年 3 月31日まで 3
年延長されました（震災税特法17の 3 ①表二 1
欄）。

⑵　新産業創出等推進事業促進計画に係る措置の
改正
①　対象事業の追加
　新産業創出等推進事業促進計画の対象事業
である新産業創出等推進事業について、福島
イノベーション・コースト構想の推進を一段
と加速させる観点から、その範囲の拡大が行
われました。すなわち、従前の新産業創出等
推進事業である廃炉等、ロボット、農林水産
業等の分野（廃炉、ロボット・ドローン、エ
ネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、
医療関連及び航空宇宙のいわゆる重点 6 分
野）のいずれかに該当する一定の事業のほか、
新たな技術を活用し又は産業の発展に寄与す
る事業であって、福島国際研究産業都市区域
における産業集積の形成及び活性化を図る上
で中核となる事業が追加されました（福島特
措規39①二）。
（注 1）　上記の追加事業の詳細については、前

述「二　企業立地促進区域等において機

械等を取得した場合の特別償却又は法人

税額の特別控除制度」の 2をご参照くだ

さい。

　これを受けて、本措置の対象事業について
も、上記の新たな技術を活用し又は産業の発
展に寄与する事業であって、福島国際研究産
業都市区域における産業集積の形成及び活性
化を図る上で中核となる事業（以下「その他
産業発展寄与事業」といいます。）が追加さ
れました。
（注 2）　関係法令については、前述「二　企業

立地促進区域等において機械等を取得し

た場合の特別償却又は法人税額の特別控

除制度」の 2の（参考 2）をご参照くだ

さい。

②　対象雇用者の見直し
　上記①に伴い、その他産業発展寄与事業に
係る対象雇用者について、次の者とされまし
た（震災税特令17の 3 ⑥一・二）。
イ　避難対象雇用者等（上記 1 ⑶（注 4）①
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の者）
ロ　次の者（上記イの者を除きます。）（上記
1 ⑶（注 4）②の者）
イ　平成23年 3 月11日において福島国際研
究産業都市区域の区域内に所在する事業
所に勤務していた者
ロ　平成23年 3 月11日において福島国際研
究産業都市区域の区域内に居住していた
者

（注 1）　従前の新産業創出等推進事業である重

点 6 分野のいずれかに該当する一定の事

業（福島復興再生特別措置法施行規則第

39条第 1項第 1号に掲げる事業。以下「特

定事業」といいます。）に係る対象雇用者

については、改正前と同様（上記 1 ⑶（注

4）①から③までの者）とされています

（震災税特令17の 3 ⑥一～三）。
（注 2）　関係法令については、前述「二　企業

立地促進区域等において機械等を取得し

た場合の特別償却又は法人税額の特別控

除制度」の 2の（参考 2）をご参照くだ

さい。

③　税額控除割合の見直し
　上記①に伴い、その他産業発展寄与事業を
行う事業所に勤務する対象雇用者に対して支
給する給与等の額に係る税額控除割合につい
て、 9％とされました（震災税特法17の 3 ①
表三 4欄ロ）。
（注）　特定事業を行う事業所に勤務する対象雇

用者に対して支給する給与等の額に係る税

額控除割合については、改正前と同様（15

％）とされています（震災税特法17の 3 ①

表三 4欄イ）。

④　適用対象となる給与等の整備
　重点産業技術試験研究を行った場合の法人
税額の特別控除制度（措法42の 5 ）の創設に
伴い、本措置の適用対象となる給与等の額か
ら、その給与等の額のうち租税特別措置法第
42条の 5の規定により本措置の適用対象とな
る事業年度の所得に対する調整前法人税額か
ら控除する金額の計算の基礎となった金額を
控除することとされました（震災税特法17の
3 ①）。

⑤　適用期限の延長
　法人認定の期限が、令和11年 3 月31日まで
3年延長されました（震災税特法17の 3 ①表
三 1欄）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑵①の改正は、令和 8年 4月 1日から
施行されています（改正福島特措規附則）。
⑵　上記 2 ⑵②及び③の改正は、令和 8年 4月 1
日以後に認定を受ける法人の適用年度分の法人
税について適用し、同日前に認定を受けた法人
の適用年度分の法人税については、従前どおり
とされています（改正法附則83①）。
⑶　上記 2 ⑵④の改正は、産業技術力強化法の一
部を改正する法律（令和 8年法律第41号。以下
「産技法改正法」といいます。）の施行の日から
適用することとされています（改正法附則 1十
三、83②）。
（注）　産技法改正法の施行の日は、産技法改正法

の公布の日（令和 8 年 6 月19日）から起算し

て 1 年を超えない範囲内において政令で定め

る日とされており（産技法改正法附則 1）、そ

の政令は、今後定められます。

五�　特定復興産業集積区域における開発研究用資産の�
特別償却等制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、認定地方公共団体の指定を受けた

法人が、東日本大震災復興特別区域法の施行の日
（平成23年12月26日）から令和 8 年 3 月31日まで
の間に、その認定地方公共団体の作成した認定復
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興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内
において開発研究の用に供される開発研究用資産
でその製作若しくは建設の後事業の用に供された
ことのないものの取得又はその復興産業集積区域
内において開発研究の用に供される開発研究用資
産の製作若しくは建設をして、これをその特定復
興産業集積区域内においてその法人の開発研究の
用に供した場合には、その開発研究の用に供した
日を含む事業年度において、次の開発研究用資産
の区分に応じそれぞれ次の特別償却限度額の特別
償却ができるというものです（震災税特法17の 5
①）。
⑴　令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで
の間に取得又は製作若しくは建設をした開発研
究用資産……その取得価額の30％（その法人が
中小企業者又は農業協同組合等（以下「中小企
業者等」といいます。）である場合には、45
％）相当額
⑵　上記⑴以外の開発研究用資産……その取得価
額の34％（その法人が中小企業者等である場合
には、50％）相当額
　また、開発研究用資産について、この制度の適
用を受ける場合には、その開発研究の用に供した
日を含む事業年度のその開発研究用資産に係る減
価償却費の額（特別試験研究費の額に該当するも
のを除きます。）は、特別試験研究費の額に係る
税額控除制度（措法42の 4 ⑦）における特別試験
研究費の額に該当するものとみなして、研究開発
税制（措法42の 4 ）の適用を受けることができる
こととされています（震災税特法17の 5 ②）。こ
の場合において、その特別試験研究費の額とみな
された金額に係る税額控除割合は20％となります
（措法42の 4 ⑦三）。
（注 1）　認定地方公共団体とは、東日本大震災復興

特別区域法第 4 条第 1 項に規定する復興推進

計画につき同条第 9 項の認定（同法第 6 条第

1 項の変更の認定を含みます。）を受けた地方

公共団体をいいます。
（注 2）　認定復興推進計画とは、上記（注 1）の認

定を受けた復興推進計画をいいます。

（注 3）　特定復興産業集積区域とは、復興産業集積

区域のうち、次の区域に該当する区域をいい

ます（復興特区法37①、復興特区令 5）。

⑴�　岩手県の区域のうち、宮古市、大船渡市、

久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大

槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡

田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村及び

同郡洋野町の区域

⑵�　宮城県の区域のうち、仙台市（青葉区、

太白区及び泉区の区域を除きます。）、石巻市、

塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩

沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、

宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、

牡鹿郡女川町及び本吉郡南三陸町の区域

⑶�　福島県の区域のうち、いわき市、相馬市、

田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡

広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川

内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、

同郡葛尾村、相馬郡新地町及び同郡飯舘村

の区域
（注 4）　復興産業集積区域とは、復興推進計画の目

標を達成するために産業集積の形成及び活性

化の取組を推進すべき区域をいいます（復興

特区法 4②四イ）。
（注 5）　中小企業者とは、租税特別措置法第42条の

4 第19項第 7 号に規定する中小企業者をいい

（震災税特法17の 5 ①一）、具体的には、資本

金の額若しくは出資金の額が 1 億円以下の法

人のうち次の法人以外の法人又は資本若しく

は出資を有しない法人のうち常時使用する従

業員の数が1,000人以下の法人をいいます（措

法42の 4 ⑲七、措令27の 4 ⑰）。

⑴�　その発行済株式又は出資（その有する自

己の株式又は出資を除きます。以下同じで

す。）の総数又は総額の 2 分の 1 以上が同一

の大規模法人の所有に属している法人

　�　なお、大規模法人とは、資本金の額若し

くは出資金の額が 1 億円を超える法人、資

本若しくは出資を有しない法人のうち常時

使用する従業員の数が1,000人を超える法人
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又は次の法人をいい、中小企業投資育成株

式会社を除きます。

　①�　大法人（次の法人をいいます。以下同

じです。）との間にその大法人による完全

支配関係がある普通法人

　　イ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億円

以上である法人

　　ロ�　保険業法に規定する相互会社及び外

国相互会社のうち、常時使用する従業

員の数が1,000人を超える法人

　　ハ　受託法人

　②�　普通法人との間に完全支配関係がある

全ての大法人が有する株式及び出資の全

部をその全ての大法人のうちいずれか一

の法人が有するものとみなした場合にお

いてそのいずれか一の法人とその普通法

人との間にそのいずれか一の法人による

完全支配関係があることとなるときのそ

の普通法人（上記①の法人を除きます。）

⑵�　上記⑴の法人のほか、その発行済株式又

は出資の総数又は総額の 3 分の 2 以上が大

規模法人の所有に属している法人

⑶�　他の通算法人のうちいずれかの法人が次

の法人に該当しない場合における通算法人

　①�　資本金の額又は出資金の額が 1 億円以

下の法人のうち上記⑴又は⑵の法人以外

の法人

　②�　資本又は出資を有しない法人のうち常

時使用する従業員の数が1,000人以下の法

人
（注 6）　農業協同組合等とは、租税特別措置法第42

条の 4 第19項第 9 号に規定する農業協同組合

等をいい（震災税特法17の 5 ①一）、具体的に

は、農業協同組合、農業協同組合連合会、中

小企業等協同組合、出資組合である商工組合

及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海

運組合連合会、出資組合である生活衛生同業

組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、

水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連

合会、森林組合並びに森林組合連合会をいい

ます（措法42の 4 ⑲九）。

2 　改正の内容

　適用期限（令和 8年 3月31日）の到来をもって、
制度が廃止されました（旧震災税特法17の 5 、旧
震災税特令17の 5 、旧震災税特規 6の 4）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人が令和 8年 4月 1日前に
取得又は製作若しくは建設をした開発研究用資産
については、従前どおりとされています（改正法
附則84）。

六�　新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の�
特別償却等制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、新産業創出等推進事業実施計画に
つき福島県知事の認定を受けた法人が、提出新産
業創出等推進事業促進計画の提出のあった日（令
和 3年 4月20日）から令和 8年 3月31日までの期
間（その期間内にその提出新産業創出等推進事業
促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進
区域の変更があった場合におけるその変更に係る
区域については、一定の期間）内に、その提出新

産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業
創出等推進事業促進区域内において開発研究の用
に供される開発研究用資産の取得又はその新産業
創出等推進事業促進区域内において開発研究の用
に供される開発研究用資産の製作若しくは建設を
して、これをその新産業創出等推進事業促進区域
内においてその法人のその開発研究の用に供した
場合には、その開発研究の用に供した日を含む事
業年度において、その開発研究用資産の取得価額
から普通償却限度額を控除した金額に相当する金
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額の特別償却（即時償却）ができるというもので
す（震災税特法18①）。
　また、開発研究用資産について、この制度の適
用を受ける場合には、その開発研究の用に供した
日を含む事業年度のその開発研究用資産に係る減
価償却費の額（特別試験研究費の額に該当するも
のを除きます。）は、特別試験研究費の額に係る
税額控除制度（措法42の 4 ⑦）における特別試験
研究費の額に該当するものとみなして、研究開発
税制（措法42の 4 ）の適用を受けることができる
こととされています（震災税特法18②）。この場
合において、その特別試験研究費の額とみなされ
た金額に係る税額控除割合は20％となります（措
法42の 4 ⑦三）。
（注）　一定の期間とは、提出新産業創出等推進事業

促進計画の変更に係る次の区域の区分に応じそ

れぞれ次の期間をいいます（震災税特令18①一・

二）。

⑴�　提出新産業創出等推進事業促進計画に定め

られた新産業創出等推進事業促進区域の変更

により新たに新産業創出等推進事業促進区域

に該当することとなる区域……その変更につ

いて変更の提出（福島復興再生特別措置法第

84条第 7 項において準用する同条第 4 項の規

定による提出をいいます。⑵において同じで

す。）のあった日から令和 8 年 3 月31日までの

期間

⑵�　提出新産業創出等推進事業促進計画に定め

られた新産業創出等推進事業促進区域の変更

により新産業創出等推進事業促進区域に該当

しないこととなる区域……提出新産業創出等

推進事業促進計画の福島復興再生特別措置法

第84条第 4 項の規定による提出のあった日か

らその変更について変更の提出のあった日ま

での期間

2 　改正の内容

　制度の適用期限が、令和11年 3 月31日まで 3年
延長されました（震災税特法18①、震災税特令18
①一）。
　なお、前述のとおり、福島復興再生特別措置法
施行規則の改正により新産業創出等推進事業の範
囲が見直され、重点 6分野以外の事業のうち、新
たな技術を活用し又は産業の発展に寄与する事業
であって、福島国際研究産業都市区域における産
業集積の形成及び活性化を図る上で中核となるも
のが新産業創出等推進事業に追加されていますが
（福島特措規39①二）、この追加された事業は、福
島復興再生特別措置法第85条の 6の開発研究用資
産に関する課税の特例の対象となる新産業創出等
推進事業に含まれないものとされているため（福
島特措規39②）、本制度の適用を受けることはで
きません。
（注）　関係法令については、前述「二　企業立地促

進区域等において機械等を取得した場合の特別

償却又は法人税額の特別控除制度」の 2の（参

考 2）をご参照ください。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 8年 4月 1日から施行さ
れています（改正法附則 1、改正震災税特令 1）。

七　被災代替船舶の特別償却制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人が、平成23年 3 月11日から令
和 8年 3月31日までの間に、東日本大震災に起因
して事業の用に供することができなくなった船舶
に代わる一定の船舶（以下「被災代替船舶」とい

います。）でその製作の後事業の用に供されたこ
とのないものの取得又は被災代替船舶の製作をし
て、これをその法人の事業の用に供した場合には、
その事業の用に供した日を含む事業年度において、
その被災代替船舶の取得価額の20％（その法人が
中小企業者又は農業協同組合等である場合には、
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24％）相当額の特別償却ができるというものです
（震災税特法18の 2 ）。
（注 1）　中小企業者とは、租税特別措置法第42条の

4 第19項第 7 号に規定する中小企業者をいい

（震災税特法18の 2 ①）、具体的には、資本金

の額若しくは出資金の額が 1 億円以下の法人

のうち次の法人以外の法人又は資本若しくは

出資を有しない法人のうち常時使用する従業

員の数が1,000人以下の法人をいいます（措法

42の 4 ⑲七、措令27の 4 ⑰）。

⑴�　その発行済株式又は出資（その有する自

己の株式又は出資を除きます。以下同じで

す。）の総数又は総額の 2 分の 1 以上が同一

の大規模法人の所有に属している法人

　�　なお、大規模法人とは、資本金の額若し

くは出資金の額が 1 億円を超える法人、資

本若しくは出資を有しない法人のうち常時

使用する従業員の数が1,000人を超える法人

又は次の法人をいい、中小企業投資育成株

式会社を除きます。

　①�　大法人（次の法人をいいます。以下同

じです。）との間にその大法人による完全

支配関係がある普通法人

　　イ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億円

以上である法人

　　ロ�　保険業法に規定する相互会社及び外

国相互会社のうち、常時使用する従業

員の数が1,000人を超える法人

　　ハ　受託法人

　②�　普通法人との間に完全支配関係がある

全ての大法人が有する株式及び出資の全

部をその全ての大法人のうちいずれか一

の法人が有するものとみなした場合にお

いてそのいずれか一の法人とその普通法

人との間にそのいずれか一の法人による

完全支配関係があることとなるときのそ

の普通法人（上記①の法人を除きます。）

⑵�　上記⑴の法人のほか、その発行済株式又

は出資の総数又は総額の 3 分の 2 以上が大

規模法人の所有に属している法人

⑶�　他の通算法人のうちいずれかの法人が次

の法人に該当しない場合における通算法人

　①�　資本金の額又は出資金の額が 1 億円以

下の法人のうち上記⑴又は⑵の法人以外

の法人

　②�　資本又は出資を有しない法人のうち常

時使用する従業員の数が1,000人以下の法

人
（注 2）　農業協同組合等とは、租税特別措置法第42

条の 4 第19項第 9 号に規定する農業協同組合

等をいい（震災税特法18の 2 ①）、具体的には、

農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企

業等協同組合、出資組合である商工組合及び

商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組

合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加

工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、

森林組合並びに森林組合連合会をいいます（措

法42の 4 ⑲九）。
（注 3）　受託法人に該当する法人については、中小

企業者又は農業協同組合等の場合の特別償却

割合の適用はありません（震災税特令26）。

2 　改正の内容

　適用期限（令和 8年 3月31日）の到来をもって、
制度が廃止されました（旧震災税特法18の 2 、旧
震災税特令18の 2 、26）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 8年 3月31日以前に事業
の用に供した被災代替船舶については、従来どお
り適用できることとされています（改正法附則85、
改正震災税特令附則 6）。
　なお、法人が、令和 8年 4月 1日から令和 9年
3月31日までの間に被災代替船舶を事業の用に供
した場合には、その被災代替船舶については、従
来どおり適用できる措置が講じられています（改
正法附則85、改正震災税特令附則 6）。ただし、
対象となる被災代替船舶は、やむを得ない事情に
より令和 8年 3月31日までに事業の用に供するこ
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とができなかったことにつき証明がされたものと
されています（改正法附則85①）。この証明は、
公共工事の工期の延長その他やむを得ない事情に
より同日までに事業の用に供することができなか
ったことにつき内閣総理大臣が確認をした書類を
確定申告書等に添付することにより行うこととさ
れています（改正震災税特規附則 5）。

（注）　確定申告書等とは、法人税法第 2 条第30号に

規定する中間申告書で同法第72条第 1 項各号又

は第144条の 4 第 1 項各号若しくは第 2 項各号に

掲げる事項を記載したもの及び同法第 2 条第31

号に規定する確定申告書をいいます（震災税特

法 2③六・七、改正震災税特規附則 4①）。

八�　特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の�
所得の特別控除制度（2,000万円特別控除制度）の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人の有する土地等で特定住宅被
災市町村の区域内にあるものが、東日本大震災の
被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する
法律の一部を改正する法律（平成23年法律第119
号）の施行の日（平成23年12月14日）から令和 8
年 3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政
法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路
公社又は土地開発公社が行う東日本大震災からの
復興のための事業の用（次の土地等の区分に応じ
それぞれ次の事業の用に限ります。）に供するた
めにこれらの者のうちいずれかの者に買い取られ
る場合には、その買い取られる場合は、租税特別
措置法第65条の 3第 1項第 1号に掲げる場合に該
当するものとみなして、特定土地区画整理事業等
のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除
制度（2,000万円特別控除制度）の適用を受ける
ことができるというものです（震災税特法18の 9
②）。
⑴　特定住宅被災市町村の区域のうち東日本大震
災復興特別区域法第 4条第 1項に規定する政令
で定める区域内にある土地等……その土地等が
所在する特定住宅被災市町村又はその特定住宅
被災市町村の存する県が単独で又は共同して作
成した東日本大震災からの復興を図るための一
定の計画に記載された事業
⑵　特定住宅被災市町村の区域のうち東日本大震
災復興特別区域法第 4条第 1項に規定する政令

で定める区域以外の区域内にある土地等……そ
の土地等が所在する特定住宅被災市町村又はそ
の特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は
共同して作成した東日本大震災からの復興を図
るための一定の計画に記載された事業（令和 3
年 3月31日においてその計画に記載されていた
ものに限ります。）

2 　改正の内容

⑴　適用対象区域の見直し
　適用対象区域が福島復興再生特別措置法第18
条第 2項第 2号に規定する避難解除区域等（改
正前：特定住宅被災市町村の区域）に限定され
ました（震災税特法18の 9 ②）。
　また、適用対象区域の見直しに伴い、本制度
の適用対象となる場合の「東日本大震災からの
復興のための事業の用」が、その土地等が所在
する市町村又は福島県が単独で又は共同して作
成した東日本大震災からの復興を図るための次
の計画でその土地等の買取りをする者のその買
取りの時において現に効力を有するものに記載
された事業の用に限ることとされました（震災
税特法18の 9 ②、震災税特規 7④）。
①　東日本大震災復興特別区域法第46条第 1項
に規定する復興整備計画その他の法律の規定
による計画
②　上記①の計画のほか、その市町村若しくは
福島県の議会又は法令若しくはその市町村若
しくは福島県の条例、規則その他の規程によ
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り設けられた委員会、審議会その他これらに
準ずるものの議を経て作成された計画
③　上記①又は②の計画のほか、その市町村又
は福島県がインターネットの利用その他適切
な方法により公表している計画

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が令和11年 3 月31日まで 3年
延長されました（震災税特法18の 9 ②）。

（注）　上記⑴及び⑵の改正の趣旨等については、前

掲「租税特別措置法等（所得税関係）の改正」

の「十六　特定土地区画整理事業等のために土

地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除の特例

の改正」の 2をご参照ください。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、法人が令和 8年 4月 1日以
後に行う土地等の譲渡に係る法人税について適用
し、法人が同日前に行った土地等の譲渡に係る法
人税については、従前どおりとされています（改
正法附則86）。
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